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はじめに
我が国においては、基本的人権の尊重を基本理念の一つとする「日本国憲法」（以下「憲

法」という。）の下で、国政の全般にわたり、人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進
が図られてきた。それは、憲法のみならず、戦後、国際連合（以下「国連」という。）に
おいて作成され、現在、我が国が締結している人権諸条約等の国際準則にものっとって行
われている。また、我が国では、長年にわたり、国、地方公共団体と人権擁護委員を始め
とする民間のボランティアとが一体となって、地域に密着した地道な人権擁護活動を積み
重ねてきた。その成果もあって、人権尊重の理念が広く国民に浸透し、基本的には人権を
尊重する社会が築かれているということができる。

一方で、人権課題の生起がやむことはなく、令和７年度においては、インターネット上
の人権侵害やこどもの人権問題等が関心を集めることとなった。

法務省の人権擁護機関では、「人権侵犯事件調査処理規程」（平成16年法務省訓令第２号）
に基づき、人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害者の救済に努め
ているところ、令和７年に法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した人権侵犯事
件数は8,207件である。これを類型別に見ると、教育関係事案が2,144件（26.1%）と最も多
く（このうち、学校におけるいじめ事案が1,422件（17.3%））、次いで、名誉・プライバシー
関係事案が1,996件（24.3％）、労働権関係事案が1,449件（17.7％）、強制・強要事案が676
件（8.2％）、暴行・虐待事案が671件（8.2％）などとなっている（資-41頁参照）。

特に、こどもの人権に関しては、文部科学省が行った令和６年度「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、小・中・高等学校における、暴力
行為の発生件数は12万8,859件と依然として憂慮すべき状況が見られ、また、「いじめ防止
対策推進法」（平成25年法律第71号）第28条第１項に規定する「重大事態」の件数は1,404
件と、いじめによる重大な被害が生じた事案も引き続き発生しているなど、教育上の大き
な課題となっている。さらに、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数
は令和６年度には22万3,691件と、依然として高い水準にある。

このような状況を踏まえ、政府では、関係府省庁間の連携を図りながら、国民に対する
人権教育・啓発活動を更に推進している。

本書は、令和７年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を「人権教育及び人
権啓発施策」として取りまとめ、国会に報告するものである。
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特集　「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」について

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号。以下「人権教育・
啓発推進法」という。）第７条に基づき、国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、平成14年３月に人権教育・啓発に関する基本計画（以
下「第一次基本計画」という。）を策定した。

関係各府省庁においては、第一次基本計画に基づき、人権教育・啓発施策を推進してき
たところ、国は、令和７年６月、社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向等を踏まえ、人
権教育・啓発に関する基本計画（第二次）（以下「第二次基本計画」という。）を策定した。

本特集では、第二次基本計画の策定に至る経緯及びその概要について取り上げる。

１　第一次基本計画の見直しの経緯
第一次基本計画は、平成14年に策定され、平成23年に「北朝鮮当局による拉致問題等」

が個別の人権課題として追加された後は、見直しがされていなかった。
そうした中、今後の人権教育・啓発の基本的な在り方等について検討した「人権教育・

啓発に関する取組課題に係る調査研究」有識者検討会（以下「有識者検討会」という。）
において、第一次基本計画は、策定後の国内外における人権状況が必ずしも反映されて
おらず、今後施策を推進していく際の指針として記載が十分でない箇所もあることから、
人権教育・啓発施策をより一層推進するため、社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向
を踏まえたものに見直しを行う必要があるとの提言がされた。

このような提言を受けたことなどを踏まえ、令和６年６月３日、人権教育・啓発推進
法第３条に定められた基本理念にのっとり、国内の社会経済情勢の変化や国際的潮流の
動向等に適切に対応した人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るとともに、人権に関わる教育・啓発活動を行っている関係府省庁間で情報を共有
し、その密接な連携・協力を図るため、「人権教育・啓発関係府省庁連絡会議」（以下「連

１１ 基基本本計計画画のの見見直直ししにに当当たたっっててのの観観点点ににつついいてて
人権教育・啓発施策の現状を分析し、検証結果に基づいて、前記５つの観点を盛
り込んだ見直しを行うべき
前記５つの観点に加えて見直しの際に踏まえるべき観点は、以下のとおり
○人権を取り巻く情勢に関する分析 ○生涯学習の視点の重要性
○人権教育の現状に関する分析の在り方 ○人権教育・啓発と「道徳」
○高等教育における人権教育 ○行政の中立性の確保
○人権教育・啓発における「個性の尊重」
○人権教育を実施する人材の確保と人権擁護委員との連携
○政府関係機関職員等に対する研修の充実強化 ○いわゆる「複合差別」の観点

２２ 基基本本計計画画ににおおけけるる各各人人権権課課題題ににつついいてて
⑴ 基本計画に掲げるべき人権課題を選定する際の考え方及び基準

人権侵害を受けやすい人々をグループ化して施策を推進する手法は、基本的に
維持すべき。もっとも、限られた人員・予算で効果的な啓発活動を行うため、①個別
法制定の有無、②国民の関心の程度等を踏まえ、必要に応じて整理を行うべき
⑵ 新たに追加すべき人権課題の有無

これまでに指摘を受けた個別の人権課題について議論
⑶ 課題横断的な問題の取扱い
○ 「インターネット上の人権侵害」の位置づけ→課題横断的な問題として検討
○ いわゆる「ヘイトスピーチ」の取扱い→H28に「ヘイトスピーチ解消法」成立

社会的関心も高く、基本計画で言及すべき
⑷ 基本計画見直しの際に個別に検討すべき人権課題

「こども」「女性」「障害者」等、策定済みの総合的な施策の計画等を尊重し、それ
らを基本計画に取り入れるべき。計画等が現状存在しない「部落差別（同和問題）」、
「ハンセン病患者・元患者等」、「ヘイトスピーチ」については、教育・啓発の方向性を
具体的に検討し、基本計画に記載する必要あり

３３ 基基本本計計画画のの見見直直ししににつついいてて
効果検証の必要性、他の計画等の整合性等から、定期的な見直しが望ましい

１１ 目目的的
大きく様変わりした我が国の人権状況を踏まえ、効果的な取組の推進や新たな

人権課題への適切な対応を行うため、今後の人権教育・啓発の基本的な在り方等
について検討し、一定の方向性を示す

２２ 実実施施体体制制
(公財)人権教育啓発推進センターへの調査研究委託により有識者検討会を設置。

R5.11～R6.2に合計5回の会議を開催して検討し、R6.2に報告書提出

１１ 基基本本ととすすべべきき考考ええ方方
今後の人権教育・啓発施策を推進する上で、基本とすべき考え方を５５つつのの観観点点か
ら検討

⑴⑴ 権権利利のの享享有有主主体体ででああるるここととのの認認識識をを得得るるここととののででききるる人人権権教教育育・・啓啓発発
各人に保障された権利内容、国家による権利侵害の可能性、私人間における権

利衝突の調整の必要性、権利を守る方法を正しく理解し、全ての人々が権利の享
有主体であることを認識した上で行動することができるようにすることが必要

⑵⑵ イインンタターーネネッットト・・ＳＳＮＮＳＳのの普普及及にに伴伴うう人人権権侵侵害害のの態態様様のの変変化化ととそそれれにに対対応応ししたた
人人権権教教育育・・啓啓発発
全世代を対象に、被害者になった場合の対応の周知のほか、加害者にならない

ための「責任ある情報発信」という観点からの教育・啓発の推進が必要

⑶⑶ 「「ビビジジネネススとと人人権権」」のの議議論論のの高高ままりりをを受受けけたた人人権権教教育育・・啓啓発発
人権尊重の責任を果たす各企業が、「人権とは何か」ということへの認識が深めら

れる教育・啓発の推進が必要

⑷⑷ 地地域域のの実実情情をを踏踏ままええたた人人権権教教育育・・啓啓発発
各地方公共団体が各地域の課題を独自に把握し、施策を展開することが必要

⑸⑸ 国国際際的的潮潮流流のの動動向向をを踏踏ままええたた人人権権教教育育・・啓啓発発
個別の人権課題にフォーカスしたものにとどまらず、「人権」の普遍性を理解し、国

際人権関係文書の趣旨を踏まえた施策の推進が必要

２２ 人人権権教教育育・・啓啓発発のの推推進進ののたためめにに採採るるべべきき方方策策
現行の基本計画は、H14に策定された後の国内外の人権状況が必ずしも反映さ

れておらず、人権教育・啓発施策の指針として不十分
国内の社会経済情勢の変化と国際的潮流の動向を踏まえ、人権教育・啓発をより

一層推進するため、基本計画の見直しを行う必要があるとの結論を得た

ⅠⅠ 目目的的及及びび実実施施体体制制

「人権教育・啓発に関する取組課題に係る調査研究」有識者検討会報告書【概要】

ⅡⅡ 人人権権教教育育・・啓啓発発にに関関すするる経経緯緯とと現現状状

ⅢⅢ 今今後後のの人人権権教教育育・・啓啓発発のの基基本本的的なな在在りり方方

・人権教育・啓発に関しては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
（平成12年法律第147号、H12.12.6公布・施行、以下「法」という。）において、理念や国・地
方公共団体の責務等が定められている

・政府は、法第７条に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」（H14.3.15閣議決定、
H23.４.１一部変更、以下「基本計画」という。）にのっとり、各種人権教育・啓発施策を推進。
これまで基本計画の大幅な見直しはなされていない

・実施状況は、法第８条に基づき、毎年国会に年次報告として提出

ⅣⅣ 基基本本計計画画のの見見直直ししにに関関すするる提提言言

「人権教育・啓発に関する取組課題に係る調査研究」
有識者検討会報告書（概要）
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絡会議」という。）が設置され、第一次基本計画の見直しに向けた検討を行うことが関
係府省庁間で了解された。

その後、連絡会議の下に置かれた幹事会（以下「幹事会」という。）において、具体
的な検討作業や個別の人権課題に関するヒアリングが行われた。

ヒアリングについては、有識者検討会の報告書において、「『こども』『女性』『障害者』
など、当事者・関係者のヒアリング等を経て、総合的な施策の計画等が策定され、教育・
啓発の方向性が示されているものについて、当該方向性等を尊重し、第二次基本計画の
中にも取り入れていくべき。他方、現在、教育・啓発に関する理念や方向性を示した計
画等が存在していない人権課題については、それぞれの問題状況に応じた人権教育・啓
発の方向性等について具体的に検討する必要がある。」旨指摘されていること等を踏ま
え、部落差別（同和問題）、ハンセン病問題、ビジネスと人権、インターネット上の人
権侵害、ヘイトスピーチ等の人権課題及び人権教育について、関係者等へのヒアリング
が実施された。また、第二次基本計画の中間試案について、パブリックコメントが実施
され、595通（1,198件）の意見が寄せられた。

寄せられた意見等を踏まえ、関係府省庁において更に検討し、令和７年６月６日、第
一次基本計画策定後の社会経済情勢や国際的潮流の動向を踏まえ、各種人権課題の解決
に向け、人権教育・啓発に関する施策の更なる推進を図るため、第二次基本計画が策定
された。

２　第二次基本計画の概要
(1) 社会経済情勢の変化と国際的潮流の動向

第二次基本計画においては、社会経済情勢の変化として、国際化、情報化及び少子
高齢化に留意する必要があるとされている。特に、情報化に関しては、SNSが登場す
るとともに、スマートフォンが普及し、インターネット利用が飛躍的に進んだ結果、
インターネット上の人権侵害が深刻化しているところ、インターネット利用に関する
教育・啓発のほか、「責任ある情報発信」という観点からの教育・啓発も重要である
とされた。

また、国際的潮流の動向として、人権教育のための世界計画、「ビジネスと人権」
に関する国際的な要請の高まり、いわゆる「複合差別」の観点等が挙げられている。
特に、「ビジネスと人権」に関する国際的な要請の高まりに関しては、政府には、各
企業に期待されている企業活動における人権尊重の取組の促進が図られるような教
育・啓発を実施することが求められるとされた。

(2) 人権一般の普遍的な視点からの取組
第二次基本計画においては、人権教育について、生涯学習の視点に立って、幼児期

からの発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じて、学校教育と社会教育とが相互に連
携を図りつつ、人権尊重の精神や人権感覚の涵

かん

養が図られるよう、これを実施する必
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要があることとされた。
人権啓発については、全ての人々が権利の享有主体であることを認識し得る人権啓

発は、多様性・包摂性が確保された社会を実現するための基礎となるものであり、極
めて重要であるとされ、人権啓発の方法として、対象者の発達段階に応じた啓発、具
体的な事例を活用した啓発及び参加型・体験型の啓発が掲げられた。

(3) 各人権課題に対する取組
また、第一次基本計画が策定されて以降、人権意識の変化、国際化の更なる進展や

情報化等の社会経済情勢の変化に伴い顕在化した人権課題が新たに追加された。新た
に追加する人権課題の選定に当たっては、個別法の制定状況や政府方針（基本計画、
行動計画等）の策定状況、「人権擁護に関する世論調査」における国民の関心の程度
等を参考にしつつ、幹事会において検討が行われた。

具体的には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」及び「性的マイノリティ
の人々」に加え、「感染症の患者等」の中に「肝炎ウイルス感染者等」及び「新型イ
ンフルエンザ等の感染者等」が新たに位置付けられた。

また、「ハンセン病患者、元患者及びその家族」については、第一次基本計画では
「HIV感染者・ハンセン病患者等」として、HIV感染者等と同じ項目の中に位置付け
られていたが、HIV感染者とハンセン病患者とでは、その偏見・差別の態様やそれが
生じるに至った背景が異なるものであること等を踏まえ、新たな項目として設けるこ
ととされたものである。

さらに、「インターネット上の人権侵害」については、第一次基本計画では各人権
課題の一つとして位置付けられていたが、インターネットを利用したいじめやリベン
ジポルノ、特定の地域を同和地区である、又はあったと指摘する情報の掲載、アイヌ
民族・外国人や本邦外出身者等への差別的言動など、複数の人権課題に横断的に関連
する性質を有する人権課題であるため、「課題横断的な人権課題に対する取組（イン
ターネット上の人権侵害）」として位置付け、各人権課題に先立つ項目として整理さ
れた。

そのほか、個別の人権課題としては位置付けず、各人権課題の重要な一態様として
位置付け、各人権課題の中でその内容や取組等について記載することとされたものも
ある。

具体的には、人身取引については、令和４年12月に策定された「人身取引対策行動
計画2022」に基づき関係府省庁が取組を推進しているところであるが、当該計画にお
ける人権擁護に関する取組は、主に女性、こども、外国人を対象とした取組であるた
め、これらの人権課題の中で人身取引に関する内容や取組等についても記載すること
とされた。さらに、震災等の災害について、大きな災害の発生時において、不確かな
情報に基づく誹謗中傷や、被害者等に対する偏見や差別を助長するような情報の発信・
拡散（インターネット上での偽・誤情報の発信・拡散）といった問題のほか、避難所
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における性別の相違による要配慮事項の相違が配慮されず、女性がより大きな影響を
受けるといった問題が生じていることを踏まえ、「インターネット上の人権侵害」及
び「女性」の中で震災等の災害に関する内容や取組等について記載することとされた。

(4) 人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等
関係各府省庁において問題事例を発生させることがないよう人権尊重の理念が徹底

されるようにすることが重要であるほか、「ビジネスと人権」の取組に関し、企業に
も人権尊重の責任があるとされていること、このような責任は業種や企業規模、職種
を問わず求められることを踏まえ、幅広い企業において、幹部を始め、人権研修が広
く行われるよう支援することも求められるとされた。

(5) 計画の推進
政府は、人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るため、引き続き、連絡会

議の場を活用しつつ、関係各府省庁の緊密な連携の下に第二次基本計画を推進してい
くこととしている。

なお、本年度から、本件年次報告（白書）の記載は、第二次基本計画の構成に準拠す
ることとした。

１１ 実実施施主主体体間間のの連連携携とと国国民民にに対対すするる多多様様なな機機会会のの提提供供
人権問題が複雑・多様化する傾向にある中で、人権教育・啓発の各実施主体が相互に有機的な連携協力関係を強化することが重要

２２ 発発達達段段階階等等をを踏踏ままええたた効効果果的的なな方方法法

○人権感覚を育み、様々な人権問題を自己のこととして捉える意識を広く社会に根付かせ、各人の日常生活における行動変容につなげる
○「法の下の平等」などの人権一般の普遍的な視点からのアプローチ ＋ 具体的な人権課題に即した個別的な視点からのアプローチ

３３ 国国民民のの自自主主性性のの尊尊重重とと教教育育・・啓啓発発ににおおけけるる中中立立性性のの確確保保
○人権教育・啓発は国民の一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であり、押しつけにならないよう十分留意
○被害当事者の声に真摯に向き合いつつも、特定の個人・団体等から不当な影響を受けることなく主体性や中立性を確保

１１ 人人権権尊尊重重のの理理念念
共生社会を実現するためには、全ての人が人権の享有主体であり、互いの人権を尊重することの重要性を正しく理解するとともに、自らの権利を行使するに

当たっては、その行使に伴う責任を自覚し、自己の人権と同様に他者の人権をも尊重することが求められる。
２２ 人人権権教教育育のの意意義義・・目目的的
学校教育及び社会教育における人権教育によって、人権を尊重することの必要性、様々な課題について学び、人間尊重の精神を生活の中にいかしていくこと。

３３ 人人権権啓啓発発のの意意義義・・目目的的
「人権とは何か」、「人権の尊重とはどういうことか」、「人権を侵害された場合に、これを排除し、救済するための制度がどのようになっているか」などについて

正しい認識を持ち、それらの認識が日常生活の中で、態度面、行動面等において確実に根付くようにすること。

人人権権教教育育・・啓啓発発にに関関すするる基基本本計計画画（（第第二二次次））のの概概要要 RR77..66..66 人人権権教教育育・・啓啓発発関関係係府府省省庁庁連連絡絡会会議議

【策定根拠】 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）第７条
【目 的】 国が人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ること

第第３３章章 人人権権教教育育・・啓啓発発のの意意義義・・目目的的

第第４４章章 人人権権教教育育・・啓啓発発のの基基本本的的在在りり方方

1

第第１１章章 ははじじめめにに／／第第２２章章 第第一一次次計計画画策策定定後後のの社社会会経経済済情情勢勢のの変変化化とと国国際際的的潮潮流流のの動動向向

人権をめぐる社会経済情勢の変化、国際的潮流の動向を踏まえ、各人権課題の解決に向け、施策の更なる推進を図るため、新たな基本計画を定めたもの。

１１ 人人権権ををめめぐぐるる社社会会経経済済情情勢勢のの変変化化
①①国国際際化化（在留外国人数が増加し、日本国内全域で国際化が進展、経済活動の国際化も進む）
②②情情報報化化（SNSの登場・スマートフォンの普及等により情報の拡散力が増大し、インターネット上の人権侵害が深刻化、被害者にも加害者にもならないための
「責任ある情報発信」の観点が重要）

③③少少子子高高齢齢化化（超高齢社会への対応）
④④我我がが国国ににおおけけるる人人権権意意識識のの変変化化（基本的人権についての認知度の向上、人権意識の高まり）
２２ 国国際際的的潮潮流流のの動動向向
①人権教育のための世界計画等、 ②「ビジネスと人権」に関する国際的要請の高まり、 ③いわゆる「複合差別」の観点

第第３３章章 人人権権教教育育・・啓啓発発のの意意義義・・目目的的

第第４４章章 人人権権教教育育・・啓啓発発のの基基本本的的在在りり方方

3

第第５５章章 ２２ 各各人人権権課課題題にに対対すするる取取組組（（抜抜粋粋））

●●課課題題横横断断的的なな人人権権課課題題にに対対すするる取取組組（（イインンタターーネネッットト上上のの人人権権侵侵害害））……個個別別のの人人権権課課題題ののいいずずれれににもも密密接接かかつつ横横断断的的にに関関連連
・春の卒業・進学・進級の時期に重点を置いたスマートフォンやSNS等の安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施
・インターネット上の誹謗中傷等の被害者にも加害者にもならないために、情報発信時の注意事項等について広報・啓発を実施
・あらゆる世代に対し、インターネットリテラシーの向上を図るため啓発活動を推進
・学校において、「情報モラル」を育成するための指導を実施 など

アア 女女性性
・政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するための取組
・配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、
人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力の予防と根絶に向けた
意識啓発
・女子差別撤廃条約関連文書等の内容の周知
・女性に対する偏見や差別意識を解消するための啓発活動
・学校等の教育機関における男女平等の重要性等に関する指導の充実
・職場におけるセクシュアルハラスメント等防止のための周知・広報
・人身取引の被害防止に関する広報・啓発 など

●●各各人人権権課課題題にに対対すするる取取組組

イイ ここどどもも
・児童虐待等について、児童相談所、学校、警察等が連携した取組を
推進
・こども基本法等の内容を発信、こども・若者が権利主体である旨を周知
・こどもの人権への理解を深めるための啓発を推進
・「生命（いのち）の安全教育」の普及展開
・教職員について、研修等を通じ人権尊重意識を高めるなど資質を向上
・人身取引の被害防止に関する広報・啓発 など

ウウ 高高齢齢者者
・高齢期の社会参加活動に関する広報・啓発
・高齢者の人権への理解を深めるための啓発
・高齢者虐待防止のための取組
・認知症や認知症の人に関する理解を深めるための教育、本人発信
を含めた運動の展開 など

エエ 障障害害者者
・障害者差別解消法等の意義や趣旨等の広報・啓発
・合理的配慮の提供の徹底等について必要な取組
・旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育・啓発
・障害当事者の参画を得つつ、障害者の人権への理解を深める啓発
・インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組
・障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実
・障害者虐待の防止・権利擁護に関して各都道府県における指導的
役割を担う者の養成研修等の実施 など

オオ 部部落落差差別別（（同同和和問問題題））
・部落差別（同和問題）解消の必要性に対する理解を深めるための啓発
を推進
・地方公共団体への必要な情報の提供、指導及び助言の実施
・「えせ同和行為」の排除に向けた啓発等の取組を推進
・公正な選考採用システムの確立を図るための取組を推進
・住民交流の拠点である隣保館における啓発の推進
・不動産業界に対する教育・啓発の一層の推進 など

カカ アアイイヌヌのの人人々々
・アイヌ施策推進法に基づくアイヌ施策の総合的な推進
・アイヌの人々に対する理解を深めるための啓発を推進
・アイヌの伝統・文化に関する知識の普及・啓発を図るための施策の推進
・生活館におけるアイヌの人々のための生活相談や啓発等の推進 など

【位置付けを整理】

「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」の概要

第第５５章章 人人権権教教育育・・啓啓発発のの推推進進方方策策

１１ 人人権権一一般般のの普普遍遍的的なな視視点点かかららのの取取組組

人人権権教教育育

●●学学校校教教育育
○人権教育に取り組みやすい環境の整備・指導方法の改善のための情報
収集や調査研究の実施、アーカイブを活用して成果を学校等へ提供
○人権に配慮した学習指導、生徒指導、進路指導等や学校運営
○社会性や豊かな人間性を育むため多様な体験活動の機会の充実
○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組の推進
○教職員の資質向上 など
●●社社会会教教育育
○人権感覚が身に付くような家庭教育に関する保護者の学習機会の充実や
情報の提供等
○社会教育施設を中心に、地域の実情に応じた人権に関する多様な学習
機会の充実、様々な体験活動や高齢者、障害者等との交流の機会の充実
○社会教育における指導体制の充実

人人権権啓啓発発

●●内内容容
○人権に関する基本的な知識の習得
⇒ 憲法等の国内法令や人権関係諸条約の周知等
○権利の享有主体であることの認識を得ることのできる人権啓発
⇒ 自己と異なる他者を認め、互いの幸福のためにどうすべきか
考える態度につながる

●●方方法法
○対象者の発達段階に応じた啓発
○具体的な事例を活用した啓発
⇒ 実際に人権侵害の被害を受けた当事者の迫真性のある言葉を
積極的に取り入れることが望ましい

○参加型・体験型の啓発
⇒ 人権課題を自己のことと捉える意識を醸成

２２ 各各人人権権課課題題にに対対すするる取取組組（（後後述述））

３３ 人人権権にに関関わわりりのの深深いい特特定定のの職職業業にに従従事事すするる者者にに対対すするる研研修修等等

●検察職員、矯正施設職員、更生保護官署関係職員、出入国在留管理庁職員、教師・社会教育関係職員、医療関係者、福祉関係職員、海上保安官、
労働行政関係職員、消防職員、警察職員、自衛官、その他全ての公務員に対する研修等における人権教育・啓発の充実

●議会関係者や裁判所職員、マスメディア関係者等・・・行政府としての役割を踏まえつつ、情報の提供や講師の紹介等可能な限り協力
●「ビジネスと人権」の取組に関し、企業の幹部等に対する人権研修が広く行われるよう支援

●実施主体の強化及び周知度の向上・・・人権擁護委員（約14,000名）の活用、積極的な広報活動
●実施主体間の連携・・・国・地方公共団体の連携、人権教育・啓発の具体的な実施主体間の連携 ●担当者の育成・・・研修プログラム、研修教材の充実等
●文献・資料等の整備・充実 ●内容・手法に関する調査・研究 ●（公財）人権教育啓発推進センターの充実 ●マスメディアの活用等
●インターネット等IT関連技術の活用

４４ 総総合合的的かかつつ効効果果的的なな推推進進体体制制等等

１１ 推推進進体体制制 ：： 「人権教育・啓発関係府省庁連絡会議」等の連携のための場を有効に活用
２２ 地地方方公公共共団団体体等等ととのの連連携携・・協協力力 ：： 地方公共団体、公益法人、民間団体、企業等の取組や意見にも配慮
３３ 計計画画ののフフォォロローーアアッッププ及及びび見見直直しし ：：
・・人権教育・啓発に関する国会への年次報告（白書）の作成・公表等による施策の実施状況の点検、フォローアップ
・「人権教育・啓発関係府省庁連絡会議」において施策の推進方針や推進体制等について不断の検討

第第６６章章 計計画画のの推推進進

2
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第第５５章章のの２２ 各各人人権権課課題題にに対対すするる取取組組（（抜抜粋粋））※※続続きき

クク 本本邦邦外外出出身身者者にに対対すするる不不当当なな差差別別的的言言動動
特に2010年代に入り、特定の民族や地域的出身等の属性を理由に地
域社会から排斥する差別的言動が社会問題化し、平成28年６月にいわ
ゆるヘイトスピーチ解消法が成立し、施行された。
政府及び地方公共団体の取組等もあり、極端な民族主義・排外主義
的主張に基づき活動する市民グループの街頭デモ等の件数については
減少傾向。もっとも一部地域では継続している。
インターネット上でのヘイトスピーチ、選挙運動等におけるヘイトスピーチ
も問題となっており、ヘイトスピーチが多様化している。
・ヘイトスピーチはあってはならないという理解を促進するための啓発の
推進
・人権教育に当たっては、先進的な取組を実施する地域・指定校の指定
などによる実践的な研究などや、教員・社会教育担当者等への各種
研修などを通じた周知 など

キキ 外外国国人人
・外国人の人権への理解を深めるための啓発を推進
・外国人との共生社会の実現に向けた啓発、情報発信等の実施
・適切な外国人雇用に関する啓発活動を推進
・異文化を尊重する態度等を育成するための教育の充実
・人身取引の被害防止に関する広報・啓発 など

ケケ 感感染染症症のの患患者者等等
・HIV感染症及び感染者等への理解を深めるための啓発、エイズ教育の
推進
・肝炎及びその感染者等への理解を深めるための啓発、副読本の配布・
周知
・新型インフルエンザ等の感染症の感染者等に対する偏見・差別等は
許されるものでなく、感染症対策の妨げになること等について啓発 など

ココ ハハンンセセンン病病患患者者・・元元患患者者及及びびそそのの家家族族
・ハンセン病問題に関する理解を深め、自分のこととして捉えられるような
啓発の推進
・かつて国が採った強制隔離政策が誤りであったことを認め、関係省庁が
連携・協力して人権教育・啓発を推進
・教員や学生等のハンセン病問題に関する理解増進を図るため、地域
や学校、各大学における取組を推進
・国民の意識調査の継続した実施を検討、意識調査の結果等を踏まえた
偏見・差別の解消のための施策の推進 など

ササ 刑刑をを終終ええてて出出所所ししたた人人及及びびそそのの家家族族
・犯罪を犯した者等の再犯の防止等について、国民の関心と理解を深める
ための事業を推進 など

シシ 犯犯罪罪被被害害者者及及びびそそのの家家族族
・「命の大切さを学ぶ教室」の開催、様々な広報媒体を通じた犯罪被害者
等施策に関する広報・啓発を実施 など

スス 北北朝朝鮮鮮当当局局にによよっってて拉拉致致さされれたた被被害害者者等等
・拉致問題等について、国民の関心と認識を深めるための広報・啓発
の実施 など

セセ 性性的的ママイイノノリリテティィのの人人々々
令和５年６月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関す
る国民の理解の増進に関する法律が成立した。
・理解増進法の趣旨等について、広報活動等を通じた知識の着実な普及
・教職員向けの啓発資料や支援事例の提供等の取組を推進
・公正な選考採用システムの確立を図るための取組を推進 など

【新規に追加】

【新規に追加】

【独立の項目として整理】
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第１章　人権一般の普遍的な視点からの取組

１　人権教育

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵
かん

養を目的とする教育活動」（人権教育・啓発推進法
第２条）であり、生涯学習の視点に立って、幼児期からの発達段階を踏まえ、地域の実情
等に応じて、学校教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ実施している。

⑴　学校教育
ア　人権教育の推進

文部科学省では、人権教育・啓発推進法を踏まえ、学校教育における人権教育に関
する指導方法等について検討を行い、平成20年３月に「人権教育の指導方法等の在り
方について［第３次とりまとめ］」を公表した。令和３年３月以降、同［第３次とり
まとめ］策定後の社会情勢の変化を踏まえ、これを補足する参考資料を作成し、全国
の教育委員会や学校等に配布するなど、第二次基本計画を踏まえ、人権教育の指導方
法等の在り方についての調査研究の成果普及に努めている。

また、平成22年度から毎年開催している「人権教育担当指導主事連絡協議会」にお
いて、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象に、人権教育の推進に関する
情報交換や協議を行うとともに、独立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育
推進研修」において、人権教育に関し、各地域において研修の講師等としての活動や
各学校の指導・助言等を行うことのできる指導者の養成を図っている。

このほか、学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取組や、学校における人
権教育の指導方法の改善充実について実践的な研究を委嘱するとともに、当該研究の
成果を始めとする人権教育に関する事例や資料を集約・発信するサイト「人権教育アー
カイブ」の整備を行う「人権教育研究推進事業」等を実施し、人権教育の推進に努め
ている。

イ　道徳教育の推進
文部科学省では、「特別の教科 道徳」を要とする道徳教育の充実を図っており、例

えば、誰に対しても差別や偏見を持たず、公正、公平にすることや、法やきまりを守
り、自他の権利を大切にすること等、人権教育にも資する指導を行うこととしている。

また、学校・地域の実情等に応じた多様な道徳教育を支援するため、全国的な事例
収集と情報提供、特色ある道徳教育や教材活用等、地方公共団体への支援を行ってい
る。

さらに、幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を
果たすことから、各幼稚園において、道徳性の芽生えを培う指導の充実が図られるよ
うに努めている。

ウ　地域や学校における奉仕活動・体験活動の推進
こどもの社会性や豊かな人間性を育む観点から、机上の知育だけではなく、具体的
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な体験や事物との関わりを通じた様々な体験活動を積極的に推進することは極めて重
要なことである。文部科学省では、豊かな人間性や社会性を育むために、児童生徒の
健全育成を目的とした様々な創意工夫のある宿泊体験の取組として「健全育成のため
の体験活動推進事業」を実施している。

エ　教師の資質向上等
教師の資質能力については、養成・採用・研修の各段階を通じてその向上を図って

おり、各都道府県教育委員会等が実施している教諭等に対する初任者研修や中堅教諭
等資質向上研修等では、人権教育に関する内容が扱われるなど、人権尊重意識を高め
るための取組を行っている。

⑵　社会教育
社会教育においては、生涯にわたる学習活動を通じて、人権尊重の精神を基本に置い

た事業を展開している。
文部科学省では、社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のた

めの講習や現職の社会教育主事を対象にした研修において、人権問題等の現代的課題を
取り上げ、指導者の育成及び資質の向上を図っている。また、公民館等の社会教育施設
を中心に学級・講座が開設され、世代の異なる人たちや障害のある人、外国人等との交
流活動等、人権に関する多様な学習機会が提供されている。

さらに、地方公共団体の社会教育担当者等を集めた各種会議等の機会を通じ、「本邦
外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（平成28
年法律第68号。以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）、「部落差別の解消の推進に関
する法律」（平成28年法律第109号。以下「部落差別解消推進法」という。）等に関する
法の趣旨や性的マイノリティ、ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差
別の解消のための適切な教育の実施に関する周知等を図り、各地域の実情に即した人権
教育が推進されるよう促している。

トピックス

デフリンピックの東京開催による共生社会の実現に向けた取組

令和７年（2025年）11月、我が国で初めてとなる「東京2025デフリンピック」が東
京都を中心に開催された。「デフリンピック」は、英語で「耳がきこえない」を意味
する「Deaf」と「Olympics」に由来する、聴覚障害のあるアスリートのための国際
総合スポーツ競技大会である。1924年のパリ大会から100周年を迎えた記念すべき今
大会には、世界79の国と地域から2,943名の選手が参加した。デフリンピックはパラ
リンピックとは独立した歴史を持ち、出場資格は補聴器等を外した状態で聞こえる一
番小さな音が55デシベル以上（普通の声での会話がきこえない程度）の選手に限定さ



1010

第１章　人権一般の普遍的な視点からの取組

れている。競技ルールはオリンピックとほぼ同様であるが、コミュニケーションの中
心として国際手話が用いられるほか、スタート等の合図に光（ランプ）や旗を用いて
音を視覚化する「視覚的情報保障」がなされる点にその特徴がある。

スポーツ庁においては、本大会を契機としてデフスポーツへの理解と関心を高める
ための支援を行った。具体的には、大会開催準備を担う一般財団法人全日本ろうあ連
盟と連携し、全国各地のショッピングモール等におけるブース出展やキャラバンカー
の巡回、デフアスリートの学校派遣による体験学習等を通じ、開催地のみならず全国
規模での機運醸成を図った。また、学校の体育授業にデフアスリートを含むアスリー
トを派遣する取組を行った。

さらに、文部科学省及び関係機関においても、教育現場における聴覚障害への理解
を深める取組を行った。「聴覚障害教育の充実事業」として、聴覚障害のない児童生
徒等が聴覚障害や手話に関する理解を深めるための動画コンテンツを開発したほか、
全国の特別支援教育担当者等が集う全国会議において、同事業の周知と併せてデフリ
ンピックの啓発を行った。加えて、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におい
ては、同所が発行する「特別支援教育リーフ」において、デフリンピックや、きこえ
ない・きこえにくい人のスポーツ競技における工夫等を紹介し、教職員への情報発信
を行うとともに、広く国民に対して障害理解の啓発を行った。

東京2025デフリンピックの開催を契機とした一連の取組は、視覚情報の重要性や手
話文化への理解を広める大きな足跡を残した。引き続き、これらの取組を通じて得ら
れた知見を人権教育やスポーツ振興の施策に適切に反映させ、誰もが相互に人格と個
性を尊重し合う共生社会の実現を目指していく。
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２　人権啓発

人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を
深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」を意味し、「国民が、
その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよ
う」に行われなければならないものとされている（人権教育・啓発推進法第２条、第３条）。

人権啓発の目的とするところは、国民の一人一人が人権を尊重することの重要性を正し
く認識し、これを前提として、自己の人権を守ることはもちろんのこと、他者の人権にも
十分に配慮した行動がとれるようにすることにある。換言すれば、「人権とは何か」、「人権
の尊重とはどういうことか」、「人権を侵害された場合に、これを排除し、救済するための
制度がどのようになっているか」などについて正しい認識を持つとともに、それらの認識
が日常生活の中で、その態度面、行動面等において確実に根付くようにすることが人権啓
発の目的である。

人権啓発の内容については、人権に関する基本的な知識の習得を目的とした啓発を引き
続き推進しているほか、全ての人々が権利の享有主体であるということを認識しつつ行動
することができるような取組を行っている。

また、人権啓発の方法については、対象者の理解度に合わせて適切な人権啓発を行うこ
とが肝要である。そのため、対象者の発達段階に応じて、その対象者の日常生活の経験な
どを人権尊重の視点から具体的に取り上げ、自己の課題として考えてもらうなど、手法に
創意工夫を凝らすように努めている。

さらに、人権啓発の効果を高めるためには、具体的な事例を取り上げ、その問題を前提
として自由に議論することも、啓発を受ける人の心に迫りやすいという点では効果がある
ことに加え、実際に人権侵害の被害を受けた当事者の言葉は、被害の深刻さ等を迫真性を
もって伝えることができることから、こうした具体的な事例を活用した取組や、国民の一
人一人が様々な人権課題を「誰かのこと」ではなく自己のこととして捉える意識を醸成す
るという観点から、啓発を受ける国民が主体的・能動的に参加できるような啓発手法にも
着目し、これらを採用した取組の検討・推進に努めている。

⑴　人権啓発の実施主体
法務省には、人権啓発を担当する国の機関として人権擁護局が、その下部機関として

法務局に人権擁護部、地方法務局に人権擁護課がそれぞれ設けられており、また、法務
局・地方法務局の下部機関である支局でも人権啓発活動を行っている。加えて、「人権
擁護委員法」（昭和24年法律第139号）に基づき、法務大臣が委嘱する人権擁護委員及び
その組織体があり、これら全体を「法務省の人権擁護機関」という。

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方々であり、現在、約
１万4,000人が全国の各市町村（特別区を含む。）に配置され、法務局・地方法務局等と
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連携しながら、人権啓発を含む人権擁護活動を行っている。人権擁護委員制度は、様々
な分野の人たちが、地域の中で人権尊重思想を広め、住民の人権が侵害されないよう配
慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設されたものであり、諸外
国にも例を見ないものである。

また、法務省以外の関係各府省庁においても、その所掌事務との関連で、人権に関わ
る各種の啓発活動を行っているほか、地方公共団体や公益法人、民間団体、企業等にお
いても、人権に関わる様々な活動を展開している。

⑵　法務省の人権擁護機関が行う啓発活動
ア　令和７年度啓発活動重点目標及び強調事項	

法務省の人権擁護機関においては、その時々の社会情勢や人権侵犯事件の動向を勘
案して、年度を通じて特に重点的に啓発するテーマを定め、共通の目標の下に組織を
挙げて人権啓発活動を展開している。

令和７年度は、「『誰か』のこと　じゃない。」を啓発活
動重点目標とし、多様な主体が互いに連携し、支え合う
共生社会の実現を目指して各種人権啓発活動を展開した。

また、次の18の項目を啓発活動の強調事項として掲げ、
全国各地において、講演会、シンポジウム等を開催した
ほか、テレビ・ラジオ等のマスメディアやSNS等のイン
ターネットを活用した人権啓発活動を行った。
①　女性の人権を守ろう
②　こどもの人権を守ろう

法務省の人権擁護機関の構成図（令和7年6月1日）

ポスター「啓発活動重点目標」

※括弧書きは令和７年度の定員

（275人）

（32人）
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③　高齢者の人権を守ろう
④　障害を理由とする偏見や差別をなくそう
⑤　部落差別（同和問題）を解消しよう
⑥　アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
⑦　外国人の人権を尊重しよう
⑧　感染症に関連する偏見や差別をなくそう
⑨　ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
⑩　刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう
⑪　犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう
⑫　インターネット上の人権侵害をなくそう
⑬　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
⑭　ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
⑮　性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
⑯　人身取引をなくそう
⑰　震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
⑱　ゲノム情報（遺伝情報）に関する偏見や差別をなくそう

イ　第77回人権週間
令和７年12月４日から同月10日（世界人権宣言が採択

された人権デー）までの１週間を「第77回人権週間」と
定め、関係諸機関及び諸団体の協力の下に、世界人権宣
言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及高揚を
呼び掛ける集中的な人権啓発活動を展開した。

令和７年度は、YouTube法務省チャンネルで「『人権週
間』少しだけ心を向けてみませんか？」の配信や、全国
各地での人権啓発イベント等を実施するなどした。

ウ　人権擁護委員の日
人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委

員の日」と定め、国民に人権擁護委員制度の周知を図る
とともに、人権尊重思想の普及高揚に努めている。

令和７年度においても、新聞、広報誌、テレビ番組や
ラジオ番組において人権擁護委員の活動について紹介す
るなど、マスメディアを活用して人権擁護委員制度等の
広報に積極的に努めたほか、６月１日を中心に、全国2,480
か所において、全国一斉に人権擁護委員の日特設人権相
談所を開設した。

ポスター「第77回人権週間」

ポスター「人権擁護委員制度」
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エ　全国中学生人権作文コンテスト
次代を担う中学生を対象に、人権問題についての作文を書くことによって人権尊重

の重要性や必要性についての理解を深め、豊かな人権感覚を身に付けてもらうこと、
入賞作品を国民に周知広報することによって広く一般に人権尊重意識を根付かせるこ
となどを目的として、例年、「全国中学生人権作文コンテスト」を実施している。

多くの中学生が、日常の中で見聞きした出来事や体験などを踏まえながら人権につ
いて考察を深めることのできる良い機会となっており、44回目を迎えた令和７年度は、
6,377校から72万1,058編の応募があった。優秀作品については、法務省において令和
８年２月に中央大会表彰式を行ったほか、法務局・地方法務局においても、人権週間
を中心として地方大会表彰式を開催し、作文を周知した。中央大会における主な入賞
作品は次のとおりである。

内閣総理大臣賞	 福島県・泉崎村立泉崎中学校３年　大野　結夢さん
				   「理解からはじまること」
法務大臣賞		  茨城県・茨城県立並木中等教育学校３年　井上　祐太郎さん
				   「『物差し』を捨てるとき」
文部科学大臣賞	 北海道・小樽市立銭函中学校１年　平方　愛由梨さん
				   「人権について考えたこと」
これらの作品を含む主な入賞作品については、「第44回全国中学生人権作文コンテ

スト入賞作文集」として冊子に編集し、中学校、市区町村、図書館等に配布するとと
もに、法務省ウェブサイトに掲載して、人権啓発の資料として幅広く活用している。

また、上記の３作品については、世界にも発信することを目的として、英語に翻訳
の上、法務省ウェブサイト（英語版）に掲載した。

第44回全国中学生人権作文コンテスト
中央大会表彰式の様子

第44回全国中学生人権作文コンテスト
入賞作文集



1515

第
１
章

人
権
一
般
の
普
遍
的
な
視
点
か
ら
の
取
組

オ　人権教室
「人権教室」は、いじめ等について考える機会を作ることによって、相手への思い

やりの心や生命の尊さをこどもたちに体得してもらうこと等を目的とし、全国の人権
擁護委員が中心となって実施している人権啓発活動である。

小・中学生等を対象に、「人権の花運動」（17頁参照）における学校訪問や道徳科の
授業等を利用して、啓発アニメーション動画や紙芝居・絵本といった、こどもたちが
興味を持ちやすいように工夫した教材を活用することにより、人権尊重思想について
こどもたちが理解することができるように努めている。また、近年は、「ビジネスと
人権」に関する国内外の関心の高まり（110 ～ 113頁参照）を背景に、企業研修等に
おいて「大人の人権教室」を実施している。

令和７年度は、99万5,952人を対象に行われた。
カ　人権擁護功労賞

人権擁護委員の活動等を通じて関わりのある企業・法人等の団体及び個人の中から、
人権擁護上顕著な功績があったと認められた者に対し、法務大臣又は全国人権擁護委
員連合会会長が表彰を行うもので、平成19年度に開始され、令和７年度は19回目の開
催となった。

令和７年度の受賞者は、次のとおりである。
法務大臣感謝状	 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社（愛知県）
				   株式会社佐賀新聞社（佐賀県）
				   株式会社岩手日報社（岩手県）
				   株式会社東奥日報社（青森県）
全国人権擁護委員連合会会長感謝状
				   株式会社ジュビロ（静岡県）
				   株式会社北國新聞社（石川県）
				   JFEスチール株式会社西日本製鉄所（広島県）
				   一般社団法人高梁スポーツクラブ（岡山県）

人権擁護功労賞表彰状伝達式の様子
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⑶　法務省が公益法人、地方公共団体へ委託して行う啓発活動
ア　公益財団法人人権教育啓発推進センターが行う啓発活動（人権啓発活動中央委託事業）

ア　公益財団法人人権教育啓発推進センター
公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権教育啓発推進センター」と

いう。）は、人権教育・啓発活動の中核となるナショナルセンターとしての役割を
果たすべく、人権に関する総合的な教育・啓発及び広報を行うとともに、人権教育・
啓発についての調査、研究等を行っている。

イ　令和７年度の啓発活動
①　人権啓発教材等の作成

・「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」
・啓発動画「よくわかる！こどもの権利条約～児童の権利に関する条約～」
・啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！高齢者の人権」
・啓発冊子「よくわかる！こどもの権利条約～児童の権利に関する条約～ <二訂版>」
・デジタル教材「なくそう！ヘイトスピーチ」

②　人権シンポジウム等の開催
・�みんなで学ぶ、未来を変える　ハンセン病問題人権シンポジウム（87 ～ 88頁

参照）
・�「あなた」と「わたし」がつながるシンポジウム～「気づき」がつくる共生社

会～（56頁参照）
③　「人権に関する国家公務員等研修会」の開催（119頁参照）
④　�地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とした「人権啓発指導者養

成研修会」の実施（119頁参照）
⑤　�人権週間を中心とした人権尊重思想の普及高揚を目的とする全国規模での広報

の実施
⑥　�「人権ライブラリー」のウェブサイト（https://www.jinken-library.jp/）の運

営等

イ　地方公共団体が行う啓発活動（人権啓発活動地方委託事業）
ア　人権啓発活動地方委託事業

人権啓発活動地方委託事業（以下「地方委託事業」という。）は、都道府県及び
政令指定都市等を委託先とし、あらゆる人権課題を対象とした幅広い人権啓発活動
を委託する事業であり、講演会、研修会、資料作成、スポットCM、新聞広告、地
域総合情報誌広告等を実施している。

イ　地域人権啓発活動活性化事業
法務省の人権擁護機関、都道府県、市区町村等の人権啓発活動を実施する主体間

の横断的なネットワークである「人権啓発活動ネットワーク協議会」（123頁参照）

https://www.jinken-library.jp/
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との連携の下に実施される地方委託事業を、「地域人権啓発活動活性化事業」と称
している。令和７年度は、同事業として、人権の花運動（注）、スポーツ組織と連携・
協力した啓発活動（123頁参照）、地域の民間団体と連携した人権ユニバーサル事業
等、地域に密着した多種多様な人権啓発活動を実施した。
（注）�　人権の花運動は、児童が協力して花の種子や球根等を育てることによって、生命の尊さ

を実感し、その中で、豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的に、全
国の人権擁護委員が中心となって実施している、主に小学生を対象とした人権啓発活動で
ある。この活動では、児童が育てた花を保護者や社会福祉施設に届けるなどすることで、
一層の人権尊重思想の普及高揚を図っている。

　　　令和７年度は、3,727校の学校等において、37万5,257人を対象に行われた。

⑷　中小企業・小規模事業者等に対する啓発活動
経済産業省では、令和７年度は、企業活動における様々な人権問題等に関するセミナー

やシンポジウムを全国で開催し、中小企業・小規模事業者等に対して人権意識の涵
かん

養を
図った（開催回数：77回、参加・視聴数：１万1,767人）。

また、併せて、企業の社会的責任に係る啓発活動の参考となるべきパンフレットを企
業等に配布した。

⑸　国際的な人権課題に関する啓発活動
例年、外務省では、国際場裡においてフォーラム等への登壇や国際機関への拠出等を

通じて、国際的な人権課題の啓発を行っている。
令和７年度においては、インドネシア及びフィリピンにおいて現地に進出する日本企

パンフレット
「令和7年度CSR（企業の

社会的責任）と人権」
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業に対し、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を
含む「ビジネスと人権」に関する我が国の取組の紹介・啓発を行った。また、国際機関
への拠出を通じた人権デュー・ディリジェンス導入促進支援事業や各種フォーラムへの
登壇等を通じ、国際機関とも連携して、企業活動における人権尊重の考え方の普及・啓
発に努めている。
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第２章　人権課題に対する取組

１　インターネット上の人権侵害

インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗
中傷による名誉毀損やプライバシーの侵害、差別を助長する表現の掲載、こどもの性被害
など、インターネット上において、人権に関わる様々な問題が発生している。また、この
ようなインターネット上の人権侵害は、後記２から16までに掲げる個別の人権課題のいず
れにも密接かつ横断的に関連する問題でもあり、この問題を解消することは、各人権課題
を解決する上でも必要不可欠である。

さらに、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、
誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識が高まってい
ることに鑑み、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるとの法的評価を示し、これ
を抑止するため、令和４年６月に成立した「刑法等の一部を改正する法律」（令和４年法
律第67号）では、侮辱罪の法定刑の引上げが行われた（同年７月７日施行）。引き続き、
一般のインターネット利用者等に対して、個人の名誉やプライバシーに関する正しい理解
を深めるための啓発活動を推進していくことが必要である。

⑴　�個人のプライバシーや名誉に関する正しい知識を深めるための啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では、「インター

ネット上の人権侵害をなくそう」を啓発活
動強調事項の一つとして掲げ、講演会等の
開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活
動を実施している。

特に、青少年を中心に深刻化するインター
ネットによる人権侵害への取組として、全
国の法務局・地方法務局において、中学生
等を対象として、携帯電話会社と連携・協
力し、スマートフォン等の安全な利用につ
いて学ぶための人権教室を実施している。

また、中学生・高校生やその保護者等を
対象とした啓発動画「あなたは大丈夫？考
えよう！インターネットと人権」や啓発動画「なくそう！インターネット上の人権侵
害」を作成するとともに、啓発冊子「あなたは、大丈夫？考えよう！インターネット
と人権〈四訂版〉」の配布のほか、SNS・掲示板等のインターネット上で発生してい
る誹謗中傷等の根絶を呼び掛ける啓発動画「インターネットはヒトを傷つけるモノ
じゃない。」（全４編）や様々な人権問題を自分の問題として考えることを呼び掛ける
啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。（インターネット編）」等のYouTube法務省チャ

啓発冊子
「あなたは、大丈夫？考えよう！
インターネットと人権<四訂版>」
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ンネルでの配信に加えて、インターネット広告を実施している。

イ　警察では、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」（平成26年
法律第126号）に基づく取締りを推進した。令和７年中の私事性的画像に関する相談
等の中で、同法違反により65件を検挙し、そのうち63件は、電子メールやSNS等のイ
ンターネットを利用したものであった。

また、私事性的画像記録等に係る事案の現状・対策、早期相談の重要性、削除申出
方法等、被害防止のための広報啓発活動を推進しており、例えば、警察庁では、ウェ
ブサイト上に「リベンジポルノ等の被害に遭わないために」と題して、具体的な被害
防止対策を掲載している。

ウ　総務省では、こどもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、
児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場での啓発講座である「e-ネットキャ
ラバン」の実施や、青少年のインターネット利用に係る最新のトラブル事例の予防法
等をまとめた「インターネットトラブル事例集」の作成・公表を行っている。

また、後記「違法・有害情報相談センター」によるセミナーを通じて、安易な個人
情報の投稿等によるプライバシー侵害・名誉毀損等に関する注意喚起を図っている。

エ　こども家庭庁を始めとする関係省庁では、多くの青少年が初めてスマートフォン等

啓発動画
「あなたは大丈夫？考えよう！

インターネットと人権」

啓発動画
「なくそう！インターネット上の人権侵害」

啓発動画「インターネットはヒトを傷つけるモノじゃない。」
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を手にする春の卒業・進学・進級の時期に特に重点を置き、地方公共団体、関係団体、
関係事業者等と連携し、毎年、２月から５月までにかけて、スマートフォンやSNS等
の安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施する、「春のあんしんネット・
新学期一斉行動」を展開している。

⑵　インターネットをめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
ア　総務省では、令和２年９月に、インターネット上の誹謗中傷に対して早急に対応し

ていくべき取組を具体化するため、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する
政策パッケージ」を公表し、各府省や産学民のステークホルダーと連携して取組を推
進している。

また、総務省では、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等
への対処に関する法律」（平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対
処法」という。）の適切な運用の支援に努めており、令和３年４月には発信者情報の
開示の簡易・迅速化のため、同法の改正を行い、新たな裁判手続を創設した。同改正
法は令和４年10月に施行された。

さらに、令和６年５月にも改正を行い、大規模プラットフォーム事業者に対し、対
応の迅速化や運用状況の透明化に係る措置を義務付けることとなった。同改正法は、
令和７年４月１日に施行されている。

また、平成21年度から総務省が運営を支援している違法・有害情報相談センターで
は、行政機関や民間団体等の相談窓口との連携体制を構築し、各機関の取組に関する
相互の理解の促進と、機能の相互補完を目指した連携を図っている。令和７年度は
6,715件（前年度：6,403件）の相談が寄せられた。

イ　法務省の人権擁護機関では、インターネット上の人権侵害情報について相談を受け
た場合には、相談者の意向に応じて、相談者自身が行うプロバイダへの発信者情報開
示請求や当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査の結果、当該情報が名誉毀
損やプライバシー侵害等に該当すると認められるときは、「情報流通プラットフォー
ム対処法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」における法務省の人権擁護機関
による削除要請に関する記述をも踏まえ、当該情報の削除をプロバイダ等に求めると
ともに、特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報についても削除を
求めるなどしている。

また、法務省の人権擁護機関が行う削除要請の実効性を向上させるため、法務省の
人権擁護機関の取組についてプロバイダ等により理解を深めてもらうべく、プロバイ
ダ等と意見交換を行うなどの取組を進めている。

さらに、法務省人権擁護局は、削除されるべきものの基準等について法的に整理す
ることを目的として開催された有識者検討会の取りまとめ（令和４年５月）において
示された、インターネット上の投稿に関する違法性の判断基準等についての考え方や
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方向性等を踏まえた削除要請に取り組むとともに、関係省庁と連携してプロバイダ等
にもその内容等について理解を求めるなど、削除要請の実効性のより一層の向上に努
めている。

いじめ防止対策推進法では、インターネットを通じていじめが行われた場合におい
ては、児童等やその保護者が情報の削除等について法務局の協力を求めることができ
る旨の規定（第19条第３項）等が設けられていることから、その趣旨を踏まえて適切
に対応している。

このほか、総務省及びSNS事業者団体である一般社団法人ソーシャルメディア利用
環境整備機構と共同して、「#No Heart No SNS（ハートがなけりゃ SNSじゃない！）」
をスローガンに、SNS利用に関する人権啓発サイトを開設し、情報モラルの向上を図
るとともに、インターネット上の人権侵害に関する関連省庁等の各種の相談窓口を整
理したフローチャートを掲載し、人権相談窓口の周知・広報を行っている。

また、インターネット上で誹謗中傷等による権利利益侵害を受けた被害者が自身で
プラットフォーム事業者に対して削除依頼を行うことを支援するため、一般的な削除
依頼の手順や大規模なプラットフォーム事業者への削除依頼の方法、削除依頼文例を
記載した「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を作成し、令和
８年３月から法務省ウェブサイト上で公開している。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

インターネットに関する人権侵犯 1,736 1,721 1,824 1,707 1,569
（法務省人権擁護局の資料による）

SNS利用に関する人権啓発サイト
「#No Heart No SNS」



2424

第２章　人権課題に対する取組

⑶　インターネット等を介したいじめ等への対応
文部科学省では、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする

ための施策に関する基本的な計画（第６次）」等に基づき、フィルタリングやインターネッ
ト利用のルールに関する学習・参加型シンポジウムの開催や普及啓発資料の配布等を通
じて、地域・民間団体・関係府省庁等と連携しつつ、保護者及び青少年に対する啓発や
教育活動を推進している。

また、平成26年度から引き続き、都道府県・指定都市において実施されているネット
パトロール監視員や民間の専門機関の活用等による学校ネットパトロールの取組への支
援を行っている。

さらに、学習指導要領に基づき、インターネットの適切な利用を含む情報モラルに関
する教育を推進している。

トピックス

青少年が安全に安心してインターネットを 
利用できる環境整備について

インターネットは、その普及とともに様々な分野にサービスが浸透し、青少年を
含めた国民生活の利便性向上にとって欠くことができないツールとなっている。

こども家庭庁による令和７年度の「青少年のインターネット利用環境実態調査」
の結果によれば、10歳以上18歳未満のインターネット利用率は99.0％に上るほか、
平日のインターネット利用時間の平均は、過去最長の約５時間27分となっており、
利用率の拡大とともに利用時間の長時間化が進んでいることがうかがわれる。

政府では、令和６年に策定された「青少年が安全に安心してインターネットを利

インターネット上の書き込みなどに
関する相談・通報窓口のご案内

インターネット上の誹謗中傷
書き込み削除依頼の手引き
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用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第６次）」等に基づき、一
層の取組を推進しているが、一方で、インターネット上には、青少年の健やかな成
長を著しく阻害する青少年有害情報が氾濫しているのみならず、SNS等が悪用され
て重大な犯罪被害につながっている。加えて、青少年自身が誹謗中傷等の加害行為
を行ってしまう事案も顕在化しているほか、実在の児童を基礎として性的ディープ
フェイク画像が生成されてしまうなどの新たな問題も生じている。

こうした状況の下、昨今のインターネット利用を巡る青少年保護に係る国内及び
主要各国における動向を踏まえつつ、課題及び論点の整理を行うため、令和６年11
月、こども家庭庁に「インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する
ワーキンググループ」が設置された。

同ワーキンググループにおける議論を経て、令和７年８月に「課題と論点の整理」
が取りまとめられ、年齢と発達段階にふさわしいコンテンツやサービスが提供され
る環境を確保することや、そのためにより幅広いステークホルダーが具体的な方策
を講ずること、また、青少年自身のインターネット・リテラシーの底上げ等の多面
的かつ総合的な対応を行うことなどが検討の基本的方向性として示され、これに
沿って検討すべき個別の課題とそれぞれの論点が整理された。

政府ではこれを踏まえて、令和７年８月にこども家庭庁成育局長を議長とする関
係府省庁連絡会議を設置し、翌９月には「課題と論点の整理」に基づく工程表を取
りまとめた。今後は、この工程表に沿って必要な検討や取組を進めるとともに、中
長期的な検討を要するものについては令和８年中を目途に具体的な内容を取りまと
めることとしており、引き続き、関係府省庁が連携して青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備に取り組んでいく。
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2　女性

男女平等の理念は、憲法に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等
法」という。）等において、男女平等の原則が確立されている。

我が国では、社会のあらゆる分野で女性の参画は着実に進んでいる一方で、現実には今
なお、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が社
会に根強く残っており、家庭や職場において様々な男女差別が生じている。また、性犯罪・
性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、職場等におけるセクシュアルハラスメント
や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も依然として多く発生している。

我が国が締約国となっている「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（昭和60年条約第７号。以下「女子差別撤廃条約」という。）は、男女の完全な平等の達成
に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、
締約国に対し、政治的及び公的活動並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のた
めに適切な措置をとることを求めている。

国内においては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第
64号。以下「女性活躍推進法」という。）に基づき、国、地方公共団体及び常時雇用する
労働者の数が101人以上の民間企業等の事業主は、女性の活躍状況の把握・課題分析を行っ
た上で、数値目標を掲げた行動計画を策定することや、策定した行動計画並びに公表が必
須とされている男女間賃金（給与）差異及び女性管理職比率等の女性の活躍状況に関する
情報の公表等を行うこととされている。

さらに、「男女共同参画社会基本法」（平成11年法律第78号）に基づき、令和８年３月に
「第６次男女共同参画基本計画」を閣議決定した。同計画に基づき、あらゆる分野におけ
る政策・方針決定過程への女性の参画拡大、ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しな
い社会基盤の形成と被害者支援の充実、教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、
理解の促進等に取り組んでいる。

女性に対する暴力等への取組については、同計画等に基づき、性犯罪・性暴力、配偶者
等への暴力等への対策等を推進している。また、配偶者への暴力の防止及び被害者の保護
等については、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

（平成13年法律第31号）が施行されて以降、同法に基づき施策を推進している。
加えて、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第52号）が令

和６年４月に施行された。同法に基づき、困難な問題を抱える女性の福祉が増進されるよ
う、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助等多様な支援を包括的に提供する体
制を整備するとともに、関係機関と民間の団体の協働による早期からの切れ目ない支援の
実施について推進している。

法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談
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所において人権相談に応じている。また、女性起業家に対するハラスメントに関する相談
も受け付けている。人権相談等を通じて、配偶者やパートナーからの暴力や職場等におけ
るセクシュアルハラスメント等の女性に対する人権侵害の疑いのある事案を認知した場合
は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。法務省の人
権擁護機関が女性に対する暴行・虐待事案に関して、新規に救済手続を開始した人権侵犯
事件の推移は、次のとおりである。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

女性に対する暴行・虐待 435 430 383 331 472
（法務省人権擁護局の資料による）

⑴　�男女共同参画の視点に立った様々な社会制度の見直し、広報・啓発活動の推進
ア　内閣府では、行政相談委員及び人権擁護委員並びに都道府県及び政令指定都市担当

者を対象に、男女共同参画に関する諸課題について理解を深め、苦情の処理に係る知
識・技能の向上を図ることを目的とする苦情処理研修を実施している。

また、我が国の男女共同参画に関する取組を広く知らせるため、男女共同参画の総
合情報誌「共同参画」を発行しているほか、ウェブサイト、メールマガジン、SNSを
活用して、充実した情報を迅速に提供する体制の整備を図るなど、多様な媒体を通じ
た広報・啓発活動を推進している。さらに、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ
法令、制度及び関係機関についての情報等を収集し、内閣府のウェブサイトを通じ、
提供している。

加えて、女性活躍推進法に基づき、国・都道府県・市区町村においては、より実効
性の高い行動計画の策定や女性活躍情報の公表等の取組を進めている。内閣府では、
策定された行動計画や女性活躍情報を一覧化して掲載した「女性活躍推進法『見える
化』サイト」を整備し、サイトの周知を図っている。また、女性デジタル人材・女性

女性起業家に対するハラスメントに関する人権相談について
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起業家、女性防災リーダーの育成や役員・管理職への女性登用、様々な要因により困
難や不安を抱える女性へのNPO等の知見を活用した相談支援やその一環として行う
生理用品の提供等、地方公共団体が多様な主体による連携体制の構築の下で地域の実
情に応じて行う取組について、地域女性活躍推進交付金により支援を行っている。

イ　男女共同参画推進本部決定により、毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共
同参画週間」としている。令和７年度は、「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理
大臣表彰」及び「女性のチャレンジ賞」等の表彰を実施した。

ウ　厚生労働省では、女性活躍推進法の実効性確保のため、企業等が女性活躍に向けた
取組を積極的に実施するよう支援している。また、女性活躍推進法に基づく行動計画
及び女性の活躍状況に関する情報の公表先として「女性の活躍推進企業データベース」
を運用するとともに、企業や求職者を始めとした利用者の活用を促進するため、本デー
タベースについて利便性の向上を図った。加えて、令和７年６月に、女性活躍推進法
に基づく男女間賃金差異の情報公表義務の対象を常時雇用する労働者の数が101人以
上の一般事業主に拡大すること等を含む改正法が成立した。

エ　経済産業省では、「なでしこ銘柄」を通じて女性活躍推進企業の先進事例を発信す
るとともに、企業におけるダイバーシティ経営の推進のため、経営陣の考え方や具体
的取組方法等を示したレポート（令和７年４月公表）や好事例を掲載した中小企業向
けリーフレット、自社の取組を振り返る「ダイバーシティ経営診断ツール」等の各種
支援ツールの普及を図っている。

⑵　法令・条約等の周知
ア　内閣府では、国内における男女共同参画社会の実現に向けた取組を行うに当たって、

報告会、刊行物や内閣府ウェブサイト（https://www.gender.go.jp/）を通じ、男女共
同参画に関連の深い各種の条約、国際会議における議論等、男女共同参画・女性活躍
のための国際的規範、基準、取組の指針等の広報に努めている。

令和７年度は、G20女性活躍担当大臣会合、APEC女性と経済フォーラム、第80回
国連総会「第４回世界女性会議30周年記念ハイレベル会合」等の国際会議の概要につ
いて、内閣府ウェブサイトへの掲載を行い、その成果等の周知に努めた。

イ　外務省では、女子差別撤廃条約関連文書や女性の地位向上に関する会議等の関連文
書を、外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/index.html）
に掲載し、広くその内容の周知に努めている。

⑶　女性に対する偏見・差別意識解消を目指した啓発活動
法務省の人権擁護機関では、「女性の人権を守ろう」を啓発活動強調事項の一つとし

て掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施している。
また、ドメスティックバイオレンス防止をテーマとした啓発動画「あなたは大丈夫？

啓発動画「あなたは大丈夫？
考えよう！デートDV」

https://www.gender.go.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/index.html
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起業家、女性防災リーダーの育成や役員・管理職への女性登用、様々な要因により困
難や不安を抱える女性へのNPO等の知見を活用した相談支援やその一環として行う
生理用品の提供等、地方公共団体が多様な主体による連携体制の構築の下で地域の実
情に応じて行う取組について、地域女性活躍推進交付金により支援を行っている。

イ　男女共同参画推進本部決定により、毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共
同参画週間」としている。令和７年度は、「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理
大臣表彰」及び「女性のチャレンジ賞」等の表彰を実施した。

ウ　厚生労働省では、女性活躍推進法の実効性確保のため、企業等が女性活躍に向けた
取組を積極的に実施するよう支援している。また、女性活躍推進法に基づく行動計画
及び女性の活躍状況に関する情報の公表先として「女性の活躍推進企業データベース」
を運用するとともに、企業や求職者を始めとした利用者の活用を促進するため、本デー
タベースについて利便性の向上を図った。加えて、令和７年６月に、女性活躍推進法
に基づく男女間賃金差異の情報公表義務の対象を常時雇用する労働者の数が101人以
上の一般事業主に拡大すること等を含む改正法が成立した。

エ　経済産業省では、「なでしこ銘柄」を通じて女性活躍推進企業の先進事例を発信す
るとともに、企業におけるダイバーシティ経営の推進のため、経営陣の考え方や具体
的取組方法等を示したレポート（令和７年４月公表）や好事例を掲載した中小企業向
けリーフレット、自社の取組を振り返る「ダイバーシティ経営診断ツール」等の各種
支援ツールの普及を図っている。

⑵　法令・条約等の周知
ア　内閣府では、国内における男女共同参画社会の実現に向けた取組を行うに当たって、

報告会、刊行物や内閣府ウェブサイト（https://www.gender.go.jp/）を通じ、男女共
同参画に関連の深い各種の条約、国際会議における議論等、男女共同参画・女性活躍
のための国際的規範、基準、取組の指針等の広報に努めている。

令和７年度は、G20女性活躍担当大臣会合、APEC女性と経済フォーラム、第80回
国連総会「第４回世界女性会議30周年記念ハイレベル会合」等の国際会議の概要につ
いて、内閣府ウェブサイトへの掲載を行い、その成果等の周知に努めた。

イ　外務省では、女子差別撤廃条約関連文書や女性の地位向上に関する会議等の関連文
書を、外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/index.html）
に掲載し、広くその内容の周知に努めている。

⑶　女性に対する偏見・差別意識解消を目指した啓発活動
法務省の人権擁護機関では、「女性の人権を守ろう」を啓発活動強調事項の一つとし

て掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施している。
また、ドメスティックバイオレンス防止をテーマとした啓発動画「あなたは大丈夫？

啓発動画「あなたは大丈夫？
考えよう！デートDV」

考えよう！デートDV」や各種ハラスメントなどの職場に
おける各種人権問題について解説した啓発冊子及び啓発
動画「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」、様々
な人権問題を自分の問題として考えることを呼び掛ける
啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。（ドメスティック
バイオレンス編・セクシュアルハラスメント編）」等を
YouTube法務省チャンネルで配信等している。

⑷　男女共同参画を推進する教育・学習、女性の生涯学習機会の充実
文部科学省では、男女共同参画社会の形成のため、学校教育において、男女共同参画

の重要性についての指導が充実するよう、学習指導要領の趣旨の周知を図っている。ま
た、学校現場において、男女の尊重や自分を大事にすることへの理解を深めるための教
育を行うとともに、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消を推進するた
め、小・中学生を対象にした教材、指導の手引及び保護者向けの啓発資料の活用を促し
た。さらに、教育委員会や学校等に対し、初任者研修や校内研修等における、固定的な
性別役割分担意識や無意識の思い込みを払拭するための教員研修プログラムの活用を促
した。

加えて、学びを通じた女性の社会参画を促進するため、令和２年度から実施している
「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」において、多様な年代
の女性の社会参画を支援するため、これまで開発した教育プログラムや先進的な取組事
例を全国の大学・女性教育団体、企業等へ紹介するとともに、今後の女性のキャリア形
成支援の在り方を議論する全国シンポジウムを開催した。

独立行政法人国立女性教育会館（令和８年４月１日から独立行政法人男女共同参画機
構）は、女性教育の振興を図り、もって男女共同参画社会の形成を目指し、地方公共団
体、男女共同参画センター、女性団体等における男女共同参画を推進する研修や専門的
な調査研究、情報の収集・提供を行っている。

啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。」
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⑸　職場におけるハラスメント対策の推進
厚生労働省では、女性を含め多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、職

場におけるハラスメント対策に取り組んでいる（詳細は113 ～ 114頁参照）。また、令和
７年６月に、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメ
ント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とすること等を含む労働施策総合推進法等の
一部を改正する法律（令和７年法律第63号）が成立した。

⑹　農山漁村の女性の地位向上のための啓発等
女性は、基幹的農業従事者の約４割を占め、農山漁村・農林水産業の担い手として重

要な役割を果たしているが、経営への参画や地域の方針決定の場における参画は十分進
んでいない状況にある。このため、地域をリードできる女性農林水産業者の育成を支援
するとともに、女性の役割を適正に評価し、その能力が発揮されるよう、農山漁村にお
いて女性活躍推進のために優れた活動を行っている個人や団体の表彰への支援、「農山
漁村女性の日」（毎年３月10日）を中心とした男女共同参画社会の形成に向けた意識啓
発を行った。

また、第５次男女共同参画基本計画に基づき、農業委員や農協役員及び土地改良区の
理事への女性参画を推進するため、地方公共団体等に対して働きかけを実施するととも
に、研修コンテンツ「性別に基づく一方的な思い込み～地域における役割・分担の再点
検～」等のチラシを作成し周知を図った。さらに、地域の農業関連組織のトップを対象
に「農業リーダーズサミット2025－変革の時代を生き抜く地域農業の在り方－女性登用
の意義」の開催等により、農業委員会において、女性農業委員の割合が令和６年度に
14.4％（前年度14.0％）（農林水産省調べ）、農業協同組合において、女性役員の割合が
令和６年度に11.2％（前年度10.7％）（農林水産省調べ）、土地改良区の理事に占める女
性の割合が令和６年度に2.6％（前年度1.4%）（農林水産省調べ）に、それぞれ上昇した。

⑺　�女性の人権問題に関する適切な対応及び啓発の推進
ア　男女共同参画推進本部決定により、毎年11月12日から同月25日（女性に対する暴力

撤廃国際日）までの２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし、同期間中、
地方公共団体その他の関係団体との連携・協力の下、社会の意識啓発等、女性に対す
る暴力に関する取組を一層強化している。

内閣府では、令和７年度の運動においては、「DVや性暴力に気づいたら、相談され
たら。そのとき、私たちにもできることがある。」を主なメッセージとしたポスター
等を作成し、全国の都道府県、市区町村、関係団体等に協力を呼び掛けるとともに、
ポスターやリーフレットの配布、全国各地のランドマーク等におけるパープル・ライ
トアップの実施、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンの着用の推
進等により、広報活動を実施した。
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また、配偶者等からの暴力の被害者を支援するため、最寄りの配偶者暴力相談支援
センター等につながるDV相談ナビに全国共通番号「#8008（はれれば）」を導入し、
相談窓口の更なる周知を図っている。令和２年４月から、「DV相談プラス」により配
偶者等からの暴力の被害者の多様なニーズに対応できるよう、毎日24時間の電話相談、
チャット相談等及び外国語での相談の対応を行うとともに、各地域の民間支援団体と
も連携し、相談員が必要と判断した場合には、関係機関等への同行支援等も行ってい
る。さらに、相談支援業務に携わる官民の相談員等の関係者を対象としてオンライン
研修教材を提供している。

性犯罪・性暴力の被害者支援としては、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ
プ支援センター（以下「ワンストップ支援センター」という。）について、性犯罪・
性暴力被害者支援のための交付金により、24時間365日対応化や連携・協力する医療
機関における支援環境整備等の促進、コーディネーターの配置・常勤化などの地域連
携体制の確立、専門性を高めるなどの人材の育成や運営体制の確保、支援員の適切な
処遇などの運営の安定化及び質の向上を図っている。また、性犯罪・性暴力被害者が
相談しやすい環境を整備するため、ワンストップ支援センターの全国共通番号「#8891

（はやくワンストップ）」を周知するとともに、夜間休日には対応していないワンストッ
プ支援センターの運営時間外に、被害者からの相談を受け付け、ワンストップ支援セ
ンターと連携して支援する「性暴力被害者のための夜間休日コールセンター」の運営
や、若年層等の性暴力被害者が相談しやすいよう、SNS相談「Cure time（キュアタ
イム）」の実施をしている。さらに、性犯罪・性暴力被害者等が、安心して必要な相談・
支援を受けられる環境を整備するために、ワンストップ支援センターの相談員等を対
象としたオンライン研修教材を作成・提供するとともに、研修を実施した。

このほか、毎年４月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に
届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を実施している。

また、AV出演被害について、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に
資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に
資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」（令和４年法律第78号。以下

「AV出演被害防止・救済法」という。）による出演被害の防止及び被害者の救済が適
切に図られるよう、ワンストップ支援センター等における被害者への相談支援の充実、
SNSの活用等による広報啓発を継続的に実施した。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

配偶者暴力相談支援センター
における相談件数 129,491 122,478 122,211 126,743 127,796

DV相談プラスにおける相談件数 52,697   54,489   47,971   44,972 45,858

（内閣府の資料による）
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イ　法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権
相談所において人権相談に応じており、全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権
110番」（ナビダイヤル0570-003-110）を設置している。令和７年10月１日からは、相
談内容に応じた振り分け機能を導入しており、同ダイヤルの１番において女性の人権
に関する相談を受け付けている。

また、配偶者暴力相談支援センター等関係機関との連携を一層強化し、被害の救済
及び予防に努めている。

このほか、令和４年４月の成年年齢引下げに伴い、未成年者取消権の対象ではなく
なった者から、AV出演被害を始めとする各種消費者トラブルに巻き込まれたなどの
人権相談を受けた場合には、被害者保護に係る各種法制度を踏まえた助言を行うなど、
適切に対応している。

ウ　「令和７年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等へ
の対応状況について」（警察庁）によれば、令和７年中のストーカー事案の被害者は
女性が86.9％を占めている。

警察では、ストーカー被害を防止するため、高校生、大学生等を対象に、イラスト
等を用いてストーカー被害の態様を説明した教材（パンフレット・DVD等）を活用
した防犯教室等を開催しているほか、警察庁においてポータルサイトにより、ストー
カー事案に関する情報を発信している。

また、危険性・切迫性が高い事案の被害者等の安全を確保するため、緊急・一時的
に被害者等を避難させる必要がある場合に、ホテル等の宿泊施設を利用するための費
用について、公費で負担することとしている。

ポスター
「女性に対する暴力をなくす運動」

ポスター
「若年層の性暴力被害予防月間」DV相談ナビカード（裏面）

DV相談ナビカード（表面）
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男女平等の3　こども

我が国が締約国となっている「児童の権利に関する条約」（平成６年条約第２号。以下「児
童の権利条約」という。）は、締約国が、適当かつ積極的な方法で同条約の原則及び規定
を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する旨を規定している（第42条）。

文部科学省が各都道府県教育委員会等を通じて行った令和６年度「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果では、暴力行為の発生件数は12万8,859
件（対前年度比18.2%増）と依然として憂慮すべき状況が見られ、また、いじめの認知件
数は76万9,022件（同5.0%増）となっている。「いじめを初期段階のものも含めて積極的に
認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と肯定的に評価できるが、
その一方で、いじめの重大事態の件数は1,404件（同7.5％増）となっており、教育上の大
きな課題となっている。

また、令和７年に警察がいじめに起因する事件で検挙・補導した人員は、507人（対前
年比10.9％増）であった。内訳としては、小学生151人（同7.9％増）、中学生259人（同8.4％
増）、高校生97人（同24.4％増）となっている。

さらに、法務省の人権擁護機関が調査・処理を行う人権侵犯事件においても、令和７年
には、教育関係事案のうち、学校におけるいじめ事案が1,422件、体罰に関する事案が61件、
不適切な指導に関する事案が445件と高水準で推移しており、こうした人権侵害による被
害の予防・救済のための取組等が課題となっている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

教
育
関
係

学校におけるいじめ 1,169 1,047 1,185 1,202 1,422

体罰※１ 51 75 74 79 61

不適切な指導※２ － － － － 445

児童に対する暴行・虐待 253 216 268 219 256
※１ 令和６年までは、「教育職員による体罰」の件数として集計。

※２ 令和７年から集計を開始。
（法務省人権擁護局の資料による）

いじめや児童虐待の問題など、憲法及び児童の権利条約の精神にのっとり、次代の社会
を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとし
く健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目
指して、こども施策を総合的に推進することを目的として、令和４年６月に「こども基本
法」（令和４年法律第77号）が成立し、翌年の令和５年４月に施行された。

また、令和５年12月には、こども基本法に基づき「こども大綱」が閣議決定された。同
大綱では、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができ
る社会「こどもまんなか社会」を目指し、政府全体のこども施策の基本的な方針等が定め
られている。
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⑴　�こどもが人権享有主体として最大限尊重されるような社会の実現を目指した啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では、「こどもの人権を守ろう」を啓発活動強調事項の一つ

として掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等に加え、全国中学生人権作文コンテ
スト（14頁参照）を実施している。また、人権擁護委員が中心となって、人権教室（15
頁参照）、人権の花運動（17頁参照）、スポーツ組織と連携・協力した啓発活動（123
頁参照）等、各種人権啓発活動を実施している。

さらに、文部科学省との連携により、人権教室の活用を始めとして、学校等と法務
省の人権擁護機関の更なる連携強化を図り、いじめ等のこどもの人権問題の防止に取
り組んでいる。

令和７年度は、こども自身が「自分には大切な権利がある」ということを実感する
とともに、大人がこどもの権利を守る責任についての理解を深め、こどもが安心して
成長できる社会づくりにつなげることなどを目的として、啓発冊子「よくわかる！こ
どもの権利条約～児童の権利に関する条約～」の改訂版や啓発動画「よくわかる！こ
どもの権利条約～児童の権利に関する条約～」の作成のほか、こどもの人権問題に関
する意識を啓発するインターネット広告を実施した。

加えて、啓発冊子「みんなともだち　マンガで考える『人権』」や「『いじめ』　さ
せない　見逃さない」を全国の法務局・地方法務局に配布し、啓発動画「あなたは大
丈夫？考えよう！いじめ」及び「あなたは大丈夫？考えよう！児童虐待」、「『誰か』
のこと　じゃない。（いじめ編・児童虐待編）」や「全国中学生人権作文コンテスト」
の入賞作品等を題材にした啓発動画等をYouTube法務省チャンネルで配信するなど、
人権啓発活動の充実に努めている。

イ　こども家庭庁では、こども基本法の規定や同法附帯決議、こども大綱に基づき、こ
ども基本法のパンフレット・動画やこどもの権利に関するリーフレットをこども家庭
庁ウェブサイトに掲載し、各種シンポジウム、イベント等で配布・紹介すること等を
通じて、こども・若者が権利の主体であることを含め、児童の権利条約及びこども基
本法の趣旨や内容について広く発信している。令和７年度には、公益財団法人日本ユ
ニセフ協会と共催する、こどもの権利普及啓発のための「こどものけんりプロジェク
ト」を引き続き推進し、同協会との共催によりシンポジウム「こどもの“こえ”を聴く」
を開催した。また、大阪・関西万博や自治体主催イベントにおいて、こどもの権利を
学べるブース「ジーン＆ケーンのけーんりさがし」を出展したほか、民間団体や企業
等が主催するイベントにも出展するなど、様々な場面で幅広い世代に向けた啓発に取
り組んだ。

また、こども家庭庁を始めとする関係省庁では、多くの青少年が初めてスマートフォ
ン等を手にする春の卒業・進学・進級の時期に特に重点を置き、地方公共団体、関係
団体、関係事業者等と連携し、毎年、２月から５月までにかけて、スマートフォンや
SNS等の安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施する、「春のあんしんネッ



3535

第
２
章

人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

ト・新学期一斉行動」を展開しており、期間中、インターネット等の様々な広報媒体
を通じた啓発活動等の取組を集中的に展開した。

啓発冊子「よくわかる！こどもの権利条約<二訂版>」

啓発動画「よくわかる！
こどもの権利条約～児童
の権利に関する条約～」

啓発冊子
「みんなともだち

マンガで考える『人権』」

啓発冊子
「『いじめ』　させない　

見逃さない」

啓発動画
「『誰か』のこと　じゃない。」（いじめ編）

啓発動画
「『誰か』のこと　じゃない。」（児童虐待編）

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル 2026年
1月発行

▶監修（敬称略・五十音順）
上沼 紫野（弁護士・一般社団法人安心ネットづくり促進協議会理事）
山﨑 篤史（全国国公立幼稚園・こども園PTA連絡協議会会長）

▶協力
・大学生／高等専門学校生
・「こども若者★いけんぷらす」に
  参加してくれた皆さま

参考リンク

インターネット上でお金を賭けて遊ぶ「オンラ
インカジノ」は、それが合法とされている海外の
サイトであっても、日本国内からオンラインカ
ジノにアクセスしてお金を賭けることは賭博罪
にあたり、犯罪です。

オンラインカジノは
犯罪です！
海外で合法でも日本からはダメ！

フィルタリング＆課金管理が役に立つ！

ご家庭や学校で活用できる事例集・教材集
などです。是非一度ご覧ください。

みんなで楽しく
便利にネットを
使っていきたいね！

どうしたら安心して
ネットを使えるか
調べていこう！

01　SNS投稿に関するリスク
02　誹謗中傷／ネットいじめ
03　同意のない顔写真等の利用

04　自画撮り被害
05　長時間利用/課金等
06　闇バイト

コラム オンラインカジノは犯罪です！

参考リンク 家庭や学校で活用できる事例集・教材集

も く じ

毎日ネットに触れる
こどもたちを守るために

今はどん
なことに

気をつけ
たらいい

の？

保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴

こども家庭庁/警察庁/消費者庁/総務省/法務省/文部科学省/経済産業省

SNS投稿するときのポイントSNS投稿に関するリスク
こんなことがあったんだ

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル

なんでも気軽にアップしちゃだめ！

POINT

　  ②自分も他人も顔は見せない！
SNSに写真をアップする場合は、顔が分からないようにするなど
工夫しましょう。

POINT

POINT

ディープフェイクポルノ被害にあった場合の相談窓口

すべての年代の保護者の方へ

　  ①個人情報・身分証は送らない！
顔写真、連絡先などの個人情報や、これらが載った
身分証などは送信しないよう、こどもに伝えま
しょう。

闇バイトを防ぐには闇バイト

簡単にもうかるような、うまい話はないよ。
新しいアプリをインストールするときは、
保護者の許可を得るようにOSを設定する
などの工夫で防げることもあるよ。

●闇バイトでは、一定の時間が経過すると記録が消える
　秘匿性の高いアプリでの連絡（持っていない場合は
　インストール）を指示されることもあります。

こんなことがあったんだけど……

アプリを入れるよう言われたら要注意だよ！

これだけは知っておこう！

POINT

　  ②アルバイトをするときは必ず相談
アルバイトに応募する前に必ず保護者などに相談
するように伝えましょう。

POINT

「得します」と強調するものは詐欺の可能性や
危険性がある。最近は闇バイトなどの問題もある
から、気をつけていかないといけない。

メッセージアプリにもSNSのような機能があり、
知らない人から急にフォローされたと思ったら、
その人の投稿内容が怪しいアルバイトの勧誘で、
すぐにブロックや通報を行ったことが何度かある。

　  ③ためらわずに警察にすぐ相談！
もしも怪しいアルバイトに応募して個人情報を
送ってしまったら、警察に相談を！

POINT

少しでも不安に
感じたら、すぐに
警察相談専用電話
「♯9110」番へ！

中学生／高校生の保護者の方へ

保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴 毎日ネットに触れるこどもたちを守るために

保護者が気をつけるポイント

こどもが気をつけるポイント

NPO法人ぱっぷす
https://www.paps.jp/

どういうことに
気をつけたら
いいのかな？

やっていいことと
だめなことって
ある？

犯罪やトラブルに
巻き込まれないように
注意しないと

なにかあったら
どこに相談
すればいいの？

大学
生からのアドバイス

大学
生からのアドバイス

困った
ときの参考に!

ネットは便利で楽しい！
だから安心して使えるように
みんなで話し合おう！

インターネットトラブルの実例を
挙げ、その予防法等を紹介

インターネット
トラブル事例集
（総務省）

初心者向けの啓発に利用可能な教
材を公開

情報セキュリティ教材（IPA）

情報社会で適正な活動を行うため
の教材等を紹介

情報モラル教育ポータルサイト
（文部科学省）

SNS上のやり取りで悩む方に役立
てていただくための特設サイト

♯NoHeart  NoSNS

保護者にとって関心の高いお悩み
事項について、解決に向けた具体的
な提案等分かりやすく記載

こどもとネットのトリセツ
（一般社団法人安心ネットづくり促進協議会）

　  ③著作権を守ろう！
「著作権」とは、音楽やイラスト等「著作物」を創作した者に与えら
れる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり利用されない
権利です。著作物を、著作権者の許可なく複製し、SNSにアップする
などの行為は、著作権侵害になる場合があるので注意しましょう。●最近では、生成AIを使ってこどもの写真が悪用される

　ケースがあります。（ディープフェイクポルノ等）

これだけは知っておこう！

ディープフェイクとは
深層学習（ディープラーニング）を使用して実在する人物の画像
等を編集・加工して偽の情報を組み込み、あたかも本物のように
見せかける方法で作成された画像等のこと。

こども家庭庁「こども若者★いけんぷらす」において、こども（小学生～
高校生年代）からいただいた意見等に対して、大学生からのアドバイス
とともに対策や取組等を掲載しています。
（「こども若者★いけんぷらす」の意見は一部内容を調整しています）

友達の（ＳＮＳの）アイコンが、「ここらへん
に住んでるんだな」と場所がわかる写真で、
怖いと思った。

自分の顔や住んでいる場所がわかるような
写真はなるべくＳＮＳにあげないほうが良い
です。どんな人が見ているかわからないので、
つきまとわれたり犯罪に巻き込まれることも。

　  ①ネットになんでもアップしない！
お風呂の写真、水着、裸に近い写真は、SNSなどのネットには絶対
あげないで！家族や親戚など、信頼できる近しい人だけの大切な
思い出として扱いましょう。投稿して良いか迷う場合は、投稿前に
信頼できる人に相談したり、複数人で投稿内容が問題ないか確認
しましょう。

オンラインカジノの情報は、フィルタリング活用
で遠ざけることができます。
海外では、広告から入ってしまうこともあるよう
です。広告が入口となってしまっても、フィルタ
リング活用でその先に進むことをブロック！

フィルタリングのほかに、対象年齢に合った
アプリを利用したり、課金管理など技術的な手段
で、こどもを守る方法もあります。
課金管理は、オンラインゲームなど他の場面で
も役に立つのでおすすめです。

保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴 毎日ネットに触れるこどもたちを守るために保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴 毎日ネットに触れるこどもたちを守るために

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル

　  ②相談窓口を活用しよう！

誹謗中傷のトラブルを
避けるために

●相手の人格を否定する言葉や言い回しは正当な批判ではなく、
　「誹謗中傷」です。
●気軽な投稿で他人を傷つけてしまうおそれがあります。
　投稿した言葉や写真は「なかったこと」にはできません。
　こどもと一緒にどのような投稿が誹謗中傷にあたる
　のか、話し合ってみましょう。

それは本当に言っていい言葉か考えよう！

誹謗中傷/ネットいじめ

これだけは知っておこう！

POINT

POINT

小学校高学年／中学生／高校生の保護者の方へ

大学
生からのアドバイス

ひ ぼう ちゅう しょう

みんな味方だよ！
安心して相談してね

●OS事業者が提供するペアレンタルコントロール機能を
　活用しましょう。
●アプリの時間調整機能の活用がおすすめ。アプリ内
　の設定で利用時間の調整ができるものもあります。

あんまりよくないなあとは思ってる
楽しくなると長く（ネットを）続けてしまう。
帰ってきて見始めたら、もう夕方になってた
とか。

話し合ってルールを作ろう！

長時間利用/課金等

これだけは知っておこう！

（学校では）課金とかゲームとかでお金を使った
り、親にも言わないで買ったりしないよう言わ
れている。

うちでは、課金するときに必ず親に言うという
ルールがあるよ。

すべての年代の保護者の方へ

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル

大学
生からのアドバイス

同意なく顔写真等を利用されて
しまった時の相談窓口

以下の行動は、法的に罰せられたり、訴えられるケースがあります。
お子さんがされない・しないよう、保護者の注意が必要です。

こんなことをされてイヤだった

友達だから問題ないよねと思ってはだめ！

同意のない顔写真等の利用

これだけは知っておこう！

友達を隠し撮り・有名人を無断撮影 肖像権の侵害に
性的な部位や下着が写った写真・動画
を、盗撮したり、イヤと言っているの
にむりやり撮影、イヤと言えない状態
で撮影

撮影罪に

18歳未満の裸、性交または性交類似
行為の撮影や所持

児童ポルノ製造罪や所持罪に

もし性被害（撮影罪など）にあってしまったら、迷わず
下記相談窓口に連絡してください。

小学校高学年／中学生／高校生の保護者の方へ

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル

大学
生からのアドバイス

保護者が知っておきたいインターネットの落とし穴 毎日ネットに触れるこどもたちを守るために

こんな話を聞いたんだけど……

性別や年齢を問わず注意が必要！

自画撮り被害

　  ③家庭内のルールづくり
困ったことがあったら保護者に相談
することを約束しましょう。

　  ④警察等への相談
自画撮りを要求されたらすぐ相談！
最寄りの警察署や相談窓口の利用も！

自画撮り被害を防ぐために
POINT

POINT

POINT

POINT

小学校高学年／中学生／高校生の保護者の方へ

こどもたちは見た！体験した！こんなネットのトラブル

大学
生からのアドバイス

→だまされたり脅されたりして、自分の裸などの写真を撮影
　させられ、送らされることを「自画撮り被害」と言います。

こんなことがあってすごくイヤだった

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター
「#8891」

性犯罪被害相談電話「♯8103」

迅速な助言が欲しい

相手に賠償等を求めたい

適切な助言が欲しい

削除したいけど自分でできない

※相談対応は行っておりません。

誹謗中傷ホットライン

警察に相談したい

悩みや不安を聞いてほしい

少年相談窓口

ぴったり
相談窓口

少年相談窓口

子供のSOSの相談窓口 

子供のSOSの相談窓口 

　  ①アプリを活用しよう！
危険なメッセージのやり取りについてお知らせして
くれるアプリや、12歳以下のこども向けSNSアプリ
もあります。

スマホやPCなどに慣れてきた時こそ、
うっかり攻撃的な投稿をしてしまわない
ように気を付けよう！聞いて嫌になる
言葉は、SNSでも使わないようにね。

自分の写真を勝手に（SNSに）あげられて、
誹謗中傷を受けたことがある。

好きな人とか応援している人への誹謗中傷
の言葉が目に入ると、嫌な気持ちになる。

友達に無断で自分の顔写真をSNSに投稿
されて嫌だった。
他にも、自分の変顔を勝手にSNSのアイコン
にされたこともある。

友達はもちろん、他人の顔が写った写真は、基本的にSNS
にはあげないこと。
誰でも簡単に生成AIを活用できる今、ディープフェイクに
ついてもみんな気を付けなければいけないよ。

ある女の子が、男の子に個人情報を教えてしまい、
性的な面で脅され「写真を送らないと住所を
さらす、家に行く」などと言われたと聞いた。

被害は、女の子、男の子、性別や年齢を
問わずあり、注意が必要です！

　  ①スマホのOS機能を活用
たとえば、iPhoneではヌードが含まれる可能性がある
写真をお子様が受信した場合や送信しようとした場合
に警告し、対応に役立つ情報を提示してくれる機能が
あります。

　  ②民間サービスの活用
不適切な画像や動画の撮影をＡＩが検知し、警告を
出したり保護者等に知らせたりしてくれるサービス
もあります。

保護者と話し合って、お互いが納得できる
家庭内ルールを作ろう！

長時間利用・課金を
管理するには

　  ①ペアレンタルコントロール機能を使う！POINT

　  ②フィルタリングを活用！POINT

次々と興味のある情報が表示され
ることで、利用を中断できなく
なってしまうケースがあります。
OS事業者が提供するペアレンタル
コントロール機能で閲覧できる
WEBコンテンツや起動できるアプ
リについて、年齢に合わせた制限や
サイト・アプリごとの個別の管理が
できます。
また、アプリのダウンロードやアプ
リ内課金を管理することで、課金を
制限することも可能です。

スクリーンタイム／ファミ
リー共有（iPhone等）

Digital Wellbeing/
ファミリー リンク
（Androidスマホ等）
Digital Wellbeing・ファミリーリン
クはGoogle LLCの商標です。
Digital Wellbeing：Android10以降
ファミリー リンク：Android5.0以降

iOS 12以上

KDDINTTドコモ

ソフトバンク 楽天モバイル

フィルタリングを活用することに
より、薬物などの違法な情報や
出会い系・アダルト系のサイト等
の閲覧制限や、対象年齢に合わない
サービス・コンテンツの利用制限が
できます。

※被害者が13歳以上16歳未満である場合は、その人より 
　５歳以上年上の人が行ったとき

これだけは知っておこう！

●18歳未満の裸の撮影は、児童ポルノ製造罪にあたります。
　違法な要求には応じないように、お子さんに伝えましょう。
●さらに、16歳未満のこどもに対しては、要求するだけでも
　犯罪※となります。

保護者向け普及啓発リーフレット「毎日ネットに触れるこどもたちを守るために」
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⑵　学校教育及び社会教育における人権教育の推進
ア　文部科学省では、学習指導要領において、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」
（知・徳・体）のバランスのとれた「生きる力」を育むことを目指している。

「豊かな心」の育成に関しては、道徳において、善悪の判断等の内容を扱うとともに、
体験活動等を生かすなどの充実を図っている。

また、豊かな人間性や社会性を育む観点から、健全育成のための体験活動推進事業
や、学校教育における人権教育を推進するための「人権教育研究推進事業」を実施し
た（８頁参照）。

社会教育においては、その中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講
習や現職を対象にした研修において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の
育成及び資質の向上を図っている。

イ　こども家庭庁では、学校等での出張講座を実施し、こども基本法や児童の権利条約
の趣旨や内容について、周知啓発に努めている。令和７年度は、学校等計６か所に赴
き、教育関係者等に講演を実施した。さらに、独立行政法人教職員支援機構「校内研
修動画シリーズ」にて児童の権利条約の考え方や内容、こどもたちがこどもの権利を
学ぶ意義等について解説した研修動画を制作し、教職員支援機構ウェブサイト上に公
表した。

また、毎年５月５日の「こどもの日」から同月11日までの１週間を「こどもまんな

啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！いじめ」 啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！児童虐待」

こどもパート

大人パート

リーフレット「ちかごろよく聞く　こどもの権利って！？」

ポスター
「こどもまんなか 児童福祉週間」
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⑵　学校教育及び社会教育における人権教育の推進
ア　文部科学省では、学習指導要領において、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」
（知・徳・体）のバランスのとれた「生きる力」を育むことを目指している。

「豊かな心」の育成に関しては、道徳において、善悪の判断等の内容を扱うとともに、
体験活動等を生かすなどの充実を図っている。

また、豊かな人間性や社会性を育む観点から、健全育成のための体験活動推進事業
や、学校教育における人権教育を推進するための「人権教育研究推進事業」を実施し
た（８頁参照）。

社会教育においては、その中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講
習や現職を対象にした研修において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の
育成及び資質の向上を図っている。

イ　こども家庭庁では、学校等での出張講座を実施し、こども基本法や児童の権利条約
の趣旨や内容について、周知啓発に努めている。令和７年度は、学校等計６か所に赴
き、教育関係者等に講演を実施した。さらに、独立行政法人教職員支援機構「校内研
修動画シリーズ」にて児童の権利条約の考え方や内容、こどもたちがこどもの権利を
学ぶ意義等について解説した研修動画を制作し、教職員支援機構ウェブサイト上に公
表した。

また、毎年５月５日の「こどもの日」から同月11日までの１週間を「こどもまんな

啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！いじめ」 啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！児童虐待」

こどもパート

大人パート

リーフレット「ちかごろよく聞く　こどもの権利って！？」

ポスター
「こどもまんなか 児童福祉週間」

か 児童福祉週間」と定め、こどもの健やかな成長、
こどもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考
えることを目的に、国、地方公共団体、関係団体、企
業、地域社会等が連携して、全国で様々な行事、取組
を行っている。

令和７年度は、「こどもまんなか 児童福祉週間」の
標語を全国公募し、最優秀作品として選定された「い
つだって まんまるまんなか こどもたち」を「こども
まんなか 児童福祉週間」の象徴として、児童福祉の
理念の普及・啓発を図った。

⑶　家庭教育に対する支援の充実
文部科学省では、保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、家庭教育に関

する支援が届きにくい家庭に配慮しつつ、地域の多様な人材を活用した家庭教育支援
チーム等が地域の実情に応じて行う家庭教育支援に関する取組（保護者に対する学習機
会や情報の提供、相談対応等）を推進するため、補助事業（地域における家庭教育支援
基盤構築事業）等を実施している。

⑷　「人権を大切にする心を育てる」保育の推進
こども家庭庁では、保育所等において、保育所保育指針に基づき、児童の最善の利益

を考慮するよう啓発を行うとともに、「人権を大切にする心を育てる」保育の推進を図り、
児童の心身の発達、家庭や地域の実情等に応じた適切な保育の実施を推進している。

⑸　いじめ・暴力行為等に対する取組の推進
ア　いじめの問題は依然として大きな社会問題となっている。こうした状況の中、平成

25年６月のいじめ防止対策推進法の成立を受け、文部科学省では、同年10月11日、「い
じめの防止等のための基本的な方針」（以下「国のいじめ防止基本方針」という。）を
策定し、平成29年３月に改定を行った。当該基本方針においては、学校や学校の設置
者が法務省の人権擁護機関との連携を図ることや、平素から、関係機関の担当者の窓
口交換や連絡会議の開催等の体制整備を図るなどの情報共有体制を構築していくこと
を記載している。当該基本方針の中では、障害のある児童生徒や外国人の児童生徒、
性的マイノリティに係る配慮が必要な児童生徒など、学校として特に配慮を要する児
童生徒に関わるいじめについて、教職員がそれぞれの児童生徒の特性への理解を深め、
当該児童生徒のニーズや特性等を踏まえた適切な指導を行うことが必要であることも
示している。令和６年８月には、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
を改訂し、いじめの重大事態の発生を未然に防止するため、学校いじめ対策組織が平
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時から実効的な役割を果たし、学校設置者とも連携した対応を行うために必要な取組
等を示した。

このほか、教育再生実行会議の第一次提言及びいじめ防止対策推進法を踏まえ、い
じめの未然防止、早期発見・早期対応や教育相談体制の整備及びインターネットを通
じて行われるいじめへの対応を充実するため、平成25年度から「いじめ対策等総合推
進事業」（平成29年度から「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」と名称変更）
を実施している。

加えて、いじめを政府全体の問題として捉え直し、関係省庁の知見を結集し、対応
すべき検討課題を整理し、結論を得たものから随時速やかに対応していく政府の体制
を構築するため、文部科学省及びこども家庭庁を共同議長とする「いじめ防止対策に
関する関係省庁連絡会議」を開催しており、令和７年11月に開催した会議においては、

「いじめ防止対策の更なる強化について」（令和６年11月いじめ防止対策に関する関係
省庁連絡会議決定）の対応状況等の確認を行い、いじめの重大化を防ぐための留意事
項集・研修用事例集を公表した。また、令和８年１月に開催した会議においては、
SNS上の暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けたこどもの暴力行為・いじめに係る緊
急対応について取りまとめた。

暴力行為については、未然防止と早期発見・早期対応に教職員が一体となって取り
組むことや家庭・地域社会等の理解を得て地域ぐるみでの取組を推進すること、暴力
行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対して、警察等の関係機関と連携した取組を
推進し、毅然とした指導を粘り強く行うなどの的確な対応をとることを学校、教育委
員会等に要請した。

さらに、令和８年１月には、SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受け、
各学校及びその設置者に対して、暴力行為やいじめを許容せず、児童生徒が声を上げ
られる環境の整備、暴力行為やいじめが見過ごされていないかの確認、被害児童生徒
の安全確保と心身のケア及び加害児童生徒への毅然とした対応等、児童生徒の安全・
安心の確保のために緊急に取り組むべき事項等について通知した。

また、いじめや暴力行為等、様々な課題を抱える児童生徒が適切な相談等を受ける
ことができるよう、児童生徒の心理に関して専門的な知識及び経験を有するスクール
カウンセラーや、福祉の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを
配置するなど、学校における教育相談体制の整備を支援している。さらに、「いじめ
対策・不登校支援等総合推進事業」において、児童生徒の問題行動等の未然防止や早
期発見・早期対応につながる効果的な取組の実践等について調査研究を行っている。

加えて、夜間・休日を含め24時間いつでもこどものSOSを受け止めることができる
よう、「24時間子供SOSダイヤル（0120-0-78310）」を整備している。

また、近年、若年層の多くが、SNSを主なコミュニケーション手段として用いてい
るとともに、SNS上のいじめへの対応も大きな課題となっている状況を受け、地方公
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共団体に対し、SNS等を活用した児童生徒向けの相談体制の整備に向けた支援を行っ
ている。

このほか、見守り活動などにより、学校におけるこどもの安全・安心を守るため、
スクールガード・リーダーの配置の支援を行っている。

イ　こども家庭庁では、社会全体でのいじめ防止対策を推進するため、令和５年度から、
地方公共団体の首長部局において、「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕
組みづくりに向けた手法の開発・実証」事業を実施するとともに、学識経験者等の専
門家を「いじめ調査アドバイザー」として活用し、いじめの重大事態調査等を行う地
方公共団体に対し、第三者性の確保等の観点から助言を行っている。

ウ　文部科学省及びこども家庭庁では、令和５年度から、各学校設置者等が作成したい
じめの重大事態の調査報告書を収集し、その分析を通じて、重大事態の実態把握や課
題点等を洗い出し、国全体でのいじめの重大事態調査の適切な運用やいじめ防止対策
の改善・強化につなげている。令和７年１月には「いじめの重大化要因等の分析・検
討会議」を設置し、有識者の参画を得て、計９回の会議を開催して重大事態調査報告
書の分析を行った。そして、分析の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大化要因等
を、各学校の設置者及び学校における未然防止等に活用することを目的に、「いじめ
の重大化を防ぐための留意事項集」、「いじめの重大化を防ぐための研修用事例集」と
して取りまとめ、令和７年11月に公表した。

エ　警察では、少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動、学校警察連絡
協議会の開催等を通じて、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、いじめ事案を把
握した場合には、事案の悪質性、重大性及び緊急性、被害児童生徒及びその保護者の
意向、学校等の対応状況等を踏まえ、いじめ防止対策推進法の趣旨等を認識しつつ、
学校等との緊密な関係を構築するなどして、的確な対応を推進している。

また、校内暴力についても、学校等との情報交換により早期把握に努め、悪質な事
案に対し厳正に対処するなど、内容に応じた適切な措置と再発の防止に努めている。

オ　厚生労働省では、ひきこもり等の児童について、ひきこもり地域支援センターや自
立相談支援機関を相談窓口として、教育分野との連携を図りつつ、児童相談所や児童
養護施設等の機能を十分活用するとともに、家庭環境・養護問題の調整、解決に取り
組んでいる。

⑹　児童虐待防止のための取組
児童虐待防止対策としては、これまで「児童虐待の防止等に関する法律」（平成12年

法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。）及び「児童福祉法」（昭和22年法律第
164号）の累次の改正や、「民法」（明治29年法律第89号）などの改正により、制度的な
充実が図られてきた。一方で、全国の児童相談所における児童虐待の相談対応件数は依
然として高い水準にあり、令和６年度には22万3,691件となっている。こどもの生命が
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奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の防止は社会全体で取り組む
べき喫緊の課題である。

児童相談所における児童虐待の相談対応件数が依然として増加傾向にあり、また、育
児に対して困難や不安を抱える子育て世帯がこれまで以上に顕在化してきているなど、
子育て世帯への支援の充実やそのための体制強化に取り組む必要があることから、令和
４年６月、こどもや家庭への包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置
や、訪問による家事支援等こどもや家庭を支える事業の創設を行うこと等を内容とする

「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第66号。以下「令和４年改正児童
福祉法」という。）が成立した。なお、同法においては、上記のほか、一時保護時の司
法審査の導入や、こども家庭福祉の現場において相談援助業務等を担う者の専門性向上
のための実務経験者向けの認定資格の導入等の改正も盛り込まれ、令和６年４月１日か
ら施行（一時保護時の司法審査に関する部分は令和７年６月１日施行）されている。

また、児童虐待の予防等を目的とした令和４年改正児童福祉法の円滑な施行を行うと
ともに、こども家庭庁を司令塔として関係省庁が連携して取組を強化する必要があるこ
とから、「児童虐待防止対策の更なる推進について」（令和４年９月２日児童虐待防止対
策に関する関係閣僚会議決定）において特に重点的に実施する取組を決定するとともに、
令和４年12月、児童相談所の体制強化について「新たな児童虐待防止対策体制総合強化
プラン」（令和４年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）を策
定した。同プランでは、これまで「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（平成30年
12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）に沿って行われてきた児
童福祉司の増員等による体制強化の取組を更に進め、令和８年度末までに児童福祉司を
7,390人体制とする目標を設定し、体制強化に取り組むこととしている。

さらに、民法における懲戒権に関する規定（民法第822条）が児童虐待を正当化する
口実になっているという指摘がなされてきたことを踏まえ、令和４年12月に「民法等の
一部を改正する法律」（令和４年法律第102号）が成立し、民法について親権者による懲
戒権の規定を削除するとともに、体罰等のこどもの心身の健全な発達に有害な影響を及
ぼす言動を禁じる改正がされた。児童福祉法及び児童虐待防止法についても、民法の新
たな規定に合わせる改正が行われ、体罰等によらない子育ての一層の推進が図られてい
る。
ア　こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」

を実施し、同期間中、関係府省庁や地方公共団体、関係団体等と連携した集中的な広
報啓発活動を実施し、児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周知・啓発
している。また、児童虐待防止の啓発を図ることを目的に民間団体（認定NPO法人児
童虐待防止全国ネットワーク）が中心となって実施している「オレンジリボン運動」
を後援している。

令和７年度は、「知らせよう　あなたが　あの子の声になる」を期間中の標語とし
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て決定し、各種広報媒体に掲載したほか、「こどもの虐待防止推進全国フォーラム
withほっかいどう」やポスター・リーフレット・啓発動画等により、児童虐待防止に
向けた広報啓発に取り組んだ。

また、児童虐待を受けたと思われるこどもを見付けたときなどに、ためらわずに児
童相談所に通告・相談ができるよう、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」
及び児童相談所相談専用ダイヤルを運用しており、それぞれ通話料の無料化を行い、
利便性の向上を図っている。さらに、虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な
相談の受付体制の構築に向け、令和３年度に相談システムの設計・開発を行い、令和
５年２月から本格的な運用を開始している。

このほか、「こども家庭審議会児童虐待防止対
策部会」の下に設置されている「児童虐待等要
保護事例の検証に関する専門委員会」において
は、児童虐待による死亡事例等について分析・
検証し、事例から明らかとなった問題点・課題
から具体的な対応策の提言を行ってきた。令和
７年９月には、「こども虐待による死亡事例等の
検証結果等について（第21次報告）」を取りまと
めた。

第21次報告においては、心中以外の虐待死（44
例・48人）では、０歳児死亡が最も多く（68.8％）、
うち日齢０日児が48.5％を占めた。また、心中
以外の虐待死で実母が妊娠期・周産期に抱えて
いた問題として、「妊婦健康診査未受診」、「予期
しない妊娠／計画していない妊娠」が高い割合
を占めること等が特徴として挙げられた。

イ　文部科学省では、児童虐待防止法の規定による早期発見努力義務及び通告義務等に
ついて機会を捉えて周知徹底を図っているほか、関係機関との連携強化のための情報
共有や児童虐待防止に係る研修の実施等の積極的な対応等についても周知している。

また、平成31年２月の関係閣僚会議決定を受け、令和元年５月に学校・教育委員会
等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめた「学校・教育委員会等向け虐待対応
の手引き」（令和２年６月一部改訂）を作成し、公表するとともに、同年８月には、
地域における児童虐待の未然防止・早期発見の取組に資するよう、地域で活動する家
庭教育支援や地域学校協働活動等の関係者に向けて、「児童虐待への対応のポイント」

（令和７年11月一部改訂）を作成し、児童虐待への対応に関して留意すべき事項等を
周知した。令和２年１月には、児童虐待対応に関する具体的な事例を想定した「学校
現場における虐待防止に関する研修教材」を作成し、積極的な活用について周知した。

ポスター「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン

（児童相談所虐待対応ダイヤル189）」
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このほか、児童生徒が適切な相談を受けることができるよう、スクールソーシャル
ワーカーやスクールカウンセラーの活用等、教育相談体制の整備を支援している。ま
た、児童虐待の未然防止や早期対応のため、家庭教育支援チーム等による保護者への
相談対応や保護者と地域とのつながりづくりの推進にも取り組んでいる。

ウ　警察では、児童虐待が疑われる事案を認知した際には、早期に現場臨場等を行い、
警察職員が児童の安全を直接確認することを徹底するとともに、事件化すべき事案に
ついては厳正な捜査を行っている。また、児童虐待を受けたと思われる児童について
は、児童相談所に対して確実に通告等を実施し、児童相談所等との情報共有を図るな
ど、関係機関と緊密に連携しながら、児童の安全確保を最優先とした対応を徹底して
いる。

エ　法務省では、「児童虐待とたたかう法務省プロジェクトチーム」を設置して検討を
進め、令和２年２月に取りまとめた「法務省児童虐待防止対策強化プラン」に基づき、
各地の法務省関係機関が有する資源・ノウハウを児童相談所等の求めに応じて提供す
るなど、関係機関と連携して児童虐待防止対策に取り組んでおり、法務省の人権擁護
機関においては、職員や人権擁護委員による人権教室や「こどもの人権SOSミニレ
ター」等による人権相談を実施している。

⑺　体罰等の問題に対する取組の推進
体罰は、「学校教育法」（昭和22年法律第26号）第11条で禁止されており、児童生徒の

心身に深刻な悪影響を与え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為等の土壌
を生むおそれがあり、いかなる場合でも決して許されない。文部科学省では、平成25年
３月に、懲戒と体罰の区別について現場の教員が理解しやすい丁寧な説明を行うことを
目的として、体罰と判断される行為や認められる懲戒等の具体例や、部活動指導に当たっ
ての留意事項を示した通知を発出したり、同年５月に運動部活動での体罰等の根絶及び
効果的な指導に向けた「運動部活動での指導のガイドライン」を公表したりするなど、
体罰の防止に関する取組を実施してきた。不適切な指導の防止については、令和４年12
月に改訂した生徒指導提要において、不適切な指導と考えられる具体例を挙げながら、
体罰や不適切な言動等がいかなる児童生徒に対しても決して許されないことを示した。
部活動及び地域クラブ活動に関しては、令和４年12月に策定した「学校部活動及び新た
な地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」で適切な指導の実施を求
めてきたが、令和７年12月に同ガイドラインを改定する形で策定した「部活動改革及び
地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」においても、引き続き暴力・
暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶を求めている。

体罰等の根絶のためには実態把握に努めることが重要と考えており、令和７年12月に
は、国公私立学校における体罰等の実態についてまとめた調査結果を公表した。この結
果では、体罰により懲戒処分等を受けた者は419人、不適切な指導等により懲戒処分等
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を受けた者は693人となっている。

⑻　こどもの性被害に係る対策
こどもの性被害に係る対策については、令和４年５月に犯罪対策閣僚会議において策

定された「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」
に基づき、政府全体で取組を推進している。また、弱い立場に置かれたこども・若者が、
性犯罪・性暴力被害に遭う事案が後を絶たず、被害に遭ってもそれを性被害であると認
識できなかったり、声を上げにくく適切な支援を受けることが難しいなどの課題を踏ま
え、性犯罪の成立要件をより明確化することなどを目的として令和５年６月に成立した

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」（令和５年法律第66号）及び「性的な姿態
を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の
消去等に関する法律」（令和５年法律第67号）の趣旨・内容の周知及びこれらの法律も
踏まえた厳正な対処・取締りの強化、こどもたちが性暴力の加害者・被害者・傍観者に
ならないようにするための「生命（いのち）の安全教育」の全国展開、被害の申告をし
やすくし、その支援を強化するための各種相談窓口の充実等、様々な取組を着実に実施
し、対策の強化を図っている。

さらに、令和６年４月、「こども・若者の性被害防止
のための総合的対策」が取りまとめられた。同年６月
には、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」

（令和６年法律第69号）が成立し、令和８年12月25日に
施行される。施行後は、学校や保育所を始め、教育・
保育を提供する事業者は、従事者によるこどもへの性
暴力等を防止するため、面談や相談、研修といった日頃か
らの安全確保措置や、従事者の性犯罪前科の確認、従事
者により児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認
められる場合の防止措置等の取組が義務付けられる。令
和７年12月に、制度の対象となる事業者が表示すること
ができるこまもろうマークを制定し、令和８年１月には、
制度の詳細となるガイドラインを策定したところであ
り、引き続き、制度の対象となる事業者・従事者や、こ
ども、保護者を始めとする国民全体に対する周知等、必
要な準備を着実に進めている。こうした取組を通じ、単
なる制度の周知や運用にとどまらず、こどもに対する性暴力を決して許さない社会の実
現に向けて、社会全体の機運を醸成していく。

いわゆる児童ポルノ等については、平成26年６月、「児童買春、児童ポルノに係る行

こまもろうマーク（認定事業者）

こまもろうマーク（法定事業者）
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為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」（平成11年法律第52号）が一部改正され、
法律名が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関
する法律」に改められ、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ又はその電磁的記
録を所持、保管する行為や、ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製
造する行為を処罰する罰則が新設された。同改正法は同年７月に施行され、自己の性的
好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する規定については、平成27年７月
から適用されている。

警察では、低年齢児童を狙ったグループ等に対する取締りを強化するとともに、児童
の被害の継続・拡大を防ぐため、流通・閲覧防止対策や被害児童の早期発見及び支援に
向けた取組等を推進している。また、警察庁ウェブサイトにおいて、「なくそう、子供
の性被害。」と題して、児童ポルノ事犯の検挙・被害状況、被害防止対策、児童ポルノ
被害の深刻さ等について掲載し、国民意識の向上を図っている。

さらに、文部科学省では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月11日性
犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）を踏まえ、こどもたちを性犯罪・性
暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、内閣府と共同で「生命（いのち）の安
全教育」の教材・指導の手引等を作成し、令和３年４月に公表した。以降、文部科学省
では、幼児期・小学校・中学校・高校の各段階における授業等での活用を促し、令和７
年度は、全国の学校等において「生命（いのち）の安全教育」の実施が更に推進される
よう、全校実施を目指す教育委員会等の取組を支援するほか、学校等における幼児や児
童生徒の発達段階に応じた指導の参考となる指導例動画を作成し公表するとともに、社
会情勢の変化や学校現場の意見等を踏まえ、教材及び指導の手引きの拡充・改訂を行い、
より現場のニーズに対応できるものとし、更なる普及・展開を図った。

児童生徒等に対する性暴力等の防止等については、本来こどもを守り育てる立場にあ
る教員がこどもに性暴力等を行うということは断じてあってはならないという基本理念
の下、令和３年５月には、第204回国会において議員立法である「教育職員等による児
童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律第57号）が衆参全会一致で成立し、
令和４年４月１日から施行された（データベースに関する規定については、令和５年４
月１日から施行）。

同法では、教育職員等による児童生徒等への性暴力等（以下「児童生徒性暴力等」と
いう。）は、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わず全て法律違反であること
とされたほか、教育職員・児童生徒等に対する啓発、児童生徒性暴力等の早期発見及び
対処、国による特定免許状失効者等（児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状
が失効又は取上げとなった者）に関するデータベースの整備などが規定された。また、
特定免許状失効者等に対しては、免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴
力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情
により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授
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与することができることが規定された。特定免許状失効者等に関するデータベースにつ
いては、令和５年４月１日から稼動しており、教育職員等を任命又は雇用するときには、
国公私立の別や常勤・非常勤等の採用形態を問わず、必ずデータベースを活用すること
が義務付けられている。

同法に基づき、文部科学省では、本法に定められた施策を総合的かつ効果的に推進す
るため、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」を令和
４年３月に策定したほか、令和５年３月には、データベースに関する規定の施行に合わ
せて通知を発出し、データベースの運用等に係る注意事項とともに、児童生徒性暴力等
の防止等に関する施策全体について、学校及びその設置者が行うべき主な対応をまとめ
たチェックリストを添付し、改めて趣旨や留意事項を周知した。また、教育委員会や学
校における教員に対する研修や意識啓発の取組がより効果的なものとなるよう、令和４
年度には、啓発動画や研修用動画、好事例集等を作成・公表した。

児童生徒性暴力等を行った保育士の再登録手続の厳格化等に関する必要な改正を盛り
込んだ令和４年改正児童福祉法が令和５年４月に施行された。こども家庭庁では、児童
生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消された者（特定登録取消者）の情
報が記録されたデータベースの運用を令和６年４月１日から開始した。

AV出演被害については、令和４年６月、AV出演被害の防止及び被害者の救済を図る
ため、AV出演被害防止・救済法が制定された（31頁参照）。

法務省の人権擁護機関では、性的な暴力の事例を含めたデートDVに関する啓発動画
「あなたは大丈夫？考えよう！デートDV」（28 ～ 29頁参照）や性的虐待の事例を含めた
児童虐待に関する啓発動画「あなたは大丈夫？考えよう！児童虐待」（34頁参照）を作
成するなどの各種人権啓発活動を実施するとともに、人権相談窓口の周知等を行ってい
る。取り分け、令和４年４月の成年年齢引下げに伴い、未成年者取消権の対象ではなく
なった者から、AV出演被害を始めとする各種消費者トラブルに巻き込まれたなどの人
権相談を受けた場合には、被害者保護に係る各種法制度を踏まえた助言を行うなど、適
切に対応している。

また、文部科学省では、卒業直前の高校生等に向けた「生命（いのち）の安全教育」
啓発資料に、AV出演強要等の性産業への望まない従事等は性暴力であること等を記載
するとともに、身近な被害実態、性暴力が起きないようにするためのポイント、性暴力
被害に遭った場合の対策・相談先等を記載している。
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「生命（いのち）の安全教育」教材、啓発資料

0

みみずずぎぎででかかくくれれるるととこころろはは

じじぶぶんんだだけけのの

だだいいじじななととこころろだだかかららだだよよ

くくちち・・かかおお もも だだいいじじだだよよ

じじぶぶんんだだけけがが みみたたりり
ささわわっったたりりししてていいいいととここ
ろろななんんだだ

2

性暴⼒の例【デートDV】
DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、結婚している相⼿など親密な間柄の相⼿から
ふるわれる暴⼒のことです。恋⼈同⼠の間に起こる暴⼒のことを「デートDV」と⾔います。

どんなことがデートDVになるの︖

こんな思い込みをしていませんか︖

相⼿を独占したり、
束縛したりすることが

愛情表現
愛があれば暴⼒は

許される
男は強引なほうがいい
⼥は素直にしたがうもの

l 暴⼒を⼿段として、相⼿を思いどおりにしたり、⼀⽅的に⾔うことを聞かせようとします。
l 殴る、蹴るといった体に対する暴⼒だけでなく、相⼿をバカにしたり無視をするといった⾏為も
DVです。

精神的暴⼒

親しい間柄でも⾃分と相⼿の気持ちを⼤切
にしましょう
l ⾃分がいやだと思ったことはいやと⾔える
l 相⼿がいやがることはしない

⾝体的暴⼒ 経済的暴⼒性的暴⼒

1

性暴⼒とは︖
性暴⼒とは、あなたが望まない性的な⾏為のことです。
相⼿が恋⼈や家族、顔⾒知りだったとしても、あなたが望まない性的な⾏為はすべて
性暴⼒です。
あなたの「同意」なく、相⼿が性の境界線を越えることはすべて「性暴⼒」

l 相⼿がいやがっているのに、性的な⾔葉を⾔ったり、体を触ったり、⾒せつける、性的
な画像などを⾒せるなど、性的な⾔葉や⾏動で⼈を傷つけることは性暴⼒です。

l 体に触る暴⼒だけが性暴⼒ではありません。
l 年齢・性別にかかわらず被害にあいます。

l 悪いのは加害者です。
l 被害にあった⼈は悪くありません。
l どんな理由があっても性暴⼒は決して許されません。

体に触らない性暴⼒体に触る性暴⼒

⑼　無戸籍対策
女性が夫との婚姻中や元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、民法の嫡出推

定制度により、夫又は元夫が子の父と推定されることとなるが、他に血縁上の父が存在
すること等を理由として、子を出産した女性が出生の届出をしないため、子が戸籍に記
載されることなく、無戸籍のままとなることがある。このような無戸籍の発生は、国民
としての社会的な基盤が与えられず、社会生活上の不利益を受けるといった人間の尊厳
に関わる重大な社会問題である。

法務省では、無戸籍の解消のため、①市区町村の窓口等から得られた情報により、各
法務局において無戸籍者の情報を把握し、②把握した情報に基づき、法務局や市区町村
の職員が、無戸籍者の母親等に定期的に連絡、個別に訪問するなど、一人一人に寄り添
い、戸籍の記載に必要な届出や裁判上の手続がとられるよう支援し、③裁判費用等の相
談があった場合には、「日本司法支援センター」（以下「法テラス」という。）での民事
法律扶助制度について案内し、④法務省に無戸籍者ゼロタスクフォースを設置するとと
もに、各法務局において市区町村、弁護士会等の関係機関と協議会を設置するなどの「寄
り添い型」の取組を進めている。また、無戸籍者やその母親等の関係者に相談を促すた
め、ポスター及びリーフレットの配布や、法務省ウェブサイト及び無戸籍解消の流れに
関する動画等のウェブコンテンツを法改正等に対応させて充実させるなどして、周知を
図るとともに、各法務局においても相談窓口を設けている。
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平成26年９月から行っている無戸籍者に関する情報集約により、累計5,331人の無
戸籍者を把握し、そのうち合計4,662人の方が戸籍に記載されたところであり（令和
８年３月10日現在）、引き続き無戸籍の解消のための取組を進めていくこととしてい
る。

さらに、無戸籍が発生する原因の一つと指摘されてきた嫡出推定制度の見直し等に
ついて、母の婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母の再婚後
に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定すること等が盛り込まれた民法等の一部
を改正する法律が、令和４年12月10日、第210回国会（臨時会）において可決成立し、
同月16日に公布、嫡出推定制度の見直し等に関する規定については令和６年４月１日
に施行されている。本改正によって、嫡出否認の訴えを提起することができる者の範
囲及び出訴期間が見直されるとともに、施行前に生まれた子や母についても、施行日
である令和６年４月１日から１年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することが可能と
なったことから、施行前の令和５年12月11日に、無戸籍と把握している方に対して、
個別に改正法の内容を通知するなどした。その上で、令和７年２月にはフォローアッ
プ調査として全国の法務局に対し、アンケート調査を実
施するとともに、改正法の経過措置規定の対象となる方
のうち、特に必要な裁判上の手続をとる見込みのある方
に対しては、その期限内に確実に手続がとられるよう改
めて適切な働きかけを行うことを求める事務連絡を発出
した。その後、全国の法務局に対し
実情を把握するための調査をした上
で、無戸籍者ゼロに向けて今後取り
組むべき事項等を議論するため、令
和８年３月に無戸籍者ゼロタスク
フォースを開催した。

無戸籍でお困りの方へ
（法務省ウェブサイト）

ポスター
「戸籍に記載されていない方へ」

リーフレット
「あなたや子どもの戸籍をつくる

第一歩を私たちが支えます」

手続をすれば安心できます。
一人で悩まないで、まずはご相談を。

免許証やパスポートは、
原則つくられません。
（一定の要件を満たしていれば、つくられる
場合があります。）

資格を取得する際に、
戸籍の証明を求められる
ことがありますが、
それができません。

親の遺産を相続する場合
に、親子の証明が難しい
ことがあります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

「無戸籍でお困りの方へ」
法務省ホームページ

無戸籍　法務省

無戸籍相談窓口一覧
所在地電話番号局名

令和8年2月発行
詳しくは、上記お近くの無戸籍相談窓口にお問合せください。
受付時間／平日 9：00～17：00
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中
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中

　国

四

　国

九
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・
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関
東
甲
信
越
静

このほかにも相談窓口があります。

小さなことでもご相談ください

戸籍を
つくる第一歩を
私たちが支えます

戸籍がないと
どうなりますか?

無戸籍　法務省

札 幌 法 務 局
函館地方法務局
旭川地方法務局
釧路地方法務局
仙 台 法 務 局
福島地方法務局
山形地方法務局
盛岡地方法務局
秋田地方法務局
青森地方法務局
東 京 法 務 局
横浜地方法務局
さいたま地方法務局
千葉地方法務局
水戸地方法務局
宇都宮地方法務局
前橋地方法務局
静岡地方法務局
甲府地方法務局
長野地方法務局
新潟地方法務局
名 古 屋 法 務 局
津 地 方 法 務 局
岐阜地方法務局
福井地方法務局
金沢地方法務局
富山地方法務局
大 阪 法 務 局
京都地方法務局
神戸地方法務局
奈良地方法務局
大津地方法務局
和歌山地方法務局
広 島 法 務 局
山口地方法務局
岡山地方法務局
鳥取地方法務局
松江地方法務局
高 松 法 務 局
徳島地方法務局
高知地方法務局
松山地方法務局
福 岡 法 務 局
佐賀地方法務局
長崎地方法務局
大分地方法務局
熊本地方法務局
鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局
那覇地方法務局

札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎
旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎
釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎
仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎
福島市霞町1-46 福島合同庁舎
山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎
盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎
秋田市山王7-1-3
青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
千葉市中央区中央港1-11-3
水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎
宇都宮市小幡2-1-11
前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎
静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎
甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎
長野市大字長野旭町1108 長野第2合同庁舎
新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
津市丸之内26-8 津合同庁舎
岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎
富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
京都市上京区荒神口通河原町東入上生州町197
神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎
奈良市高畑町552
大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎
広島市中区上八丁堀6-30
山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館
岡山市北区南方1-3-58
鳥取市東町2-302 鳥取第2地方合同庁舎
松江市母衣町50 松江法務総合庁舎
高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
徳島市徳島町2-17徳島法務総合庁舎
高知市栄田町2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎
松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎
福岡市中央区舞鶴3-5-25
佐賀市城内2-10-20 佐賀合同庁舎
長崎市万才町8-16
大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎
熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
鹿児島市山下町13-10 鹿児島第3地方合同庁舎
宮崎市別府町1-1 宮崎法務総合庁舎
那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎

011(709)2311
0138(23)9526
0166(38)1165
0154(31)5015
022(225)5611
024(534)1933
023(625)1617
019(624)1141
018(862)6531
017(776)9021
03(5213)1344
045(641)7464
048(851)1000
043(302)1316
029(227)9916
028(623)0921
027(221)4420
054(254)3555
055(252)7176
026(235)6629
025(222)1565
052(952)8072
059(228)4192
058(245)3181
0776(22)4344
076(292)7829
076(441)6271
06(6942)9459
075(231)0131
078(392)1821
0742(23)5534
077(522)4671
073(422)5131
082(228)5765
083(922)2295
086(224)5659
0857(22)2260
0852(32)4230
087(821)6191
088(622)4824
088(822)3331
089(932)5712
092(721)9334
0952(26)2185
095(820)5953
097(532)3347
096(364)2182
099(219)2105
0985(22)5250
098(854)7953

「戸籍がない」
心当たりありませんか？

あなたや子どもの

リーフレット
「子どもの戸籍のこと

一人で悩まずご相談ください」

免許証やパスポートは、
原則つくられません。
（一定の要件を満たしていれば、つくられる
場合があります。）

資格を取得する際に、
戸籍の証明を求められる
ことがありますが、
それができません。

親の遺産を相続する場合
に、親子の証明が難しい
ことがあります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

子どもの戸籍のこと
一人で悩まず
ご相談ください

法務局で相談できます

※子どもが生まれた場合、出生の届出をしなければならず（戸籍法49
条１項、52条）、その届出が市区町村に受理された場合、その子は戸籍
に記載されます。

出生届のことで
悩んでいませんか？

手続で安心。
大切な赤ちゃんを迎えましょう。

無戸籍　法務省

札 幌 法 務 局
函館地方法務局
旭川地方法務局
釧路地方法務局
仙 台 法 務 局
福島地方法務局
山形地方法務局
盛岡地方法務局
秋田地方法務局
青森地方法務局
東 京 法 務 局
横浜地方法務局
さいたま地方法務局
千葉地方法務局
水戸地方法務局
宇都宮地方法務局
前橋地方法務局
静岡地方法務局
甲府地方法務局
長野地方法務局
新潟地方法務局
名 古 屋 法 務 局
津 地 方 法 務 局
岐阜地方法務局
福井地方法務局
金沢地方法務局
富山地方法務局
大 阪 法 務 局
京都地方法務局
神戸地方法務局
奈良地方法務局
大津地方法務局
和歌山地方法務局
広 島 法 務 局
山口地方法務局
岡山地方法務局
鳥取地方法務局
松江地方法務局
高 松 法 務 局
徳島地方法務局
高知地方法務局
松山地方法務局
福 岡 法 務 局
佐賀地方法務局
長崎地方法務局
大分地方法務局
熊本地方法務局
鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局
那覇地方法務局

011(709)2311
0138(23)9526
0166(38)1165
0154(31)5015
022(225)5611
024(534)1933
023(625)1617
019(624)1141
018(862)6531
017(776)9021
03(5213)1344
045(641)7464
048(851)1000
043(302)1316
029(227)9916
028(623)0921
027(221)4420
054(254)3555
055(252)7176
026(235)6629
025(222)1565
052(952)8072
059(228)4192
058(245)3181
0776(22)4344
076(292)7829
076(441)6271
06(6942)9459
075(231)0131
078(392)1821
0742(23)5534
077(522)4671
073(422)5131
082(228)5765
083(922)2295
086(224)5659
0857(22)2260
0852(32)4230
087(821)6191
088(622)4824
088(822)3331
089(932)5712
092(721)9334
0952(26)2185
095(820)5953
097(532)3347
096(364)2182
099(219)2105
0985(22)5250
098(854)7953

無戸籍相談窓口一覧
所在地電話番号局名

令和8年2月発行
詳しくは、上記お近くの無戸籍相談窓口にお問合せください。
受付時間／平日 9：00～17：00
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このほかにも相談窓口があります。
無戸籍　法務省

戸籍がない「無戸籍」だと
どうなるの？

小さなことでもご相談ください

出生届を提出すると
その子に戸籍がつくられます。
戸籍についてお悩みの方は
小さなことでも
ご相談ください。
戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、
いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの身分
関係を登録し、その人が日本人であることを証
明する唯一のものです。

札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎
旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎
釧路市幸町10-3 釧路地方合同庁舎
仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎
福島市霞町1-46 福島合同庁舎
山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎
盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎
秋田市山王7-1-3
青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎
千葉市中央区中央港1-11-3
水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎
宇都宮市小幡2-1-11
前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎
静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎
甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎
長野市大字長野旭町1108 長野第2合同庁舎
新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
津市丸之内26-8 津合同庁舎
岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎
福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎
富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
京都市上京区荒神口通河原町東入上生州町197
神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎
奈良市高畑町552
大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎
和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎
広島市中区上八丁堀6-30
山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館
岡山市北区南方1-3-58
鳥取市東町2-302 鳥取第2地方合同庁舎
松江市母衣町50 松江法務総合庁舎
高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
徳島市徳島町2-17徳島法務総合庁舎
高知市栄田町2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎
松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎
福岡市中央区舞鶴3-5-25
佐賀市城内2-10-20 佐賀合同庁舎
長崎市万才町8-16
大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎
熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
鹿児島市山下町13-10 鹿児島第3地方合同庁舎
宮崎市別府町1-1 宮崎法務総合庁舎
那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎
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⑽　条約等の周知
外務省では、平成６年に締結した児童の権利条約と併せ、「武力紛争における児童の

関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「児童の売買、児童買春及び
児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の適確な実施に、関係府省
庁と協力して努めており、条文その他の情報を外務省ウェブサイト（https://www.
mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html）に掲載し、その内容の周知に努めている。

文部科学省では、毎年開催している「人権教育担当指導主事連絡協議会」等において、
同条約等の周知に努めている。

こども家庭庁では、こども基本法の規定や同法附帯決議、こども大綱を踏まえ、令和
６年度に実施した児童の権利条約の認知度調査（簡易版）等を参考として、条約の趣旨
や内容についての効果的な周知啓発に努めている。また、児童の権利条約に関する情報
をこども家庭庁ウェブサイト（https://www.cfa.go.jp/policies/international/convention）
に掲載している。

⑾　保護者の信仰に起因した被害者等に対する支援の取組
「旧統一教会」問題に端を発して、社会的に問題となっている宗教２世・３世と呼ば

れるこどもや若者が抱える様々な悩みについては、取り分け被害が潜在化しやすく、法
的トラブルに加え、精神的な困難や貧困など複合的であることから、これらの被害を救
済するため、関係各機関が緊密な連携を図りつつ、適切な対策を講ずることが必要とな
る。

令和６年１月16日に設置された「『旧統一教会』問題に係る被害者等への支援に関す
る関係閣僚会議」の第１回会議（同月19日）において取りまとめられた、「旧統一教会」
問題の被害者等支援の充実・強化策に基づき、関係府省庁において、各種取組を推進し
ているところである。令和８年３月に旧統一教会の清算手続が開始されたが、同閣僚会
議幹事会において、「清算手続開始後の『旧統一教会』問題の被害者等支援策」が取り
まとめられたことを受け、引き続き、支援策を継続することとしている。

⑿　こどもの人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「こどもの人権110番」（フリーダイヤル

0120-007-110（全国共通））を全国の法務局・地方法務局に設置しているほか、若年層で
も利用しやすいチャット人権相談（法務局LINEじんけん相談）を全国で受け付けるなど、
こどもが相談しやすい体制を取っている。取り分け、令和７年８月27日から９月２日ま
での１週間を「全国一斉『こどもの人権相談』強化週間」とし、これらの相談窓口の平
日の相談受付時間を延長するとともに、土曜日・日曜日も開設した。

また、法務省ウェブサイト上の「インターネット人権相談受付窓口（SOS-eメール）」
（https://www.jinken.go.jp/）のほか、１人１台端末等からインターネットブラウザを

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
https://www.cfa.go.jp/policies/international/convention
https://www.jinken.go.jp/
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介して相談可能な「こどもの人権SOSチャット」を開設するとともに、「こどもの人権
SOSミニレター」（料金受取人払いの便箋兼封筒）を全国の小・中学校の全児童生徒に
配布しており、こどもたちがより相談しやすいよう様々な手段を用意し、こどもの人権
侵害事案の早期発見に努めている。

これらの人権相談等を通じて、いじめや体罰、児童虐待、児童買春、児童ポルノによ
る被害など、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を
行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

特に、児童虐待については、「こどもの人権SOSミニレター」を始めとする人権相談
等を、対象者本人のみならず、その兄弟姉妹等の近親者に対する児童虐待等を発見する
ための手段として活用し、虐待の疑われる事案を認知した場合は、児童相談所等への情
報提供や被害者との面談を早期に行うことにより、被害者の速やかな保護、被害者の家
庭環境の改善、見守り体制の構築を図るなどして、虐待を受けたこどもの人権救済を図っ
ている。

なお、「こどもの人権SOSミニレター」等を端緒に人権侵犯事件として立件し、令和
７年中に救済措置を講じた具体例については、資-48頁のとおりである。

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

こどもの人権110番相談件数 15,419 16,824 19,251 13,971 13,058

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

こどもの人権SOSミニレター
相談件数 11,194 8,710   7,511   7,677 6,713

（法務省人権擁護局の資料による）

ポスター「『こどもの人権相談』強化週間」ポスター「こどもの人権110番」
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こどもの人権SOSミニレター（小学生向け）



5151

第
２
章

人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

4　高齢者

我が国は、平均寿命の大幅な伸びや少子化等を背景として、人口の４人に１人が65歳以
上の者となっており、高齢化はますます進行している。

このような中、養護者や養介護施設従事者等による高齢者に対する身体的・心理的虐待
や、養護者又は高齢者の親族等による本人の財産を不当に処分する等の経済的虐待等と
いった高齢者の人権問題は、依然として深刻な状況にある。

⑴　�高齢者についての理解を深め、高齢者が生き生き
と暮らせる社会の実現を目指した啓発活動
法務省の人権擁護機関では、「高齢者の人権を守

ろう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、講演
会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動
を実施しており、高齢者虐待防止等をテーマとした
啓発動画「虐待防止シリーズ　高齢者虐待」を全国
の法務局・地方法務局において貸し出しているほか、
YouTube法務省チャンネルで配信している。

令和７年度は、高齢者虐待に関する事例や認知症
について考え
ることを通じて、高齢者の人権について学ぶた
めの教材として、啓発動画「あなたは大丈夫？
考えよう！高齢者の人権」を作成した。また、
高齢者を含む全ての人の人権が尊重される社会
の実現を訴える啓発動画についても、YouTube
法務省チャンネルで配信している。

⑵　高齢者福祉に関する普及啓発
厚生労働省では、令和７年９月15日の「老人の日」から同月21日までの１週間を「老

人週間」と定め、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、
老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」という趣旨にふさわしい行事が実施
されるよう、関係団体等に対する支援、協力、奨励等を都道府県等に依頼した。また、
内閣府、消防庁、全国社会福祉協議会等の主唱12団体は、「みんなで築こう　健康長寿
と地域共生社会」を標語とする「令和７年『老人の日・老人週間』キャンペーン要綱」
を定め、その取組を支援した。

また、令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
（令和５年法律第65号）において、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深め

啓発動画「あなたは大丈夫？
考えよう！高齢者の人権」

啓発動画
「『誰か』のこと　じゃない。

－支え合う共生社会の実現に向けて－」
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るため、９月21日を「認知症の日」、９月を「認知症月間」と定められている。厚生労
働省では、認知症の人や関係団体等とともに、「新しい認知症観」（注１）の理解を促進
していくことから、ポスター及びリーフレットの作成・周知を行い、全国各地で行われ
るイベントの情報とともにウェブサイト上でも掲載し、「認知症の日」及び「認知症月間」
の普及啓発を図った。さらに、大阪・関西万博において、認知症に関するエリアを出展
し、認知症の人が生きる世界・見える景色のVR体験や認知症希望大使（注２）による
認知症の人本人のメッセージなどを紹介する展示等を実施した。
（注１）�認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人

としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希
望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方

（注２）�認知症を自らの言葉で語り、認知症になってからも希望を持って前を向いて暮らすことが
できている姿等を積極的に発信する者

⑶　学校教育における高齢者・福祉に関する教育の推進
学校教育においては、学習指導要領に基づき、児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に

対する理解を深めるため、ボランティア活動や高齢者との交流等の体験活動の充実が図
られている。

⑷　高齢者の学習機会の充実
令和６年に策定された「高齢社会対策大綱」（令和６年９月13日閣議決定）においては、

オンラインの活用も含めた多様な学習機会の提供を図ることとしており、公民館等の社
会教育施設等において、高齢者等を対象とした学習機会の提供が行われている。

また、文部科学省では、高齢者が生涯学習を通じて地域づくりに主体的に参画するこ
とを促進するため、行政や各種団体等で社会教育に携わる者を対象に、学びを通じた社
会参画の実践による社会的孤立の予防・解消を図る方策を共有した。

⑸　ボランティア活動等、高齢者の社会参加の促進と世代間交流の機会の充実
内閣府では、高齢者の社会参加や世代間交流を促進するため、「エイジレス社会の構

築に向けて」をテーマに、令和７年10月に「高齢社会フォーラム」を熊本県熊本市で開
催した。

また、年齢に捉われず、自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る
高齢者（エイジレス・ライフ実践者）や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団
体等を毎年広く紹介しており、令和７年度は、個人32人及び32団体を選考し、内閣府ウェ
ブサイト等を通じて、社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事業を実施した。



5353

第
２
章

人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

⑹　高齢者の雇用・多様な就業機会確保のための啓発活動
厚生労働省では、求人の募集・採用に当たっては、年齢ではなく求職者一人一人の経

験や適性、能力等を判断するべきであるとの趣旨から、「労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和41年法律第132号。以
下「労働施策総合推進法」という。）により、ハローワークを始め、求人広告、民間の
職業紹介会社、インターネット等、全ての求人募集において、厚生労働省令が定める例
外事由に該当する場合を除いては、求人の年齢制限を原則禁止し、年齢に関わりなく応
募の機会が開かれるよう努めている。

また、60歳以上の高齢者に限定して募集採用する場合には、厚生労働省令が定める例
外事由として、年齢制限をすることを許容し、高齢者の雇用を促進することとしている。

⑺　高齢者の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局において人権相

談に応じており、全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」（ナビダイヤル
0570-003-110（全国共通））を設置している。令和７年10月１日からは、相談内容に応じ
た振り分け機能を導入しており、同ダイヤルの２番において高齢者の人権に関する相談
を受け付けている。また、高齢者に接する機会が多い社会福祉事業従事者等に対し、人
権相談を広報するためのリーフレットを配布したほか、老人福祉施設等の社会福祉施設
において、入所者及びその家族が気軽に相談することができるよう、特設の人権相談所
を開設するなどして、相談体制の一層の強化を図っている。これらの人権相談等を通じ
て、高齢者に対する虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事
件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

高齢者に対する暴行・虐待 131 81 107 95 72
社会福祉施設における

高齢者に対する人権侵犯※ 16 23 19 14 14

※令和６年までは、「高齢者福祉施設における人権侵犯」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）
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5　障害のある人

障害のある人を含む全ての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めていくために
は、国や地方公共団体が障害のある人に対する各種施策を実施していくだけでなく、社会
の全ての人々が障害のある人について十分に理解し、必要な配慮をしていくことが求めら
れている。

障害者施策については、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが重要である。我が国では、
令和５年３月に閣議決定した「障害者基本計画（第５次）」に基づき、同年４月から障害
のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、関係府省庁が連携し、同計画に基づく施策を着実に実施しているところである。

平成28年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成
25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。）に基づき、各行政機関等や事業者
において、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする障害を理由とする
差別の解消に向けた取組が行われている。また、令和６年４月には、事業者に対し合理的
配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由
とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする同法の改
正法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年
法律第56号）。以下「改正障害者差別解消法」という。）が施行されている。

また、平成30年12月には、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的
に推進することを目的とした「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体
的な推進に関する法律」（平成30年法律第100号）が公布・施行され、同法に基づき、毎年
１回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめて公
表している。

加えて、令和６年７月３日の旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で国の損害賠償責
任を認める最高裁判決を受け、政府は、内閣総理大臣を本部長とし、全ての府省庁の閣僚
を構成員とする「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」
を設置した。この本部の下、障害当事者からの意見聴取を重ねつつ検討を進め、同年12月
27日に、子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進、公務員の意識改革に
向けた取組の強化、ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」
の取組の強化等を柱とする、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた
行動計画」（以下本項において「行動計画」という。）を策定した。行動計画では、「これ
まで障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視はあってはならないもの
である。」とし、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえ、「我が国は、特定の疾病や障害
を有する者に対する優生上の見地からの偏見や差別をはじめ、障害のない人を基準とし障
害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならない。」とされている。
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⑴　共生社会を実現するための啓発・広報等
障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う「共生社会」

の理念の普及を図るため、「障害者基本法」（昭和45年法律第84号）では、毎年12月３日
から同月９日までの期間を「障害者週間」と定めており、この期間を中心に、国、地方
公共団体が民間団体等と連携し、全国各地で様々な行事や取組を集中的に開催している。

内閣府では、多様な媒体による広報・周知を行ったほか、全国から募集した「心の輪
を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の最優秀賞受賞者に対する内閣総理
大臣表彰、障害及び障害のある人に関する理解を促進するための、オンラインセミナー
及び体験をテーマにした障害の特性を知っていただくためのワークショップの開催等、
国民意識の向上に向けた取組を行った。

令和７年５月には、行動計画に基づき、インクルーシブな社会に向けて、障害の有無
にかかわらず楽しみ、交流することができる相互理解のきっかけをつくることを目的と
するイベント「ともともフェスタ2025」を迎賓館で初めて開催した。行動計画では、こ
のほか障害のある人による支援や啓発の取組として、障害者団体等が行う障害特性の理
解を図る啓発活動について一覧的に内閣府ウェブサイトで情報発信することとしている。

また、令和７年６月に公布・施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」で
は、９月23日を「手話の日」と定めている。内閣府では、同日にオンラインシンポジウ
ムを開催するとともに、同日、レインボーブリッジのブルーライトアップを実施した。
これに続き、令和８年３月
まで、鳥取県、静岡県、京
都府、福岡県、岩手県にお
いて、地元の聴覚障害者団
体の協力のもと、ブース出
展（パネル展示、手話教室、

「聞こえない」体験等）、講
演会等を実施した。このほ
か、学校生活の場面などを
舞台とする手話学習の動画
を内閣府ウェブサイトに公
開することとしている。

⑵　�障害を理由とする偏見・差別の解消を目指した啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活

動強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活
動を実施している。

また、啓発動画「知っていますか？障害者差別解消法」や啓発冊子及び啓発動画「障

ポスター「障害者週間」 ポスター「ともともフェスタ」
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害のある人と人権～誰もが住みよい社会をつくるために～〈改訂版〉」、障害のある人
の人権問題を含めた職場における各種人権問題について解説した啓発冊子及び啓発動
画「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」、様々な人権問題を自分の問題と
して考えることを呼び掛ける啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。（障害のある人編）」
等の様々な啓発資料について、全国の法務局・地方法務局での配布や貸出し、
YouTube法務省チャンネルでの配信等を行っている。

なお、啓発冊子「人権の擁護」を始めとする各種啓発資料には、音声コードを導入
し、視覚障害のある人が利用することができるよう工夫を施している。

令和８年２月７日には、「『あなた』と『わたし』がつながるシンポジウム～『気づ
き』がつくる共生社会～」をオンライン開催し、障害の有無にかかわらず人が心でつ
ながる共生社会に向けて、今日からできる行動を一緒に考え、行動につなげてもらう
ことを目的として、「障害の社会モデル」や「心のバリアフリー」について、講演で“知
り”、疑似体験を通して“感じ”、みんなで“考える” ３つのプログラムを障害当事者等の
参画を得て実施した。

さらに、全国の法務局・地方法務局においては、社会福祉協議会などと連携し、車
椅子体験、パラリンピアンによる講話、パラスポーツ体験（ボッチャ、車椅子バスケッ
トボール等）等と、障害のある人の人権や「心のバリアフリー」に関する人権擁護委
員による人権教室とを組み合わせた人権啓発活動を全国各地で実施した。

啓発動画
「『誰か』のこと　じゃない。」

啓発冊子
「障害のある人と人権～誰もが住みよい

社会をつくるために～〈改訂版〉」

「『あなた』と『わたし』が
つながるシンポジウム」

啓発動画
「知っていますか？障害者差別解消法」
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イ　厚生労働省では、「身体障害者補助犬法」（平成14年法律第49号）の趣旨及び補助犬
の役割等についての一層の周知を目的として、ポスター、パンフレット、ステッカー
等の作成・配布や、ウェブサイトの開設を行っている（https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html）。

⑶　行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等
内閣府では、令和６年４月の改正障害者差別解消法を踏まえ、事業者や行政機関への

周知や、相談体制の充実等に取り組んでいる。
（周知啓発・事業者に向けた調査）
改正障害者差別解消法においては事業者による合理的配慮の提供が義務化された。こ

れを踏まえ、障害のある講師による講演を含む、企業担当者のためのオンラインセミナー
を開催し、障害者差別解消法の概要や企業での取組について講演を配信した。

また、令和８年１月に、行動計画に基づき、民間企業や業界団体における対応指針へ
の対応状況に関する調査を実施した。
（公務員に向けた周知啓発）
行動計画に基づき、内閣府では、多様な種別の障害当事者を検討に加え、障害当事者

の実体験、具体的事例の検討や旧優生保護法の措置を含む歴史的経緯なども含めた障害
者差別解消のための公務員向け研修教材を新たに作成し、全府省庁の幹部職員向け研修
を内閣人事局と共催し実施した。令和８年度には、一般職員向けにも職員研修が開始さ
れる予定である。

また、地方公共団体の職員向けの障害者差別解消法に関する研修会を全国６か所で実
施した。
（相談体制の充実）
地方公共団体における障害者差別に関する相談窓口の設置促進に取り組んでおり、約

６割の自治体でワンストップ相談窓口が設置されている（令和７年４月現在）。また、
内閣府では、「つなぐ窓口」を同年４月から本
格実施し、障害を理由とする差別に関する相
談に対して法令の説明や適切な窓口等につな
いでいる。同年９月には専用のサイトを新設
し、従来の電話・メールに加え、相談フォー
ムを導入した。また、事前登録なしで電話リ
レーサービスを利用できる手話リンクも導入
した。令和７年度は2,094件の相談を受け付けた。
（事例収集・共有の強化）
行政機関等や事業者における障害者差別解

消の取組に資するよう、「不当な差別的取扱い
障害者の差別解消に向けた
理解促進ポータルサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
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の禁止」、「合理的配慮の提供」、「環境の整備」の具体的事例208件を、検索機能を持つ「障
害者差別解消に関する事例データベース」に掲載している（令和８年３月末現在）。

障害者差別解消に関する
事例データベース 「つなぐ窓口」専用ウェブサイト

⑷　精神障害者に対する偏見・差別の是正のための啓発活動
厚生労働省では、地域住民等に対して精神保健福祉に関する知識の普及等を行う「精

神保健福祉普及運動」等を活用して、精神疾患についての正しい理解が広まるよう、情
報発信を行っている。

また、10月10日「世界メンタルヘルスデー（国際記念日）」に合わせて、厚生労働省
では、精神疾患やメンタルヘルスについて、国民に関心を持ってもらうきっかけとして、
令和元年から精神障害者に対する理解を深めるための啓発イベント等を開催している。
令和７年においては、昨年に引き続き、人気キャラクターを応援サポーターとした2025
年日本国際博覧会（大阪・関西万博）・東京タワーでの広報活動や各自治体等への普及
啓発資材の配布を行い、厚生労働省の世界メンタルヘルスデー特設サイトにて当日の様
子を掲載した。

⑸　特別支援教育の充実及び障害のある人に対する理解を深める教育の推進
ア　障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限り共に教育を受けられるように条

件整備を行うとともに、障害のあるこどもの自立と社会参加を見据え、一人一人の教
育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることができるよう、連続性のある多様な

東京タワーのシルバーと
グリーンライトアップ

（令和７年10月10日／
写真：特定非営利活動法人
シルバーリボンジャパン）

2025年日本国際博覧会
（大阪・関西万博）

イベントポスター
（資料：厚生労働省）

世界メンタルヘルスデー 2025
（厚生労働省ウェブサイト）
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学びの場を整備することが大切である。文部科学省では、障害のあるこどもの学校に
おける日常生活上・学習活動上のサポートを行う「特別支援教育支援員」や医療的ケ
アを行う「医療的ケア看護職員」を法令上位置付けるとともに、各学校における配置
実績を踏まえて、年々拡充を図ってきたところである。

また、小・中学校における障害に応じた特別の指導（通級による指導）を担当する
教員の定数について、平成29年度から基礎定数化するとともに、平成30年３月には「公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令」（昭和37年政令
第215号）を改正し、平成30年度から公立高等学校における障害に応じた特別の指導（通
級による指導）のための加配定数措置を可能とした。令和５年３月には、「通常の学
級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」を踏まえ、
通級による指導の充実も含め、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に
係る方策について各教育委員会等に周知した。さらに、令和６年度から、特別支援学
校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営する「インクルーシブな学校運営モ
デル事業」を実施し、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習
を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を
目指し、実証的な研究を行っている。

イ　障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現とともに、障害のある人
が、生涯にわたり自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人
生を送ることができるようにすることが重要である。平成30年３月に閣議決定された

「障害者基本計画（第４次）」及び平成30年６月に閣議決定された「第３期教育振興基
本計画」において、障害のある人の生涯学習の推進について初めて明記され、それぞ
れ現行の計画に引き継がれている。

文部科学省では、障害者の生涯学習の支援推進のため、調査研究による現状分析・
課題整理に基づき、市町村や民間団体、大学等の多様な主体による障害児者の生涯学
習プログラムの開発や、都道府県が主体となる持続可能な体制整備等に関する実践研
究を実施するとともに、それらの研究成果を普及するなどして、障害者の学校から社
会への移行期及び人生の各ステージにおける学びの機会充実を図っている。

特に、障害のある人の学びに関する普及・啓発や人材育成に向けた取組については、
平成31（令和元）年度から、上記研究事業の成果の普及や、障害に関する理解の促進、
支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害のある人の学びの場の拡
大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を主催し、令和７年度は
全国18か所において開催した。令和７年10月には、障害の有無にかかわらず共に学び、
生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校＠SHIBUYA 2025」を、
特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所との共催で開催した。また、障害のある
人の生涯学習を支える活動について他の模範と認められるものに対して、その功績を
称える文部科学大臣表彰を行っている。令和７年度は、長年にわたる個人・団体の功
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績を称える「功労者表彰」について43件、新しいチャレンジや分野を超えた連携の成
果が認められた「奨励活動表彰」について８件を表彰したほか、これらの活動が、今
後のモデルとなり各地で広く展開されていくことを期待し事例集を作成した。このよ
うな、多様な学びの場づくりに関する情報について「共生社会のマナビ 障害者の生
涯学習推進ポータルサイト」で発信している。

⑹　発達障害者への支援
ア　厚生労働省では、毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」とする決議が国連で採択

されたことを受け、世界自閉症啓発デー日本実行委員会に参画し他の委員との協力の
下、啓発活動に取り組むなど、自閉症を始めとした発達障害に関する正しい知識の浸
透を図っている。全国各地においても、世界自閉症啓発デーや４月２日から同月８日
までの「発達障害啓発週間」において、様々な啓発活動が実施されている。

また、「発達障害情報・支援センター」を設置し、発達障害者支援に関する調査・
研究及び支援手法の普及や国民の理解の促進を図っている。発達障害者の暮らしや支
援に関連する教育や福祉、医療、保健、労働等、様々な分野にまたがる情報を国民へ
提供するため、発達障害ナビポータル（https://hattatsu.go.jp/）を、文部科学省と厚
生労働省の協力の下、発達障害教育推進センター（独
立行政法人国立特別支援教育総合研究所）と発達障害
情報・支援センター（国立障害者リハビリテーション
センター）が共同で構築し、令和３年度から運用して
いる。発達障害ナビポータルでは、支援者向けの研修
コンテンツや当事者・家族向け情報検索ツールの公開、
外国につながりのある発達障害児者と家族、支援者へ
の情報提供、災害時の発達障害児者支援に関する情報
発信等を行っている。

近年の共生社会の実現に向けた新たな取組が進めら
れている状況に鑑み、発達障害者の支援をより一層充
実させるための所要の処置を講じる「発達障害者支援
法の一部を改正する法律」（平成28年法律第64号）が平
成28年５月25日に成立した。本改正に基づき、国及び
地方公共団体によるライフステージを通じた切れ目の
ない支援の実施や、家族等も含めたきめ細かな支援を
推進し、発達障害者及びその家族が身近な場所で支援
が受けられる体制の構築が進められている。

イ　発達障害の可能性も含め、特別な教育的支援を必要とする児童生徒が通常の学級に
も一定の割合で在籍していることが令和４年に実施した調査で明らかになった。その

ポスター
「世界自閉症啓発デー」

発達障害ナビポータル

https://hattatsu.go.jp/
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ため、そうした支援を必要とする児童生徒を早期に発見し、切れ目ない支援を行うこ
とが大切であるとともに、全ての教師が発達障害を含む障害に関する一定の知識・技
能を有していることが必要とされている。

文部科学省では、小・中学校、高等学校等における発達障害のある児童生徒等に対
する支援の充実につなげるため、前記５⑸アの取組に加え、令和６年度に引き続き、
効果的かつ効率的な通級による指導の実施に向けたモデル構築や、管理職を始めとす
る教員の理解啓発・専門性向上のための体制構築に向けた取組を実施している。これ
に加え、令和７年度から、発達障害のある幼児児童生徒に対する就学前からの早期発
見・早期支援、円滑な就学や就学後の適切な支援等、切れ目のない支援体制の構築に
向けた取組を新たに実施している。これらの取組により得られた成果については、今
後取りまとめた後、周知を図る予定である。

⑺　障害のある人の雇用の促進等
ア　障害のある人の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和35年

法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。）等に基づき、職業を通じた社会参
加を進めていくことができるよう、各般の施策を推進してきた。

厚生労働省では、ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携し、障害の
ある人と事業主双方に対して、就職準備段階又は募集の準備段階から職場定着までの
一貫したチーム支援、障害者就業・生活支援センターにおける就業面と生活面の一体
的な支援、精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支
援等を実施している。

平成25年の障害者雇用促進法改正では、雇用の分野における障害者に対する差別の
禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、平成
27年３月には「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主
が適切に対処するための指針」（障害者差別禁止指針）及び「雇用の分野における障
害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の
有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき
措置に関する指針」（合理的配慮指針）の策定等を行うことで、障害者と障害者でな
い者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図って
きた。

さらに、障害者雇用が着実に進展する中で、多様な就労ニーズへの対応や雇用の質
の向上の推進を図る観点から、令和４年に障害者雇用促進法の一部が改正され、令和
７年10月１日に全面施行されている。また、障害者雇用率制度の在り方や雇用の質の
向上など、引き続き検討が必要な事項については、次期の障害者雇用率の設定や制度
改正に向けて、令和６年12月から開催された「今後の障害者雇用促進制度の在り方に
関する研究会」において議論され、令和８年２月に報告書を公表した。今後、労働政



6262

第２章　人権課題に対する取組

策審議会障害者雇用分科会において制度設計の具体化に向けた議論が進められること
となる。

イ　障害のある人が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上
を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある人に対する理解と認識を深め、
その雇用の促進を図ることを目的として、「全国障害者技能競技大会」（アビリンピッ
ク）を開催している。

直近では、令和７年10月17日から同月19日までの間、独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構及び愛知県の主催により、第45回大会が同県で開催された。

⑻　障害者虐待防止の取組
障害のある人に対する虐待を防止することは尊厳の保持のために極めて重要であるこ

とに鑑み、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成23
年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。）が平成24年10月に施行された。

同法においては、何人も障害者を虐待してはならないことや、虐待を受けたと思われ
る障害者を発見した場合には速やかに通報すること等が規定されている。地方公共団体
は障害者虐待の対応窓口となる「市町村障害者虐待防止センター」や「都道府県障害者
権利擁護センター」としての機能を果たすこととされており、各センターでは、障害者
虐待の通報・届出の受理に加え、相談や指導・助言を行うほか、国民の理解の促進を図
るため、障害者虐待防止の広報・啓発等を行っ
ている。

厚生労働省では、地方公共団体が関係機関
との連携の下、障害者虐待の未然防止や早期
発見、迅速な対応等を行えるよう、障害者虐
待防止対策支援等の施策を通じて、支援体制
の強化や地域における関係機関等との協力体
制の整備等を図るとともに、障害のある人の
権利擁護等に係る各都道府県における指導的
役割を担う者の養成研修等を実施している。

また、障害者虐待防止法の一層の広報・啓
発を目的としてパンフレットを作成し、ウェ
ブサイトで公開している。

⑼　旧優生保護法に関する取組
昭和23年に制定された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止す

るとともに、母性の生命健康を保護することを目的として、優生手術（不妊手術）や人
工妊娠中絶等について規定していた。同法が母体保護法に改正される平成８年までの間、

わかりやすい障害者虐待防止法
パンフレット



6363

第
２
章

人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

旧優生保護法に基づき、約２万5,000件の優生手術が実施された。
令和６年７月３日、「旧優生保護法国家賠償請求訴訟」について、旧優生保護法の優

生手術に関する規定を憲法違反とする最高裁判決が言い渡された。同年９月30日、加藤
内閣府特命担当大臣（こども政策　少子化対策　若者活躍　男女共同参画）と優生保護
法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす
全国連絡会との間で、「基本合意書」が締結された。この「基本合意書」に基づき、優
生保護法問題の全面的な解決に向けた施策等の検討、実施に当たって、優生保護法被害
全国原告団等と関係府省庁との協議の場を設置し、継続的・定期的な協議を行うことと
しており、令和７年３月27日、同年９月30日に「旧優生保護法問題の全面解決に向けた
協議」が開催された。

また、最高裁判決を踏まえ、平成31年４月24日に公布・施行された「旧優生保護法に
基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の全部を改正し、
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた者等に対する補償金等の支
給等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給
等に関する法律」（令和６年法律第70号。以下「補償金等支給法」という。）が令和６年
10月８日に議員立法により全会一致で可決・成立し、同月17日に公布、令和７年１月17
日に施行された。

こども家庭庁では、補償金等支給法に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等や人
工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給を
行っている。また、補償金等の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、手話・
字幕付きの動画や点字版リーフレット、特設サイト、新聞広告等による周知広報を実施
するとともに、都道府県及び関係団体に対して積極的な周知広報を依頼する等、制度の
周知に取り組んでいる。

⑽　障害者権利条約に関する取組
我が国は、平成26年１月20日に「障害者の権利に関する条約」（平成26年条約第１号）

を締結した。同条約は、障害のある人の人権や基本的自由を確保し、障害のある人の固
有の尊厳の尊重を促進するため、障害のある人の権利の実現のための措置等を規定し、
市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセ
スなど、様々な分野における取組を締約国に対して求めている。

締約国から選ばれた18人の専門家から構成される障害者権利委員会においては、日本
人委員として２人目となる田門浩委員が活動を行っている（任期令和７年１月～令和10
年12月）。

外務省では、関係府省庁とも連携し、障害当事者を含む国民全体に対し、条約の概要
や意義等について、分かりやすく利用しやすいパンフレットやウェブサイト（https://
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html）の作成を通じて広報して

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html


6464

第２章　人権課題に対する取組

いる。

⑾　障害のある人の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局において、人権

相談に応じており、全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」（ナビダイヤル
0570-003-110（全国共通））を設置している。令和７年10月１日からは、相談内容に応じ
た振り分け機能を導入しており、同ダイヤルの３番において障害者の人権に関する相談
を受け付けている。また、特別支援学校高等部卒業予定者や障害のある人に接する機会
が多い社会福祉事業従事者等に対し、人権相談を広報するためのリーフレットを配布し
たほか、障害者支援施設等の社会福祉施設において、入所者及びその家族が気軽に相談
することができるよう、特設の人権相談所を開設するなどして、相談体制の一層の強化
を図っている。これらの人権相談等を通じて、障害のある人に対する差別、虐待等の人
権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応
じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

障害のある人であることを理由と
する人権侵犯※１ 112 107 149 171 212

社会福祉施設における障害のある
人に対する人権侵犯※２   22   27   31   40   13

※１　令和６年までは、「障害のある人に対する差別待遇」の件数として集計。
※２　令和６年までは、「障害者福祉施設における人権侵犯」の件数として集計。

（法務省人権擁護局の資料による）
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6　部落差別（同和問題）

部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国
民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いら
れ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であること等を理由に結婚を反対されたり、就職等
の日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題である。

この問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和44年から33年間、特別措
置法に基づき、地域改善対策を行ってきた。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物
的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善された。

また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進される一方、情報化の進展等に伴い、部
落差別（同和問題）に関する状況は大きく変化した。

こうした状況の中、平成28年12月、部落差別解消推進法が施行され、部落差別の解消に
関する施策として、相談体制の充実並びに教育及び啓発が国の責務及び地方公共団体の努
力義務として定められた。部落差別（同和問題）については、部落差別解消推進法及び附
帯決議のほか、「部落差別の実態に係る調査結果報告書」（令和２年６月）の調査結果（https：
//www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html）を踏まえ、的確に対応していく必要が
ある。

⑴　部落差別（同和問題）の解消に向けた啓発活動
法務省の人権擁護機関では、「部落差別（同和問題）を解消しよう」を啓発活動強調

事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施
している。

また、「部落差別解消推進法リーフレット」の配布や、啓発動画「人権アーカイブ・
シリーズ『同和問題～過去からの証言、未来への提言～』／『同和問題　未来に向けて』」
の全国の法務局・地方法務局における貸出し、YouTube法務省チャンネルでの配信を
行っている。

さらに、様々な人権問題を自分の問題として考えることを呼び掛ける啓発動画「『誰か』
のこと　じゃない。（部落差別（同和問題）編）」や、スポット映像「出身地等の差別」
編をYouTube法務省チャンネルで配信している。

啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。」

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
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⑵　学校教育・社会教育を通じた部落差別（同和問題）の解消に向けた取組
文部科学省では、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独立

行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」等において、部落差別解消推
進法の趣旨等について情報提供するなど、各種機会を通じて周知を図っている。

また、社会教育では、その中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講習
や現職を対象にした研修において、人権教育に関する情報提供を行い、人権教育の着実
な推進を図っている。

⑶　公正な採用選考システムの確立
厚生労働省では、企業の採用選考に当たって、人権に配慮し、応募者の適性・能力に

基づいた基準により採否を決める公正な採用選考システムの確立が図られるよう、雇用
主に対して、以下の啓発に取り組んだ。
①　事業所における公正な採用選考システムの確立について、中心的な役割を果たす「公

正採用選考人権啓発推進員」を、一定規模以上の事業所に配置するとともに、各労働
局及びハローワークが、同推進員に対して研修会を開催

②　従業員の採用選考に影響力のある企業トップクラスに対する研修会を開催
③　公正な採用選考についてのパンフレット、リーフレット、ポスター、カレンダー等、

各種啓発資料を作成し、事業所に配布
④　公正採用選考に関する特設サイトの運用、公正採用選考について解説した啓発用動

画の掲載
⑤　中学校、高等学校、大学等の卒業予定者に係る採用選考に合わせて、新聞広報等を

通じた啓発活動を実施

⑷　農漁協等関係農林漁業団体職員に対する啓発活動
農林水産省では、農林漁業や農山漁村における部落差別（同和問題）を始めとした広

パンフレット
「公正な採用選考をめざして」

ポスター
「その質問…『面接』で必要ですか？」
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範な人権問題に関する啓発活動を積極的に推進するため、都道府県を通じて農漁協等関
係農林漁業団体の職員に対する研修等を実施するとともに、全国農林漁業団体が当該職
員等を対象に行う同様の研修等に対する支援を実施した。

⑸　隣保館における活動の推進
厚生労働省では、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を実施し

ている隣保館の事業に対し支援を行っている。

⑹　不動産取引業者に対する指導及び人権問題に関する研修の実施
国土交通省では、これまで、不動産業の業界団体に対し通知を発出し、人権問題に関

する教育・啓発活動の一層の推進、事業者に対する周知徹底・指導等を要請している。
また、宅地建物取引士の法定講習科目に人権問題を設定し、部落差別（同和問題）を含
めた宅地建物取引業における人権問題に関する教育・啓発を実施している。

⑺　えせ同和行為の排除に向けた取組
部落差別（同和問題）を口実にして企業や官公署等に不当な利益や義務のないことを

求めるえせ同和行為は、部落差別（同和問題）の解消を阻む要因となっている。政府は、
えせ同和行為を排除するため、関係府省庁の参加する「えせ同和行為対策中央連絡協議
会」を設置し、政府一体となってえせ同和行為の排除の取組を行っている。
ア　法務省では、えせ同和行為の実態を把握するため、昭和62年以降12回にわたりアン

ケート調査を実施しており、直近の令和６年度の調査結果を法務省ウェブサイトで公
表している（https://www.moj.go.jp/content/001290375.pdf）。また、えせ同和行為
への具体的な対応に関する手引を作成し、全国の法務局・地方法務局で配布するとと
もに、法務省ウェブサイトで公表している（https://www.moj.go.jp/content/
001361670.pdf）。

さらに、地方においても、全国50の法務局・地方法務局を事務局として組織されて
いる「えせ同和行為対策関係機関連絡会」に、令和８年４月現在で1,103の国の機関、
地方公共団体、弁護士会等が参加し、随時、情報交換のための会議を開くなど、様々
な取組を展開している。

加えて、えせ同和行為を含めた各種人権問題について解説した啓発冊子及び啓発動
画「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」を作成し、全国の法務局・地方法
務局での配布や貸出し、YouTube法務省チャンネルでの配信等を行っている。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

えせ同和行為に関する相談件数 11 8 10 11 5
（法務省人権擁護局の資料による）

https://www.moj.go.jp/content/001290375.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001361670.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001361670.pdf
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要求の内容 物品 示談金 融資 寄付金 賛助金 契約 下請 講演会 その他 合計
令和7年度 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5
令和6年度 3 0 0 0 1 2 0 0 5 11
令和5年度 2 0 0 0 0 1 1 1 5 10
令和4年度 2 0 0 2 0 1 0 0 3 8
令和3年度 3 0 1 2 0 2 0 0 3 11

（法務省人権擁護局の資料による）

イ　都道府県警察においても、関係機関と連携して、違法行為の取締り等、えせ同和行
為の排除対策を推進している。

ウ　経済産業省では、中小企業・小規模事業者等に対して「えせ同和行為をはじめとす
る不当要求行為対策セミナー」を開催するとともに、えせ同和行為対策に関するリー
フレットを配布した。

⑻　部落差別（同和問題）をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、部落差別（同和問題）をめぐる人権侵害事案に対し、人

権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その被害の救済及び予防を図っている。
取り分け、結婚差別、差別発言等を人権擁護上見過ごすことができない事象として捉え、
行為者や関係者に対して人権尊重の意識を啓発することによって、自発的・自主的に人
権侵害の事態を改善、停止、回復させ、あるいは、将来再びそのような事態が発生しな
いよう注意を喚起している。

また、関係行政機関からの通報等により、インターネット上で特定の地域を同和地区
であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は、その情報の削除をプロバイダ等
に要請するなどしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

部落差別（同和問題）に関する
人権侵犯

308
（296）

433
（414）

448
（430）

499
（475）

509
（494）

※　（　）内は、インターネット上の識別情報の摘示事案の件数。
（法務省人権擁護局の資料による）
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7　アイヌの人々

日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有す
る先住民族であるアイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式・祭事、「ユカㇻ」などの
多くの口承文芸等、独自の豊かな文化を持っているが、今日では、その文化等の十分な保
存・伝承が図られているとは言い難い状況にある。特に、母語としてアイヌ語を理解し、
アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進み、これらを次の世代に継承していく上での重要
な基盤が失われつつある。

アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される
社会の実現に向けて、アイヌ政策を総合的かつ継続的に実施していく必要がある。

⑴　アイヌの人々に関する総合的な政策の推進
政府は、国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（平成19年

９月）や衆参両院の「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」（平成20年６月）
を受けて内閣官房長官が開催した「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による
報告（平成21年７月）を踏まえ、総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進している。

平成31年４月には、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の
推進に関する法律」（平成31年法律第16号。以下「アイヌ施策推進法」という。）が成立
し、令和元年５月に施行された。アイヌ施策推進法では、アイヌの人々が先住民族であ
るという認識を示し、 アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念が定められて
いる。政府は、同法に基づき、従来の文化振興や福祉政策に加え、地域振興、産業振興、
観光振興等を含めた市町村の取組をアイヌ政策推進交付金により支援するとともに、内
閣官房長官を本部長とするアイヌ政策推進本部会合を開催するなど、アイヌ政策を総合
的かつ効果的に推進している。

令和２年７月には、アイヌ文化の復興等の拠点として、北海道白老郡白老町のポロト
湖畔に「民族共生象徴空間」（愛称：ウポポイ）が開業しており、令和７年度は約29万
人が来場し、自然と共生してきたアイヌ文化に触れることを通じた理解の促進が図られ
た。

⑵　アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及啓発
ア　文化庁や国土交通省等では、アイヌ施策推進法に基づき、公益財団法人アイヌ民族

文化財団が行うアイヌ文化の振興等に係る事業に対して助成等を行った。
また、アイヌ語の保存・継承及び学習に資するアーカイブ作成のために、文化庁で

は、平成27年度から「アイヌ語のアーカイブ作成支援事業」及び「アイヌ語アナログ
音声資料のデジタル化事業」を実施している。さらに、同年度からアイヌ語を含む我
が国の言語・方言の置かれている危機的な状況等を周知して危機的な状況の改善に資
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するために、「危機的な状況にある言語・方言サミット」を開催している。令和７年
度は、沖縄県石垣市において、対面式で開催した。また、同７年度から「危機言語話
者の育成事業」も開始し、アイヌ語を対象に平取町で実施した。

イ　文化庁では、「文化財保護法」（昭和25年法律第214号）に基づき、アイヌの有形及
び無形の民俗文化財について、北海道教育委員会が行う調査事業、伝承・活用等に係
る経費への補助を行った。

⑶　アイヌの人々に対する偏見・差別の解消に向けた取組
ア　法務省の人権擁護機関では、「アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう」を啓

発活動強調事項の一つとして掲げ、啓発動画の配信等、各種人権啓発活動を実施して
いる。

令和７年度には、内閣府の政府広報提供ラジオ番組に出演したほか、インターネッ
ト広告や啓発動画「アコㇿ青春　a＝kor　アコㇿ〔アイヌ語で「私たちの」〕」を
YouTube法務省チャンネルで配信している。

なお、本啓発動画について、令和５年６月、内閣官房、法務省、国土交通省及び文
化庁は、文部科学省を通じ、各都道府県教育委員会等に対し、北海道への遠足・修学
旅行等の事前学習教材として活用するよう依頼を行った。

また、法務省は、令和７年２月、文部科学省を通じ、各都道府県教育委員会等に対
し、修学旅行等でアイヌの人々に関する学習を実施予定の学校等を始め、アイヌの歴
史・文化に関心のある学校等において、積極的に人権教室を活用するよう依頼を行っ
た。

さらに、アイヌの人々に関する人権相談について、法務局と北海道との連携体制を
構築するほか、法務局では北海道内の生活館等において、令和６年度からアイヌの人々
の要望に応じた特設人権相談所を開設している。加えて、令和４年５月から人権教育
啓発推進センターが実施する「アイヌの方々のための相談事業」について、法務省の
人権擁護機関と連携している。

イ　厚生労働省では、地域住民に対し、生活上の各種相談を始め、アイヌの人々に対す
る理解を深めるための広報・啓発活動等を総合的に実施している生活館の事業に対し
支援を行っている。

啓発動画
「アコロ青春　a＝kor　アコロ
〔アイヌ語で「私たちの」〕」

インターネットバナー広告
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⑷　学校教育におけるアイヌに関する学習の推進
小学校学習指導要領では、社会科において、歴史学習全体を通して、我が国は長い歴

史を持ち伝統や文化を育んできたことを学習することとしており、同解説において、そ
の学習の際には、「現在の北海道などの地域における先住民族であるアイヌの人々には
独自の伝統や文化があることに触れるようにする」ことが明記されている。また、中学
校学習指導要領では、社会科において、鎖国下の対外関係に関する学習で北方との交易
をしていたアイヌについて取り扱う際に、「アイヌの文化についても触れる」ことが明
記されている。

さらに、高等学校学習指導要領では、必履修科目である「歴史総合」において、18世
紀のアジアの経済と社会を理解する学習で「北方との交易をしていたアイヌについて触
れること」や、その際、「アイヌの文化についても触れること」が明記されている。各
学校においては、これらの学習指導要領に基づき、アイヌに関する指導が行われている。

加えて、北海道の大学を中心に、アイヌ語等に関する授業科目が開設されるなど、
アイヌ語等に関する教育・研究を行っている。

⑸　農林漁業経営の近代化を通じた理解の増進
歴史的な特殊事情等により、アイヌ住民居住地区における農林漁業は、他の地区に比

べて経営規模が零細で生産性が低く、所得及び生活水準に格差が見られる。このため、
農林水産省では、アイヌ住民居住地区において、地域住民が一体となって行う農林漁業
経営の近代化を支援しており、このような取組を通じて、アイヌ農林漁家に対する理解
の増進を図っている。

⑹　アイヌの人々の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、アイヌの人々に対する差別
等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事
案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

アイヌの人々であることを理由と
する人権侵犯※ 0 1 6 1 0

※　令和６年までは、「アイヌの人々に対する差別待遇」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）
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8　外国人

我が国が締約国となっている「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（平
成７年条約第26号。以下「人種差別撤廃条約」という。）は、人権及び基本的自由の平等
を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を全ての適当な方法により遅
滞なくとること等を主な内容とする。

我が国に入国する外国人は、令和７年には約4,243万人（再入国者を含む。）と前年に比
べ約565万人増加した。また、我が国に在留する外国人数は約413万人（令和７年末現在）
で、過去最高となっている。こうした中、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐっ
て様々な人権問題が発生している。

我が国では、外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望
する場合には無償で受け入れ、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育
を受ける機会を保障しており、外国人のこどもが公立学校に就学しやすい環境を整備して
いる。

令和７年５月現在、我が国の公立の小・中・高等学校等に在籍する外国人児童生徒の数
は15万1,118人（文部科学省「学校基本統計」、毎年実施）である。

また、令和７年５月現在、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の数は、７万3,313人（同
「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」、隔年実施）となっており、令
和５年度調査より１万5,595人（約27.0％）増加している。

さらに、令和７年に実施した学齢相当の外国人のこどもの就学状況に関する全国的な調
査では、約9,200人の外国人のこどもたちが就学していない可能性がある、又は就学状況
が確認できていない状況にあるという結果が示されている。

⑴　�外国人に対する偏見・差別を解消し、国際化時代にふさわしい人権意識の育成を目指
した啓発活動

ア　法務省の人権擁護機関では、「外国人の人権を尊重しよう」を啓発活動強調事項の
一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施して
いる。

また、外国人の人権に関する理解や関心を深めることを目的とする啓発動画「外国
人と人権～違いを認め、共に生きる～」及び「企業と人権～職場からつくる人権尊重
社会～」や、様々な人権問題を自分の問題として考えることを呼び掛ける啓発動画「『誰
か』のこと　じゃない。（外国人編）」など外国人を含む全ての人の人権が尊重される
社会の実現を訴える啓発動画をYouTube法務省チャンネルで配信したほか、外国人
の人権問題を含めた職場における各種人権問題について解説した啓発冊子を全国の法
務局・地方法務局で配布している。

啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。」
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8　外国人

我が国が締約国となっている「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（平
成７年条約第26号。以下「人種差別撤廃条約」という。）は、人権及び基本的自由の平等
を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を全ての適当な方法により遅
滞なくとること等を主な内容とする。

我が国に入国する外国人は、令和７年には約4,243万人（再入国者を含む。）と前年に比
べ約565万人増加した。また、我が国に在留する外国人数は約413万人（令和７年末現在）
で、過去最高となっている。こうした中、言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐっ
て様々な人権問題が発生している。

我が国では、外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望
する場合には無償で受け入れ、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育
を受ける機会を保障しており、外国人のこどもが公立学校に就学しやすい環境を整備して
いる。

令和７年５月現在、我が国の公立の小・中・高等学校等に在籍する外国人児童生徒の数
は15万1,118人（文部科学省「学校基本統計」、毎年実施）である。

また、令和７年５月現在、日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の数は、７万3,313人（同
「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」、隔年実施）となっており、令
和５年度調査より１万5,595人（約27.0％）増加している。

さらに、令和７年に実施した学齢相当の外国人のこどもの就学状況に関する全国的な調
査では、約9,200人の外国人のこどもたちが就学していない可能性がある、又は就学状況
が確認できていない状況にあるという結果が示されている。

⑴　�外国人に対する偏見・差別を解消し、国際化時代にふさわしい人権意識の育成を目指
した啓発活動

ア　法務省の人権擁護機関では、「外国人の人権を尊重しよう」を啓発活動強調事項の
一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施して
いる。

また、外国人の人権に関する理解や関心を深めることを目的とする啓発動画「外国
人と人権～違いを認め、共に生きる～」及び「企業と人権～職場からつくる人権尊重
社会～」や、様々な人権問題を自分の問題として考えることを呼び掛ける啓発動画「『誰
か』のこと　じゃない。（外国人編）」など外国人を含む全ての人の人権が尊重される
社会の実現を訴える啓発動画をYouTube法務省チャンネルで配信したほか、外国人
の人権問題を含めた職場における各種人権問題について解説した啓発冊子を全国の法
務局・地方法務局で配布している。

啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。」

イ　厚生労働省では、毎年６月を「外国人雇用啓発月間」とし、労働条件等のルールに
のっとった外国人雇用等について、事業主等に対し、周知・啓発を行っている。令和
７年度においては、「知って、守って、みんなで活躍～外国人雇用はルールを守って
適正に～」を標語に、積極的な周知・啓発活動を行った。

⑵　学校等における国際理解教育及び外国人のこどもの教育の推進
国際社会においては、こどもたちが広い視野を持って異文化を理解し、習慣や文化の

異なる人々と共に生きていくための資質・能力を育成することが重要である。こうした
観点から、現在、各学校において、各教科等を通じて国際理解教育が行われている。

文部科学省では、毎年、全国の都道府県・政令指定都市教育委員会担当者を集めた連
絡協議会を開催しており、教育を取り巻く現状を知るとともに、取組の進んだ学校の実
践事例を共有するなど、国際理解教育及び外国人のこどもの教育の推進に努めている。

また、外国人児童生徒等教育の充実に関しては、平成31年４月に中央教育審議会に対
し、新しい時代の初等中等教育の在り方について諮問が行われ、増加する外国人児童生
徒等への教育の在り方についても検討し、令和３年１月26日に「『令和の日本型学校教育』
の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な
学びの実現～（答申）」が取りまとめられた。さらに、「日本語教育の推進に関する施策
を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23日閣議決定）に
基づき、外国人のこどもの就学促進等について地方公共団体が講ずべき事項を取りまと
めた「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」を策定し、同年７
月に地方公共団体に通知した。また、外国人児童生徒等の全国的な増加を見据え、外国
人児童生徒等教育に初めて携わる教師を含め、全ての教師や支援員等がこどもたちに質
の高い学びを提供できるよう、総合的な見地から今後の取り組むべき施策等について検
討するため、令和７年３月に「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」を
設置し、検討を進めている。これらの取組に加え、以下の施策を進めている。
①　日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施の推進
（「学校教育法施行規則」（昭和22年文部省令第11号）の一部改正（義務教育段階：平
成26年１月14日公布、同年４月１日施行。高等学校段階：令和４年３月31日公布、令
和５年４月１日施行））
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②　平成29年３月の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律」（昭和33年法律第116号）の改正により、外国人児童生徒等教育の充実のための教
員定数の基礎定数化が図られ、平成29年度から令和８年度までの10年間で計画的に実
施

③　各地方公共団体が行う地域人材との連携による、公立学校への受入促進・日本語指
導の充実・支援体制の整備に係る取組等を支援する事業の実施

④　就学に課題を抱える外国人のこどもを対象とした、公立学校や外国人学校等への就
学に必要な支援を学校外において実施する地方公共団体を補助する事業の実施

⑤　独立行政法人教職員支援機構において、外国人児童生徒等教育に関する指導者養成
研修の実施

⑥　外国人児童生徒等のことばの力を把握し、その後の指導方針を検討する際の参考と
なる能力記述文及び対話型アセスメントの普及

⑦　教育委員会等が外国人児童生徒等教育に関する研修会を計画する際の参考となる
「外国人児童生徒教育研修マニュアル」の普及

⑧　学校や教育委員会等が、外国人児童生徒の受入れ体制の整備を図る際の取組事項を
指針として取りまとめた「外国人児童生徒受入れの手引（改訂版）」の普及

⑨　外国人児童生徒等教育を担う教員等の資質能力の向上を図るため、大学・教育委員
会等の研修等で活用できる「モデルプログラム」の普及

⑩　大学・教育委員会が行う外国人児童生徒等教育に関するアドバイスや教員研修の充
実のため「外国人児童生徒等教育アドバイザー」の派遣の実施

⑪　外国人児童生徒等の指導を担う教師が必要な知識を得られるような研修用動画コン
テンツ及び来日・帰国したばかりの外国人児童生徒等や保護者が日本での学校生活等
について理解を深められるような多言語による動画コンテンツの普及

⑫　高等学校における指導体制づくり・日本語指導のカリキュラム作成のための指導資
料の普及

⑬　外国人生徒のキャリア支援等に関する調査研究の実施

⑶　外国人の受入れと秩序ある共生のための取組
平成29年11月１日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律」（平成28年法律第89号）では、技能実習計画の認定制、監理団体の許
可制を導入し、技能実習生の意思に反して技能実習を強制するなどの人権侵害行為につ
いての禁止規定や技能実習生による申告に関する規定を設けた上で、違反に対する所要
の罰則も規定している。また、同法に基づき設立した外国人技能実習機構では、母国語
相談窓口を設け、人権侵害に関する相談を含む技能実習生からの各種相談に対応するな
どして、技能実習生の保護に努めている。

さらに、平成31年４月１日には、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行って
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もなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・
技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくため、在留資格「特定技能１号」及び

「特定技能２号」を創設している。
特定技能制度においても、外国人に対する人権侵害の防止が重視されており、出入国

在留管理庁では、申請及び届出に係る厳格な審査・調査や受入れ機関及び登録支援機関
に対する必要な指導・助言などにより制度の適切な運用を図り、日本人と同等額以上の
報酬の確保や差別的な待遇の排除に取り組むとともに、特定技能１号の外国人に対する
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援が着実に実施されるよう努めている。

技能実習制度及び特定技能制度については、令和６年６月14日、第213回国会におい
て「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第59号）」及び「出
入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第60号）」（以下これらを総称して「改正
入管法等」という。）が成立し、同月21日に公布された。

この改正入管法等により国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が
国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設された。

育成就労制度では、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、監
理支援事業を行う監理支援機関の許可基準を厳格に定め、外国人技能実習機構を改組し、
外国人育成就労機構を設けるほか、やむを得ない事情がある場合のほかにも、一定の要
件を満たす場合には、技能実習制度においては認められていなかった本人意向の転籍を
認めることとするなどの措置を講じている。また、特定技能制度では、１号特定技能外
国人支援の実施の委託を登録支援機関のみが行うことができることとするなどの措置を
講じている。

直近の取組としては、令和７年10月１日までに登録支援機関の要件や監理支援機関の
許可基準等を定めた特定技能制度及び育成就労制度の関係政省令等が公布された。また、
令和８年１月23日に両制度の受入れ対象分野、受入れ見込数、当該分野において求めら
れる人材の基準等に関する事項などを定める「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関する方針について」が閣議決定されるなど、改正入管法等の施行（令和
９年４月１日までに施行）に向け、着実に準備を進めている。

また、この改正入管法等により、法務大臣が永住許可をするに当たっての要件を一層
明確化するとともに、その要件を満たさなくなった場合について措置を講ずるため、故
意に公租公課の支払をしないことなどを永住者の在留資格の取消事由として追加した。
令和８年秋までを目途に在留資格を取り消すことが想定される事例等についてガイドラ
インを策定し、公表する予定である。

外国人の受入れに当たっては、外国人を社会の一員として受け入れ、その生活環境を
整備していくことが重要であるため、平成30年12月25日に関係閣僚会議において決定さ
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れた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、在留外国人への情報
提供・相談対応を多言語で行う一元的相談窓口を設置・運営する地方公共団体に対して
外国人受入環境整備交付金による支援を行っているほか、関連施策を積極的に推進して
きた。

さらに、令和４年６月14日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において
我が国が目指すべき外国人との共生社会の三つのビジョン、その実現に向けて、中長期
的に取り組むべき課題としての四つの重点事項及び具体的施策を示す「外国人との共生
社会の実現に向けたロードマップ」が決定された。これに基づき、令和６年から毎年１
月を「ライフ・イン・ハーモニー推進月間」と定めて、外国人との共生社会の実現に向
けた意識醸成を図るための取組を実施しており、令和７年度においては、令和８年１月
18日に会場参加型の啓発イベントである「オール・トゥ
ギャザー・フェスティバル」を開催したほか、同月間
を中心に全国の小中高校等において、共生施策ややさ
しい日本語に関する授業を行う出前講座を実施するな
ど、各種広報・啓発活動を重点的に実施した。

令和８年１月23日には、外国人の受入れ・秩序ある
共生社会実現に関する関係閣僚会議において、外国人
との秩序ある共生社会の実現に向けた基本的な考え方
や取組の方向性を示す「外国人の受入れ・秩序ある共
生のための総合的対応策」を新たに取りまとめ、国民
と外国人の双方が安全・安心に生活し、共に繁栄する
社会の実現を目指すこととした。

⑷　条約等の周知
外務省では、人種差別撤廃条約関連文書を、外務省ウェブサイト（https://www.

mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/）に掲載し、広くその内容の周知に努めている。

⑸　ウクライナ避難民に関する取組
令和４年（2022年）２月24日のロシア軍によるウクライナ侵略を受け、ウクライナか

ら近隣国等への多数の避難民が発生した。政府では、内閣官房長官を長とする「ウクラ
イナ避難民対策連絡調整会議」を司令塔として、政府一体となってウクライナ避難民の
円滑な受入れと支援を行っている。

出入国在留管理庁では、これまでウクライナ避難民の方々に対し、緊急措置として生
活費支援等を行ってきたところ、ウクライナ避難民のような紛争避難民等の真に保護す
べき方々をより確実に保護していくために、補完的保護対象者の認定制度を創設し、補
完的保護対象者に対する支援の中でウクライナ避難民に対する支援を行っている。制度

ポスター
「ライフ・イン・ハーモニー推進月間」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/


7777

第
２
章

人
権
課
題
に
対
す
る
取
組

開始後は、補完的保護対象者として認定された方に対し、日本語教育や生活ガイダンス
を受講できる「定住支援プログラム」を提供するなど、我が国での自立に向けた支援を
行っている。

厚生労働省では、令和４年４月から、医療機関向けの遠隔医療通訳サービスの中で、
ウクライナ語については無料で利用できるよう支援を開始し、令和７年度も引き続き支
援を実施したほか、令和４年６月には、医療機関向けにウクライナ語での説明資料を公
開した。また、同年４月に、ウクライナ避難民の方々に向けて、出入国在留管理庁から
子育て支援サービスとして、一時預かり事業、保育所、地域子育て支援拠点事業、利用
者支援事業、幼稚園、児童手当を掲載したチラシを送付し案内したことを踏まえ、地方
公共団体に対し、ウクライナ避難民の方々から子育て支援に関する相談を受けた場合の
積極的な支援を依頼した。さらに、全国のハローワークにおいて、ウクライナ避難民へ
の就労支援を実施しており、ウクライナ語によりハローワークを周知したり、外国人雇
用サービスセンター（東京、名古屋、大阪、福岡）にウクライナ語通訳を配置したりす
るなどして、就労支援に取り組んでいる。

文部科学省では、ウクライナ避難民のこどもの教育機会の確保や日本語教育の体制の
整備、ウクライナ避難民への支援に関する一元的な問合せ窓口の設置等に取り組んでい
る。

⑹　外国人の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、外国人であることを理由と
した差別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を
行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

日本語を自由に話すことの困難な外国人等からの人権相談については、全国の法務局・
地方法務局において、「外国人のための人権相談所」を設け、約80の言語による人権相
談に対応している。

また、「外国語人権相談ダイヤル」（ナビダイヤル：0570-090911（全国共通））を設置し、
英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペ
イン語・インドネシア語・タイ語の10言語による人権相談に応じている。

さらに、「外国語インターネット人権相談受付窓口」（https://www.moj.go.jp/
JINKEN/jinken21.html#01）を開設しており、上記と同様の10言語による人権相談を受
け付けている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

外国人であることを理由とする
人権侵犯※ 59 47 83 98 55

※　令和６年までは、「外国人に対する差別待遇」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
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ポスター「外国語人権相談ダイヤル」
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9　本邦外出身者に対する不当な差別的言動

特定の民族や地域的出身など本人の意思では変更困難な属性を理由としてその属性に該
当する者を地域社会から排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチを伴う街頭デモ等
が全国各地で公然と行われるとともに、その様子がインターネット上で公開され、報道で
も大きく取り上げられるなど社会問題化するようになった。

こうした状況の中、平成28年６月にヘイトスピーチ解消法が施行され、政府は、ヘイト
スピーチの解消に向けた様々な取組を進めているが、一部の地域においては、依然として
ヘイトスピーチを伴う街頭デモ等が継続して行われており、インターネット上でのヘイト
スピーチも後を絶たず、いまだ問題となっている。

⑴　本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた啓発活動
ア　法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動として、これ

までの「外国人の人権」をテーマにした啓発に加え、ヘイトスピーチがあってはなら
ないということの理解を促進するための人権啓発活動に積極的に取り組んでいる。

具体的には、ヘイトスピーチに関するアニメーション動画を活用したデジタル教材
の制作・公開に取り組んだほか、ポスター・リーフレットによる啓発やインターネッ
トバナー広告を実施したり、スポーツイベントと連携したりするなどした人権啓発活
動を実施した。また、外国人向けに政府広報オンラインで取組の紹介も行った。

さらに、法務省ウェブサイト（https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.
html）において、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動の例を挙げつつ、上
記取組や、法務局・地方法務局におけるヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動
等について紹介するほか、SNSにおいて定期的にコラムを配信するなどの情報発信等
を実施している。

加えて、令和７年11月19日に、人権教育・啓発関係府省庁連絡会議幹事会ヘイトス
ピーチ対策専門部会を開催し、関係省庁及び地方公共団体との間で、インターネット
上のヘイトスピーチの解消に向けた取組等について情報共有を行った。

そのほか、ヘイトスピーチが多様化している現状を踏まえ、ヘイトスピーチの実態
を把握して解消に向けた施策を推進するため、ヘイトスピーチの実態調査を実施する
こととし、令和７年度は、ヘイトスピーチの発生状況を適切に把握するための方法を
検討するため、「ヘイトスピーチに関する実態調査の内容、手法等に係る有識者検討会」
を開催した。同検討会は、令和８年３月、検討の結果を取りまとめ、基本的な考え方
を示した。

イ　警察では、ヘイトスピーチ解消法の施行を踏まえ、警察職員に対する教養を推進す
るとともに、他機関から各種広報啓発活動等への協力依頼があった場合にはこれに積
極的に対応するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与することと

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


8080

第２章　人権課題に対する取組

している。
ウ　文部科学省では、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独

立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」等において、ヘイトスピー
チ解消法の趣旨等について情報提供するなど、各種機会を通じて周知を図っている。

⑵　�本邦外出身者に対する不当な差別的言動をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、本邦外出身者に対する不当
な差別的言動をめぐる人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件とし
て調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

ヘイトスピーチに関する人権侵犯※ － － － － 54
※　令和７年から集計を開始。

（法務省人権擁護局の資料による）

ポスター
「ヘイトスピーチ、許さない。」

啓発動画
「ヘイトスピーチ、許さない。

（インターネット編）」

デジタル教材
「なくそう！ヘイトスピーチ」
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10　感染症

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）や肝炎ウイルス等の感染症に対する正しい知識と理解は、
いまだ十分とはいえない状況にある。新型コロナウイルス感染症（Covid-19。以下「新型
コロナ」という。）の世界的なまん延の中で我が国においても大きな社会問題となったが、
感染症の感染者や患者、その家族等が、周囲の人々の誤った知識や偏見等により、日常生
活、職場、医療現場等で差別やプライバシー侵害を受けるなどの人権問題が発生している。

このような感染症をめぐる偏見や差別の解消のため、取組を推進していく必要がある。

⑴　�エイズ患者及びHIV感染者に対する偏見・差別をなくし、理解を深めるための教育・
啓発活動

ア　厚生労働省では、エイズ患者及びHIV感染者に対する偏見・差別の解消及びエイズ
のまん延防止のため、12月１日の「世界エイズデー」のキャンペーンイベントとして、
令和７年12月１日に、「レッドリボンライブ2025」を開催し、著名人等による音楽・トー
クライブイベントを行った。また、エイズに関する電話相談事業を実施するなど、
HIVとエイズに関する最新の正しい知識の普及啓発活動に努めている。

さらに、HIVとエイズの最新の正しい知識の普及啓発を目的として「『世界エイズ
デー』ポスターコンクール」を実施し、小・中学生の部200点、高校生の部202点、一
般の部85点の応募があった。最優秀作品は世界エイズデーキャンペーンポスターのデ
ザインに採用し、全国各地で掲示することによ
り、HIVとエイズについて理解を深めてもらう
良い機会となっている。

イ　文部科学省では、学習指導要領に基づき、学
校において、エイズについて正しく理解するよ
う指導するとともに、エイズ患者及びHIV感染
者に対する偏見・差別をなくす内容を含む教材
の周知を行った。

ウ　法務省の人権擁護機関では、「感染症に関連す
る偏見や差別をなくそう」を啓発活動強調事項
の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人
権啓発活動を実施している。

⑵　肝炎ウイルス感染者に対する偏見・差別をなくし、理解を深めるための教育・啓発活動
肝炎は、肝臓の細胞が傷つけられ、その働きが損なわれる病気で、その主な原因とし

て、Ｂ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイルスが挙げられる。
Ｂ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルスは、主に血液や体液を介して感染する。肝炎ウ

ポスター
「令和7年度『世界エイズデー』」
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イルスの感染を予防するためには、血液や体液が付いた器具を共用しないこと、血液や
体液が傷・粘膜に直接触れるのを防ぐことが重要であり、このほか、普段の生活の中で
は、Ｂ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイルスに感染することはない。しかし、これらのこ
とが十分に理解されていない結果として、偏見や差別に苦しんでいる肝炎ウイルスの感
染者や患者も少なくない。

感染者や患者に対する偏見や差別を解消するためには、幅広い世代を対象に、肝炎に
ついての正しい知識を普及し、また、肝炎患者等の人権を尊重するためにはどのように
振る舞うべきかを考え、学ぶことが重要である。
ア　厚生労働省では、７月28日を「日本肝炎デー」と定め、この日を中心に国や地方公

共団体等で様々な普及啓発活動を行っており、国の「知って、肝炎プロジェクト」で
は、令和７年８月４日に普及啓発イベント「知って、肝炎プロジェクト健康デー
2025」を開催した。同プロジェクトにおいては、著名人の方々の協力を得て各自治体
における普及啓発活動や、患者の経験を踏まえた肝炎への正しい理解を促す広報を
行っている。

このほか、調査研究事業において、肝炎患者等からの相談事例の分析を行うととも
に、肝炎患者等の置かれた状況について考えるシンポジウムの開催や、感染症患者に
対する偏見差別・人権をテーマとした模擬授業を行い、調査研究の成果普及に努めて
いる。

また、青少年が肝炎に関する正しい知識を学ぶことにより、肝炎ウイルスの感染を
予防するとともに、集団予防接種によるＢ型肝炎ウイルスの感染拡大の経緯・歴史等
を学び、肝炎ウイルス感染者・患者の方々に対する偏見・差別をなくすことを目的と
して、全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団の協力を得て、副読本「Ｂ型肝炎 いのちの
教育」を作成し、令和２年度から全国の中学３年生の教員向けに配布を行っている。
あわせて、全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団が本副読本を用いて実施している「患者
講義（集団予防接種によりＢ型肝炎に感染した患者等を講師として派遣し被害者の声
を伝える活動）」について、全国の中学校に周知している。

イ　文部科学省では、感染者や患者に対する偏見や差別をなくすこと等を目的として厚
生労働省が作成・配布する副読本「Ｂ型肝炎 いのちの教育」の活用について、各都
道府県教育委員会等へ周知を行った。

ウ　法務省の人権擁護機関では、「感染症に関連する偏見や差別をなくそう」を啓発活
動強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施している。
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知って、肝炎プロジェクト
健康デー 2025

副読本
「B型肝炎 いのちの教育」

⑶　�新型インフルエンザ等の感染者等に対する偏見・差別等の人権問題に関する取組
近年、新興感染症は国際的な脅威となっているが、取り分け、新型コロナに関連して

は、感染者や医療従事者等への偏見・差別を始めとする様々な人権問題が発生した。こ
のような状況を踏まえ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平成24年法律第31号）
が令和３年２月に改正され、新型インフルエンザ等の患者等（「患者及び医療従事者並
びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者」）に対する差別的
取扱いの防止に係る国及び地方公共団体の責務を定める規定が設けられたほか、同法に
基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」について、令和６年７月、新型コロ
ナへの対応の経験やその課題を踏まえた抜本的な見直しを行い、次なる感染症危機対応
を行うに当たっては、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた、感染症危機
に強くてしなやかに対応できる社会を目指すことが必要であるとされ、こうした社会を
目指すに当たり、基本的人権の尊重が一つの目標として掲げられた。同計画は、実効性
を確保するため、毎年度の定期的なフォローアップを実施することとしており、令和７
年６月には、同計画の見直し後初めてとなるフォローアップを取りまとめた。

また、同計画に係る目標を実現するための各分野の取組においては、感染症対策につ
いて国民等が適切に判断・行動できるよう、発生前における国民等への情報提供・共有
に関する取組として、「偏見・差別等に関する啓発」等を掲げている。
ア　内閣官房では、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、

所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任
を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等、感染症対策の妨げにもなること等に
ついて啓発するため、令和７年11月に作成した、Q＆A形式の冊子「いまから備える
次の感染症危機－私たちができること、知っておきたいこと－」の中で、政府行動計
画のポイントや国民に実践いただきたい感染対策とともに、感染症危機時における偏
見や差別の相談事例や相談先についても掲載した。本冊子については、内閣官房内閣
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感染症危機管理統括庁ウェブサイト（https://www.caicm.go.jp/houdou/documents/
index.html）上で公表しているほか、各都道府県や都道府県を通じた市区町村への周
知、文部科学省を通じた各学校への周知、法務省を通じた法務局等への周知を行った。

イ　厚生労働省では、感染症は、誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家
族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等がないよう、発出や掲出をする情
報、啓発ツールの表現に配慮した上で、引き続き広報活動を行っている。

ウ　法務省の人権擁護機関では、啓発動画「『誰か』のこと　じゃない。（感染症編）」
をYouTube法務省チャンネルで配信
するなどの各種人権啓発活動を実施し
ている。

エ　文部科学省では、学習指導要領に基
づき、学校において、感染症について
正しく理解するよう指導するととも
に、感染症の内容を含む教材の周知を
行った。

⑷　感染症をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、HIV感染者や肝炎ウイルス
感染者等に対する差別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

疾病（ハンセン病を除く。）を
理由とする人権侵犯※ 68 49 24 11 11

※　令和６年までは、「疾病患者（ハンセン病患者等を除く。）に対する差別待遇」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）

Q＆A形式の冊子「いまから備える次の感染症危機
ー私たちができること、知っておきたいことー」

啓発動画
「『誰か』のこと　じゃない。」

https://www.caicm.go.jp/houdou/documents/index.html
https://www.caicm.go.jp/houdou/documents/index.html
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11　ハンセン病患者・元患者及びその家族

ハンセン病は、らい菌による感染症であるが、らい菌の病原性は弱く、仮に感染しても
発病する可能性は極めて低い上、現在では有効な治療薬が存在し、早期の治療により障害
を残すことなく治る病気である。

しかし、かつて我が国においては、全ての患者に療養所への入所を強制する強制隔離政
策が採られ、平成８年に「らい予防法」が廃止されるまで継続した。こうした長期にわた
る強制隔離政策と、患者の隔離を徹底するために国主導の下各都道府県においてなされた

「無らい県運動」という患者を見付け出し療養所に送り込む施策が行われたことにより、
ハンセン病が恐ろしい感染症であるという誤った認識が広く国民に浸透し、ハンセン病患
者・元患者及びその家族に対する偏見・差別が作出・助長された。

平成13年５月の「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判所判決以後も、政
府は、ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発等に継続的に取り組んできたところ、
令和元年７月の「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判所判決を受けて公表
した内閣総理大臣談話（以下「令和元年総理談話」という。）においては、我が国でかつ
てとられた強制隔離政策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対しても、社会に
おいて極めて厳しい偏見や差別が存在し、患者・元患者及びその家族が強いられてきた苦
痛と苦難に対し、政府としての深い反省とおわびが示されるとともに、関係省庁が連携・
協力し、患者・元患者及びその家族が置かれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育な
どの普及啓発活動の強化に取り組むことが示された。

これを受けて、政府では、原告団等との「ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協
議」を開催するなどして、ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれていた境遇を踏
まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組んでいる。

⑴　�ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見・差別をなくし、理解を深めるた
めの教育・啓発活動

ア　厚生労働省では、令和２年12月に、ハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれ
ていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化等に向けて検討
を進めるため、法務省及び文部科学省と共に、原告団等との「ハンセン病に係る偏見
差別の解消に向けた協議（第３回）」を開催した。この協議において、ハンセン病に
対する偏見差別の現状とこれをもたらした要因の分析・解明、国のこれまでの啓発活
動の特徴と問題点の分析、偏見差別の解消のために必要な広報活動や人権教育、差別
事案への対処の在り方についての提言等を行うことを目的とした「ハンセン病に係る
偏見差別の解消のための施策検討会」を設置することが決定され、令和３年度から同
検討会において議論が進められ、令和５年３月に報告書が取りまとめられ、同年５月
の「ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協議（第４回）」において提出された。
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この報告書を受け、元患者及びその家族との新たな協議の場を設けるとともに、法務
省、文部科学省と連携しながら、ハンセン病に対する偏見・差別の解消に向けた対策
の具体的な検討を行っている。

また、厚生労働省では、ハンセン病問題に対する正しい知識の普及のため、様々な
普及啓発活動を行っている。その一つとして国立ハンセン病資料館があり、平成19年
の再オープン以来、①普及啓発の拠点、②情報発信の拠点、③交流の拠点として位置
付け、ハンセン病及びハンセン病問題の対策の歴史に関するより一層の普及啓発に向
けた取組を行っている。

平成21年度から、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法
律」（平成13年法律第63号）の施行日である６月22日を「らい予防法による被害者の
名誉回復及び追悼の日」と定め、追悼、慰霊及び名誉回復の行事を実施している。令
和７年度においては、６月19日に開催し、福岡厚生労働大臣、橘内閣官房副長官、藤
丸衆議院厚生労働委員長、関口参議院議長、鈴木法務大臣、あべ文部科学大臣等が出
席し実施した。

さらに、令和８年２月23日に、法務省、文部科学省等と連携し、ハンセン病問題に
対する正しい知識の普及啓発を目的とした「第25回ハンセン病問題に関するシンポジ
ウム」を現地開催（せんだいメディアテーク（宮城県仙台市））とライブ配信による
ハイブリッド開催をし、高校生によるハンセン病元患者やその家族・医療従事者への
取材を踏まえた発表や教員による発表、大学生による発表、国立療養所松丘保養園入
所者自治会会長佐藤勝氏と学芸員の対談等を行った。

このほか、平成14年度から、ハンセン病問題を正しく理解するための中学生向けパ
ンフレット「ハンセン病の向こう側」及び指導者向け教本を作成し、全国の中学校、
教育委員会等に配布しており、令和７年度はパンフレット送付に合わせ、各学校にお
いてそのまま授業で使用できる授業動画を新たに作成し、配布した。

「らい予防法による被害者の
名誉回復及び追悼の日」式典

らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の碑
パンフレット

「ハンセン病の向こう側」
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イ　文部科学省では、例年、厚生労働省が作成・配布する中学生向けパンフレット「ハ
ンセン病の向こう側」及び指導者向け教本の活用について、各都道府県教育委員会等
へ周知しているところ、令和６年度に引き続き、令和７年度も、関係省庁間の連携の
下で一体的に施策を進めるため、法務省、文部科学省及び厚生労働省の３省連名で、
ハンセン病問題に関する教育の更なる推進を目的とした通知を令和７年12月26日付け
で発出した。同通知では、厚生労働省作成のパンフレットや法務省作成の人権啓発動
画、冊子等の資料の活用・促進、国立ハンセン病資料館の講師派遣等について周知徹
底を行っている。また、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議
や独立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」等において、ハンセ
ン病問題に関する教育を推進するための情報提供を行うとともに、当該地域や学校に
おいて専門的知見を活用して組織的な取組等を推進する人材の育成を行っている。さ
らに、令和３年12月に配信を開始した、独立行政法人教職員支援機構が提供する校内
研修用の動画コンテンツの一環としてのハンセン病問題に係る講義動画について、引
き続き、周知を図った。この動画は学校でハンセン病問題に係る教育に真摯に取り組
んでこられた校長先生による講義を収録しており、学校等での校内研修等への活用を
促進している。

加えて、社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講
習や現職を対象にした研修において人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の育
成及び資質向上を図るとともに、国公私立大学の教務担当者等が出席する会議等にお
いて、人権教育に関する取組を促している。このほか、令和元年10月に文部科学省内
に設置した「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえ
た人権教育推進検討チーム」では、ハンセン病の元患者
及びその家族が置かれていた境遇を踏まえた人権教育を
推進するため、有識者ヒアリングを含む会議と関係施設
の視察等を行い検討を進め、令和３年９月に議論を踏ま
えた当面の取組をまとめた。

ウ　法務省の人権擁護機関では、「ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見
や差別をなくそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊
子の配布等、各種人権啓発活動を実施しており、令和元年総理談話を受けて、ハンセ
ン病患者・元患者及びその家族が置かれていた境遇を踏まえた人権啓発活動の強化に
取り組んでいる。

また、令和７年７月26日に、厚生労働省及び文部科学省と連携し、「みんなで学ぶ、
未来を変える　ハンセン病問題人権シンポジウム」を会場開催とオンライン配信のハ
イブリッド方式で開催した。

さらに、当事者の声をより多くの方々に届けることを目的として作成した啓発動画
「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」を周知するためのインター

ハンセン病家族
国家賠償請求訴訟を踏まえた

人権教育推進検討チーム
（文部科学省ウェブサイト）
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ネットバナー広告及び動画広告を実施した。

⑵　国連における取組
我が国は、ハンセン病患者・元患者及びその家族等に対する偏見・差別の解消に向け

て、国際社会において主導的な役割を果たしてきている。具体的には、平成20年、平成
21年、平成22年、平成27年、平成29年、令和２年及び令和５年の国連人権理事会におい
て、また、平成22年の国連総会において、ハンセン病に関する誤った認識や誤解に基づ
く偏見・差別をなくすための決議（ハンセン病差別撤廃決議）案を主提案国として提出
し、いずれも無投票で採択された。

⑶　�ハンセン病患者・元患者及びその家族の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じ、各都道府県のハンセン病問題に関する相談支援窓口に連
携・協力を依頼するなどして、相談体制の一層の強化を図っている。人権相談等を通じ
て、ハンセン病患者等に対する差別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、
人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

ハンセン病問題に関する
人権侵犯※ 1 0 1 0 0

※　令和６年までは、「ハンセン病患者等に対する差別待遇」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）

みんなで学ぶ、未来を変える
ハンセン病問題人権シンポジウム

啓発動画
「～ハンセン病と家族の物語～

夢でしか帰れなかった故郷」
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12　刑を終えて出所した人及びその家族

刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見・差別は根強く、就職に際しての差別
や住居の確保の困難等、社会復帰を目指す人たちにとって、現実は極めて厳しい状況にあ
る。刑を終えて出所した人等が、地域社会に包摂され、安定した社会生活を営むためには、
本人の強い更生意欲とともに、地域社会に立ち戻ったときに受け入れる周囲の理解と協力
が必要不可欠である。

政府においては、「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年法律第104号）に基づ
く「第二次再犯防止推進計画」（令和５年３月17日閣議決定）等により、刑を終えて出所
した人等が、責任ある社会の構成員として受け入れられるよう、広報・啓発活動を始めと
する再犯の防止等のための様々な施策を推進している。

⑴　犯罪をした人や非行のある少年の改善更生への理解・協力を促進するための取組
法務省では、再犯防止啓発月間及び“社会を明るくする運動”強調月間である７月を中

心に、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人の改善更生、再犯の防止等について、広
く国民の関心と理解を深めるための広報・啓発活動を展開している。

令和７年度は、再犯防止啓発月間において、「コットンと考える『再犯防止』～ 830
人の社会復帰を支援！伊豆丸剛史さんに聞く～」と題した再犯防止に関する広報・啓発
動画をYouTube法務省チャンネルで配信した。本動画は、吉本興業株式会社所属のお
笑いコンビ・コットンが、長年にわたり民間の立場から罪を犯した高齢者・障害者の社
会復帰支援に携わってきた伊豆丸剛史氏にインタビューを行う内容となっており、再犯
防止の取組においては、支援者だけではなく、地域社会の皆様にも関心を寄せていただ
くことが重要であることを発信した。また、「再犯防止啓発月間ポスター」を制作し、
法務省関係機関をはじめ、地方公共団体、警察署、大学等の様々な場所で掲示した。

“社会を明るくする運動”においては、刑を終えて出所した人等に対する偏見・差別を
なくし、全ての国民が安心して暮らせる幸福な社会を実現するために、「幸福の黄色い
羽根」を運動のシンボルとして掲げ、広報啓発イベント、ミニ集会、住民集会、講演会、
弁論大会、作文コンテスト等の啓発活動を全国各地で行っている。

令和７年度も、ＸやインスタグラムといったSNSを活用するとともに、芸能事務所と
連携したイベントの開催や各種動画の作成等、幅広い層に向けた広報活動を積極的に展
開した。また、令和７年７月１日には、渋谷よしもと漫才劇場において、第75回“社会
を明るくする運動”強調月間のキックオフイベントを行った。

以上のような取組を通じて、犯罪や非行をした人の立ち直り支援に関する国民の理解・
協力を促進し、犯罪や非行のない明るい社会を築くため、様々な機関・団体と広く連携
しながら、地域に根ざした国民運動として一層の推進を図っている。
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⑵　刑を終えて出所した人等に対する偏見・差別の解消を目指した啓発活動等
法務省の人権擁護機関では、「刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差

別をなくそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓
発活動を実施している。

また、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談
に応じている。人権相談等を通じて、刑を終えた人に対する差別等の人権侵害の疑いの
ある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置
を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

刑を終えた人であることを
理由とする人権侵犯※ 4 4 2 7 ４

※　令和６年までは、「刑を終えた人に対する差別待遇」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）

第75回“社会を明るくする運動”
強調月間キックオフイベント

第75回“社会を明るくする運動”ポスター

再犯防止に関する広報・啓発動画

再犯防止啓発月間ポスター
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13　犯罪被害者及びその家族

犯罪被害者及びその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦し
んでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心ない中傷等に
より名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの問題が指摘されてい
る。

こうした犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、平成16年12
月に「犯罪被害者等基本法」（平成16年法律第161号）が成立した。同法に基づき、令和８
年３月に閣議決定された「第５次犯罪被害者等基本計画」では、「４つの基本方針」（注１）
の下、「５つの重点課題」（注２）について307の具体的施策が掲げられ、関係府省庁にお
いて同基本計画に基づく施策が進められている。

（注１）�「４つの基本方針」①尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること、②個々の事情に
応じて適切に行われること、③途切れることなく行われること、④国民の総意を形成しな
がら展開されること

（注２）�「５つの重点課題」①損害回復・経済的支援等への取組、②精神的・身体的被害の回復・
防止への取組、③刑事手続等への関与拡充への取組、④支援等のための体制整備への取組、
⑤国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

⑴　犯罪被害者等の人権に関する啓発・広報	
ア　法務省では、犯罪被害者等の保護・支援のための制度を広く国民に紹介し、その周

知を図るために「犯罪被害者の方々へ」と題するパンフレットを作成し、全国の検察
庁等において犯罪被害者等に配布するとともに、同パンフレットを法務省及び検察庁
ウェブサイトに掲載し、情報提供を行っている。

また、刑事裁判・少年審判終了後の更生保護における犯罪被害者等のための制度に
ついて、リーフレットを配布するなどの広報を実施しているほか、同制度を利用した
犯罪被害者等の体験談等を法務省ウェブサイト（https://
www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00011.html） に 掲
載するなどして、同制度の広報や関係機関・団体等に対
する周知に努めている。

さらに、法務省の人権擁護機関では、「犯罪被害者及び
その家族の人権に配慮しよう」を啓発活動強調事項の一
つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を
実施している。

イ　警察庁では、関係府省庁の協力を得て、毎年11月25日から12月１日までを「犯罪被
害者週間」として設定し、犯罪被害者等に関する国民の理解を深めるための啓発事業
を集中的に実施してきたが、令和７年度から、同週間を拡充し、11月１日から12月１

パンフレット
「犯罪被害者の方々へ」

https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00011.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00011.html


9292

第２章　人権課題に対する取組

日までを「犯罪被害者月間」とし、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の一層の醸
成を図っている。同月間において、犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃ
ん」のピンバッジを全閣僚が着用するとともに、中央イベントを東京で開催して、国
民に向けた犯罪被害者等支援への理解と協力を呼び掛ける内閣総理大臣メッセージを
発信したほか、犯罪被害者遺族による講演やパネルディスカッション等を行った。ま
た、令和７年６月には、犯罪被害に遭われた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっ
とCH（チャンネル）」（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html）を新
設し、関係機関・団体の支援制度や相談窓口等を幅広く掲載するとともに、人権に関
する講義を含めた支援者向けのオンデマンド研修教材を掲載した。

さらに、警察における犯罪被害者等支援の広報・啓発として、パンフレット「警察
による犯罪被害者等支援」、「犯罪被害給付制度のご案内」等の作成・配布を行うとと
もに、毎年11月の警察庁広報重点として「犯罪被害者等支援活動の周知と参加の促進
及び犯罪被害給付制度の周知徹底」を設定している。

都道府県警察では、教育委員会等の関係機関と連携し、中学生・高校生等を対象と
した犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教室」を開催するとともに、中学
生・高校生を対象に、命の大切さに関する自らの考えや意見等についての作文を募る

「『大切な命を守る』全国中学・高校生作文コンクール」を開催しているほか、大学生
を対象にした犯罪被害者等支援に関する講義を行うなど、社会全体で犯罪被害者等を
支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運の醸成を図っている。

このほか、犯罪被害者等への支援活動を行う公益社団法人全国被害者支援ネット
ワークに加盟している民間被害者支援団体等の関係機関・団体との連携を図りながら、
犯罪被害者等支援に関する広報・啓発等の活動を行っている。

⑵　犯罪被害者等に対し支援を行う者等に対する教育訓練
ア　検察職員

検察職員に対しては、犯罪被害者等の保護・支援を目的とした諸制度について、各
種研修や日常業務における上司による指導等を通じて周知し、適正に運用するよう努
めている。

イ　警察職員
警察では、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援、対応を行うためには、職員に

対する教育が極めて重要との認識の下、警察職員に対し、犯罪被害者等支援の意義や
各種施策の概要、犯罪被害者等の心情への配慮や具体的な対応の在り方等を理解させ
るための教育を積極的に実施している。

ウ　保護観察官
保護観察官を対象にした各種研修において、犯罪被害者等に対して適切な対応を行

うことができるようにする観点から、また、保護観察対象者に対して、犯罪被害者等

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html
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の心情やその置かれている状況について十分理解させ、しょく罪意識の涵
かん

養を図る観
点から、犯罪被害者等が置かれている状況や刑事政策における被害者支援の必要性等
をテーマとして、犯罪被害当事者や民間の犯罪被害者支援団体の関係者等による講義
を実施している。

エ　犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の職員
警察においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師の

派遣を行っているほか、同団体に対し、支援者向けのオンデマンド研修教材の活用を
働き掛けるなどしている。

⑶　犯罪被害者等の人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、犯罪被害者等に対する人権
侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じ
た適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

犯罪被害（二次的被害）に関する
人権侵犯※ 0 2 1 6 3

※　令和６年までは、「犯罪被害者等に関する人権侵犯」の件数として集計。
（法務省人権擁護局の資料による）

トピックス

法テラスによる犯罪被害者等支援弁護士制度の運用開始

犯罪被害者等支援弁護士制度（以下「本制度」という。）は、犯罪被害者等が精神的・
身体的被害により、刑事手続への適切な関与や被害の回復・軽減のための法的対応等
を自ら行えず、経済的困窮から、弁護士による援助を受けられない場合があることを
踏まえ、原則として法テラスが費用を負担して早期の段階から弁護士による包括的か
つ継続的な援助を行う制度である。

本制度は、法テラスにおいて、令和８年１月13日から運用が開始された。

１　本制度創設の経緯
法テラスでは、平成18年の設立当初から、犯罪被害者支援ダイヤルによる情報提

供サービス等の様々な犯罪被害者支援業務を行っていたが、犯罪被害者等関係団体
等からは、支援対象や支援内容が限定的であるなどの指摘がなされていた。

そこで、法務省においては、「犯罪被害者支援弁護士制度検討会」（令和２年７月
設置）や「犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会」（令和３年10月設置）にお
いて、犯罪被害者等に対する法的支援の方策・在り方について検討を行い、令和５
年４月、早期の段階から弁護士による「継続的かつ包括的」な支援を受けられるよ
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うにすること等を内容とする制度の導入を求める取りまとめを公表した。また、同
年６月には、内閣総理大臣を会長とする「犯罪被害者等施策推進会議」において、

「犯罪被害者等施策の一層の推進について」が決定され、本制度の導入に向けた具
体的な検討や法整備を含めた施策を実施することとなった。

このような経緯を経て、令和６年４月に「総合法律支援法の一部を改正する法律」
（令和６年法律第19号）が成立し、本制度が創設されるに至った。国及び法テラス
においては、こうした本制度の成立までの経緯を踏まえ、本制度が犯罪被害者等に
真に寄り添ったものとなるよう、犯罪被害者等支援に携わる関係機関と緊密に連携
して適切な運用を行うことが求められている。

２　本制度における支援内容について	
本制度により犯罪被害者等に提供される支援としては、まず、犯罪被害者支援ダ

イヤル等を通じて法テラスに御相談をいただいた犯罪被害者等に対し、法テラスと
契約する「精通弁護士」（犯罪被害者支援に理解と経験のある弁護士）を紹介して
無料の法律相談を実施する。

さらに、法律相談を受けた精通弁護士が事件を受任した後は、当該精通弁護士から
①�　被害届の提出や捜査機関への同

行、刑事裁判への付添い等の刑事
手続における支援

②�　加害者への損害賠償の請求や示
談交渉等の民事手続における支援

③　犯罪被害者等給付金等の支給申請
④　報道機関への対応
などの支援を受けることができる。

３　本制度の利用要件について
本制度を利用するためには、「対象犯罪」と「資力要件」の２つの要件を満たす

必要がある。
⑴　対象犯罪
　　「対象犯罪」は、犯罪被害者がどのような被害に遭ったかに係る要件であり、

①�　故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及びその未遂罪（殺人、強盗殺人、
傷害致死、危険運転致死等）

②�　刑法176条、177条若しくは179条の罪又はその犯罪行為にこれらの罪を含む
罪及びその未遂罪（不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ、監護者
性交等）

③�　故意の犯罪行為により人を負傷させた罪（傷害、危険運転致傷等）であって、

①制度のポイント等
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当該犯罪行為により治療に要する期間が３月以上の負傷若しくは疾病の被害を
受けた場合、又は一定の後遺障害（犯罪被害給付制度における障害給付金の対
象となる第１級～第14級の後遺障害）が存する負傷若しくは疾病の被害を受け
た場合

が対象となる。
なお、本制度は被害に遭った直後から利用することが可能であるところ、その

段階では事実関係が十分に明らかになっていないといった事情から、対象犯罪に
該当するか判断し難い場合も少なくないことから、法テラスでは、本制度の趣旨
を踏まえ、本制度の利用を希望された犯罪被害者等から聴取した内容を基礎とし
て（傷害結果の判定等については、診断書等その時点で提出可能な資料を提出い
ただくことを想定している。）、対象犯罪に該当する可能性が認められる場合には、
本制度の利用を認める柔軟な運用に努めることとしている。

⑵　資力要件
本制度は、経済的な事情から自己の費用で弁護士の援助を受けることができな

い犯罪被害者等に対する支援の制度であることから、利用に当たって「資力要件」
を設けている。具体的には、流動資産（現金、預貯金等）から一定の療養費や犯
罪被害者等給付金等を控除した額が300万円以下である場合が対象となる。

4　本制度の利用方法
犯罪被害者等から、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル（0120-079714）に連絡

いただくか、お近くの法テラスに直接連絡いただければ、法テラスから精通弁護士
を紹介して無料法律相談を実施する。そして、法律相談を経て、弁護士による継続
的な支援が必要であり、かつ、本制度の利用要件を満たしていると判断された場合
には、当該精通弁護士により本制度を利用した支援が引き続き行われることになる。

また、利用要件を満たさず本制度の利用が難しい場合でも、法テラスにおいて、
当該犯罪被害者等が利用可能な支援メニューを案内することが可能であるので、犯
罪被害に遭われた際、まずは法テラスに御連絡いただけるよう、法テラス及び関係
機関において制度の周知・広報に努める必要がある。

②対象となる犯罪 ③資力要件
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14　北朝鮮当局によって拉致された被害者等

北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国の主権に関わる問題であるとともに、重大な人
権侵害である。

拉致問題に関する啓発については、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題へ
の対処に関する法律」（平成18年法律第96号。以下「北朝鮮人権法」という。）において、
政府及び地方公共団体が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論
の啓発を図るよう努めるものと定められている。

拉致問題の解決には、幅広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、政府
は、拉致問題に関する国内外の理解促進に努めている。

⑴　北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取組
北朝鮮人権法は、12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定

めている。令和７年度は、政府主催イベントとして、令和７年12月13日に、拉致問題対
策本部と法務省の共催、外務省と文部科学省の後援による政府主催「拉致問題に関する
シンポジウム～全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて～」を東京都千代田
区において開催した。同シンポジウムでは、北朝鮮による拉致問題の実態と家族の苦悩
について、拉致被害者等御家族による「生の声」の訴えが行われたほか、有識者による
北朝鮮を巡る情勢等についての講演が行われた。また、中学生及び高校生を対象とする
北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールの表彰式、「拉致問題に関する中学生サミッ
ト」の報告等も行った。

さらに、同週間の周知を目的として、
インターネット広告及び全国の鉄道主
要路線における車内広告を実施すると
ともに、全国の地方新聞52紙へ広告を
掲載したほか、関係府省庁や地方公共
団体と連携して、全国各地でポスター
を掲出するなど、同週間にふさわしい
活動に取り組んだ。

拉致問題に関するシンポジウム
～全ての拉致被害者の

一日も早い帰国の実現に向けて～
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作文コンクール受賞者 中学生サミット動画アイデア採用班

ポスター
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

⑵　広報媒体の活用	
拉致問題対策本部は、政府拉致問題対策本部

ウェブサイト、YouTube拉致問題対策本部公式
動画チャンネル、拉致問題対策本部公式Ｘアカ
ウントの運営、ポスターやパンフレットの配布
等を行っている。

また、令和７年度は、若年層向けに、拉致問
題の経緯・政府の取組・北朝鮮側の主張の問題
点等を分かりやすく解説した拉致問題解説動画

「あの日、僕は拉致問題を知った」及びこども向
けのアニメーション動画「たいせつな人をとり
戻すために」を制作し、公開するとともに、令
和８年２月には主要都市大型デジタルサイネージにおいて、拉致問題に関する中学生サ
ミット（下記）参加者のアイデアを基に制作した広報動画を掲出した。

⑶　地方公共団体・民間団体との協力	
拉致問題対策本部は、地方公共団体及び民間団体との共

催による啓発行事として全国各地で「拉致問題を考える国
民の集い」、映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」及び
アニメ「めぐみ」・「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」
の上映会を開催した。また、令和７年度は、地方公共団体
との共催、法務省、外務省及び文部科学省の後援により、
拉致問題啓発行事として、舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」
を８回上演した。

拉致問題解説動画
「あの日、僕は拉致問題を知った」

こども向けのアニメーション動画
「たいせつな人をとり戻すために」

チラシ「拉致問題啓発舞台劇公演
『めぐみへの誓い―奪還―』」
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⑷　学校教育における取組
各学校での拉致問題に関する授業の実施等、若年者向けの取組のなお一層の促進に向

けて、各都道府県の教育委員会等に対し、拉致問題担当大臣及び文部科学大臣の連名に
よる通知を発出するとともに、アニメ「めぐみ」を始めとした広報啓発コンテンツ等の
教育現場での活用を依頼した。

また、拉致問題対策本部は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール」を実施す
るとともに、拉致問題対策本部電子図書館で電子コミック「母が拉致された時 僕はま
だ１歳だった」を教育現場に無償貸与する取組を行っている。

さらに、令和７年度で３回目となる「拉致問題に関する中学生サミット」を開催した。
全国の都道府県及び政令指定都市教育委員会から推薦された67人の中学生が東京に集ま
り、拉致問題について学んだ上で、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分事として
考えてもらうための動画のアイデアをグループに分かれて話し合い、劇として発表した。
その中のアイデアを基に広報動画を制作し、YouTube拉致問題対策本部公式動画チャ
ンネルで公開するとともに、デジタル広告等でも活用している。これらの取組以外にも、
平成30年度から「拉致問題に関する教員等研修」（令和７年度から「拉致問題に関する
教員等セミナー」に改称）を実施しており、令和７年度は、拉致問題の概要説明、拉致
被害者家族及び帰国拉致被害者の講話等を内容とするオンライン研修を実施した。令和
元年度から、初等中等教育に携わる教員を目指す大学生を対象に、拉致被害者家族及び
帰国拉致被害者の講話、学習指導案の作成、模擬授業の実施等を通じて授業で拉致問題
を取り上げるための教授能力を身に付ける講座を大学と共同で開設しており、令和７年
度は岡山大学と共同で実施した。

また、文部科学省では、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議
や独立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」等において、北朝鮮当
局による拉致問題に関する映像作品の活用促進等について情報提供するなど、各種機会
を通じて周知を図っている。

⑸　海外に向けた情報発信
各国首脳・外相との会談、G ７サミットを含む国際会議などの外交上のあらゆる機会

広報動画「会いたい」篇
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を捉え、拉致問題を提起している。
令和７年６月のG ７カナナスキス・サミットでは、石破内閣総理大臣から、G ７首脳

に対し、拉致問題の即時解決に向け、引き続き理解と協力を改めて求めた。同月には、
日本、米国、豪州、韓国及び欧州連合（EU）の共催により、拉致問題に関するオンラ
イン国連シンポジウムを開催し、拉致問題の一刻も早い解決に向けて国際社会の理解と
協力を呼び掛けた。また、同年10月の日・ASEAN首脳会議では、高市内閣総理大臣から、
北朝鮮による拉致問題の即時解決は急務であるとして、引き続き各国の理解と協力を要
請した。ASEAN側からも、拉致問題の解決の重要性について言及があった。同年10月
に高市内閣総理大臣とトランプ大統領の間で行われた日米首脳会談においても、拉致問
題の即時解決について、高市内閣総理大臣から、引き続きの理解と協力を求め、トラン
プ大統領から全面的な支持を得た。加えて、トランプ大統領及びルビオ国務長官は、拉
致被害者家族と面会し、日米首脳会談と合わせ、拉致問題の即時解決に向けた米国の全
面的な協力と日米の強固な連携を再確認する機会となった。さらに、令和８年３月に高
市内閣総理大臣とトランプ大統領との間で行われた日米首脳会談においても、拉致問題
の即時解決について、高市内閣総理大臣から、引き続きの理解と協力を求め、トランプ
大統領から全面的な支持を得た。

また、令和７年度は、大阪・関西万博に合わせ、関西国際空港や大阪メトロ主要駅に
おいて英語のポスターやサイネージ動画を掲出したほか、８月には会場内でパネル展を
実施した。さらに、令和８年３月には、令和６年度に続き、米国など国際社会において
広く拉致問題の即時解決に向けた理解と協力を訴えるため、米ワシントン・ポスト紙に
日本政府の意見広告を掲載した。

そのほかにも、外務省では、在外公館において、各国政府関係者、報道関係者、有識
者等に対し、各種広報媒体を活用し、拉致問題についての説明・啓発を行った。

⑹　国連における取組
令和７年４月には国連人権理事会、同年12月には国連総会において、欧州連合（EU）

等が提出し、我が国が共同提案国となった、北朝鮮人権状況決議案が無投票で採択され
た。特に、同年12月の国連総会で採択された決議では、拉致問題に関してしっかりと記
載されており、具体的には拉致被害者及び家族が高齢化している中、深刻な人権侵害を
伴う国際的な拉致問題及び全ての拉致被害者の即時帰国の更なる緊急性及び重要性を深
刻な懸念をもって改めて強調し、拉致被害者及び家族が長きにわたり被り続ける多大な
苦しみ、特に平成26年（2014年）５月の日朝政府間協議に基づき、北朝鮮が全ての日本
人に関する調査を開始して以降、北朝鮮が何ら具体的かつ前向きな行動をとっていない
こと、及び強制的失踪作業部会等からの複数回の情報提供要請に対して同一かつ実質的
な内容がない回答をしていることに対し深刻な懸念を表明し、北朝鮮に対し、全ての強
制失踪の申立てへの対処に当たり、拉致被害者及びその家族の声に真摯に耳を傾け、速
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やかに被害者の家族に対する被害者の安否及び所在に関する正確、詳細かつ完全な情報
の誠実な提供、及び全ての拉致被害者に関する全ての問題の即時解決、特に全ての日本
人及び韓国人拉致被害者の即時帰国を改めて強く要求する内容となっている。

また、令和７年５月には、前年の国連総会決議に基づき、北朝鮮における人権侵害に
関する国連総会ハイレベル会合が開催され、日本、米国、韓国を始めとする各国から、
北朝鮮の人権侵害への深刻な懸念を表明し、拉致問題の即時解決を含め、具体的な行動
を求めるステートメントが行われた。

⑺　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めるための啓発活動
法務省の人権擁護機関では、「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよ

う」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、講
演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施している。令和７年度は、
全国人権擁護委員連合会、中部ブロック人権擁護委員連合会、名古屋法務局及び福井地
方法務局の共催で「拉致問題を考える講演会とコンサートの集い」を実施した。

なお、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取組は、前記14⑴のとおりである。

⑻　北朝鮮当局による人権侵害問題に対する適切な対応
法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相

談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、北朝鮮当局によって拉致さ
れた被害者等に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権
侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

北朝鮮当局によって拉致された
被害者等に対する人権侵犯 0 0 0 0 0

（法務省人権擁護局の資料による）
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15　性的マイノリティ

令和５年６月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現
に資することを目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関す
る国民の理解の増進に関する法律」（令和５年法律第68号。以下「理解増進法」という。）
が議員立法により成立・施行された。

政府は、理解増進法に基づき、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティ
ティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも
のであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不
当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現を目指しており、関係府省庁が横断的に連携し、性的指向及び
ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策（以下「理
解増進施策」という。）を総合的かつ効果的に推進することとしている。

⑴　性的マイノリティの人権に関する啓発広報
ア　内閣府では、理解増進法の趣旨や目的に関するＱ＆Ａ及びリーフレット、性的指向

及びジェンダーアイデンティティの多様性の尊重に関する考え方等を説明するパンフ
レットを作成するとともに内閣府ウェブサイト（https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/
index.html）に掲載し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性について
国民の理解の増進を図っている。特にパンフレットについては、令和８年２月に地方
公共団体等を通じて国民一般向けに配布も行った。

また、各府省庁、地方公共団体及び事業主等における理解増進の取組にも資するよ
う、都道府県・政令指定都市における理解増進施策の担当課の一覧、理解増進法第７
条に基づく理解増進施策の実施状況、理解増進法第９条に基づく学術研究等の成果物
及び理解増進法第11条に基づく性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡
会議の開催状況についても併せて内閣府ウェブサイトに掲載している。

イ　総務省では、地方公共団体における職員の採用に当たり、性的指向及びジェンダー
アイデンティティといった標準職務遂行能力及び適性の判定に必要のない事項の把握
を行うことは、「地方公務員法」（昭和25年法律第261号）第13条に規定する「平等取
扱いの原則」に反しているとの疑念を受けかねないものであることから、改めて採用
試験について点検することを依頼したり、各種ハラスメントの防止に向けて、厚生労
働省指針等を踏まえ、適切に取り組むことを要請したりするなど、性的指向及びジェ
ンダーアイデンティティの多様性に関する地方公共団体の職員の理解増進を図ってい
る。

ウ　法務省の人権擁護機関では、「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう」
を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子の配布等、各種人

https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html
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権啓発活動を実施している。
その一環として、性的マイノリティの人権問題を含めた職場における各種人権問題

について解説した啓発冊子及び啓発動画「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会
～」や、啓発動画「あなたが　あなたらしく生きるために　性的マイノリティと人権」
について、全国の法務局・地方法務局における配布や貸出し、YouTube法務省チャ
ンネルでの配信等を行っている。

また、令和５年３月から、企業・団体における性的マイノリティに関する取組を促
進するとともに、社会全体の性的マイノリティの方々に対する理解の増進に資するよ
う、企業等の取組事例を紹介する特設サイト「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」
において、投稿型コンテンツを運用しており、その周知を図っている。

⑵　学校教育における取組
文部科学省では、平成27年４月に、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か

な対応の実施等について」を通知し、学校における適切な教育相談の実施等を促してい
る。また、平成28年４月、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対す
るきめ細かな対応等の実施について」（教職員向けパンフレット）を文部科学省ウェブ
サ イト（https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/ 
01/1369211_01.pdf）において公表及び全国の小中高等学校等に配布するとともに、各都
道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独立行政法人教職員支援機構
が実施する「人権教育推進研修」等においても、周知徹底を図っている。さらに、令和
４年12月に公表した改訂版生徒指導提要において、「性的マイノリティ」に関する課題
と対応について新たに追記し、教職員への適切な理解の促進、教職員の人権感覚の醸成
及び相談体制の整備が重要であること、「性的マイノリティ」とされる児童生徒への配
慮と他の児童生徒への配慮との均衡を取りながら支援を進めること等について記載して
いる。加えて、日本学生支援機構が作成した「大学等における性的指向・性自認の多様
な在り方の理解増進に向けて」（教職員向け啓発資料）を活用し、大学等の教職員が出
席する会議等を通じて、学生の意思等に配慮したきめ細かな対応を依頼するなどの取組
を実施している。

このほか、理解増進法の成立・施行を踏まえ、同法の趣旨や、文部科学省における性
的マイノリティの児童生徒等への対応に関する取組について、教育委員会や大学等に周

「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」
特設サイト

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf
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知を行った。

⑶　性的マイノリティの人権をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応
ア　厚生労働省では、性的マイノリティに関することを理由としたものも含め、社会的

なつながりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置す
るとともに、必要に応じて面接相談や同行支援等を実施して具体的な解決につなげる
寄り添い支援を行っている。

また、職場における性的マイノリティに関する理解を促進するため、性的マイノリ
ティに関する企業の取組事例等を調査する事業を実施し、調査結果等を踏まえつつ、
企業が職場において活用可能な周知啓発資料を作成した。

さらに、男女雇用機会均等法に基づく職場におけるセクシュアルハラスメント防止
のための指針及び求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止のための指針に
おいて、相手が性的マイノリティであるかどうかにかかわらず、性的な言動がセクシュ
アルハラスメントに該当する旨を明記しており、また、労働施策総合推進法に基づく
職場におけるパワーハラスメント防止のための指針及び職場におけるカスタマーハラ
スメント防止のための指針において、性的マイノリティに関する侮辱的な言動を行う
こと等をパワーハラスメントやカスタマーハラスメントに該当すると考えられる例と
して明記している。

このほか、公正な採用選考についての事業主向けパンフレット等に「性的マイノリ
ティなど特定の人を排除しない」旨記載し、ウェブサイト上にも公表している。

イ　法務省の人権擁護機関では、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権
相談所において人権相談に応じている。人権相談等を通じて、性的マイノリティに関
する嫌がらせ等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として
調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

性的マイノリティに関する人権侵犯 9 9 26 12 9
（法務省人権擁護局の資料による）
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16　令和7年度啓発活動強調事項に掲げた人権課題

政府は、人権教育・啓発に関する基本計画の「各人権課題に対する取組」に掲げられて
いない人権課題についても、それぞれの問題状況に応じて、その解決に資する施策を実施
している。

その中には、広島・長崎の原子爆弾被爆者に関する人権問題として、被爆に関するいわ
れなき差別や風評被害等といった、筆舌に尽くし難い長年にわたり生じている人権問題等、
唯一の戦争被爆国である我が国において、引き続き、施策強化を必要とするものもある。

ここでは、法務省の人権擁護機関が啓発活動強調事項として掲げている課題を取り上げ、
各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめた。

⑴　ホームレスの人権及びホームレスの自立の支援等
平成14年に制定された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」（平成14年

法律第105号）では、ホームレスの自立の支援等に関してはホームレスの人権に配慮す
ることが定められている。同法は10年間の時限法として制定されたものであるが、平成
24年６月にその期限が５年間延長され、平成29年６月に更に10年間延長されたところで
ある。

また、同法に基づき、令和５年７月にホームレスの実態に関する全国調査の結果を踏
まえて策定した「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」では、ホームレス及び
近隣住民の双方の人権に配慮しつつ、啓発広報活動、人権相談等の取組により、ホーム
レスの人権の擁護を推進することが必要であること等が盛り込まれている。

これらも踏まえ、法務省の人権擁護機関では、「ホームレスに対する偏見や差別をな
くそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動
を実施している。

また、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相談
に応じている。人権相談等を通じて、ホームレスに対する嫌がらせ等の人権侵害の疑い
のある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措
置を講ずることとしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

ホームレスに関する人権侵犯※ 1 0 0 0 0
※　令和６年までは、「ホームレスに対する人権侵犯」の件数として集計。

（法務省人権擁護局の資料による）

⑵　人身取引（性的サービスや労働の強要等）事犯に対する適切な対応
人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であり、人道的観点から

も迅速・的確な対応が求められている。これは、人身取引が、その被害者に対して深刻
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な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に困難だからである。
ア　政府は、「人身取引対策行動計画2022」（令和４年12月）に基づき、関係閣僚から成

る「人身取引対策推進会議」を随時開催するなどして関係行政機関が緊密な連携を図
りつつ、人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な保護を推進している。

令和７年８月、人身取引対策推進会議の第11回会合を開催し、我が国における人身
取引による被害の状況や、関係府省庁による人身取引対策の取組状況等をまとめた年
次報告「人身取引（性的サービスや労働の強要等）対策に関する取組について」を決
定・公表し、引き続き、人身取引の根絶を目指し、人身取引対策に係る取組を着実に
進めていくことを確認した。さらに、同会議の第12回会合における官房長官指示のと
おり、政府一丸となった人身取引対策の一層の強化のため、各府省庁において、「人
身取引対策行動計画2022」の改定に向けた作業を行った。

イ　出入国在留管理庁では、人身取引対策への取組を、「出入国在留管理」（出入国在留
管理行政の現状についての報告書）、パンフレット及びウェブサイトに掲載しており、
ウェブサイトにおいては多言語で人身取引被害者の保護に必要な情報を提供している。

また、政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて、毎年６
月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」として、国民を始め、外
国人を雇用する企業、関係団体等に、外国人の人権に配慮した適正な雇用等に係る啓
発活動を行っている。

ウ　法務省の人権擁護機関では、「人身取引をなくそう」を啓発活動強調事項の一つと
して掲げ、啓発冊子の配布等、各種人権啓発活動を実施している。

また、全国の法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談所において人権相
談に応じている。人権相談等を通じて、性的サービスや労働の強要等の人権侵害の疑
いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切
な措置を講じている。さらに、平成27年10月から、人権侵犯事件の調査救済手続にお
いて、男性を含めた人身取引被害者に対し、緊急避難措置として宿泊施設を提供する
制度を運用している。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

人身取引に関する人権侵犯 0 0 0 4 0
（法務省人権擁護局の資料による）

エ　外務省では、被害者の我が国への入国を未然に防止する観点から、在外公館等にお
ける査証審査を厳格に行っている。また、在外公館に赴任中及び赴任前の領事職員に
対し、人身取引の防止も含めた査証審査の観点から、水際対策としての査証の役割や、
赴任国における関係機関との連携等、人身取引防止対策に関する講義を実施している。
さらに、外務省ウェブサイト上で「人身取引対策に伴う査証審査厳格化措置」につい
ての広報活動を実施している。

加えて、我が国で認知された外国人人身取引被害者に対しては、国際移住機関（IOM）
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への拠出を通じ、人身取引被害者の帰国支援及び帰国後の社会復帰支援事業（就労・
職業支援、医療費の提供等）を行っており、平成17年５月１日以降令和８年３月31日
までに、計378人の被害者が同事業により母国への安全な帰国を果たした。

このほか、外国人被害者の相談窓口等を記載した警察庁作成の多言語対応リーフ
レットや内閣府作成のポスター及びリーフレットを在外公館等に配布し、人身取引の
啓発と被害者の認知促進に努めている。また、我が国は、IOMが事務局を務める「バ
リ・プロセス」（密入国・人身取引及び国境を越える犯罪に関する地域閣僚会議フォロー
アップ・プロセス）のウェブサイト運営を継続的に支援している（http://www.
baliprocess.net）。

オ　内閣府では、人身取引
のうち性的サービス等の
強要に関する被害者向け
及び需要者向けの２種類
の啓発用ポスター及び
リーフレットを作成し、
地方公共団体、空港・港
湾、大学・高等専門学校
等、日本旅行業協会、国
際移住機関（IOM）、そ
の他関係機関等に配布す
るとともに、SNSを活用
し、我が国における人身取引事犯の実態、人身取引事犯の防止・撲滅及び被害者の保
護に係る取組に関する広報を行い、被害に遭っていると思われる者を把握した際の通
報を呼び掛けた。

カ　警察庁では、人身取引被害の警察等への
連絡を呼び掛けるリーフレットを多言語で
作成し、人身取引被害者等の目に触れやす
い場所へ配布するなどしているほか、NGO
と意見交換をしながら人身取引の実態を示
した資料を作成し、リーフレットとともに
警察庁ウェブサイトに掲載している。

また、警察庁の委託を受けた民間団体が
市民から匿名による人身取引事犯等に関す
る通報を受け付ける「匿名通報事業」

（https://www.tokumei24.jp/）を運用して
いる。

ポスター
「人身取引対策」（需要者向け）

ポスター
「人身取引対策」（被害者向け）

リーフレット「人身取引対策」

http://www.baliprocess.net
http://www.baliprocess.net
https://www.tokumei24.jp/
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キ　厚生労働省では、人身取引対策行動計画2022に基づき、女性相談支援センターにお
いて、国籍・年齢を問わず、人身取引被害女性の保護を行い、その宗教的生活や食生
活を尊重した支援を実施している。

⑶　震災等の災害に伴う人権問題
平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、被災地域が東日本全域に及び、死者

１万5,901人、行方不明者2,519人の甚大な人的被害が生じた（警察庁調べ）未曾有の大
災害である。また、地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、
被害をより深刻なものとした。東日本大震災による避難者は、被害の大きかった岩手県、
宮城県及び福島県を中心に令和８年２月１日時点で２万6,281人に及んでいる（復興庁
調べ）。

このような大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づき他人を不当に扱った
り、被災者等に対する偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動は、
人権侵害に当たり得るのみならず、避難や復興の妨げにもなりかねない。

令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震においては、インターネット上で
偽・誤情報が流通・拡散したことから、法務省は、SNSアカウントにより、正しい情報
と冷静な判断に基づき、思いやりの心を持って行動すること、真偽の不確かな情報につ
いては、安易に拡散せず、国、地方公共団体などの行政機関や国際機関などの専門機関、
新聞やテレビなどの報道機関やファクトチェック団体が発表している情報を確認するこ
と、どのような意図であれ、SNS等に偽・誤情報を投稿する行為は、社会を混乱させたり、
他人に迷惑をかけたり、罪になる場合もあるため、くれぐれも慎むこと等の注意喚起を
実施したほか、総務省は、SNSアカウントにおける注意喚起のほか、主要なSNS等のプ
ラットフォーム事業者に対し、利用規約等を踏まえた適正な対応を行うよう要請も行った。

また、法務省では、東日本大震災の発生から15年となる令和８年３月11日に合わせ、
人権擁護局の公式SNSにおいて、災害発生時における不確かな情報に基づく不当な取扱
いや、偏見や差別をあおることを意図したインターネット上への虚偽の情報の投稿に備
え、普段から、正しい情報と冷静な判断に基づき、思いやりの心をもって行動するよう、
改めて呼びかけを行った。

さらに、大規模災害から受ける影響は女性と男性とで異なり、特に女性やこども、脆
弱な状況にある人々の状況がより厳しくなる傾向がある。これまでの災害においては、
様々な意思決定過程への女性の参画が十分に確保されず、女性と男性のニーズの違いな
どが配慮されないといった課題が生じた。こうした状況を改善するには、防災・復興に
女性が「主体的な担い手」として取り組み、平常時からあらゆる災害対策に女性の視点
を取り入れることが重要であり、平常時から男女共同参画の視点からの防災・復興の取
組を進め、地域の災害対応力の強化につなげていく必要がある。
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ア　避難生活における啓発等
ア　法務省の人権擁護機関では、「震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう」

を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、啓発冊子の配布のほか、誰もが当事者にな
り得る避難生活の実情を提示し、それを支援するために必要となる人権的配慮や、
将来を担うこどもたちへの適切な支援・教育について自発的に考えることを促すた
めの啓発資料として、これまで開催してきた「災害と人権に関するシンポジウム」
のダイジェスト動画を配信するなどの各種人権啓発活動を実施している。

また、風評に基づく差別的取扱い等、災害に伴って生起する様々な人権問題に対
処するとともに、新たな人権問題の発生を防止するため、被災者の心のケアを含め
た人権相談に応じている。人権相談等を通じて、震災等の災害に起因する偏見や差
別等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行
い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしている。

人権侵犯事件数（開始件数） 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

災害に起因する人権侵犯 0 0 0 0 0
（法務省人権擁護局の資料による）

イ　文部科学省では、被災したこどもの心のケア等への対応のため、学校等にスクー
ルカウンセラー等を派遣するために必要な経費を支援している。令和７年度予算に
おいても、被災地方公共団体の要望を踏まえ、スクールカウンセラー等を派遣する
ために必要な措置をしている。

イ　原発事故に伴う風評被害等
ア　東日本大震災から15年が経過したが、地震と津波に伴い発生した東京電力福島第

一原子力発電所事故に伴う風評に基づく偏見、差別は今なお懸念されている。
法務省の人権擁護機関では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う風評に基

づく差別的取扱い等、東日本大震災に伴って生起する様々な人権問題について対処
するとともに、新たな人権侵害の発生を防止するため、文部科学省が小・中・高等
学校等向けの資料として作成している放射線副読本について、法務省ウェブサイト
においても周知するなど、各種人権啓発活動を実施している。

イ　文部科学省では、神奈川県横浜市などで東京電力福島第一原子力発電所事故によ
り避難している児童生徒がいじめに遭い、学校等が適切な対応を行わなかった事案
を受けて、平成28年12月、被災児童生徒を受け入れる学校に対して、①原発事故の
避難者である児童生徒を含め、被災児童生徒へのいじめの有無等の確認を行うこと、
②被災児童生徒に対して、心のケア等、日常的に格別の配慮を行うこと等の対応を
求める通知を発出した。また、平成29年３月、国のいじめ防止基本方針を改定し、
被災児童生徒に対するいじめの未然防止・早期発見に取り組むことを新たに盛り込
み、教職員に対して適切な対応を求めている。さらに、同年４月11日、被災児童生
徒へのいじめの防止について、全国の児童生徒、保護者、地域住民、教育委員会等
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の職員、学校の教職員に向けて、文部科学大臣からメッセージを発表した。令和７
年度においては、引き続き、各教育委員会等の生徒指導担当者等を対象としたいじ
めに関する行政説明の開催等を通じて、上記の内容を含め、各教育委員会・学校等
に対し、被災児童生徒へのいじめに対する適切な対応を求めた。

このほか、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身に付け、理解を深めるこ
とができるよう、文部科学省が作成する放射線副読本について、全国の小・中・高
等学校等に周知を行った。なお、この放射線副読本の中では、避難児童生徒に対す
る差別やいじめを防止する内容も記載している。

⑷　ゲノム情報（遺伝情報）
ゲノム医療は、個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とする

ことにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって
個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題がある。ゲノム情報によ
る不当な差別等の具体的な事例として、就職・就労（人事評価を含む。）、生命保険の引
受け・支払、結婚等の場面における事例が報告されており、また、がんや難病の患者団
体を対象とした調査では、医療従事者、家族・親族、友人、職場の同僚等からの言動に
より傷ついた経験のほか、インターネット上で匿名投稿者からの誹謗中傷を受けた例も
示されている。ゲノム情報には疾患発症リスクや体質等の遺伝的特徴が含まれることか
ら、本人だけでなくその家族も不当な差別等の対象となり得る点が指摘されており、実
際に前記調査においても家族が不当な扱いを受けたとの報告もある。

このような状況に鑑み、令和５年６月16日に「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安
心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」（令
和５年法律第57号。以下「ゲノム医療推進法」という。）が成立した。同法は、良質か
つ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策に関し、基本理
念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他ゲノム医療
施策の基本となる事項を定めることにより、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進
することを目的とするものである。

ゲノム医療推進法第８条の規定に基づき、令和７年11月21日には「ゲノム医療施策に
関する基本的な計画」が閣議決定された。同計画では、「個人の権利及び利益を尊重し
ながらゲノム医療を推進することで、国民の健康に寄与することを目指す」ことを全体
目標とし、「国民の適切な理解と啓発」、「医療等の提供体制の構築」、「研究開発の推進」
の３分野の目標を定めており、特に、「国民の適切な理解と啓発」の分野では、ゲノム
情報による差別等への適切な対応の確保を図ることとしている。国民がゲノム情報に関
する基礎的理解を深め、遺伝的多様性を尊重し、相互理解と生命倫理への理解を促進す
ることにより、社会全体としてゲノム情報を適切に扱うためのリテラシーの向上を図る
ことが必要である。
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ア　対応方針の作成と周知
厚生労働省において、労働分野における不当な差別等を防止するため、採用選考時、

採用後にゲノム情報の収集を行わないことや、ゲノム情報を根拠に本人の望まない配
置転換や解雇を行わないこと等を雇用者に求める「ゲノム情報による不当な差別等へ
の対応の確保（労働分野における対応）」を策定し、周知を行った（令和６年８月20
日公開）。また、令和７年度厚生労働科学研究費補助金において、ゲノム情報による
不当な差別等に関する事例収集及び対応方針の整理を行う研究を開始した。

生命保険協会及び日本損害保険協会においては、生命保険と損害保険の引受け・支
払において遺伝学的検査結果の収集・利用は行わないこと等を定めた「遺伝情報によ
る不当な差別等への対応の確保（保険分野における対応）」の策定が行われ、金融庁
においてその周知が図られた（令和７年３月25日公開）。

イ　相談窓口と救済制度の周知
厚生労働省、個人情報保護委員会、金融庁及び法務省では、ゲノム情報による不当

な差別等に関する相談に対応するための相談窓口を設置している。また、厚生労働省
で は、「 ゲ ノ ム 医 療 に つ い て 」 の ウ ェ ブ サ イ ト（https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_59050.html）において、不当な差別を受けた場面等に応じた相談先を案内し、
必要な支援につながるよう周知を行っている。

トピックス

「ビジネスと人権」に関する我が国の取組

企業活動のグローバル化が進む中、投資家、市民社会、消費者等において、企業に
対して人権尊重を求める意識が高まっている。平成23年の第17回国連人権理事会（※）
においては、人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任、ビジネス関連
の人権侵害に関する救済へのアクセスについての原則を示した「ビジネスと人権に関
する指導原則：国連『保護、尊重及び救済』枠組みの実施」（以下「指導原則」という。）
が全会一致で支持された。また、平成27年に、国連において、「誰一人取り残さない」
世 界 の 実 現 を 目 指 す「 持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs（Sustainable Development 
Goals））」が定められた際にも、指導原則遵守の重要性が改めて確認されており、企
業がSDGsに取り組む上で、人権を尊重した行動をとることが求められている。

このような「ビジネスと人権」に対する国内外の関心の高まりを受けて、令和２年
10月、政府は、指導原則の着実な履行の確保を目指すものとして、また、SDGsの達
成に向けた主要な取組の一つとして、「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020-
2025）」（以下「行動計画」という。）を策定し、各府省庁において施策を進めるとと
もに、企業による人権尊重の取組を後押ししてきた。

また、令和４年９月には、日本政府として「責任あるサプライチェーン等における

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59050.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59050.html
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人権尊重のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定・公表した。
行動計画及びガイドラインの周知、人権デュー・ディリジェンスに関する啓発につ

いては、全府省庁で行うこととされており、各府省庁で各種取組が行われている。外
務省では、ビジネスと人権の関連情報を紹介するポータルサイトを立ち上げ、指導原
則の広報動画等を配信するとともに、ビジネスと人権に関する企業の取組事例集の公
表、外務省が主催するイベント情報の提供等を通じ、企業活動における人権尊重の考
え方の普及や啓発活動を行っている。また、行動計画の実施状況の確認に当たって、
必要な検討及び決定を関係府省庁が連携して行う場として、内閣官房副長官補の下で、

「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」を
開催している。令和５年４月に関係府省庁連絡会議において決定した、公共調達にお
ける人権配慮に関する政府の方針に基づき、全関係府省庁において、入札説明書や契
約書等に企業が人権尊重に取り組むよう努めることを求める記載を行っている。さら
に、幅広い関係者との対話の場である円卓会議及びその下に設けた作業部会の開催を
通じ、行動計画のフォローアップについて、ステークホルダーと議論を進めている。
加えて、国連開発計画（UNDP）への拠出を通じて、東南アジアを始め日本企業進出
国を中心に、各国における行動計画の策定・実施を支援するとともに、日本企業及び
その取引先（サプライヤー）による人権尊重の取組を支援している。

経済産業省においては、令和５年に中小企業を始めとして、本格的に人権尊重の取
組を行ったことのない企業が政府策定のガイドラインに沿った取組を進める際の後押
しとなるよう「サプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」（以下「実
務参照資料」という。）を作成・公表した。令和７年度には、ガイドラインや実務参
照資料の活用を促すため、中小企業庁と連携した中小企業向けのセミナー、経済産業
省主催の取組支援セミナーを開催し、周知・啓発を進めている。日本貿易振興機構（ジェ
トロ）では、海外諸国の法令等の情報発信、ガイドラインや実務参照資料に関する相
談対応を行っており、令和７年度には中小企業への伴走支援も実施した。さらに、電
子電機産業のサプライチェーンにおける企業間連携を促進する業界団体主導のイニシ
アティブを支援するとともに、全国社会保険労務士会連合会や国際労働機関（ILO）
と協力して、中小企業の人権尊重の取組をサポートできる専門人材の育成・強化を進
めている。また、東南アジア企業の経営層・管理職や業界団体を対象とした、責任あ
る企業行動の推進研修を実施するなど、国内外において、企業の人権尊重の取組を後
押しする活動に取り組んでいる。

厚生労働省では、「国内の労働分野における政策手段を用いた国際課題への対応に
関する検討会（ビジネスと人権検討会）」報告書の内容を踏まえ、国際労働基準を周
知するために作成した「労働におけるビジネスと人権チェックブック」の英訳版を令
和７年６月に作成し、厚生労働省ウェブサイトや日系企業向けのセミナーにおいて周
知している。また、令和７年12月に厚生労働省職員を対象としたビジネスと人権に関
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する研修を実施した。
農林水産省では、令和５年12月に「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」

を公表し、食品企業における人権尊重の取組を後押ししている。令和７年度は、食品
企業において人権尊重の取組の最前線で活躍されている方を講師として招き、講演を
実施した。また、企業による適切な対応を更に推進するため、取組の工夫やステップ
を示した事例集を作成した。

法務省の人権擁護機関では、企業関係者等を対象に、行動計画に基づく企業行動が
国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献し、企業価値の向上に寄与するこ
とへの理解を促進するとともに、人権的視点に立った企業活動を促すため、「ビジネ
スと人権」に関する取組を先進的に推進している中小企業の事例を紹介する「『ビジ
ネスと人権』ファーストステップ～中小企業向け取組事例集～」を作成したほか、企
業等が自ら研修を実施するための啓発資料「今企業に求められる『ビジネスと人権』
への対応」を法務省ウェブサイトに掲載するとともに、YouTube法務省チャンネル
で研修用動画を配信している。また、企業・団体及び個人が、人権を尊重する行動を
とることを宣言する投稿型コンテンツの特設サイト「Myじんけん宣言」についても、
インターネット動画広告等による周知を行うなどして、企業等に参加を呼び掛けてお
り、令和８年３月時点で1,400を超える企業等の方々が、自らの人権尊重に対する決
意等を「Myじんけん宣言」として表明している。さらに、全国の法務局・地方法務
局において、企業等からの要望に応じて、法務局職員や人権擁護委員を派遣して人権
研修を実施したり、企業内で問題となることの多い人権課題をテーマとした啓発動画
及び啓発冊子「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会」の配信・配布を行ったり
するなど、ビジネスと人権に取り組む企業等を支援する取組を実施している。これら
の人権に配慮した企業活動を一層促進するには、消費者の理解を促すことも重要であ
り、上記の「Myじんけん宣言」特設サイトは、人権尊重のために取り組む企業等の
姿勢を消費者の立場から確認し、理解を深める場にもなっている。

加えて、消費者庁においても、人や社会・環境に配慮した消費行動であるエシカル
消費の普及に取り組んでいる。

令和７年12月には、政府は、企業活動におけるより実効性のある人権尊重の促進を
図るため、行動計画を改定した。同行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、
８つの優先分野に関する政府の取組の方針や各種施策を記載したほか、企業に対し、
企業活動における人権への負の影響の特定、防止・軽減、評価及び説明・情報開示と
いう一連の行為から成る人権デュー・ディリジェンスの効果的な実施を行うこと等へ
の期待を表明した。政府は、引き続き同行動計画の実施や周知を通じて、ビジネスと
人権に関する関係府省庁の政策の一貫性を確保するとともに、責任ある企業行動の促
進を図り、国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進への貢献、日本企業の企業価
値と国際競争力の向上及びSDGs達成への貢献につなげていく。 
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※　国連人権理事会は、国連における人権の主流化の流れの中で、人権問題への対処能力強化
のため、国連総会の下部機関として平成18年にスイス・ジュネーブに設置された。 
 

トピックス

職場におけるハラスメント対策の推進
 

　パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の職場におけるハラスメント
は、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為である。
都道府県労働局や労働基準監督署等に設けられた総合労働相談コーナーには、職場の
いじめ・嫌がらせやハラスメントに関する相談が数多く寄せられており、職場におけ
るハラスメントは社会問題として顕在化している。

労働施策総合推進法等により、全ての事業主に対し、職場におけるパワーハラスメ
ント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護
休業等に関するハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられている。

厚生労働省では、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、
妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントの防止
措置が徹底されるよう、事業主への周知を行っている。また、法律に基づく措置を講

「Myじんけん宣言」特設サイト 平口法務大臣の「Myじんけん宣言」

ビジネスと人権ポータルサイト
（外務省ウェブサイト）

啓発冊子
「今企業に求められる
『ビジネスと人権』への
対応 概要版」

啓発冊子
「『ビジネスと人権』
ファーストステップ
～中小企業向け取組事例集～」
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じていない事業主に対しては、都道府県労働局において助言・指導等を適切に行って
おり、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には、円滑かつ迅速な解決が図られる
よう援助を行っている。さらに、職場におけるハラスメントの防止対策を促進するた
め、ハラスメント総合情報ポータルサイトの運営やパンフレット等による周知・啓発
を実施している。

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律（令和７年法律第63号）が令和７年６
月に公布され、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラ
スメント対策が、事業主の雇用管理上の措置として義務付けられることとなった。

令和８年２月には、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュア
ルハラスメント対策について、それぞれ事業主が講ずべき具体的な措置等について示
した指針が告示され、同年10月１日から施行・適用される。	

「令和８年10月１日からハラスメント対策が強化されます！」

令和８年 月１日からハラスメント対策が強化されます！

カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲
を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①～③の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やＳＮＳ等のインターネット上において行われるものも含まれます。

①顧客等とは、顧客、取引の相手方、施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等）の利用者そ
の他の当該事業主の行う事業に関係を有する者を指します。
（今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。）
②社会通念上許容される範囲を超えた言動の例

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理
的配慮の提供義務に留意する必要があります。

※その他、自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主
から事実確認等の措置の実施に関して必要な協力を求められた際は、これに応じるよう努めなければなりません。

【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く
関係のない要求

・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・不当な損害賠償要求

【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
・身体的な攻撃（暴行、傷害等）
・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土
下座の強要等）
・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動
・拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に
周知・啓発する

②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容（※）を、労働者に周知する
（※）管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、
犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

◆相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるように
する

◆事後の迅速かつ適切な対応
➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必
要な措置を講じ、労働者に周知する

⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを
されない旨を定め、労働者に周知・啓発する

◆対応の実効性を確保するために必要な
カスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対
処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該
対処を行うことができる体制を整備する

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを
行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に
周知・啓発する
②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを
行った者については、厳正に対処する旨の方針及
び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③求職活動等に関するルール（※）をあらかじめ明
確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例

◆相談体制の整備
④相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知
する
⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるように
する

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害され
るものをいいます。

・ インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的
かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手に
つかないこと

・ 求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職
者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

【求職者等とは】
■ 求職者（企業の求人に応募する者）
■ 求職者以外の者であって、
・ 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・ 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

【求職活動等とは】
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、
例えば以下のものが含まれます。なお、ＳＮＳ等のオンラインを介したものやオン
ライン上で行われるものも含まれます。
（例）企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者へ
の訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
（太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。）

◆事後の迅速かつ適切な対応
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦被害者に対する配慮のための措置を行う
⑧行為者に対する措置を適正に行う
⑨再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑩相談者等のプライバシーを保護するために
必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に
周知する
⑪労働者が事実関係の確認等の事業主の措置
に協力したこと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをされない旨を定め、労
働者に周知・啓発する

※ 例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、
やり取りに用いるＳＮＳの種類の指定等、面談等
を行う際の規則など

お問い合わせ先 お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

職場のハラスメント対策
リーフレット
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１　研修

⑴　検察職員
検察職員に対しては、経験年数に応じて実施する各種研修において、人権等に関する

講義を実施しているほか、日常業務における上司による指導等を通じ、基本的人権を尊
重した検察活動の徹底を図っている。

令和７年度の研修としては、新たに任官した検事85名を対象とした「新任検事研修」
や、検事として必要な一般的教養を高めるとともに、捜査・公判等検察実務に関する基
礎的な知識・技能を修得させることを目的とする任官後おおむね３年前後の検事65人を
対象とした「検事一般研修」、中堅検事として必要な捜査・処理及び公判運営等に関す
る専門的知識・技能を修得させることを目的とする任官後おおむね７年ないし10年の経
歴を有する検事63人を対象とした「検事専門研修」、副検事として必要な基礎的知識・
技能を習得させることを目的とする新任副検事28人を対象とした「副検事第１次研修」、
主として交通事犯、特別法犯などの捜査・処理及び公判立会に必要な高度の知識・技能
を習得させることを目的とする任官後４年程度を経過した副検事36人を対象とした「副
検事第２次研修」、検察実務に関する高度の専門的知識・技能を習得させるほか、区検
察庁の組織管理について理解を深め、その監督者として必要な管理能力を涵

かん

養すること
を目的とする任官後11年程度を経過した副検事26人を対象とした「副検事第３次研修」
等において、犯罪被害者や被疑者・被告人等の人権に関する講義や国際人権関係条約に
関する講義等を実施した。

⑵　矯正施設職員
初任研修課程及び任用研修課程において、新採用職員、幹部職員等に対し、被収容者

の権利保障・国際準則等、人権啓発、個人情報の保護、犯罪被害者の人権、各種ハラス
メント等に係る講義を実施しているほか、憲法、成人矯正法等の講義においても人権に
関する視点を取り入れている。

また、令和７年度は、専門研修課程において、矯正施設で勤務し、被収容者の処遇等
に従事する職員に対し、相手の立場に立ち、相手の気持ちを考えながら冷静な対応がで
きる能力を習得させるとの観点から、民間プログラムによる実務に即した行動科学的な
視点を取り入れた研修を行った（「アンガー・マネジメント」研修：刑事施設の中間監
督者及び少年鑑別所の専門官等34人。その他別途指定した施設において臨時的に実施。）。

さらに、矯正施設の上級幹部職員を対象として、組織マネジメントやリーダーシップ
の在り方に重点を置いた研修を実施するなど、管理職の人権意識の向上に努めている。

このほか、各矯正施設においては、事例研究、ロールプレイング等の実務に即した自
庁研修を行うなど、職員の人権意識の向上に努めている。
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⑶　更生保護官署関係職員
更生保護官署関係職員を対象として、在職年数等に応じて実施している各種研修にお

いて、保護観察官に対しては、犯罪被害者及び保護観察等対象者等の人権等に関する講
義を、社会復帰調整官に対しては、対象行為の被害者及び医療観察対象者の人権等に関
する講義を、それぞれ実施するなどしており、令和７年度は延べ376人に対して、人権
に関する講義を実施した。

保護観察所が実施している全ての保護司を対象とした地域別定例研修や保護司として
の経験年数等に応じた各種研修においても、保護観察等の処遇の場面で人権や個人情報
の取扱い等に配慮するよう啓発に努めている。

⑷　出入国在留管理庁職員
出入国在留管理庁職員を対象に実施している職員研修においては、外部の専門家を講

師に招くなどして、研修の目的に応じ、人権関係法規や外国人の人権等の講義を実施し
ており、様々な視点から職員の人権意識向上を図っている。

また、出入国在留管理官署の業務の中核を担う職員を対象として、人権に配慮した的
確かつ適切な対応能力を身に付けることを目的とする人権研修も実施しており、人権に
関する諸条約のほか多様な人権について講義を実施している。

さらに、人身取引及び配偶者からの暴力（DV）事案を取り扱う中堅職員を対象に、
これら事案に対する知識・意識向上のため、人身取引対策及びDV事案対策に係る事務
従事者研修を実施している。

人権研修並びに人身取引対策及びDV事案対策に係る事務従事者研修については、令
和７年度は、合計55人が受講した。

このほか、出入国在留管理庁全職員を対象とした人権研修も併せて実施している。

⑸　教師・社会教育関係職員
独立行政法人教職員支援機構及び各都道府県等において、人権尊重意識を高めるため

の研修を実施している。独立行政法人教職員支援機構が主催する「人権教育推進研修」
については、令和７年度は、100人が研修に参加した。

また、社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の資格付与のための講習や
現職を対象にした研修において人権問題を取り上げ、人権問題に関する正しい知識を
持った社会教育主事の養成を図っている。令和７年度は、資格付与の講習として全国15
か所の大学その他の教育機関に委嘱した。

⑹　医療関係者
厚生労働省では、医師については、大学医学部卒業・医師免許取得後の臨床研修（２

年以上）において、人の尊厳を幅広く理解するための教育内容を含めることを求める医
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師臨床研修指導ガイドラインを臨床研修病院に周知するなど、患者等の人権を十分に尊
重するという意識・態度の育成を図っており、歯科医師については、大学歯学部卒業・
歯科医師免許取得後の臨床研修（１年以上）において、人の尊厳を守るための教育内容
を含んだ歯科医師臨床研修の到達目標を定めており、患者等の人権を十分に尊重すると
いう意識・態度の育成を図っている。また、看護師については、看護基礎教育において、
職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解し、人権意識の普及・高揚を図る内
容を含むことを求める看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインを周知するなど
して育成を図っている。さらに、臨床検査技師等の医療関係者については、基礎分野の
教育において、生命倫理及び人の尊厳を幅広く理解するための教育内容を含めることを
求める当該医療関係者の養成所指導ガイドラインを周知するなど、患者等の人権を十分
に尊重するという意識・態度の育成を図っている。

⑺　福祉関係職員
令和７年度は主任児童委員等を対象に、８月７日及び８日に全国児童委員・主任児童

委員活動研修会を開催し、関係機関との連携、委員活動における課題等について検討を
行い、更なる活動の推進に必要な対応等について理解を深めた。

また、児童福祉関係施設におけるこどもの人権を尊重した支援を充実させるため、国
立武蔵野学院附属人材育成センターにおいて、児童自立支援施設の施設長や指導的立場
にある職員などに対して「新任施設長研修」や「スーパーバイザー研修」などの研修を
行った。

虐待の防止や対応に携わる者の研修の充実については、児童虐待問題や非行・暴力等
の思春期問題に対応する第一線の専門的援助者の研修を行う「子どもの虹情報研修セン
ター（日本虐待・思春期問題情報研修センター）」、「西日本こども研修センターあかし」
において、児童相談所、児童福祉施設、市町村、保健機関等の職員を対象とする各種の
専門研修を行うとともに、「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第63号）
により、市町村（特別区を含む。）の要保護児童対策地域協議会の調整機関へ配置され
る専門職や児童相談所の児童福祉司について研修を義務化するなど、これら職員の資質
の向上を図っている。

⑻　海上保安官
海上保安庁では、海上保安大学校等における初任者教育機関において、基本的人権に

配意した適正な職務執行をするため、基本的人権についての教育を行っている。また、
現場へ配属された後も階層別等の研修を通じ、引き続き基本的人権に配意した適正な職
務執行をするため、様々な人権に関する教育を行っている。
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⑼　労働行政関係職員
厚生労働省では、職員の職位に応じて行われる中央研修及び都道府県労働局の新規採

用職員を対象とする中央研修において、部落差別（同和問題）等を中心とする人権の講
義を実施している。令和７年度は、2,051人が受講した。

⑽　消防職員
消防庁消防大学校では、消防本部の幹部職員等に対し、指導者として必要な資質の向

上のため、性的マイノリティに関する知識を含め、ハラスメント等を始めとする人権問
題に関する講義を実施している。令和７年度は、414人が受講した。

⑾　警察職員
警察では、新規採用及び昇任時の研修や警察署等における職場研修等の様々な機会を

捉えて、人権の尊重を大きな柱とする「職務倫理の基本」に重点を置いた教育を行うと
ともに、基本的人権に配意した適正な職務執行を期する上で必要な知識・技能を修得さ
せるための各種教育を行っている。

⑿　自衛官
防衛省・自衛隊では、新隊員や学生等を中心に、基本的人権の尊重等についての教育

を実施している。また、自衛隊の学校等の各種段階に応じた教育課程において、有事に
おける捕虜等の人権を保護するため、「捕虜の待遇に関する1949年８月12日のジュネー
ヴ条約」（昭和28年条約第25号）をはじめとする国際人道法に関する教育を実施している。

⒀　公務員全般
ア　法務省では、人権問題に関して、国家公務員等の理解と認識を深めることを目的と

して、中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国家公務員等研修会を開催してい
る。令和７年度は、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動
計画」の内容を踏まえ、「障害のある人と人権」をテーマとして、旧優生保護法の歴
史的経緯や被害当事者の声を取り入れた講義等を10月27日から12月26日までの期間、
リモート形式にて実施し、合計6,580人が受講した。

また、地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象として、指導者として必
要な知識やスキルを習得させることを目的とした人権啓発指導者養成研修会を実施し
ている。令和７年度は、本研修においても「障害のある人」や「旧優生保護法」を必
修科目として10月３日から12月26日までの期間、リモート形式にて実施し、合計842
人が受講した。

イ　人事院では、主として総合職試験に合格して新規採用された全府省の職員を対象と
して実施している初任行政研修において、法務省が作成した啓発冊子「人権の擁護」
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を配布するとともに、人権諸問題に関するカリキュラムを取り入れた研修を実施し、
人権一般に対する認識を更に深めるよう指導を行った。令和７年度は、778人が受講
した。また、令和７年度に四半期ごとに実施した「新しく採用された職員のための研
修パッケージ」において、受講者に人権啓発冊子などの人権啓発に関する情報を提供
した。

ウ　外務省では、在外公館の領事担当官及び在外公館で領事を担当する予定の赴任予定
者（66人）に対し「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」（平成26年条約
第２号。以下「ハーグ条約」という。）やDV被害者対応に関する講義及び人身取引問
題等に関する講義を行った。同じく、在外公館の警備対策官として赴任予定の者（75
人）を対象に在外公館警備対策官研修を実施し、ハーグ条約に関する講義や人身取引
問題等に関する講義を行った。また、新規採用職員研修等各種研修において、人権や
職場での倫理規定に係る講義を行っている。

エ　自治大学校では、地方公共団体の幹部となる地方公務員の政策形成能力等を総合的
に養成することを目的に高度な研修を行っており、令和７年度の人権教育については、
都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市・その他市区町村等の職員を対象とした
研修において実施し、475人が受講した。

オ　農林水産省では、令和７年９月に「ビジネスと人権」に係る職員研修（「農林水産業・
食品産業と『ビジネスと人権』」に係る講義）を実施し、133名が受講、後日講義内容
の動画を省内研修サイトに掲載し約254回の視聴があった。

２　国の他の機関との協力

裁判官研修を担当する司法研修所においては、経験年数や役割に応じて実施する各種
研修において、裁判官として職務上必要な知識及び知見を涵

かん

養する一環として、人権に
関する理解を更に深めることを目的に、人権に関する講演等を設定している。

令和７年度の研修としては、判事補に対する任官直後及び任官後おおむね３年前後の
時点における研修、新任簡易裁判所判事に対する研修のほか、新たに支部長・部総括判
事となった裁判官を対象とする各研修において、人権擁護全般又は国際人権法に関する
講演等を取り入れた研修を実施した。

また、新たに判事に任官した者を対象とする研修においては、例年、人権に関する具
体的なテーマについての講演を設定しており、令和７年度は「こどもの人権」に関する
講演を実施した。

令和７年度は、計378人が上記研修を受講した。



121

第４章第４章
総合的かつ効果的な
推進体制等



122122

第４章　総合的かつ効果的な推進体制等

１　実施主体の強化及び周知度の向上

⑴　実施主体の強化
人権啓発を効果的に推進するためには、人権啓発の実施主体の体制を質・量の両面に

わたって強化していく必要があるが、特に、各地域に密着した効果的な人権啓発を行う
ためには、全国に約１万4,000人配置されている人権擁護委員との連携が有効かつ不可
欠である。

また、複雑・多様化する人権問題に適時適切に対応し、人権擁護委員活動の一層の活性
化を図るためには、人権擁護委員組織体の体制を充実・強化し、人権擁護委員組織体自ら
が自主的かつ積極的な人権啓発活動等を推進していく体制を整備していく必要がある。

⑵　周知度の向上
法務省では、法務省の人権擁護機関の周知を図るなどの目的のため、啓発冊子「人権

の擁護」並びに人権擁護委員制度について説明したリーフレット及び冊子を作成し、人
権週間や人権擁護委員の日を中心に講演会等で配布するなど、周知活動の強化を図って
いる。取り分け、令和７年度は、東京大学発の知識集団によるWebメディア「QuizKnock」
とコラボした動画をYouTubeのQuizKnockサブチャンネルにおいて配信するとともに、
QuizKnockのサイト上に人権や人権擁護委員に関するクイズを掲載し、若年層を中心と
した周知度の向上を図った。

また、法務省の人権擁護機関による調査救済制度等を周知するためのリーフレット「法
務局による相談・救済制度のご案内」を配布し、調査救済制度等の周知を図った。

啓発冊子
「人権の擁護」

冊子
「あなたの街の相談パートナー

人権擁護委員」

リーフレット
「あなたの街の相談パートナー　人権擁護委員」

リーフレット
「法務局による相談・救済制度のご案内」

QuizKnockとのコラボ画像
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２　実施主体間の連携

⑴　人権教育・啓発関係府省庁連絡会議
令和６年６月３日、人権教育・啓発推進法第３条の基本理念にのっとり、国内の社会

経済情勢の変化や国際的潮流の動向等に適切に対応した人権教育及び人権啓発に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、人権に関わる教育・啓発活動を行って
いる関係府省庁間で情報を共有し、その密接な連携・協力を図ることを目的として、関
係府省庁申合せにより、人権教育・啓発関係府省庁連絡会議を設置した。

令和８年２月26日に開催された幹事会では、第二次基本計画を踏まえた関係府省庁の
取組について共有され、関係府省庁間での相互に連携した取組について志向された。

今後も、同会議において、関係府省庁間での情報共有のほか、人権教育・啓発に関す
る施策の推進方策や推進体制等について検討を行っていくこととしている。

⑵　人権啓発活動ネットワーク協議会
法務省では、平成12年９月までに「人権啓発活動都道府県ネットワーク協議会」を都

道府県単位（北海道については、法務局及び地方法務局の管轄区域単位）で設置し、ま
た、平成20年３月までに市町村、人権擁護委員協議会等を構成員とする「人権啓発活動
地域ネットワーク協議会」を全国193か所に設置した。これらのネットワーク協議会を
利用して、国、地方公共団体、人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発の実施主体が、
それぞれの役割に応じて相互に連携・協力することにより、各種の人権啓発活動の効率
的かつ効果的な実施に努めている。

⑶　文部科学省と法務省との連携
法務省の人権擁護機関が実施する人権教室、啓発教材の活用や、「こどもの人権SOS

ミニレター」等の相談事業について、文部科学省の協力を得て学校現場に周知している
ほか、学校や地域の実情に応じて、人権擁護委員のコミュニティ・スクールへの参画を
進めるなど、学校等と法務省の人権擁護機関との更なる連携強化を図っている。

⑷　スポーツ組織との連携・協力
法務省の人権擁護機関では、人権尊重思想を若年層に普及させるため、フェアプレー

の精神等をモットーとし、青少年層や地域社会において世代を超えた大きな影響力を有
するＪリーグ加盟クラブ、プロ野球球団等のスポーツ組織と連携・協力を行っており、
スタジアムにおける各種人権啓発活動、人権スポーツ教室や一日人権擁護委員イベント
への選手派遣等、ファン・サポーターへの人権啓発において連携を図っている。
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⑸　民間企業等と連携・協力した啓発活動
法務省の人権擁護機関では、携帯電話会社と連携・協力してスマートフォン等の安全

な利用について学ぶための人権教室（20頁参照）や、社会福祉協議会等と連携してパラ
スポーツ体験等と組み合わせた人権教室（56頁参照）を実施するなど、民間企業等と連
携した人権啓発活動に取り組んでいる。

また、「人種・障害の有無などの違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う共
生社会」の実現に向けた啓発活動（人権ユニバーサル事業）を地方公共団体に委託して、
民間企業、学校、障害者団体等と連携した人権啓発活動を実施している。

３　担当者の育成

⑴　人権啓発指導者養成研修会
法務省の人権擁護機関では、地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象とし

て、指導者として必要な知識やスキルを習得させることを目的とした人権啓発指導者養
成研修会を実施している（119頁参照）。

⑵　人権擁護事務担当職員及び人権擁護委員に対する研修
法務省では、人権擁護事務に従事する法務局・地方法務局の職員を対象とした人権擁

護事務担当職員実務研修や調査救済事務担当者研修、法務局・地方法務局の人権擁護課
長、支局長等を対象とした専門科研修等を実施し、人権擁護行政に携わる職員の養成を
している。

人権擁護委員に対しては、新任委員に対する委嘱時研修を始め、初委嘱後６か月以内
の委員を対象とした第一次研修、初委嘱後２年以内の委員を対象とした第二次研修、初
めて再委嘱されてから１年以内の委員を対象とした第三次研修等を通じて、人権擁護委
員としての職務遂行に必要な知識及び技能の習得を図っているほか、人権擁護委員活動
及び人権擁護委員組織体の運営において中心的役割を担う立場にある人権擁護委員に対
し、人権擁護委員指導者養成研修を実施している。

このほかにも、人権擁護委員組織体が中心となり、自主的に各種研修会を企画し、実
施している。

⑶　公正採用選考人権啓発推進員に対する研修
厚生労働省では、「公正採用選考人権啓発推進員」に対し、研修会を開催し、また、

従業員の採用選考に影響力のある企業トップクラスに対し、「事業所における公正な採
用選考システムの確立」について研修会を開催した。



125125

第
４
章

総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
体
制
等

４　人権教育啓発推進センターの充実

人権教育啓発推進センター（16頁参照）は、民間団体としての特質を生かした人権教
育・啓発活動を総合的に行うナショナルセンターとしての役割を果たすため、法務省、
地方公共団体等からの委託事業のほか、情報誌「アイユ」の刊行、ウェブサイトによる
情報提供、各種人権啓発パンフレットの作成、地方公共団体・企業等を対象とした研修
の受託業務等の独自の事業を行っている。同センター主催の研修として、令和７年度は、
人権講座を４回開催したほか、各種セミナーを開催した。

また、地方公共団体、各種研究団体等で制作した書籍・図画・ビデオ等を収集・購入
し、同センター内に設置した人権ライブラリーにおいて、これら書籍・図画・ビデオ等
の貸出し等を行っている。

さらに、国及び地方公共団体等から提供された人権教育・啓発に関する各種情報・資
料等を収集・整理し、利用者が検索・利用できるよう、人権ライブラリーのウェブサイ
ト（https://www.jinken-library.jp/）を通じて情報提供を行っている。

５　マスメディアの活用及びインターネット等IT関連技術の活用等

テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアやインターネットといった様々な媒体を活用
し、女性に対する暴力やAV出演被害問題等の女性の人権問題、児童虐待やいじめ等の
こどもの人権問題等のほか、SNSなどインターネット上での誹謗中傷対策等について広
報を行った。また、「こどもの人権110番」、「法テラス」等、各種人権相談窓口について
も広く周知した。

６　民間のアイディアの活用

法務省では、人権教育啓発推進センター（16頁参照）に対し、人権啓発活動の推進に
効果的な啓発教材の作成、啓発動画の制作、人権シンポジウムの開催等、各種の人権啓
発活動事業を委託するとともに、ポスター等の作成に当たっては、民間の制作会社の意
見を取り入れるなどしている。

また、地方公共団体等を対象とする人権啓発指導者養成研修会や法務局・地方法務局
の人権担当者に対する研修等において、民間から各人権課題に関する専門家等を講師と
して招き、講義等を行っている。

さらに、「人種・障害の有無などの違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う
共生社会」、いわゆる「ユニバーサル社会」を実現するため、民間企業や学校、障害者
団体等と連携した人権啓発活動である「人権ユニバーサル事業」を地方公共団体へ委託
し、実施している。

https://www.jinken-library.jp/
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参考資料１

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
（平成12年法律第147号）
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参考資料２

人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）
（令和７年６月６日閣議決定）

第１章　はじめに
「人権教育・啓発に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）は、「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」1（以下「人権教育・啓発推進法」という。）第７条の規定に基づき、人権教育及び人権啓発（以下
「人権教育・啓発」という。）に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、策定されるものである。

そして、我が国の人権教育・啓発施策は、全ての国民に基本的人権の享有を保障する「日本国憲法」の下で、
平成14年に策定された基本計画2（以下「第一次計画」という。）に沿って進められてきた。

しかし、第一次計画の策定以降、社会や経済を取り巻く情勢が大きく変化したこともあいまって、我が国の人
権状況は大きく様変わりしている。第一次計画においても指摘されていた国際化、情報化、少子高齢化はますま
す進み、それによって各人権課題における問題状況が複雑化するなど変化したほか、社会における人権意識の高
まりとともに新たに生起又は顕在化した人権課題も存在している。

とりわけ、近年においては、様々な人権課題に関連して、インターネットを介した人権侵害が深刻化している
ところ、このような状況が更に進むことによって、社会の分断を招き、ひいては、基本的人権の根幹を揺るがす
おそれが生じることにもなりかねない。

また、国外の動きに目を向けると、第一次計画がよりどころとしていた「人権教育のための国連10年に関する
国内行動計画」が平成16年に終了した後、国連では「人権教育のための世界計画」3 を実施しているほか、企業
に対して人権尊重に向けた取組を求める「ビジネスと人権」に関する国際的な要請が高まるなどしており、人権
に関する国際的潮流の動向にも変化が生じている。政府においては、第一次計画に掲げられた人権教育・啓発に
おける基本理念や推進方策を基礎にしつつ、新たに生起又は顕在化した人権課題についても、必要に応じて人権
啓発活動強調事項に取り上げるなどしながら施策を行ってきたところであるが、第一次計画策定後の社会経済情
勢や国際的潮流の動向を踏まえ、各種人権課題の解決に向け、人権教育・啓発に関する施策の更なる推進を図る
ため、新たな基本計画を定めることとする。

第２章　第一次計画策定後の社会経済情勢の変化と国際的潮流の動向
１　人権をめぐる社会経済情勢の変化

第一次計画策定後の社会経済情勢の変化は著しいものがあるが、特に、以下の点に留意する必要がある。
⑴　国際化

令和６年６月末の我が国の在留外国人数は358万8,956人と過去最高を記録した4。政府は、「外国人との
共生社会の実現に向けたロードマップ」5を策定し、目指すべきビジョンの一つとして、「外国人を含め、
全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏見なく暮らすことができる社会」を掲げ、各種
取組を進めている。

国際化は、都市部のみならず国内全ての地域で進んでおり、文化的背景の相違や無理解等による偏見や
差別が依然として少なからず存在している。前記ビジョンを実現するためには、全ての人が多様性を尊重
し、共に社会をつくっていくことの必要性や意義に対する理解を深めていくことが求められている。

また、経済活動の国際化も進んでいる。情報化ともあいまって、個人が日常的に国際的電子取引を行っ
ているほか、多くの企業が世界各地に拠点を設けており、我が国は、特にアジア諸国と共にサプライ
チェーンを整備し、各国と強い経済的結びつきを有している。
⑵　情報化

平成20年代から、情報の拡散力が圧倒的に高いSNSが登場するとともに、スマートフォンが普及し、イ
ンターネット利用が飛躍的に進んだ。それにより全ての国民が、情報を瞬時に日本全国のみならず世界に
向けて発信することが可能となった。このような情報化社会は、人々の生活を豊かにしている一方、一た

1　平成12年法律第147号
2　平成14年３月15日閣議決定。平成23年４月１日一部変更。
3　平成16（2004）年12月国連総会決議
4　法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）」
5　令和４年６月14日「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」決定。令和６年６月21日一部変更。
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びインターネット上で人権侵害が行われると、情報が瞬く間に拡散し、インターネット上に残存して削除
が極めて困難になるといった特徴から、インターネット上の人権侵害が深刻化している。また、様々なマ
イノリティの人々を対象としたインターネット上の誹謗中傷事案が生じており、各人権課題に横断的に関
わるテーマとなっている。

政府においても、①「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法
律」を改正6し、発信者情報の開示手続の簡易化や大規模プラットフォーム事業者への対応の迅速化及び運
用状況の透明化の義務付けをしたほか、②「刑法」7を改正して侮辱罪の法定刑を引き上げるなどの対応を
行った。また、総務省や法務省といった関係省庁等においても、インターネット上の人権侵害による被害
に関する相談窓口を強化するなどの対応を行っている。

もっとも、各相談窓口等に寄せられる被害件数自体は高止まりを続けており、抜本的な解決には至って
いないため、青少年を含め、全世代を対象としたインターネット利用に関する教育・啓発は重要な課題で
ある。

そして、インターネット上の人権侵害は、加害者が匿名であることが多い上、必ずしも被害者への恨み
などの私的感情を背景として行われるものに限られず、社会的に非難され得る行為に及んだ人物に対し
て、自己の正義感に基づいて行った言論が誹謗中傷に発展しているケースや、閲覧数を増加させて広告収
入を得ることを目的としているケースなど、その動機には様々なものが存在するという特質を有してい
る。このことを踏まえ、今後は、被害者にならないための留意点や被害者になった場合の対応の周知を継
続しつつ、加害者にならないための「責任ある情報発信」という観点からの教育・啓発にも重点を置く必
要がある。

また、インターネット上の人権侵害については、誹謗中傷等の投稿を削除することができる立場にある
プロバイダ等の事業者による自主的取組が望まれるところである。最近では、インターネット上の暴力的
な表現等について、独自のアルゴリズムやAIなどを用いて積極的に削除するなど自主的な取組を進めてい
る事業者も出てきており、事業者側の意識にも変化が生じつつある。そのため、インターネット上の人権
侵害を解消するためには、今後も、こうした事業者による自主的取組が継続されるよう推奨することが重
要である。
⑶　少子高齢化

令和５年の男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年である8。一方、同年の合計特殊出生率
は、８年連続で低下して1.20となり、過去最低となった9。このように、平均寿命の大幅な伸びや少子化等
を背景として、65歳以上の者の割合が人口の21パーセントを超える超高齢社会を迎えており、「人生100
年時代」といわれる現代において、超高齢社会への対応は喫緊の課題である。

身体的・経済的虐待等の人権侵害の被害から高齢者を守るという側面の取組は継続していくことが必要
であるが、さらに、年齢に関わりなく希望に応じて働くことができる環境の整備や、学習や社会参加の促
進など、高齢者が年齢にかかわらず生き生きとした人生を送ることができるよう支援することが重要であ
る。
⑷　我が国における人権意識の変化

我が国においては、基本的人権の尊重を基本原理の一つとする日本国憲法の下で、国政の全般にわた
り、人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られてきている。それは、日本国憲法のみならず、我
が国が締結している人権諸条約などの国際準則にものっとって行われている。

政府がおおむね５年ごとに行っている「人権擁護に関する世論調査」（以下「世論調査」という。）に
よると、平成15年２月に実施された調査においては、基本的人権が侵すことのできない永久の権利として
日本国憲法で保障されていることそれ自体を「知っている」と答えた者の割合が、回答者全体の80.0パー
セントを占めていたのに対し、令和４年11月に公表された世論調査においては、同一の質問に対し、
「知っている」と答えた者の割合は85.6パーセントまで増加しており、政府が行ってきた人権教育・啓発
施策により、我が国における基本的人権についての周知度は向上しているといえる。

6　�令和６年法律第25号による改正後の法律名は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関
する法律」である。

7　明治40年法律第45号
8　厚生労働省「令和５年簡易生命表の概況」
9　厚生労働省「令和５年（2023）人口動態統計（確定数）の概況」
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他方で、日本における人権侵害状況がどのように変わってきたと思うかに関する質問については、平成
15年２月に実施された調査においては、「多くなってきた」と答えた者の割合が回答者全体の36.2パーセ
ントを占めていたのに対し、令和４年11月に公表された世論調査においては38.9パーセントに増加してい
る。

この結果は、前記のとおり我が国における基本的人権についての周知度は向上しているところ、それに
よる人権意識の高まりにより従前から存在していた人権課題が顕在化したことが原因とも考えられること
から、直ちに我が国の人権状況が改善されていないことを示すものではないものの、社会経済情勢の変化
に伴い、我が国における人権意識が変化していることを示すデータの一つといえる。

２　国際的潮流の動向
⑴　人権教育のための世界計画等

国連においては、第一次計画においてよりどころとされていた「人権教育のための国連10年」の終了に
伴い、平成16（2004）年12月に「人権教育のための世界計画」を実施することが決定された。同世界計画
は、「人権教育のための国連10年」と異なり、終了期限を設けず、５年ごとのフェーズ及び行動計画を策
定することとなっており、現在は、こどもと若者に焦点を当てた第５フェーズ（令和７（2025）年～令和
11（2029）年）が展開されている。我が国は、これまでのいずれのフェーズにおいても「人権教育のため
の世界計画」決議案の共同提案国となっている。

人権教育・啓発を実施するに当たっては、国内に生じている個別の人権課題にフォーカスしたものにと
どまることなく、「人権」が持つ普遍性を理解し、このような世界計画等の趣旨を踏まえ、世界で新たに
生じている動きにも目を向けながら、各種施策を推進していくことが必要である。
⑵　「ビジネスと人権」に関する国際的な要請の高まり

本来、人権を保護するのは国家の責務であるが、国際的な巨大企業の出現等に伴い、企業活動が社会や
人権に与える影響について関心が高まり、企業活動における人権の尊重を求める声が高まる中、平成23
（2011）年に国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持された。こ
の指導原則は、人権を保護する義務は国家にあることを再確認した上で、企業も人権を尊重する「責任」
があるとして、国際人権規約（「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」10・「市民的及び政
治的権利に関する国際規約」11）及び国際労働機関（ILO）中核的労働基準に掲げられた権利を尊重するこ
とを求めるものであり、我が国では、この指導原則が政策に反映され、企業活動における人権尊重の促進
を図ることを目的として、令和２年に「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020-2025）」が策定され
た。さらに、経済協力開発機構（OECD）による「多国籍企業行動指針」の2011年改訂、国際労働機関
（ILO）による「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」の2017年改定に際して、企業の人権
尊重責任が盛り込まれたことも踏まえ、これらの国際スタンダードを踏まえた企業による人権尊重の取組
を更に促進すべく、令和４年９月、政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイ
ドライン」を策定した。

我が国においては、企業による自主的な人権に関する取組に一定程度の進展が見られるが、政府は、各
企業がサプライチェーン12全体で更に人権尊重の責任を果たすことができるよう、海外の法令への対応の
更なる強化や、グローバル・ビジネスにおける予見可能性の向上等の観点から、各種施策を推進するとと
もに、特に海外の国家等の関与の下で人権侵害が行われている場合には、日本政府に期待されている役割
を果たしていくことが求められている。さらに、企業による人権侵害の事案等が発生した場合の救済への
アクセスを確保していくことも必要である。

他方で、各企業についても、それぞれ人権方針を策定し、人権デュー・ディリジェンス13を導入・実践
していくことや、効果的な苦情処理の仕組みを通じて救済を図ることなどが期待されており、今後、政府
としては、人権尊重の責任を果たしていく各企業において、「人権の普遍性」を含め、「人権とは何か」
ということへの認識が深まるとともに、各企業に期待されている企業活動における人権尊重の取組の促進

10　昭和54年条約第６号
11　昭和54年条約第７号
12　�「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」においては、「サプライチェーン」とは、自社の
製品・サービスの原材料や資源、設備やソフトウェアの調達・確保等に関係する「上流」と自社の製品・サービスの販売・
消費・廃棄等に関係する「下流」を意味するものと定義されている。

13　�企業が、人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、人権への負の
影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施する一連の流れのこと。
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が図られるような人権教育・啓発を実施することが求められる。
⑶　いわゆる「複合差別」の観点

人権諸条約の審査において、差別を受けやすい特定の属性が存在していることを前提に、複数の属性が
重複することに起因して、複合的又は加重的な形態の差別を受けるといったいわゆる「複合差別」の問題
が指摘されている14。

特定の個人に複数の属性が重複すると、より深刻な差別を受けることや、差別を受けた場合の救済方法
が個別の属性に応じたものとして設定されているため、救済にたどり着かないことなど、被害の深刻化が
懸念されている。

このような国際的な動向を踏まえ、様々な属性の人々についての正しい理解を広め、社会全体が多様性
を尊重する環境づくりに資する人権教育・啓発が求められる。

第３章　人権教育・啓発の意義・目的
１　人権尊重の理念

人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人
としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。前
記のとおり社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向を踏まえても、人権を尊重することの重要性は損なわれ
るものではなく、更に増しているといえる。

そして、全ての人がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受することができる共生社
会を実現するためには、全ての人が人権の享有主体であり、互いの人権を尊重することの重要性を正しく理
解するとともに、自らの権利を行使するに当たっては、その行使に伴う責任を自覚し、自己の人権と同様に
他者の人権をも尊重することが求められる。
２　人権教育の意義・目的

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味し（人権教育・啓発推進法第２
条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができる
よう」に行われなければならないことを旨としており（同法第３条）、日本国憲法及び「教育基本法」15並
びに国際人権規約、「児童の権利に関する条約」16等の精神にのっとり、基本的人権の尊重の精神が正しく
身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進される。

学校教育については、それぞれの学校種の教育目的や目標の実現に向けて、自分のよさや可能性を認識す
るとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を
乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることを目指す教
育活動を組織的・計画的に実施するものであり、こうした学校の教育活動全体を通じ、幼児児童生徒、学生
の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていくこととなる。

また、社会教育については、生涯学習の視点に立って、学校外において、青少年のみならず、幼児から高
齢者に至るそれぞれのライフサイクルにおける多様な教育活動を展開していくことを通じて、人権尊重の意
識を高める教育を行っていくこととなる。

こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、
他者に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題などについて学び、人間尊
重の精神を生活の中にいかしていくことが求められている。
３　人権啓発の意義・目的

人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目
的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」を意味し（人権教育・啓発推進法第２条）、「国民
が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」に行わ
れなければならないことを旨としている（同法第３条）。その目的とするところは、国民の一人一人が人権
を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として、自己の人権を守ることはもちろんのこと、他
者の人権にも十分に配慮した行動がとれるようにすることにある。換言すれば、「人権とは何か」、「人権

14　�「障害者の権利に関する条約」（平成26年条約第１号）前文、第６条のほか、令和６（2024）年の国連女性差別撤廃委員会
の最終見解等

15　平成18年法律第120号
16　平成６年条約第２号
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の尊重とはどういうことか」、「人権を侵害された場合に、これを排除し、救済するための制度がどのよう
になっているか」などについて正しい認識を持つとともに、それらの認識が日常生活の中で、その態度面、
行動面等において確実に根付くようにすることが人権啓発の目的である。

第４章　人権教育・啓発の基本的在り方
人権教育・啓発は、共生社会の実現を目指して、日本国憲法や教育基本法などの国内法、我が国が締結してい

る人権諸条約の趣旨にのっとり、推進していくべきものである。その基本的な在り方としては、人権教育・啓発
推進法が規定する基本理念（第３条）を踏まえると、次のような点を挙げることができる。
１　実施主体間の連携と国民に対する多様な機会の提供

人権教育・啓発に関わる活動は、政府を始めとして、地方公共団体、企業を含めた民間団体等、様々な実
施主体によって行われているが、今日、人権問題が更に複雑・多様化する傾向にある中で、これをより一層
効果的かつ総合的に推進し、多様な学習機会を提供していくためには、これら人権教育・啓発の各実施主体
の担うべき役割を踏まえた上で、相互に有機的な連携協力関係を強化することが重要である。

また、国民に対する人権教育・啓発は、国民の一人一人の生涯の中で、家庭、学校、地域社会、職域など
あらゆる場と機会を通じて実施されることにより効果を上げるものと考えられ、その観点からも、人権教
育・啓発の各実施主体が相互に十分な連携をとり、その総合的な推進に努めることが望まれる。
２　発達段階等を踏まえた効果的な方法

人権教育・啓発は、幼児から高齢者に至る幅広い層を対象とするものであり、その活動を効果的に推進し
ていくためには、人権教育・啓発の対象者の発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じて、粘り強くこれを実
施する必要がある。

特に、人権教育・啓発を通じ、人権の意義や重要性を正しく理解するとともに、それらを直感的に捉える
人権感覚を育み、様々な人権問題を自己のこととして捉える意識を広く社会に根付かせ、各人の日常生活に
おける行動変容につなげることが極めて重要である。そのためには、人権教育・啓発の対象者の発達段階に
応じながら、その対象者の家庭、学校、地域社会、職域などにおける日常生活の経験を具体的に取り上げる
などして、創意工夫を凝らしていく必要がある。その際、人格が形成される早い時期から、人権尊重の精神
の芽生えが感性として育まれるように配慮すべきである。また、こどもを対象とする人権教育・啓発活動の
実施に当たっては、こどもが発達途上であることに十分留意した上でこどもの資質や特性に合わせた内容及
び手法を選択することが望まれる。

さらに、人権教育・啓発の手法については、「法の下の平等」、「個人の尊重」といった人権一般の普遍
的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からのアプローチとがあり、この両
者があいまって人権尊重についての理解が深まっていくものと考えられる。すなわち、法の下の平等、個人
の尊重といった普遍的な視点から人権尊重の理念を国民に訴えかけることも重要であるが、真に国民の理解
や共感を得るためには、これと併せて、具体的な人権課題に即し、国民に親しみやすく分かりやすいテーマ
や表現を用いるほか、人権侵害の被害を受けた当事者の声を直接届けるなど、様々な創意工夫が求められ
る。

他方で、個別的な視点からのアプローチに当たっては、地域の実情等を踏まえるとともに、人権課題に関
する正しい知識の下、物事を合理的に判断して行動するように働きかける必要がある。その際、様々な人権
課題に関してこれまで取り組まれてきた活動の成果と手法への評価を踏まえる必要がある。
３　国民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保

人権教育・啓発は、国民の一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であることから、その自主性を尊重
し、押し付けにならないように十分留意する必要がある。そもそも、人権は、基本的に人間は自由であると
いうことから出発するものであって、人権教育・啓発に関わる活動を行う場合にも、それが国民に対する強
制となっては本末転倒であり、真の意味における国民の理解を得ることはできない。国民の間に人権問題や
人権教育・啓発の在り方について多種多様な意見があることを踏まえ、異なる意見に対する寛容の精神に
立って、自由な意見交換ができる環境づくりに努めることが求められる。

また、人権教育・啓発がその効果を十分に発揮するためには、その内容はもとより、実施の方法等におい
ても、国民から、幅広く理解と共感を得られるものであることが必要である。「人権」を理由に掲げて自ら
の不当な意見や行為を正当化したり、異論を封じたりする一部の風潮、人権問題を口実とした不当な利益等
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の要求行為、人権上問題のあるような行為をしたとされる者に対する行き過ぎた追及行為などは、いずれも
好ましいものとは言えない。

もっとも、人権教育・啓発を実施する上で、国民から幅広く理解と共感を得られるものであることが必要
であるという点を強調しすぎるが余り、あたかも「多数者（マジョリティ）」の理解が得られなければ「少
数者（マイノリティ）」が権利を主張することができないかのように受け止められることがないよう、十分
留意しなければならない。

このような点を踏まえると、人権教育・啓発を担当する行政は、人権侵害の被害を受けた当事者の声に真
摯に向き合いつつも、特定の個人・団体等から不当な影響を受けることなく、主体性や中立性を確保するこ
とが厳に求められる。

第５章　人権教育・啓発の推進方策
１　人権一般の普遍的な視点からの取組
⑴　人権教育

人権教育は、生涯学習の視点に立って、幼児期からの発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じて、学校
教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ、これを実施する必要がある。
ア　学校教育

学校教育においては、それぞれの学校種の教育目的や目標の実現を目指した教育活動が展開される中
で、幼児児童生徒、学生が、遵法意識を含む社会生活を営む上で必要な知識・技能、態度などを確実に
身に付けることを通じて、人権尊重の精神の涵養が図られるようにしていく必要がある。

初等中等教育については、学習指導要領等に基づき、一人一人の幼児児童生徒が、自分のよさや可能
性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々
な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができるように
することを目指している。さらに、高等教育については、初等中等教育段階で育まれた資質・能力を基
盤として、知的、道徳的及び応用的能力を展開させていくことを目指している。

こうした基本的な認識に立って、以下のような施策を推進する。
第一に、あらゆる学校、教員等が人権教育に取り組みやすい環境の整備及び学校の教育課程内外にお

ける指導方法の改善を図るため、効果的な教育実践や学習教材などについて情報収集や調査研究を行
い、アーカイブを活用するなどして、その成果を学校等に提供する。また、生命の尊重、人格の尊重、
基本的人権などの根底を貫く人間尊重の精神を具体的な生活にいかすことに留意し、「特別の教科 道
徳」を要とした道徳教育を推進するため、優れた授業動画等を集約したアーカイブの充実を図るととも
に、高等学校を含めた各学校や地域等が抱える課題に応じた取組を支援する。

第二に、こどもたちに人権尊重の精神を涵養していくためにも、各学校が、人権に配慮した学習指
導、生徒指導、進路指導等や学校運営に努める。特に、暴力行為やいじめなどの課題が憂慮すべき状況
にある中、あらゆる教育活動の中で規範意識を培い、こうした行為が許されないという指導を徹底する
など、こどもたちが安心して楽しく学ぶことのできる環境を確保する。

第三に、社会教育との連携を図りつつ、社会性や豊かな人間性を育むため多様な体験活動の機会の充
実を図る。ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動を始め、勤労生産活動、職業体験活
動、芸術文化体験活動、高齢者や障害者等との交流など、体験活動の充実に取り組む。

第四に、地域に根差した人権擁護活動を行う人権擁護委員のコミュニティ・スクール（学校運営協議
会制度）への参画や地域学校協働活動における人権啓発の取組等、学校と地域が連携・協働した人権教
育を行うことができるよう、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組を推進する。

第五に、高等教育については、大学等の主体的判断により、法学教育など様々な分野において、人権
教育に関する取組に一層配慮がなされるよう促す。

第六に、養成・採用・研修を通じて学校教育の担い手である教職員の資質向上を図り、人権尊重の理
念について十分な認識を持ち、こどもへの愛情や教育への使命感、教科等の実践的な指導力を持った人
材を確保していく。また、教職員自身が学校の場等においてこどもの人権を侵害するような行為をする
ことは断じてあってはならず、そのような行為が行われることのないよう厳しい指導・対応を行う。さ
らに、個に応じたきめ細かな指導が一層可能となるよう、教職員配置の改善を進める。
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イ　社会教育
社会教育においては、全ての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、生涯学習の振興のた

めの各種施策を通じて、人権に関する学習の一層の充実を図っていく必要がある。その際、人権に関す
る学習においては、単に人権問題を知識として学ぶだけではなく、日常生活において態度や行動に表れ
るような人権感覚の涵養が求められる。

第一に、豊かな情操や自他の尊厳を尊重する心、生命を大切にする心、善悪の判断などの人間形成の
基礎を育む上で幼児期から重要な役割を果たし、全ての教育の出発点である家庭教育の充実を図る。特
に、保護者自身が偏見を持たず差別をしないことなどを日常生活を通じて自らの姿をもってこどもに示
していくことが重要であることから、保護者・子の双方に人権感覚が身に付くような家庭教育に関する
保護者の学習機会の充実や情報の提供を図るとともに、子育てに不安や悩みを抱える保護者等への相談
体制の整備等を図る。

第二に、公民館等の社会教育施設を中心として、地域の実情に応じた人権に関する多様な学習機会の
充実を図る。また、学校教育との連携を図りつつ、青少年の社会性や思いやりの心など豊かな人間性を
育むため、ボランティア活動など社会奉仕体験活動・自然体験活動を始めとする多様な体験活動や高齢
者、障害者等との交流の機会の充実を図る。

第三に、社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の養成及びその資質の向上を図るため、
養成講習や研修において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、社会教育における指導体制の充実を図
る。

⑵　人権啓発
人権啓発は、その内容はもとよりその実施の方法においても、国民から幅広く理解と共感が得られるも

のであることが肝要であり、人権一般に関わる取組に関して検討する場合にも、その視点からの配慮が欠
かせない。
ア　内容

人権啓発の内容に関しては、国民の理解と共感を得るという視点から、特に以下のものを挙げること
ができる。
ア　人権に関する基本的な知識の習得

令和４年11月に公表された世論調査において、基本的人権が侵すことのできない永久の権利として
日本国憲法で保障されていることについて「知っている」と回答した者が85.6パーセントを占めてお
り、このような割合をできる限り増加させていくことが必要である。そこで、日本国憲法を始めとす
る人権に関わる国内法令や人権諸条約の周知など、人権に関する基本的な知識の習得を目的とした啓
発を引き続き推進する必要がある。
イ　権利の享有主体であることの認識を得ることのできる人権啓発

従来行われてきた人権啓発は、人権侵害を受けやすいとされる人々をグループ化した上で、その対
象となる人々に対する偏見や差別はあってはならないという意識を社会に広めることに主眼を置いた
ものであった。

当然ながら、そのような視点からの人権啓発は今後も重要であるが、「なぜ人権を侵害してはいけ
ないのか」、「なぜ差別をしてはいけないのか」を真に理解するためには、日本国憲法、我が国が締
結している人権諸条約等の趣旨を踏まえ、①自己及び他者に保障されている権利の内容や、それらの
権利が公権力によって侵害される可能性を内在していること、②私人間においても権利の衝突が生じ
得ること、その場合にも自己及び他者の権利を尊重しつつ調整を図る必要があることのほか、③権利
が侵害され又は侵害されそうになった場合に自己の権利を守る方法があることをも正しく理解した上
で、全ての人々が権利の享有主体であるということを認識しつつ行動することができるような取組を
行う必要がある。

このような視点は、特に、こどもを対象とした人権教育・啓発に共通して重要なものであり、令和
５年４月に施行された「こども基本法」17に基づく「こども大綱」18においても、こども・若者は権利
の主体であるとされている。こどもの発達段階に応じて、自らが権利の主体であること、「人権とは

17　令和４年法律第77号
18　令和５年12月22日閣議決定
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何か」、「自己や他者の人権を守るとはどういうことか」ということを分かりやすく伝えていくこと
が求められる。

自らが、そして相手が権利の主体であることを実感をもって理解することは、社会生活のあらゆる
場面において、自己と異なる他者を認め、それを尊重し、お互いの幸福のためにどうすべきかを考え
る態度につながっていく。このように、全ての人々が権利の享有主体であることを認識し得る人権啓
発は、多様性・包摂性が確保された社会を実現するための基礎となるものであり、極めて重要であ
る。

イ　方法
人権啓発の方法に関しては、国民の理解と共感を得るという視点から留意すべき主な点として、以下

のものを挙げることができる。
ア　対象者の発達段階に応じた啓発

一般的には、対象者の理解度に合わせて適切な人権啓発を行うことが肝要であり、そのためには、
対象者の発達段階に応じて、その対象者の家庭、学校、地域社会、職域などにおける日常生活の経験
などを人権尊重の視点から具体的に取り上げ、自己の課題として考えてもらうなど、手法に創意工夫
を凝らしていく必要がある。また、対象者の発達段階に応じた手法の選択も重要であり、例えば、こ
どもに対する人権啓発としては、遊びの要素を取り入れた活動や、動画等様々な素材を活用して人権
について考えること、こどもが人権をテーマにした作文を書くことや人権に関する標語を考えること
等を通じて、人権尊重の重要性や必要性についての理解を深めることを促すなどの啓発手法が効果的
である。そして、ある程度理解力が備わった青少年に対しては、シンポジウム・講演会等のイベント
の開催や人権啓発動画の配信などのインターネットを活用した啓発活動等を通じて、人権に関する
様々な知識の習得や豊かな人権感覚を培っていくことが重要である。
イ　具体的な事例を活用した啓発

人権啓発の効果を高めるためには、具体的な事例を取り上げ、その問題を前提として自由に議論す
ることも、啓発を受ける人の心に迫りやすいという点では効果がある。例えば、人権上大きな社会問
題となった事例に関して、人権擁護に当たる機関が、タイミング良く、人権尊重の視点から具体的な
呼び掛けを行うことなどは、広く国民が人権尊重についての正しい知識・感性を錬磨する上で、大き
な効果を期待することができる。特に、その具体的な事例が自己の居住する地域と関連が深いもので
ある場合には、地域住民が人権尊重の理念について、より身近に感じ、その理解を深めることにつな
がるため、地域の実情に応じた啓発活動として、具体的な事例を活用することは効果的である。ま
た、実際に人権侵害の被害を受けた当事者の言葉は、被害の深刻さ等を迫真性をもって伝えることが
できることから、積極的に取り入れることが望まれる。ただし、過去の具体的な事例を取り上げるに
当たっては、その事例において対象となった人々に対する偏見や差別はあってはならないという意識
を醸成するだけではなく、その前提として、全ての人が権利の享有主体であるということへの理解を
深めることも重要である。
ウ　参加型・体験型の啓発

各種の人権啓発冊子等の作成・配布や講演会・研修会の実施、人権啓発動画の配信等の啓発主体が
国民に向けて行う啓発は、人権に関する知識や情報を伝えるという観点からは一定の効果があるが、
国民の一人一人が様々な人権課題を「誰かのこと」ではなく自己のこととして捉える意識を醸成する
という観点からすると、このような受け身型の啓発には限界がある。そこで、啓発を受ける国民が主
体的・能動的に参加できるような啓発手法19にも着目し、これらの採用を積極的に検討・推進すべき
である。

２　各人権課題に対する取組
人権教育・啓発に当たっては、普遍的な視点からの取組のほか、各人権課題に対する取組を推進し、それ

らに関する知識や理解を深め、さらには、課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる。
その際、地域の実情、対象者の発達段階等や実施主体の特性などを踏まえつつ、適切な取組を進めていくこ
とが必要である。
⑴　課題横断的な人権課題に対する取組（インターネット上の人権侵害）

19　例えば、各種のワークショップや障害者スポーツ体験等
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インターネットは、その普及とともに様々な分野にサービスが浸透し、国民生活の利便性向上にとって
欠くことのできないツールとして存在している。

とりわけ、近年は、スマートフォン、携帯ゲーム機、テレビなどの様々な機器を通じてインターネット
を利用することができ、携帯電話事業者が提供する通信回線のみならず、公衆無線LANの利用環境も拡大
するなど誰でも時間や場所を問わず情報の発信・入手・拡散をすることが極めて容易となり、これまで以
上に他者との活発な交流が可能となった。

しかし、このようにインターネットがコミュニケーションツールとして普及する一方で、インターネッ
ト上の人権侵害が社会問題化している。インターネット上の人権侵害自体は古くから存在していたが、か
つては電子掲示板上における誹謗中傷等が主な問題であった。近年は、これに加えて情報の拡散力が圧倒
的に高いSNS等の登場もあいまって、個人に対する誹謗中傷、名誉毀損やプライバシーの侵害、差別を助
長する表現の掲載、こどもの性被害など人権に関わる様々な問題が急速に深刻化している。

また、SNS等は、震災等の災害発生時においても有益な情報を発信・入手し得る有効なツールである反
面、不確かな情報に基づく他者への不当な扱い、被災者等に対する偏見や差別を助長するような情報の発
信・拡散といった問題も発生しており、これは、人権侵害であるのみならず災害時の避難や災害後の復興
の妨げにつながりかねない重大な問題である。

加えて、このようなインターネット上の人権侵害は、後記（２）に掲げる個別の人権課題のいずれにも
密接かつ横断的に関連する問題でもあり、この問題を解消することは、各人権課題を解消する上でも不可
欠である。

こうした状況を踏まえ、政府においては、インターネット上の誹謗中傷への総合的な対策として、「イ
ンターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」20を策定し、ユーザに対する情報モラル及
びICTリテラシーの向上のための啓発活動や発信者情報開示に関する取組等を推進しているほか、令和４
年７月に施行された「刑法等の一部を改正する法律」21による侮辱罪の法定刑の引上げや、令和７年４月
に施行された「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」22

（いわゆる「情報流通プラットフォーム対処法」）による大規模プラットフォーム事業者に対する対応の
迅速化や運用状況の透明化の義務付けといった法整備を行うなど、対策の強化を進めている。

また、政府においては、青少年のインターネット利用環境の変化やそれに伴う新たな課題を踏まえ、
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」23

を策定し、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発を含めた取組を推進している。
さらに、「被害者」になった場合にどうすればよいかという点に重点を置いた教育・啓発のみならず、

「加害者」にならないための「責任ある情報発信」という観点からの教育・啓発もより一層強化していく
必要がある。

こうした動向等を踏まえ、インターネット上の人権侵害の解消に向けた教育・啓発においては、次の取
組を積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

ア　多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする春の卒業・進学・進級の時期に特に重点を置
き、地方公共団体、関係団体、関係事業者等と連携し、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」と
して、スマートフォンやSNS等の安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施する。（こども
家庭庁、関係省庁）

イ　「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」24に基づき、政府全
体で児童買春・児童ポルノ対策を推進する。（こども家庭庁、関係省庁）

ウ　インターネット上の誹謗中傷に関して、警察庁ウェブサイト等を通じて、広く国民に対する広報啓
発活動を推進する。（警察庁）

エ　インターネットの利用に起因する児童の犯罪被害防止を図るため、都道府県警察において、サイ

20　令和２年９月総務省
21　令和４年法律第67号
22　�平成13年法律第137号。なお、同法は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法
律の一部を改正する法律」（令和６年法律第25号）により、いわゆる「プロバイダ責任制限法」を改正し、法律の題名及び
略称を改めたものである。

23　現行の計画（第６次）は、令和６年９月こども政策推進会議決定
24　令和４年５月20日犯罪対策閣僚会議決定
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バーパトロールのほか、非行防止教室や保護者説明会等における啓発活動を推進する。（警察庁）
オ　私事性的画像に係る事案（リベンジポルノ）に関し、違法行為に対して厳正に対処するとともに、

被害防止のための広報啓発活動を推進する。（警察庁、法務省）
カ　「#No Heart No SNS」をスローガンに、SNS事業者団体等と共同で開設している人権啓発サイト

において、SNS上のやり取りで悩む方に役立つ情報の発信を推進する。（総務省、法務省）
キ　情報通信分野の企業・団体等と協力しながら、こどもたちのインターネットの安全な利用に係る普

及啓発を目的とした児童・生徒、保護者・教職員等を対象とした啓発講座である「e-ネットキャラバ
ン」の実施を推進する。（総務省、文部科学省）

ク　インターネットに係る最新のトラブル事例の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例
集」を作成・公表し、誹謗中傷等の被害者にも加害者にもならないために、情報発信時の注意事項等
について広報・啓発を行う。（総務省）

ケ　インターネット上の人権侵害の被害者にも加害者にもならないよう「責任ある情報発信」の意識を
広く一般に浸透させるため、こども・若者のほか、あらゆる世代に対し、個人の名誉やプライバシー
に関する正しい理解を深め、インターネットリテラシーの向上を図るための啓発活動を推進する。
（法務省）

コ　学校において、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度である「情報モラル」を
育成するための指導を行う。（文部科学省）

サ　「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」25等に基づ
き、インターネットの適切な利用に関して、地域・民間団体・関係府省庁等と連携しつつ、保護者及
び青少年に対する啓発や教育活動を推進する。（文部科学省）

シ　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにお
ける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の人権
教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分野の関
連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学省）

イ　相談・支援等
ア　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、具

体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」の運営を支援
する。（総務省）

イ　インターネット上の人権侵害について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じるとと
もに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査
を行い、相談者の意向に応じて、情報の削除依頼の方法等を助言するほか、調査の結果、その情報が
名誉毀損やプライバシー侵害等に該当すると認められるときは、プロバイダ等にその情報の削除を求
めるなどして適切な解決を図る。（法務省）

⑵　各人権課題に対する取組
ア　女性

日本国憲法は、法の下の平等について規定し、政治的、経済的又は社会的関係における性差別を禁止
する（第14条）とともに、家族関係における男女平等について明文の規定を置いている（第24条）。ま
た、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」26（以下「女子差別撤廃条約」とい
う。）においては、締約国に対し、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、あらゆる活
動の場における差別の撤廃のために適切な措置をとることを求めている。

我が国では、社会のあらゆる分野で女性の参画は着実に進んでいる一方で、政治分野や経済分野など
進捗が遅れている分野もある。また、職場や家庭における課題はいまだ残っており、例えば、令和４年
度の内閣府の調査によれば、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）が根強く存在していることが明らかとなっている。また、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力、
ストーカー行為、職場におけるセクシュアルハラスメント等による女性の人権侵害は、依然として深刻
な状況にあるほか、人身取引（性的サービスや労働の強要等）の問題も存在している。さらに、東日本

25　平成20年法律第79号
26　昭和60年条約第７号
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大震災を始めとするこれまでの災害においては、様々な意思決定過程への女性の参画が十分に確保され
ず、災害時における女性と男性のニーズの違いなどが配慮されないといった課題も生じるなど、我が国
が目指す男女共同参画社会が実現されているとは言い難い状況にある。

男女平等の実現は、我が国のみならず世界各国に共通した問題意識である。平成27年（2015年）９月
に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標：SDGs（Sustainable Development 
Goals）」では、「ジェンダー平等の実現」が掲げられており、これに基づく「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」においては、「ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標と
ターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」とされ、現在、各国政府が行
うあらゆる取組において、常にジェンダー平等とジェンダーの視点を確保し、施策に反映していく
「ジェンダー主流化」が進んでいる。

我が国においても、従来、国際的な動向にも配慮しながら、男女共同参画社会の形成の促進に向けた
様々な取組について内閣府を中心に展開しているほか、男女の人権の尊重を基本理念の一つとして掲げ
る「男女共同参画社会基本法」27に基づく「男女共同参画基本計画」28に沿って、男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進が図られている。

さらに、女性が抱える困難な課題は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害や、家庭関係の破
綻、生活困窮など、多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることから、支援を必要と
する女性自身の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等を理念とする新たな支援の仕組みを構築するも
のとして、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」29が令和６年４月に施行された。同法に
おいては、多様な支援を包括的に提供する体制を整備するとともに、関係機関と民間団体の協働によ
り、早期から切れ目なく支援を行うこととされている。

こうした動向等を踏まえ、女性に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進する。
なお、性犯罪・性暴力、配偶者等からの暴力、ストーカー行為、職場におけるセクシュアルハラスメ

ント等は、性別にかかわらず、重大な人権侵害である。各施策を実施するに当たっては、この点にも十
分に留意するものとする。
ア　人権教育・啓発等

①　政策・方針決定過程への女性の参画を拡大していくため、国が率先垂範して取組を進めるととも
に、地方公共団体、企業、各種機関・団体等のあらゆる分野へ広く女性の参画促進を呼び掛け、そ
の取組を支援する。（全府省庁）

②　男女共同参画を自分のこととして認識し、その実現に向けて協力し合って取り組めるよう、国民
的広がりを持って地域に浸透する広報・啓発活動を積極的に展開する。（内閣府）

③　配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラ
スメント等の暴力の予防と根絶に向けて、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取
組を一層強化するため、「男女共同参画推進本部決定」30に基づき、全国的な運動として「女性に
対する暴力をなくす運動」を実施する。また、被害者自身が被害と認識していない場合があること
や、被害を受けていることを言い出しにくい現状があることも踏まえ、本運動期間に限らず、広報
啓発の取組を推進する。（内閣府、法務省、関係省庁）

④　「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」31

等に基づき、地方公共団体の防災・危機管理部局と男女共同参画部局の連携を促進し、意思決定の
場や災害対応の現場への女性の参画、災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮した取組
等、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興の各段階における、地方公共団体の男女共同
参画の視点からの取組を推進する。（内閣府）

⑤　女子差別撤廃条約関連文書や女性の地位向上に関する会議等の関連文書の内容の周知に努める。
（内閣府、外務省）

⑥　性犯罪、ストーカー事案、配偶者からの暴力事案等の女性に対する暴力の根絶に向け、厳正な取

27　平成11年法律第78号
28　現行の計画（第５次）は、令和２年12月25日閣議決定（令和５年12月26日一部変更）
29　令和４年法律第52号
30　平成13年６月５日
31　令和２年５月内閣府男女共同参画局決定
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締りを行うとともに、被害の防止等に関する広報啓発を推進する。また、被害者の人権を守る観点
から、被害者が安心して事情聴取に応じられるよう、引き続き女性警察官等の配置や、被害者の心
情に配慮した被害者専用の事情聴取室の活用等の必要な体制を整備するとともに、警察官等に対す
る各種研修について、適切な対応をとることができるよう、より一層の研修の拡充等に努める。
（警察庁）

⑦　女性に対する偏見や差別意識を解消し、固定的な性別役割分担意識を払拭することを目指して、
国民一人一人の人権意識を高め、女性の人権への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務
省）

⑧　UN Women（国連女性機関）を始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献していくとともに、
連携の強化等を図る。（外務省、関係省庁）

⑨　学校等の教育機関においては、男女の平等や相互の協力、男女が共同して社会に参画することの
重要性等についての指導が充実するよう努める。また、キャリアアップ・キャリアチェンジを希望
する女性や、組織の指導的立場としてより高度な社会参画を目指す女性を支援する教育プログラム
の普及・充実に向けた取組を推進する。（文部科学省）

⑩　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑪　職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント防止のため、労働
局における行政指導等の実施や集中的な周知・広報、研修動画の配信等により「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」32の履行確保を図る。（厚生労働省）

⑫　女性が働きやすく暮らしやすい農山漁村の実現に向けて、女性の経営参画や農山漁村に関する方
針策定への参画を推進するための啓発等を実施する。（農林水産省）

⑬　人身取引に関して、ポスター等の作成・配布やSNSの活用等により、性的搾取の被害の申告先や
相談窓口の周知を図るとともに、性的搾取の需要側への啓発を推進する。（内閣府、関係省庁）

⑭　人身取引に関して、主な手口等に関する資料を作成し、警察庁ウェブサイト等を通じて被害防止
広報を実施する。（警察庁）

⑮　人身取引の解消に向けて、この問題についての関心と理解を深めるための啓発活動を推進する。
（法務省）

イ　相談・支援等
①　性犯罪・性暴力の被害者支援について、都道府県等に対する交付金の交付や、関係機関との連携

の推進等により、各地域における「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」を
中核とする支援体制の充実を図るとともに、こども・若者を含む多様な被害者が相談しやすいよ
う、相談窓口の一層の周知やSNS等の活用を推進する。（内閣府、関係省庁）

②　「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に
係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法
律」33（以下「AV出演被害防止・救済法」という。）による出演被害の防止及び被害者の救済が適
切に図られるよう、各地域における相談支援体制の整備を推進する。（内閣府）

③　配偶者等からの暴力の被害者がためらうことなく相談することができるよう、「配偶者暴力相談
支援センター」等の相談窓口について一層の周知を図る。また、研修教材の作成・配布等により、
相談・支援の質の向上を図る取組を推進する。（内閣府、厚生労働省）

④　妊娠期から相談支援を行う「こども家庭センター」の体制整備を進めており、引き続き、相談窓
口の周知や妊産婦支援に関わる関係機関や民間団体との連携を促していく。

　　あわせて、妊産婦等生活援助事業により、家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に
対し、一時的な住まいや食事の提供等を含めた包括的な支援を提供する。（こども家庭庁）

32　昭和47年法律第113号
33　令和４年法律第78号
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⑤　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

⑥　DVやセクハラ等の女性に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局において人権
相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権
侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

⑦　多様な被害者への相談支援の充実等の性犯罪・性暴力対策やDV対策の推進、官民協働の支援体
制構築など、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の着実な実施による支援の強化に取り
組む。（厚生労働省）

⑧　人身取引に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じると
ともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として
調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

⑨　「女性相談支援センター」等により人身取引被害女性への保護を行い、安全の確保及び心身の健
康状態に配慮した心理的ケア等の対応を行う。（厚生労働省）

イ　こども
こどもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進などに関しては、既に日本国憲法を始

め、「児童福祉法」34や「児童憲章」35、教育基本法などにおいてその基本原理ないし理念が示され、ま
た、国際的にも児童の権利に関する条約等において権利保障の基準が明らかにされ、「児童の最善の利
益の考慮」などの考え方が示されている。

しかし、こどもの人権問題として、学校においては、児童生徒の暴力行為や、いじめの認知件数が高
水準で推移しているほか、教員からの体罰や不適切指導の問題も依然として存在している。また、ス
マートフォン等のインターネット接続機器やアプリケーションソフトウェア等の多様なサービスの利用
が児童に普及する中で、SNSやインターネット上でいじめを受ける事案も生じている。いじめ対策につ
いては、「いじめ防止対策推進法」36の成立等を受け取組が進められているが、依然として大きな社会
問題となっている。

学校という場を離れても、インターネット利用の普及を受けて児童買春・児童ポルノといった性犯罪
や性暴力の被害者となる事案、AV出演被害等も発生しているほか、人身取引（性的サービスや労働の
強要等）に関する問題なども生じている。

さらに、家庭においては、児童虐待への対応として「児童虐待の防止等に関する法律」37及び児童福
祉法等の改正により制度的な充実を図っているものの、全国の児童相談所における児童虐待の相談対応
件数は依然として多い状況にあり、こどもの権利利益の擁護が我が国の喫緊の課題となっている。

こうした中、こどもの権利利益の擁護等を任務とするこども家庭庁が令和５年４月に設置され、あわ
せて、こども施策についての基本理念を定めるとともに、社会全体で総合的かつ強力に推進していくた
めの包括的な基本法としてこども基本法が施行された。

また、政府においては、こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、
権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図ることなど、こども施策の基本的な方針
や重要事項を定めたこども大綱や、それに基づく具体的な施策を一元的にまとめた「こどもまんなか実
行計画」38を策定し、幅広いこども施策を一体的に推進している。

もっとも、令和６年の小・中・高生の自殺者数は過去最多となるなど、こどもを取り巻く環境は、依
然として厳しい状況にある。

こうした動向等を踏まえ、こどもに関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進す
る。

ア　人権教育・啓発等

34　昭和22年法律第164号
35　昭和26年５月５日制定
36　平成25年法律第71号
37　平成12年法律第82号
38　令和６年５月31日こども政策推進会議決定
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①　毎年４月の「若年層の性暴力被害予防月間」を中心に、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を
活用し、性暴力の予防啓発や被害の相談先の周知を推進する。（内閣府）

②　児童虐待など、児童の健全育成上重大な問題について、児童相談所、学校、警察等の関係機関が
連携し、総合的な取組を推進するとともに、啓発活動を推進する。（こども家庭庁、警察庁、文部
科学省）

③　こども・若者向けに、児童の権利に関する条約の考え方を含め、こども基本法の趣旨や内容を分
かりやすく説明した、やさしい版のこども基本法パンフレットや動画等をこども家庭庁ウェブサイ
トに公表し、イベント等でも紹介することで、こども基本法及び児童の権利に関する条約について
広く発信する。同様に、一般向けのパンフレットの配布や動画等の公表によって、一般向けにも広
く発信する。学校、児童館等において、こども基本法等に関する出張講座の開催に向けて取り組
む。また、保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わるおとな等が、啓発素材などの情
報を手軽に入手できるよう、情報共有を行うとともに、関係省庁等と連携しながら、研修などを通
じて、こども基本法や児童の権利に関する条約の趣旨や内容、こども・若者が権利の主体であるこ
とについて周知を図っていく。（こども家庭庁）

④　「保育所保育指針」39における「人権を大切にする心を育てる」ため、この指針を参考として児
童の心身の発達、家庭や地域の実情に応じた適切な保育を実施する。また、保育士等保育に従事す
る者に対する人権教育・啓発の推進を図る。（こども家庭庁）

⑤　多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする春の卒業・進学・進級の時期に特に重点を置
き、地方公共団体、関係団体、関係事業者等と連携し、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
として、スマートフォンやSNS等の安全・安心な利用のための啓発活動を集中的に実施する。（こ
ども家庭庁、関係省庁）【再掲】

⑥　「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」に基づき、政府全
体で児童買春・児童ポルノ対策を推進する。（こども家庭庁、関係省庁）【再掲】

⑦　こどもが一人の人間として、また、権利の享有主体として最大限に尊重される社会を目指して、
学校や地域社会とも連携し、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのおとなを対象に、こ
どもの人権への理解を深め人権尊重の意識を高めるための啓発活動を推進する。（法務省）

⑧　無戸籍問題は、国民としての社会的な基盤が与えられず、社会生活上の不利益を受けるといった
人間の尊厳に関わる重大な社会問題であるため、無戸籍状態の解消に向けた啓発活動を推進する。
（法務省）

⑨　児童の権利に関する条約や、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の
選択議定書」40及び「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選
択議定書」41の実施に関し、条文その他の情報を外務省ウェブサイトで公開し、内容の周知に努め
る。（外務省）

⑩　こどもの豊かな心や創造性を育むため、ボランティア活動などの社会奉仕体験活動や、自然体験
活動などの様々な体験活動の実施を推進する。（文部科学省）

⑪　こどもたちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「生命（いのち）の安
全教育」が、全国の学校等で実施されるよう、引き続き普及展開に向けた取組を支援する。（文部
科学省）

⑫　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑬　教職員について、養成・採用・研修を通じ、人権尊重意識を高めるなど資質向上を図るととも
に、個に応じたきめ細かな指導が一層可能となるよう、教職員配置の改善を進めていく。教職員に

39　平成29年厚生労働省告示第117号
40　平成16年条約第10号
41　平成17年条約第２号
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よるこどもの人権を侵害する行為が行われることのないよう厳しい指導・対応を行う。（文部科学
省）

⑭　人身取引に関して、ポスター等の作成・配布やSNSの活用等により、性的搾取の被害の申告先や
相談窓口の周知を図るとともに、性的搾取の需要側への啓発を推進する。（内閣府、関係省庁）
【再掲】

⑮　人身取引に関して、主な手口等に関する資料を作成し、警察庁ウェブサイト等を通じて被害防止
広報を実施する。（警察庁）【再掲】

⑯　人身取引の解消に向けて、この問題についての関心と理解を深めるための啓発活動を推進する。
（法務省）【再掲】

イ　相談・支援等
①　性犯罪・性暴力の被害者支援について、都道府県等に対する交付金の交付や、関係機関との連携

の推進等により、各地域における性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを中核
とする支援体制の充実を図るとともに、こども・若者を含む多様な被害者が相談しやすいよう、相
談窓口の一層の周知やSNS等の活用を推進する。（内閣府、関係省庁）【再掲】

②　AV出演被害防止・救済法による出演被害の防止及び被害者の救済が適切に図られるよう、各地
域における相談支援体制の整備を推進する。（内閣府）【再掲】

③　暴力行為やいじめ、不登校などの課題の解決に向け、スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカーの配置や「24時間子供SOSダイヤル」の実施など教育相談体制の充実を始めとする取組
を推進する。また、問題行動を起こす児童生徒については、暴力やいじめは許されないという指導
を徹底し、必要に応じて出席停止制度等の適切な運用を図るとともに、学校・教育委員会・関係機
関の連携の下、適切に対応することができるよう、関係者から構成される組織を整備する等地域ぐ
るみの支援体制を整備していく。さらに、見守り活動などにより、学校におけるこどもの安全・安
心を守るため、スクールガード・リーダーの配置を推進する。（こども家庭庁、文部科学省）

④　児童相談所、こども家庭センター等における相談支援体制の強化を図る。また、併せて「児童相
談所虐待対応ダイヤル『189（いちはやく）』」や「親子のための相談LINE」等の運用・周知啓発
により、ためらわずに児童相談所等に通告・相談ができるような環境を整備する。（こども家庭
庁）

⑤　スクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把
握したいじめ事案の重大性及び緊急性、被害児童等及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を
踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、的確な対応を推進する。（警察庁）

⑥　「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」に基づき、低年齢
児童を狙ったグループ等に対する取締りを強化するとともに、児童の被害の継続・拡大を防ぐた
め、児童ポルノの流通・閲覧防止対策や被害児童の早期発見及び支援に向けた取組を推進する。
（警察庁）

⑦　犯罪等の被害に遭った少年に対し、カウンセリング等による支援を行う。また、被害少年のニー
ズや相談内容に応じた相談窓口を提供するシステムをウェブサイト上で運用するなど、被害少年や
その保護者が相談しやすい環境を整備する。（警察庁）

⑧　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

⑨　いじめや児童虐待等のこどもの人権問題について、「こどもの人権110番」、「こどもの人権
SOSミニレター」、「こどもの人権SOS-eメール」、チャット人権相談といった多様なチャンネル
を通じて、全国の法務局・地方法務局において相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵
害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措
置を講ずる。（法務省）

⑩　保護者に対する家庭教育についての学習機会や情報の提供、子育てに関する相談体制の整備など
家庭教育を支援する取組の充実に努める。（文部科学省）

⑪　人身取引に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じると
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ともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として
調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）【再掲】

ウ　高齢者
人口の高齢化は、世界的な規模で急速に進んでいる。とりわけ、我が国の高齢化はますます進行し、

人口減少ともあいまって令和19年には国民の３人に１人が65歳以上となると見込まれている。そうした
中において、養護者や養介護施設従事者等による高齢者に対する身体的・心理的虐待や、養護者又は高
齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分する等の経済的虐待等について、「高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律」42に基づく取組は行われているものの、高齢者の人権問題
は、依然として深刻な状況にある。

高齢者の割合が大きくなっていく中で、高齢者が暮らしやすい社会をつくることは、他の世代の人に
とっても優しく暮らしやすい社会の実現につながる。そして、そのことは、将来いずれ高齢期を迎える
世代の人にとっても安心して豊かに暮らせる社会づくりをしていくことにほかならない。全ての世代の
人が「超高齢社会」を構成する一員として、今何をすべきかを考え、互いに支え合いながら冷静かつ真
摯に取り組み、希望が持てる未来を切り開いていく必要がある。

さらに、近時においては、急速な高齢化の進展に伴い、我が国の認知症の人の数は増加している。年
齢にかかわらず、国民自身やその家族、地域の友人、職場の同僚や顧客など、今や国民の誰もが認知症
になり得るという状況に鑑みれば、国民一人一人が認知症を自分ごととして理解し、自分自身やその家
族が認知症であることを周囲に伝え、自分らしい暮らしを続けていくためにはどうすべきかを考える時
代が来ている。

令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」43は、認知症の人が尊
厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能
力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進
することを目的とするものである。政府においては、同法に基づき、認知症施策の総合的かつ計画的な
推進を図るための「認知症施策推進基本計画」44を策定し、共生社会の実現に向けて、認知症になって
も希望を持って暮らし続けることができるという「新しい認知症観」に立ち、若年性認知症を含めた認
知症施策に関する取組を推進している。

また、政府においては、「高齢社会対策基本法」45に基づき、高齢者にとっても、他の世代の人に
とっても暮らしやすい社会の実現に向けて、「高齢社会対策大綱」46を策定し、それらに基づき、高齢
者が安心して生活を営むことができる環境の整備に向けた取組を推進している。

こうした動向等を踏まえ、高齢者に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進す
る。
ア　人権教育・啓発等

①　高齢期の社会参加活動に関する広報・啓発を図る。（内閣府）
②　高齢者の人権が尊重され、生き生きと暮らせる社会の実現を目指して、国民一人一人の人権意識

を高め、高齢者の人権への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務省）
③　学校教育においては、地域等との連携を図りつつ、ボランティア活動や職場見学、職場（就業）

体験等による高齢者との交流等を通じて、介護・福祉等の超高齢社会に関する課題や高齢者に対す
る理解を深められるよう努める。（文部科学省）

④　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑤　高齢者虐待防止のための取組の一層の推進を図る。（厚生労働省）

42　平成17年法律第124号
43　令和５年法律第65号
44　令和６年12月３日閣議決定
45　平成７年法律第129号
46　現行の大綱は、令和６年９月13日閣議決定



19資-19

参
考
資
料

⑥　「敬老の日」、「老人の日」、「老人週間」の行事を通じ、広く国民が高齢者の福祉について関
心と理解を深めるための機会を提供する。（厚生労働省）

⑦　学校教育及び社会教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深めるための
教育を推進する。（文部科学省、厚生労働省、関係省庁）

⑧　認知症の人に関する正しい理解を深めるため、本人発信を含めた運動を展開する。（厚生労働
省）

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　高齢者に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局のほか、老人福祉施設等の社会
福祉施設に臨時に開設する特設人権相談所において相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人
権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切
な措置を講ずる。（法務省）

③　認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援等に関する情報提供の促進を図る。（厚
生労働省）

エ　障害者
ア　障害者施策の基本的な枠組み

全ての国民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるものである。「障害者基本法」47では、この理念にのっとり、障害者の自立及び社会参加
の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため「障害者基本計画」48を策定することと
されており、政府は、同基本計画に基づき具体的な取組を推進している。

国際的動向としては、平成18年（2006年）に国連総会において「障害者の権利に関する条約」49

（以下「障害者権利条約」という。）が採択され、同条約には、障害に基づくあらゆる差別の禁止
や、障害者の社会への参加・包容の促進、同条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組
みの設置等、障害者の権利実現のために締約国がとるべき措置等が規定されている。

我が国においては、同条約の批准に当たり、障害者基本法を改正し、障害者の定義を見直し、「障
害の社会モデル」を採り入れるとともに、障害者に対する差別の禁止を基本原則として明記した。そ
して、この基本原則を具体化するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」50（以
下「障害者差別解消法」という。）を制定し、平成28年４月に施行した。さらに、事業者による社会
的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供を義務とする障害者差別解消法の改正法51が
令和６年４月に施行された。加えて、政府では、障害者差別解消法に基づき、「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する基本方針」52を策定し、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本
的な考え方を示している。この基本方針に即して、国の行政機関の長及び独立行政法人等は、当該機
関の職員の取組に資するための対応要領を、また、主務大臣は、事業者における取組に資するための
対応指針を定めている。
イ　障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組

旧優生保護法については、昭和23年から平成８年までのおよそ48年間に、多くの人々が、同法に基
づき、あるいはその存在を背景として、特定の疾病や障害を有すること等を理由に優生手術等を受け
ることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。平成30年１月、旧優生保護法国家賠償請求訴
訟が初めて提訴され、令和６年７月３日には、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、国の損害
賠償責任を認める旨の最高裁判所判決が言い渡された。

上記判決を受け、令和６年９月30日には、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し、優生保護法

47　昭和45年法律第84号
48　現行の計画（第５次）は、令和５年３月14日閣議決定
49　平成26年条約第１号
50　平成25年法律第65号
51　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第56号）
52　現行の方針は、令和５年３月14日閣議決定。令和６年４月１日施行。
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被害全国原告団等との間で基本合意書が交わされ、同年10月８日には、旧優生保護法に基づく優生手
術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられた被害者及びその家族に対する補償金等の支給等を定
める「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」53が
成立した。政府としては、日本国憲法に違反する規定を執行するとともに、優生上の見地からの誤っ
た目的に係る施策を推進してきたことについて真摯に反省をし、このような事態を二度と繰り返さな
いよう、障害者に対する偏見や差別を根絶し、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、全府省庁を挙げ
て全力を尽くさなければならない。

政府では、令和６年７月３日の最高裁判決を受け、同月26日に全ての府省庁の閣僚を構成員とし、
内閣総理大臣を本部長とする障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部
を設置し、優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまでの取組を点検し、教育・
啓発等を含めた取組を強化するため、障害当事者から意見聴取を重ねつつ検討を進め、同年12月27日
に「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」（以下「行動計画」とい
う。）が策定された。

行動計画は、「１　子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進」、「２　公務員の
意識改革に向けた取組の強化」、「３　ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された『心のバリ
アフリー』の取組の強化」、「４　障害当事者からの意見を踏まえた今後に向けた更なる検討」の４
つの柱で構成されており、必要な施策について速やかに実行に移しつつ、継続的にフォローアップす
ることとしている。

こうした動向等を踏まえ、障害者に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進す
る。
ウ　人権教育・啓発等

①　「障害者週間」における各種行事を実施するとともに、一般市民、ボランティア団体、障害者団
体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。（内閣府）

②　障害者差別解消法等の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、
内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、
同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、差別事例や合理的配慮の事
例等を収集・整理してデータベース化し、ウェブサイト等を通じて公表するなどの取組を行う。
（内閣府）

③　障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由と
する不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮（合理的配慮）の提供を
徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進める。また、障害者差別解消
法では、事業者による合理的配慮の提供を義務付けているところであり、業種別に策定されている
対応指針に基づき事業者において必要な取組が行われるよう、事業所管省庁と連携して普及啓発及
び指導を行う。（内閣府、関係省庁）

④　旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育の教材を作成し、学校教育において活用を図るととも
に、同教材を講演会等の人権啓発活動にも活用する。（こども家庭庁、法務省、文部科学省）

⑤　障害者に対する偏見・差別や障害者を排除しようとする優生思想のない社会の実現を目指し、社
会福祉協議会等と連携して、地域の実情に応じて障害当事者の参画を得つつ、国民一人一人の人権
意識を高め、「障害の社会モデル」に基づき障害者の人権への理解を深めるための啓発活動を推進
する。（法務省）

⑥　障害者権利条約に関し、関係府省庁とも連携し、障害当事者を含む国民全体に対し、同条約の概
要や意義等について、分かりやすく、利用しやすいパンフレットやウェブサイトを通じた広報を行
う。（外務省）

⑦　障害のあるこどもの自立と社会参加に向けて、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限
り共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備を両輪としたイ
ンクルーシブ教育システムの実現に向けた取組を一層進める。また、障害者差別解消法の趣旨を踏

53　令和６年法律第70号
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まえ、各学校において、合理的配慮が適切に提供されるよう取組を進める。加えて、「交流及び共
同学習」を各学校で推進するための取組等を通して、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理
解の促進を図る。（文部科学省）

⑧　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑨　障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実を図る。（文部科学省）
⑩　「身体障害者補助犬法」54の趣旨及び補助犬の役割等について一層の周知を図る。（厚生労働省）
⑪　地域住民等に対して精神保健福祉に関する知識の普及等を行う「精神保健福祉普及運動」等を活

用して、精神疾患についての正しい理解の促進に向けた情報発信を推進する。（厚生労働省）
⑫　毎年４月２日の「世界自閉症啓発デー」55に、一般社団法人日本自閉症協会及び厚生労働省の主

催で東京タワーをブルーライトアップするなど、自閉症を始めとした発達障害に関する正しい知識
の浸透を図るための取組を推進する。（厚生労働省）

⑬　障害のある人の職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある人に対する
理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として、「全国障害者技能競技大会」（全国
アビリンピック）を開催する。（厚生労働省）

⑭　「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」56の一層の広報・啓発を図
るほか、地方公共団体が関係機関との連携の下、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応等
を行えるよう、障害者虐待防止対策支援事業（地域生活支援事業費等補助金）等を通じて、支援体
制の強化や地域における関係機関等との協力体制の整備等を図るとともに、障害のある人の権利擁
護に係る各都道府県における指導的役割を担う者の養成研修等の実施を推進する。（厚生労働省）

エ　相談・支援等
①　障害者差別解消法に基づき、地方公共団体職員を対象とするブロック研修を通じて相談対応を担

う人材育成に係る研修の実施を支援する。また、障害者、事業者等からの相談に対して、法令の説
明や地方公共団体等の適切な相談窓口につなぐ役割を担う相談窓口を開設し、どの相談窓口等にお
いても対応されないという事案が生じることがないように取り組む。（内閣府）

②　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

③　障害者に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局のほか、障害者支援施設等の社
会福祉施設に臨時に開設する特設人権相談所において、障害特性や程度に応じて円滑に意思疎通を
図ることができるよう、相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を
認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。その際、
人権侵犯性の有無にかかわらず、事案に応じて障害者差別解消法の趣旨を踏まえたより望ましい対
応を提示するなど、積極的に啓発を行う。（法務省）

オ　部落差別（同和問題）
部落差別（同和問題）は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の

人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられた我が国固有の重大な
人権問題であり、その早期解決を図ることは国民的課題でもある。そのため、政府は、これまで各種の
取組を展開してきた。特に戦後は、特別措置法に基づいて様々な施策を講じた結果、劣悪な生活環境が
差別を再生産するような状況は大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進される
一方、情報化の進展等に伴い、部落差別（同和問題）に関する状況が大きく変化した。

こうした状況の下、平成28年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」57が公布・施行された。

54　平成14年法律第49号
55　平成19（2007）年12月国連総会決議
56　平成23年法律第79号
57　平成28年法律第109号
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同法第１条では、部落差別に関し、「全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に
のっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」
とした上で、部落差別の解消に関する施策として、相談体制の充実並びに教育及び啓発を国の責務及び
地方公共団体の努力義務として定めるとともに、同法第６条において、国が部落差別の実態に係る調査
を行うものと規定している。

また、同条に基づく調査が平成30年度から令和元年度にかけて実施され、その結果、教育・啓発に関
する今後の施策の在り方として、以下の点が示された58。

・　部落差別は依然として人権課題の重要な一類型となっており、引き続き、粘り強く、適切に対応
していく必要がある。

・　部落差別の問題に関する教育・啓発を行うに当たっては、その実態を踏まえて正確な情報を伝え
るとともに、他の人権課題に関する教育・啓発の必要性・重要性や地域の実情を考慮し、その頻度
や内容が適切なものとなるよう意識することが必要である。

こうした動向等を踏まえ、部落差別（同和問題）に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積
極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　部落差別（同和問題）の解消を推進し、もって部落差別（同和問題）のない社会の実現に向け
て、国民一人一人の人権意識を高め、部落差別（同和問題）を解消する必要性に対する理解を深め
るための啓発活動を推進する。（法務省）

②　地方公共団体が講ずる部落差別（同和問題）の解消に関する施策を推進するために必要な情報の
提供、指導及び助言を行う。（法務省）

③　部落差別（同和問題）の解消の阻害要因となっている「えせ同和行為」の排除に向け、啓発等の
取組を推進する。（法務省、関係府省庁）

④　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑤　社会的身分又は門地などの不合理な理由で就職の機会が制限されることを防ぐため、適性と能力
に基づいた公正な採用選考システムの確立が図られるための取組を推進する。（厚生労働省）

⑥　第二種社会福祉事業を行う隣保館においては、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、生活上の
各種相談事業や人権課題解決のための各種事業を行い、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点と
なる開かれたコミュニティーセンターとして、更なる啓発活動を推進する。（厚生労働省）

⑦　都道府県及び全国農林漁業団体が、農林漁業を振興する上で阻害要因となっている部落差別（同
和問題）を始めとした広範な人権問題に関する研修会等の教育・啓発活動を、農漁業等関係農林漁
業団体の職員を対象に行う。（農林水産省）

⑧　中小企業・小規模事業者等に対して、人権尊重の理念を広く普及させ、部落差別（同和問題）を
含む人権問題への理解を深めるための啓発事業を実施する。（経済産業省）

⑨　不動産業界に対し、機会を捉え、教育・啓発活動の一層の推進、事業者に対する周知徹底・指導
等を要請するとともに、宅地建物取引士の法定講習等において、部落差別（同和問題）を含めた宅
地建物取引業における人権問題に関する教育・啓発を実施する。（国土交通省）

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　部落差別（同和問題）をめぐる人権問題等について、全国の法務局・地方法務局において人権相
談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵
犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。このうち、インターネット上で特定

58　部落差別の実態に係る調査結果報告書（法務省人権擁護局令和２年６月）
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の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報については、人権侵害のおそれが高い、すな
わち違法性のあるものであるとの考えの下、原則として削除要請等の措置を講ずる。（法務省）

③　第二種社会福祉事業を行う隣保館においては、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、生活上の
各種相談事業や人権課題解決のための各種事業を行い、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点と
なる開かれたコミュニティーセンターとして、更なる啓発活動を推進する。（厚生労働省）【再
掲】

カ　アイヌの人々
アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を

有する先住民族である。政府では、衆参両院による「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決
議」59及び「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書60を踏まえ、内閣官房長官が座長を務
めるアイヌ政策推進会議の下に、アイヌの人々の意見等を聴いて、アイヌ政策の推進を図ってきた。令
和元年５月には、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重
される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実
現に資することを目的とする、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に
関する法律」61（以下「アイヌ施策推進法」という。）が施行された。

アイヌ施策推進法では、アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、
アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等についての国民の理解を深めることを旨として行われ
なければならず、国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、
国民の理解を深めるよう努めなければならないこととされた。また、何人も、アイヌの人々に対して、
アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないとさ
れた。

令和２年７月には、アイヌの歴史、文化等に関する展示及び調査研究並びにアイヌ文化の伝承、その
ための人材育成、体験交流、情報発信及び豊かな自然を活用した憩いの場の提供その他の取組を通じて
アイヌ文化の復興に関する我が国における中核的な役割を担う施設として、北海道白老町に民族共生象
徴空間（愛称：ウポポイ）が開業した。

こうした動向等を踏まえ、アイヌの人々に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推
進する。
ア　人権教育・啓発等

①　アイヌ施策推進法に基づき、アイヌ施策の総合的な推進を図る。（内閣官房）
②　アイヌの人々に対する偏見や差別を解消し、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現を目指

して、国民一人一人の人権意識を高め、アイヌの人々に対する理解を深めるための啓発活動を推進
する。（法務省）

③　アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及びアイヌ文化に関する国民に対する知識の普及啓発を図
るための施策を推進する。（文部科学省、国土交通省）

④　学校教育では、アイヌの人々について、社会科等において取り上げられており、今後とも引き続
き基本的人権の尊重の観点に立った教育を推進するため、教職員の研修を推進する。（文部科学
省）

⑤　各高等教育機関等におけるアイヌ語やアイヌ文化に関する教育研究の推進に配慮する。（文部科
学省）

⑥　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑦　生活館において、アイヌの人々の生活相談に応じるとともに、周辺地域の住民への人権問題に関

59　平成20年６月６日
60　平成21年７月29日アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会決定
61　平成31年法律第16号
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する理解を深めるための啓発活動等を推進する。（厚生労働省）
イ　相談・支援等

①　アイヌ施策推進法に基づき、アイヌ施策の総合的な推進を図る。（内閣官房）【再掲】
②　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

③　アイヌの人々に対する差別等の人権問題について、全国の法務局・地方法務局において人権相談
に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯
事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

④　生活館において、アイヌの人々の生活相談に応じるとともに、周辺地域の住民への人権問題に関
する理解を深めるための啓発活動等を推進する。（厚生労働省）【再掲】

⑤　北海道内に限らず存在するアイヌの人々からの生活上の悩みに関する電話相談に対応する生活相
談充実事業（アイヌの人々のための電話相談事業）を通じて、不安や孤独感の解消を図るととも
に、必要に応じ、地方公共団体、人権関係諸団体、アイヌ関係団体等へ紹介等を行う。（厚生労働
省）

キ　外国人
我が国に在留する外国人数は増加傾向にあり、社会における一層の国際化の進展や外国人労働者の増

加等もあいまって、社会生活において外国人はより身近な存在となっている。日本国憲法は、権利の性
質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人についても、等
しく基本的人権の享有を保障している。また、我が国が締約国となっている「あらゆる形態の人種差別
の撤廃に関する国際条約」62は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別
を撤廃する政策等を全ての適当な方法により遅滞なくとること等を主な内容とする。これらを踏まえ、
政府では、これまでも外国人の平等の権利と機会の保障、他国の文化・価値観の尊重、外国人との共生
に向けた相互理解の増進等に取り組んできた。

こうした取組の結果等もあり、外国人に対する理解は進んでいるものと考えられるが、我が国の歴史
的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題のほか、外国人が就労の場面で不利益を受けたり、
入居・入店を拒否されたりするなど他国の言語、宗教、習慣等への理解不足から生じる偏見等の問題
は、依然として根強く存在している。

こうした中、政府においては、日本人と外国人が安全・安心に暮らせる社会の実現に寄与することを
目的とした「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（毎年改訂）の策定のほか、外国人との
共生社会の実現に向けて目指すべき共生社会のビジョン、その実現に向けて中長期的に取り組むべき課
題としての重点事項及び具体的施策を示す外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを策定し
た。そのビジョンの一つとして、「外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差
別や偏見なく暮らすことができる社会」の実現を掲げ、政府一丸となって外国人との共生社会の実現に
向けた環境整備を推進している。

こうした動向等を踏まえ、外国人に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に推進す
る。
ア　人権教育・啓発等

①　外国人に対する偏見や差別を解消し、全ての人が互いの文化、宗教、生活習慣等における多様性
を理解し、尊重し合う共生社会の実現を目指して、国民一人一人の人権意識を高め、外国人の人権
への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務省）

②　出入国在留管理庁において、政府が日本人と外国人との共生社会を築くために進める取組につい
て掲載した「HarmoniUP！」を作成・公表することにより、お互いが人権を尊重する共生社会の実
現のための意識の醸成に努める。（法務省）

③　毎年１月を「ライフ・イン・ハーモニー推進月間」として定め、法務省を始め、関係省庁、地方
公共団体、関係機関・団体等が連携・協力し、外国人との共生社会の実現に向けた意識醸成に係る
啓発活動、情報発信等を全国で実施することにより、外国人との共生社会の実現に向けた意識の醸

62　平成７年条約第26号
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成・理解の促進に努める。（法務省、関係省庁）
④　政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて、毎年６月を「共生社会の実

現に向けた適正な外国人雇用推進月間」として定め、国民を始め、外国人を雇用する企業、関係団
体等に、不法就労対策のほか、外国人を受け入れるに当たっての留意点等の啓発活動を行ってお
り、引き続き同活動を推進する。（法務省、関係省庁）

⑤　学校教育活動全体を通じて、広い視野を持ち、異文化を尊重する態度や異なる習慣・文化を持っ
た人々と共に生きていく態度を育成するための教育の充実を図る。また、外国人児童生徒の就学機
会の適切な確保に向けて、就学状況の把握・就学促進のための取組を充実させるとともに、学校に
おける受入れ体制の充実やきめ細かな日本語指導の充実に取り組む。（文部科学省）

⑥　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑦　人身取引に関して、ポスター等の作成・配布やSNSの活用等により、性的搾取の被害の申告先や
相談窓口の周知を図るとともに、性的搾取の需要側への啓発を推進する。（内閣府、関係省庁）
【再掲】

⑧　人身取引に関して、主な手口等に関する資料を作成し、警察庁ウェブサイト等を通じて被害防止
広報を実施する。（警察庁）【再掲】

⑨　人身取引の解消に向けて、この問題についての関心と理解を深めるための啓発活動を推進する。
（法務省）【再掲】

⑩　我が国で認知された外国人人身取引被害者に対しては、国際機関を通じ、帰国支援及び帰国後の
社会復帰支援事業を実施する。また、外国人被害者の相談窓口等を記載した警察庁作成のリーフ
レットや内閣府作成のポスター及びリーフレットを在外公館等に配布し、人身取引の啓発と被害者
の認知促進に努める。（外務省）

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　日本語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権相談については、全国の法務局・地方法務
局において、多言語に対応した「外国語人権相談ダイヤル」、「外国語インターネット人権相談受
付窓口」及び「外国人のための人権相談所」を設置して相談に応じるとともに、人権相談等を通じ
て人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた
適切な措置を講ずる。（法務省）

③　人身取引に関する人権問題等について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じると
ともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として
調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）【再掲】

④　女性相談支援センター等により人身取引被害女性への保護を行い、安全の確保及び心身の健康状
態に配慮した心理的ケア等の対応を行うとともに、外国人被害者である場合には、出身国の大使館
や外国人支援を行う民間団体、IOM等の関係機関等と連携・協力を図りながら、言葉の問題や生活
習慣、食事の違いにも適切に対応し、きめ細かい支援を図る。（厚生労働省）

ク　本邦外出身者に対する不当な差別的言動
2000年代後半以降、特に2010年代に入ってから、特定の民族や地域的出身など本人の意思では変更困

難な属性を理由としてその属性に該当する者を地域社会から排斥する差別的言動、いわゆるヘイトス
ピーチを伴う街頭デモ等が全国各地で公然と行われるとともに、その様子がインターネット上で公開さ
れ、報道でも大きく取り上げられるなどヘイトスピーチが社会問題化するようになった。

こうした状況の中、平成28年６月、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の
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推進に関する法律」63が成立し、公布施行された。同法は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言
動」を本邦外出身者に対する「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、
名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にあ
る国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不
当な差別的言動」と定義し、そのような不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性
について国民の理解を深め、不当な差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるととも
に、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことなどを規定している。

また、同法が施行された平成28年から、政府は、関係省庁及びヘイトスピーチ対策に関係を有する地
方公共団体が参加する「ヘイトスピーチ対策専門部会」を開催し、ヘイトスピーチの解消に向けた取組
等に関する情報交換、意見交換及び連携協力に向けた協議を行い、ヘイトスピーチの解消に向けた様々
な取組を進めている。

さらに、地方公共団体においても、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチの解消に向けた条例の
制定や、公の施設におけるヘイトスピーチを伴う活動を防止するための公の施設の利用許可に関するガ
イドラインの策定などが行われている。

これらの取組等もあり、我が国における極端な民族主義・排外主義的主張に基づき活動する市民グ
ループが行う街頭デモ等の件数については減少傾向が見られるものの、一部の地域においては、依然と
してヘイトスピーチを伴う街頭デモ等が継続して行われており、いまだ問題となっている。加えて、
SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチも後を絶たず、深刻な人権侵害に発展する
事案が生じているほか、選挙運動や政治運動等に名を借りたヘイトスピーチも問題となっており、ヘイ
トスピーチが多様化している状況がみられる。

一方で、国際的な動向をみると、ヘイトスピーチは、暴力を煽り、多様性や社会の結束を弱体化さ
せ、共通の価値観と原則を脅かすものであり、人種差別、外国人嫌悪、女性蔑視を助長し、平和と安
全、人権、持続可能な開発を促進する取組に深刻な影響を及ぼすとの認識の下、令和元年（2019年）
に、国連は、「ヘイトスピーチに関する国連戦略・行動計画」を発表し、「ヘイトスピーチは民主主義
の価値、社会の安定と平和に対する脅威である。」と指摘しており、ヘイトスピーチが社会全体を脅か
す問題であると位置付けている。その２年後の令和３年（2021年）には、国連総会において、毎年６月
18日を「ヘイトスピーチと闘う国際デー」と制定した上で、国連事務総長が「ヘイトスピーチはあらゆ
る人々にとって危険であり、それと闘うことは私たち全員の責務」であるとして、ヘイトスピーチを解
消するための行動を加盟国に呼び掛けている。

こうした動向等を踏まえ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する人権教育・啓発において
は、次の取組を積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現を目指して、どのような言動がヘイト
スピーチに該当し得るかについて情報提供・共有を行うことの重要性に留意しつつ、ヘイトスピー
チはあってはならないことの理解を促進するための人権啓発活動を推進する。（法務省）

②　ヘイトスピーチの解消に向けた人権教育を実施するに当たっては、社会科などと連携することも
重要であることを踏まえ、人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践
的な研究及び国レベルにおける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うととも
に、都道府県教育委員会の人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議
等の機会を通じて、当該分野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組
を推進する。（文部科学省）【再掲】

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　ヘイトスピーチによる被害等の人権問題について、全国の法務局・地方法務局において人権相談
に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯

63　平成28年法律第68号
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事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。このうち、集団等に対する不当な差別
的言動に係る事案を認知した場合においても、事案に応じた適切な対応を行う。（法務省）

ケ　感染症の患者等
医学的に見て不正確な知識や思い込みによる過度の危機意識の結果、感染症の患者、その家族のみな

らず、医療従事者等に対する偏見や差別意識が生まれる。このことは、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19。以下「新型コロナ」という。）の世界的なまん延の中で我が国においても大きな社会問
題となったが、とりわけ、近年は、SNS等の普及もあり、一たび感染症に関する不正確な情報が発信さ
れた場合には瞬く間に拡散され、感染症の患者等に対する偏見や差別等を助長することにもつながりか
ねない。 

感染症については、まず、治療及び予防といった医学的な対応が不可欠であることは言うまでもない
が、それとともに、患者等の人権を尊重するためには、あらゆる機会を通じて感染症に関する正確な知
識の普及啓発に努めるほか、感染症の患者等に対する偏見や差別の歴史も踏まえ、人権を尊重するため
にはどのように振る舞うべきかを考え、学ぶことを通じて偏見や差別を予防・解消していく必要があ
る。
ア　HIV感染者等

HIV感染症は、発熱等の急性感染期、無症候期があり、HIV感染により免疫力が低下し、健康な状
態ではかかりにくい日和見感染症や悪性腫瘍等の一定の病気が発症した状態をエイズ（AIDS）と呼
んでいる。HIVには今なお世界中で多くの人が感染しており、我が国においても昭和60年３月に最初
のエイズ患者が報告されて以降、新規HIV感染者、新規エイズ患者は減少傾向にあるものの、現在も
年間で千名程度の報告がある。

一方で、HIVの感染力は弱く、性的接触に留意することにより日常生活において感染することは通
常ないことから、いたずらに感染を恐れる必要はなく、また、医学的知見の蓄積と新しい治療薬の開
発等もあり、早期診断・早期治療を適切に行うことでエイズの発症を抑えることができ、通常の生活
を送ることが可能である。

HIVに対するこのような理解は、社会に浸透しつつあるが、過去の情報等から定着した固定観念に
よる正しい知識や理解の不足等に起因する、HIV感染者やエイズ患者に対する偏見や差別は依然とし
て存在している。

感染症の患者等の人権の尊重については、平成10年10月に施行された「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律」64において基本理念として掲げられているほか、具体的な取組の方
向性を示した「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」65が同法に基づき策定され
ている。

こうした動向等を踏まえ、HIV感染者等に関する人権教育・啓発においては、次の取組を積極的に
推進する。
①　HIV感染症等に関する啓発資料の作成・配布、各種の広報活動、「世界エイズデー」の開催等を

通じて、HIV感染症等についての正しい知識の普及を図ることにより、HIV感染者やエイズ患者に
対する偏見や差別意識を解消し、HIV感染症及びその感染者等への理解を深めるための啓発活動を
推進する。（法務省、厚生労働省）

②　学校教育においては、エイズ教育の推進を通じて、発達段階に応じて正しい知識を身に付けるこ
とにより、HIV感染者やエイズ患者に対する偏見や差別をなくすとともに、そのための教材の周知
や教職員の研修を推進する。（文部科学省）

イ　肝炎ウイルス感染者等
肝炎は、肝臓の細胞が傷つけられ、その働きが損なわれる病気であり、肝炎患者の多くはB型肝炎

ウイルス又はC型肝炎ウイルスに起因するものである。
これらの肝炎ウイルスは、主に血液や体液を介して感染するものであり、肝炎ウイルスの感染を予

防するためには、血液や体液が付いた器具を共用しないこと、血液や体液が傷・粘膜に直接触れるの
を防ぐこと等が重要であるが、これら以外の普段の生活の中において、B型肝炎やC型肝炎に感染する

64　平成10年法律第114号
65　平成11年４月１日厚生省告示第115号
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ことはない。
しかし、肝炎ウイルスに関するこのような理解が十分ではなく、依然、偏見や差別に苦しんでいる

患者も少なくない。
感染者や患者に対する偏見や差別を解消するためには、幅広い世代を対象に肝炎についての正しい

知識の普及を前提に、感染症の患者等に対する偏見や差別の歴史も踏まえ、肝炎患者等の人権を尊重
するためにはどのように振る舞うべきかを考え、学ぶことが重要である。

感染症の患者等の人権の尊重については、「（ア）HIV感染者等」にも記載したとおりであるが、
肝炎については、これに加え、平成22年１月に施行された「肝炎対策基本法」66において、肝炎対策
の実施に当たり、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように
配慮することが定められているほか、同法に基づき策定されている「肝炎対策の推進に関する基本的
な指針」67においても、肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事
項が定められている。

こうした動向等を踏まえ、肝炎ウイルス感染者等に関する人権教育・啓発においては、次の取組を
積極的に推進する。
①　肝炎に関する啓発資料の作成・配布、各種の広報活動、「日本肝炎デー」の開催等を通じて、肝

炎についての正しい知識の普及を図ることにより、肝炎ウイルス感染者等に対する偏見や差別意識
を解消し、肝炎及びその感染者等への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務省、厚生労
働省）

②　集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの感染拡大の経緯・歴史等を学び、肝炎ウイルス感染者・
患者に対する偏見・差別をなくすことを目的として、副読本「B型肝炎 いのちの教育」を全国の中
学３年生の教員向けに配布・周知する。あわせて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が本副読本を
用いて実施している「患者講義（集団予防接種によりB型肝炎に感染した患者等を講師として派遣
し被害者の声を伝える活動）」について、全国の中学校に周知する。（文部科学省、厚生労働省）

③　感染症患者に対する偏見・差別や人権をテーマとした調査研究事業を行い、研究の成果を踏まえ
た上で、肝炎患者等に対する偏見・差別の解消に向けた取組を推進する。（厚生労働省）

ウ　新型インフルエンザ等の感染者等
近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウ

イルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大し
ている。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症
が発生した場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっている。

これまでも重症急性呼吸器症候群（SARS）やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、さらに
は、令和２年以降、新型コロナが世界的な大流行を引き起こす等、新興感染症等は国際的な脅威と
なっている。

とりわけ、新型コロナについては、我が国の国民の生命及び健康が脅かされ、国民生活及び社会経
済活動は大きく影響を受けることとなったが、これに加え、感染者やその家族、医療従事者等に対す
る偏見や差別等の様々な人権問題も深刻な問題となった。新興感染症等に基づく偏見や差別等は、患
者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性があるほか、これに対応する医療
従事者等の士気の維持の観点からも防止すべき課題である。

こうした状況を踏まえ、政府においては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」68について、
令和３年２月にその一部を改正し、差別的取扱い等を防止するための国及び地方公共団体の責務とし
て、広報その他の啓発活動を行うものとする規定（第13条）を設けたほか、同法に基づく「新型イン
フルエンザ等対策政府行動計画」69について、令和６年７月、新型コロナへの対応の経験やその課題
を踏まえた抜本的な見直しを行い、次なる感染症危機対応を行うに当たっては、感染拡大防止と社会
経済活動のバランスを踏まえた、感染症危機に強くてしなやかに対応できる社会を目指すことが必要
であるとされ、こうした社会を目指すに当たり、基本的人権の尊重の実現が一つの目標として掲げら

66　平成21年法律第97号
67　平成28年６月30日厚生労働省告示第278号
68　平成24年法律第31号
69　令和６年７月２日全面改定



29資-29

参
考
資
料

れた。
さらに、同行動計画に係る目標を実現するための取組を掲載する「新しい『新型インフルエンザ等

対策政府行動計画』における各分野の取組」においては、感染症対策について国民等が適切に判断・
行動できるよう、発生前における国民等への情報提供・共有に関する取組として、「偏見・差別等に
関する啓発」等を掲げている。

こうした動向等を踏まえ、新型インフルエンザ等の感染者等に関する人権教育・啓発においては、
次の取組を積極的に推進する。
①　感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者等に対

する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控え
る等、感染症対策の妨げにもなること等について啓発する。（内閣官房、法務省、文部科学省、厚
生労働省）

②　学校教育においては、感染症の予防の教育の推進を通じて、発達段階に応じて正しい知識を身に
付けることにより、感染者に対する偏見や差別をなくすとともに、そのための教材の周知や教職員
の研修を推進する。（文部科学省）

エ　（ア）から（ウ）までに共通（人権教育・啓発等）
人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにお

ける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の人権
教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分野の関
連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学省）【再
掲】
オ　（ア）から（ウ）までに共通（相談・支援等）

①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　感染症に関連する偏見や差別等の人権問題について、全国の法務局・地方法務局において人権相
談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵
犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

コ　ハンセン病患者・元患者及びその家族
ハンセン病は、らい菌による感染症であるが、らい菌の病原性は弱く、仮に感染しても発病する可能

性は極めて低い上、現在では有効な治療薬が存在し、早期の治療により障害を残すことなく治る病気で
ある。

しかし、かつて我が国においては、全ての患者に療養所への入所を強制する強制隔離政策が採られ、
平成８年に「らい予防法」が廃止されるまで継続した。こうした長期にわたる強制隔離政策と、患者の
隔離を徹底するために国主導の下各都道府県においてなされた「無らい県運動」という患者を見つけ出
し療養所に送り込む施策が行われたことにより、ハンセン病が恐ろしい感染症であるという誤った認識
が広く国民に浸透し、ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別が作出・助長された。
例えば、療養所入所者は家族との関係を断たれ、療養所に入所しなかった者や療養所から退所した者
も、病歴を周囲に隠して生活せざるを得なかった。患者・元患者の家族も、潜在的な感染者として学校
や職場、地域社会等で厳しい差別を受け、就職や結婚の際にも偏見や差別による被害を受けてきた。

平成13年５月、「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」において、ハンセン病患者に対する国の損害賠
償責任を認める判決が言い渡されたこと等を受け、ハンセン病問題の重大性が国民に明らかにされると
ともに、ハンセン病患者・元患者に対する損害賠償、名誉回復、福祉増進等の措置が採られるように
なった。

その後、平成21年には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」70が施行され、ハンセン病の患
者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し、現在もなお存在する課題の解決のために、基本理
念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題の解決の促進に関し必
要な事項が定められた。

70　平成20年法律第82号
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また、国際場裡においても、我が国の経験をいかして、ハンセン病に関する偏見や差別の撤廃に向け
た取組を推進しており、平成20年（2008年）以降、過去７回にわたり、全世界におけるハンセン病患
者・回復者及びその家族による人権の享受を実現し、平等な社会参加を妨げる患者等への偏見や差別を
撤廃することを目的に、国連人権理事会に「ハンセン病差別撤廃」決議案を主提案国として提出し、い
ずれも全会一致で採択されている71。

さらに、令和元年７月には、「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」の熊本地方裁判所判決を受けた内
閣総理大臣談話において、国のハンセン病隔離政策によって、ハンセン病患者・元患者のみならずその
家族に対しても、社会において極めて厳しい偏見や差別が存在し、患者・元患者及びその家族が強いら
れてきた苦痛と苦難に対し、政府としての深い反省とおわびが示されるとともに、関係省庁が連携・協
力し、患者・元患者及びその家族が置かれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活
動の強化に取り組むことが示された。

それにもかかわらず、令和５年度に実施したハンセン病問題に係る全国的な意識調査の結果等によれ
ば、「ハンセン病元患者の身体に触れる」、「ホテルなどで同じ浴場を利用する」、「ハンセン病元患
者の家族と自身の家族が結婚する」といったことに対して抵抗感を示した者が約２割に及ぶなど、社会
においてハンセン病に対する偏見や差別が根深く残存していることが明らかになっている。

こうした動向等を踏まえ、ハンセン病患者・元患者及びその家族に関する人権教育・啓発において
は、次の取組を積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見・差別のない社会の実現に向けて、ハンセン
病に関する正しい知識とハンセン病患者・元患者及びその家族が置かれている現状等への理解を深
めるための人権教育・啓発を推進する。また、ハンセン病問題に関する人権教育・啓発を行うに当
たっては、かつて国が採った強制隔離政策が誤りであったことを明確に認め、関係省庁が連携・協
力して推進する。その上で、ハンセン病問題に関する普及啓発活動等（ハンセン病資料館の運営等
を含む。）については、正しい知識の普及にとどまらず、偏見や差別意識が長年の強制隔離政策に
よって作出・助長されたことに留意し、教育・啓発活動に参加する者がハンセン病問題を自分の課
題として捉えられるよう工夫し、当事者性の意識付けを図るとともに、ハンセン病元患者やその家
族等の当事者からの語りを重視した普及啓発活動を推進する。学校教育及び社会教育においても、
学校や社会が偏見や差別の加害現場となったことを踏まえ、啓発資料の適切な活用等により当事者
性の意識付けを図る。（法務省、厚生労働省、文部科学省）

②　前記①の人権教育・啓発等においては、ハンセン病患者・元患者及びその家族の生きた証しに係
る種々の記録を保存活用し、その名誉の回復を図り、再発を防止するために、国は、国立ハンセン
病資料館や各療養所の社会交流会館（資料館）における普及啓発等の充実を図り、その利用につい
て積極的な取組を進める。（法務省、厚生労働省、文部科学省）

③　ハンセン病問題に関する国民の意識調査を今後も継続して実施することを検討し、その意識調査
の結果等も踏まえ、人権教育・啓発の向上を図るとともに、偏見・差別の解消のために必要な施策
を推進していく。（法務省、厚生労働省、文部科学省）

④　ハンセン病患者・元患者及びその家族等に対する偏見・差別の解消に向けて、かつて国が採った
強制隔離政策などのハンセン病政策の歴史と反省も踏まえ、国連人権理事会への決議案提出やハン
セン病差別撤廃に関する特別報告者との協力等を通じ、国際社会において積極的な取組を進める。
（外務省）

⑤　国の強制隔離政策によって偏見・差別が作出・助長された問題であることを学ぶというハンセン
病問題学習が持つ極めて重要な性格に留意しつつ、人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・
指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにおける指導方法の在り方等に関する調査研究・普
及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象
とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分野の関連法規等について周知を行うなどして、地
域や学校における取組を推進する。また、ハンセン病患者・元患者及びその家族等を含む個別的な
人権課題について、教職課程を履修する学生の理解増進を図るため、教職課程を置く大学に対し

71　第53回人権理事会における「ハンセン病差別撤廃決議」等
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「教職課程認定申請の手引き」による情報提供や説明会等の機会を通じて周知を行うなどして、各
大学における取組を推進する。（文部科学省）

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　ハンセン病患者・元患者及びその家族に関し、日常生活における差別や社会復帰の妨げとなる行
為等が発生した場合における相談窓口として、既設の全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口の
機能やハンセン病問題に特化した相談窓口の充実に努める。また、そのような行為等が発生した場
合における人権侵犯事件としての調査・処理や人権相談の対応を積極的に行い、事案に応じた適切
な措置を講ずる。（法務省、厚生労働省）

③　ハンセン病患者・元患者及びその家族等に対する偏見・差別により生じる生活上の不安や苦痛、
人権問題の解決を図るため、当事者自身による不安や苦しみの解消のためのピア相談事業等の事業
を積極的に実施する。また、全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口との一層の連携を図るとと
もに、社会復帰者や家族等の社会における共生の場づくりに努める。（法務省、厚生労働省）

サ　刑を終えて出所した人及びその家族
刑を終えて出所した人等に対する偏見や差別は根強く、就職に際しての差別や住居の確保の困難等、

社会復帰を目指す人たちにとって、現実は極めて厳しい状況にある。刑を終えて出所した人等が、地域
社会に包摂され、安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲とともに、地域社会に立ち
戻ったときに受け入れる周囲の理解と協力が必要不可欠である。

平成28年12月、再犯の防止等に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防
止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく基本事項を示した「再犯の防止等の推進に関する
法律」72が制定され、同月に施行された。同法は、基本理念の一つに、「犯罪をした者等が、社会にお
いて孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することに
より、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として、講ぜられるも
のとする。」（第３条第１項）ことを掲げるとともに、「国は、再犯の防止等に関する施策の重要性に
ついて、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする」（第22条第１
項）こととした。

これらを受け、政府は、同法に基づき策定した「再犯防止推進計画」73の基本方針の一つに、個々の施
策の策定・実施や連携に際し、実施者が目指すべき方向・視点として、「更生の意欲を有する犯罪をし
た者等が、責任ある社会の構成員として受け入れられるよう、再犯の防止等に関する取組を、分かりや
すく効果的に広報するなどして、広く国民の関心と理解が得られるものとしていくこと。」を掲げた。

また、刑を終えて出所した人等のみならず、その家族に対する偏見や差別の問題もあり、こうした動
向等を踏まえ、刑を終えて出所した人等及びその家族に関する人権教育・啓発においては、次の取組を
積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　刑を終えて出所した人等及びその家族に対する偏見や差別を解消し、刑を終えて出所した人等の
円滑な社会復帰に資するよう広報・啓発活動を推進する。（法務省）

②　「再犯防止啓発月間」や“社会を明るくする運動”強調月間を中心として、広く国民が犯罪をし
た者等の再犯の防止等についての関心と理解を深めるための事業を推進する。（法務省）

③　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

イ　相談・支援等

72　平成28年法律第104号
73　現行の計画（第二次）は、令和５年３月17日閣議決定
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①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　刑を終えて出所した人等に対する偏見や差別等の人権問題について、全国の法務局・地方法務局
において人権相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場
合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

シ　犯罪被害者及びその家族
犯罪被害者及びその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにも

かかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心ない中傷等がSNS等のインターネット上
で書き込まれることなどにより名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの問題が
指摘されている。

犯罪被害者等74の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、平成17年４月に「犯罪被害者等
基本法」75が施行され、保護、捜査、公判等の過程における犯罪被害者等の人権への配慮やその置かれ
ている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発等を講ずるほか、教育活動、広報活動等を通じ
て、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等につい
て国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとされた。また、同法に基づき策定された「犯罪被
害者等基本計画」76においては、犯罪被害者等が直面している困難な状況を打開し、その権利利益の保
護を図るという目的を達成するため、個々の施策の策定・実施に関し、「国民の総意を形成しながら展
開されること」などの基本方針を定めるとともに、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」
等の重点課題を掲げている。

こうした動向等を踏まえ、犯罪被害者及びその家族に関する人権教育・啓発においては、次の取組を
積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　犯罪被害者等に関する国民の理解を深めるため、「命の大切さを学ぶ教室」の開催や様々な広報
媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動を実施するとともに、毎年11月25日から12月
１日までを「犯罪被害者週間」として設定し、集中的な広報啓発活動を実施する。（警察庁）

②　犯罪被害者及びその家族の人権に対する配慮と保護を求めるための広報・啓発活動を推進する。
（法務省）

③　犯罪被害者等の保護・支援のための制度を広く国民に紹介し、その周知を図るために「犯罪被害
者の方々へ」と題するパンフレット及び被害者等向けDVDを作成し、全国の検察庁等に配布するほ
か、同パンフレットを法務省及び検察庁ウェブサイトに掲載し、情報提供を行う。（法務省）

④　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑤　犯罪被害者等への適切な対応を確実に行うため、警察職員に対する犯罪被害者等支援に関する教
育の充実を図るとともに、地方公共団体の職員に対して犯罪被害者等支援に関する最新の情報を提
供する研修等を実施するほか、民間被害者支援団体が行う研修への講師の派遣等の協力を行う。
（警察庁）

⑥　検察職員に対して、犯罪被害者等の保護・支援を目的とした諸制度について、各種研修や日常業
務における上司による指導等を通じて周知し、適正に運用するよう努める。（法務省）

⑦　更生保護官署関係職員等に対する研修において、犯罪被害者等支援の実務家による講義等を実施
することなどにより、犯罪被害者等が置かれている状況等について理解の増進を図る。（法務省）

イ　相談・支援等

74　犯罪被害者等基本法において、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
75　平成16年法律第161号
76　現行の計画（第４次）は、令和３年３月30日閣議決定
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①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、
具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　犯罪被害者等に対する人権侵害について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じる
とともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件とし
て調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

ス　北朝鮮当局によって拉致された被害者等
行方不明事案に対する当局の捜査や、亡命北朝鮮工作員の証言によって、北朝鮮による拉致の疑いが

濃厚である複数の事案が明らかになってきたことを受けて、政府は、平成３年（1991年）以来、機会あ
るごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起した。北朝鮮側は、頑なに否定し続けていたが、平成14年
（2002年）９月の日朝首脳会談において、初めて日本人の拉致を認め、謝罪した。同年10月、５名の拉
致被害者が帰国したが、他の被害者について、北朝鮮当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行動を
取っていない。

政府は、令和６年（2024年）までに、既に帰国した５名を含む17名を北朝鮮当局による拉致被害者と
して認定しているが、このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの認識の下、所要の
捜査・調査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めている。北朝鮮当局による拉致は、国民に
対する人権侵害であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題である。政府として
は、国の責任において、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしている。

また、国際社会においては、平成17年（2005年）以降毎年国連総会本会議で、また、平成20年（2008
年）以降毎年国連人権理事会で、拉致問題への言及を含む「北朝鮮人権状況決議」が採択されている。

我が国では、平成17年（2005年）の国連総会決議を踏まえ、平成18年６月に「拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害問題への対処に関する法律」77が制定された。この法律は、国や地方公共団体の責
務として、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題（以下「拉致問題等」という。）に関する国
民世論の啓発を図るよう努めるものとし、また、12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」と定め、国及び地方公共団体が、国民の間に広く拉致問題等についての関心と認識を深めると
いう同週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとしている。さらに、平成25年１月に設
置された拉致問題対策本部において策定された「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」78におい
ては、具体的施策の一つとして、「拉致問題を決して風化させないとの決意を新たにし、教育現場を含
む国内地域各層及び各種国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化する。」こ
とが明記された。

拉致問題等の解決には、幅広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、この問題に対す
る不断の関心と認識を深めるための取組が引き続き求められている。

こうした動向等を踏まえ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する人権教育・啓発において
は、次の取組を積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　国民の間に広く拉致問題等についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に
ふさわしい事業を実施する。（全府省庁）

②　拉致問題等についての正しい知識の普及を図り、国民の関心と認識を深めるため、啓発資料の作
成・配布、各種の広報活動を実施する。（内閣官房、法務省）

③　拉致問題等に対する国民各層の理解を深めるため、地方公共団体及び民間団体と協力しつつ、啓
発行事を実施する。（内閣官房、総務省、法務省）

④　諸外国に対し広く拉致問題等についての関心と認識を深めるための取組を実施する。（内閣官
房、外務省）

⑤　国連総会及び国連人権理事会における北朝鮮人権状況決議の採択等を通じ、拉致問題の解決に向
けた国際社会の世論の形成を図る。（外務省）

⑥　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに

77　平成18年法律第96号
78　平成25年１月25日拉致問題対策本部決定
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おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分
野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　北朝鮮当局による人権侵害について、全国の法務局・地方法務局において人権相談に応じるとと
もに、人権相談等を通じて北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関する嫌がらせ等の人権侵害
の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置
を講ずる。（法務省）

セ　性的マイノリティの人々
令和５年６月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること

を目的として、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す
る法律」79（以下「理解増進法」という。）が成立し、施行された。

政府は、理解増進法に基づき、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかか
わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっ
とり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであ
るとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しており、各府省
庁が横断的に連携し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する施策を総合的かつ効果的に推進することとしている。

こうした動向等を踏まえ、性的マイノリティの人々に関する人権教育・啓発においては、次の取組を
積極的に推進する。
ア　人権教育・啓発等

①　性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関し、必要な学術研究等を行うとともに、
その結果等を踏まえ、理解増進法第８条に基づく基本計画を策定し、推進する。また、理解増進法
の趣旨や性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性について、国民一般に対し、広報活動
等を通じた知識の着実な普及に努める。（内閣府）

②　地方公共団体における職員の採用に当たり、性的指向及びジェンダーアイデンティティといった
標準職務遂行能力及び適性の判定に必要のない事項の把握を行うことは、「地方公務員法」80第13
条に規定する「平等取扱いの原則」に反しているとの疑念を受けかねないものであることから、改
めて採用試験について点検することを依頼したり、各種ハラスメントの防止に向けて、厚生労働省
指針等を踏まえ、適切に取り組むことを要請したりするなど、性的指向及びジェンダーアイデン
ティティの多様性に関する地方公共団体の職員の理解増進を図っていく。（総務省）

③　消防大学校に入校する全国の消防本部の幹部職員等を対象とした講義の実施や、各消防本部への
性的マイノリティに関する基本的知識や注意事項を掲載したハラスメント教材の配布を通じ、消防
職員の性的マイノリティに対する理解促進を図る。（総務省）

④　性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別を解消し、全ての国民が相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、国民一人一人の人権意識を高
め、性的マイノリティの人々の人権への理解を深めるための啓発活動を推進する。（法務省）

⑤　性的マイノリティのこども・若者へのきめ細かな対応に資するよう、教職員向けの啓発資料や、
支援の事例の提供等の取組を進める。（文部科学省）

⑥　人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルに
おける指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の
人権教育担当者や教員、社会教育担当者等を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、当該分

79　令和５年法律第68号
80　昭和25年法律第261号
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野の関連法規等について周知を行うなどして、地域や学校における取組を推進する。（文部科学
省）【再掲】

⑦　性的マイノリティであるなどの不合理な理由で就職の機会が制限されることを防ぐため、適性と
能力に基づいた公正な採用選考システムの確立が図られるための取組を推進する。（厚生労働省）

イ　相談・支援等
①　インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に関し、一般利用者等からの相談を受け付け、

具体的な削除要請の方法等についてアドバイス等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
する。（総務省）【再掲】

②　性的マイノリティに関する偏見や差別等の人権問題について、全国の法務局・地方法務局におい
て人権相談に応じるとともに、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずる。（法務省）

ソ　その他
これまでみてきたように、人権課題は社会の変化に伴って新たに生起し、又は顕在化するものである

ため、前記アからセまでの類型に該当しない人権問題についても、それぞれの問題状況に応じて、その
解決に資する施策の検討を行う。

３　人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等
人権教育・啓発の推進に当たっては、人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の取組

が不可欠である。
人権に関わりの深い特定の職業に従事する者として、検察職員、矯正施設職員、更生保護官署関係職員、

出入国在留管理庁職員、学校の教職員・社会教育関係職員、医療関係者、福祉関係職員、海上保安官、労働
行政関係職員、消防職員、警察職員、自衛官、その他全ての公務員に対する研修等における人権教育・啓発
の充実に努めるものとする。関係各府省庁では、それぞれ所要の取組が実施されているところであるが、こ
のような関係各府省庁の取組は今後とも充実させる方向で積極的に推進する必要がある。その際、各取組に
おいては、これまで生じた問題事例の原因を分析してそれを解消するよう人権に関する研修を強化するな
ど、関係各府省庁において問題事例を発生させることがないよう人権尊重の理念が徹底されるようにするこ
とが重要である。より効果的な研修を行うため、例えば、研修プログラムや研修教材の充実を図ることなど
が求められる。

また、議会関係者や裁判所職員、マスメディア関係者等についても、それぞれにおいて同様の取組があれ
ば、その促進が図られるよう、行政府としての役割を踏まえつつも、情報の提供や講師の紹介等可能な限り
の協力に努めるものとする。

さらに、「ビジネスと人権」の取組に関し、企業にも人権尊重の責任があるとされていること、このよう
な責任は業種や企業規模、職種を問わず求められることを踏まえ、幅広い企業において、幹部を始め、人権
研修が広く行われるよう支援することも求められる。
４　総合的かつ効果的な推進体制等
⑴　実施主体の強化及び周知度の向上

人権教育・啓発を効果的に推進するためには、人権教育・啓発の実施主体の体制を質・量の両面にわ
たって充実・強化していく必要がある。特に、各地域に密着した効果的な人権啓発を行うためには、現
在、全国に約１万4,000名配置されている人権擁護委員の活用が有効かつ不可欠であるが、その際、適正な
人材の確保・配置などにも配慮し、その基盤整備を図る必要がある。

一般に、実施主体の組織及び活動について啓発対象者が十分な認識を持っていればいるほど、啓発効果
も大きなものとなることを期待することができることから、平素から積極的な広報活動に努めるべきであ
る。
⑵　実施主体間の連携
ア　国・地方公共団体の連携

人権教育・啓発の推進に関しては、現在、様々な分野で連携を図るための工夫が凝らされているが、
今後ともこれらを充実させていくことが望まれる。

特に、国においては、人権があらゆる分野に関係する問題であることから、関係府省庁により構成さ
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れている「人権教育・啓発関係府省庁連絡会議」81の場等を活用し、人権教育・啓発の総合的かつ効果
的な推進を図るため、更に連携を強化することが重要である。

また、各地方公共団体における人権教育・啓発の現状に目を向けると、各地方公共団体では、法務省
の人権擁護機関等の人権啓発活動を実施する主体との間の横断的ネットワークである「人権啓発活動
ネットワーク協議会」は、人権教育・啓発一般に関わる連携のための横断的な組織であって、その場を
活用しつつ、各都道府県人権擁護委員連合会・人権擁護委員協議会や全国の法務局・地方法務局と連携
し、各組織が有している問題意識を共有しながら取組が推進されている。人権課題の顕在化の程度は地
域によって異なることもあることから、地域の実情を最もよく知る各地方公共団体において、それぞれ
の地域の課題を独自に把握した上で、人権教育・啓発施策が展開されることは重要であり、今後もその
ような取組を継続することが必要である。

もっとも、人権尊重の理念は普遍的なものである上、流動化が著しい現代社会においては、国内のい
ずれの地域においても一定水準の人権教育・啓発が行われることも重要であることから、「地域の実情
を踏まえた」人権教育・啓発という観点を取り入れることが、各地方公共団体において、特定の人権課
題を取り扱わないことを正当化する理由とならないよう留意しなければならない。
イ　人権教育・啓発の具体的な実施主体間の連携

対象者の発達段階に応じた人権教育・啓発を円滑に実施するためには、幼稚園、小・中・高等学校な
どの学校教育機関、保育所や児童館などの児童福祉施設及び公民館などの社会教育施設と、法務局・地
方法務局、人権擁護委員などの人権擁護機関との間における更なる連携強化も重要である。

さらに、女性、こども、高齢者等の人権課題ごとに、関係する様々な機関において、その特質を踏ま
えた各種の取組が実施されているところであるが、これらの取組をより総合的かつ効果的に推進するた
めには、これら関係機関の一層緊密な連携を図ることが重要であり、各人権課題・分野等に即して、よ
り柔軟かつ幅広い連携が図られるべきである。

そのほか、人権擁護の分野においては、公益法人、特定非営利活動法人や民間のボランティア団体、
企業等が多種多様な活動を行っており、今後とも人権教育・啓発の実施主体として重要な一翼を担って
いくことが期待されるが、そのような観点からすれば、これら公益法人、特定非営利活動法人や民間団
体、企業等との関係においても、連携の可能性やその範囲について検討していくべきである。

なお、連携に当たっては、人権教育・啓発の中立性が保たれるべきであることは当然のことである。
⑶　担当者の育成

国及び地方公共団体は、研修等を通じて、人権教育・啓発の担当者の育成を図ることが重要であり、研
修プログラムや研修教材の充実等を図るなど、人材の育成に向けた取組を積極的に推進していくことが必
要である。

なお、国及び地方公共団体が研修を企画・実施する場合において、民間の専門機関や講師等の人材を活
用するに当たっては、教育・啓発の中立性に十分配慮する必要がある。

また、人権教育・啓発の担当者として、日頃から人権感覚を豊かにするため、自己研さんに努めること
が大切であり、主体的な取組を促していくことが重要である。
⑷　文献・資料等の整備・充実

人権に関する文献や資料等は、効果的な人権教育・啓発を実施していく上で不可欠のものであるから、
その整備・充実に努めることが肝要である。

また、人権に関する国内外の情勢は時の経過とともに変遷するものであるから、インターネット等も活
用しつつ時代の流れを反映した文書等、国内外の新たな文献や資料等の収集・整備を図るとともに、従来
必ずしも調査研究が十分ではなかった分野等に関するものについても、積極的に収集に努める必要があ
る。

さらに、国及び地方公共団体等が発信・作成している人権教育・啓発に関する各種情報や啓発冊子、ポ
スター、動画等の各種資料を収集・整理している（公財）人権教育啓発推進センターが運営する「人権ラ
イブラリー」の充実を図り、人権教育・啓発に関する文献・資料の活用に関する環境の向上に資すること
が重要である。

81　令和６年６月３日関係府省庁申合せにより設置
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⑸　内容・手法に関する調査・研究
ア　既存の調査・研究の活用

企業、民間団体等が実施した人権教育・啓発の内容・手法に関する調査・研究は、斬新な視点（例え
ば、ターゲットを絞って、集中的かつ綿密な分析を行うなど）からのアプローチが期待でき、その調
査・研究の手法を含めた成果等を活用することにより、より効果的な教育・啓発が期待できる。

また、地方公共団体は、これまで様々な人権問題の啓発に取り組んできており、その啓発手法等に関
する調査・研究には多大の実績がある。これらの調査・研究の成果等は、地域の実情及び特性を踏まえ
た地域住民の人権意識の高揚を図る観点から取り組まれたものとして、各地域の実情を反映した参考と
すべき多くの視点が含まれている。

さらに、日本国内における人権に関する調査・研究の成果等とは別に、諸外国における調査・研究の
成果等を活用することも、次のような意味に鑑みて、十分検討に値するものである。

①　人権擁護に関する制度的な差異に着目して教育・啓発手法の比較検討ができ、新たな手法創出の
参考となる。

②　調査・研究の成果等から諸外国における国民、住民の人権意識の状況等を知ることができ、我が
国の人権状況の把握に資する。

イ　新たな調査・研究等
より効果的な教育・啓発の内容・手法に関する新たな調査・研究も必要であるが、民間における専門

機関等には、教育・啓発のノウハウについて豊富な知識と経験を有するスタッフにより、多角的な視点
から効果的な教育・啓発の内容・手法を開発することを期待することができることから、これら民間の
専門機関等への調査・研究委託を行うことも望まれる。
ウ　その他

調査・研究委託で提案・報告等された人権教育・啓発の内容・手法を実際に各種啓発活動等において
実践し、その啓発効果等を検証した上で、必要に応じて改善を加えていくなどのサイクルを通じて、よ
り効果的な啓発活動につなげていくことが重要である。

⑹　（公財）人権教育啓発推進センターの充実
（公財）人権教育啓発推進センターには、民間団体としての特質をいかした人権教育・啓発活動を総合

的に行うナショナルセンターとしての役割が期待されている。
そこで、その役割を十分に果たすため、組織・機構の整備充実、人権課題に関する専門的知識を有する

スタッフの育成・確保など同センターの機能の充実を図るとともに、人権ライブラリーの活用、人権啓発
指導者養成研修のプログラムや人権教育・啓発に関する教材や資料の作成など、同センターにおいて実施
している事業のより一層の充実が必要である。
⑺　マスメディアの活用等
ア　マスメディアの活用

人権教育・啓発の推進に当たっては、教育・啓発の媒体としてマスメディアの果たす役割は極めて大
きいことから、より多くの国民に効果的に人権尊重の理念の重要性を伝えるためには、マスメディアの
積極的な活用が不可欠である。

マスメディアには、映像、音声、文字を始めとする多種多様な媒体があり、各々その特性があること
から、媒体の選定に当たっては当該媒体の特性を十分考慮し、その効用を最大限に活用することが重要
である。
イ　民間のアイディアの活用

人権教育・啓発に関するノウハウについて、民間は豊富な知識と経験を有しており、多角的な視点か
ら、より効果的な手法を駆使した教育・啓発の実施が期待できることから、その積極的活用が望まれ
る。また、民間の活用に当たっては、教育・啓発の中立性に十分配慮する必要がある。
ウ　国民の積極的参加意識の醸成

人権教育・啓発を効果的に行うためには、広く国民に対して自然な形で人権問題について興味を持っ
てもらう手法が有意義である。そのような手法の一つとして、現在でも、例えば、人権標語、人権ポス
ター図案の作成等について一般国民からの募集方式を導入し、優秀作品に対して表彰を行うとともに、
優秀作品の積極的な活用に努めているところであるが、今後とも、創意工夫を凝らしながら、積極的に
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推進する必要がある。
⑻　インターネット等IT関連技術の活用

近年、情報化社会の進展に伴い、スマートフォンやSNS等が登場し、国民の間に広く普及したことに
よって、情報伝達の媒体としてのインターネットの活用も急速な発展を遂げており、その特性を活用し
て、広く国民に対して、多種多様の人権関係情報82を提供するとともに、基本的人権の尊重の理念を普及
高揚させるための人権啓発活動83を推進することが効果的である。

また、人権関係情報の発信等を行うに当たっては、その情報に対して、多くの人々が容易に接し、活用
することができるよう、ウェブサイトの開設やその掲載内容の充実化、SNSや動画配信サイトを活用した
情報発信などのインターネットの更なる活用が望まれる。

第６章　計画の推進
１　推進体制

政府は、人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るため、法務省及び文部科学省を中心とする関係
各府省庁の緊密な連携の下に本基本計画を推進する。その具体的な推進に当たっては、人権教育・啓発関係
府省庁連絡会議を始めとする各種の連携のための場を有効に活用するものとする。

関係各府省庁は、本基本計画の趣旨を十分に踏まえて、その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・
充実を図るなど、その着実かつ効果的な実施を図る。
２　地方公共団体等との連携・協力

人権教育・啓発の推進については、地方公共団体や公益法人、民間団体、企業等の果たす役割が極めて大
きい。これらの団体等が、それぞれの分野及び立場において、必要に応じて有機的な連携を保ちながら、本
基本計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開することを期待するとともに、本基本計画の実施に当たって
は、これらの団体等の取組や意見にも配慮する必要がある。

また、地方公共団体に対する財政支援については、地方公共団体が、人権教育・啓発に関する施策を策
定・実施する責務を負っており（人権教育・啓発推進法第５条）、「国は、人権教育及び人権啓発に関する
施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ず
ることができる。」（同法第９条）とされている趣旨を踏まえ、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、適切
に対応していく必要がある。

さらに、国際的潮流の動向を十分に踏まえ、人権の分野における国際的取組に積極的な役割を果たすよう
努めるものとする。
３　計画のフォロ－アップ及び見直し

政府は、人権教育・啓発に関する国会への年次報告書（白書）の作成・公表等を通じて、前年度の人権教
育・啓発に関する施策の実施状況を点検し、その結果を以後の施策に適切に反映させるなど、本基本計画の
フォロ－アップに努めるものとする。

また、我が国の人権をめぐる諸状況や人権教育・啓発の現状及び国民の意識等について把握するよう努め
るとともに、国内の社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向等に適時・適切に対応するため、人権教育・啓
発に関する密接な連携・協力の場である人権教育・啓発関係府省庁連絡会議において、人権教育・啓発に関
する施策の推進方策や推進体制等について不断の検討を行い、必要に応じて本基本計画の見直しを行うもの
とする。

82　例えば、条約、法律、答申、条例、各種啓発資料（冊子、ポスター、動画等）
83　�例えば、世界人権宣言や国際人権規約を始めとする人権諸条約の内容紹介、各種人権問題の現況及びそれらに対する取組
の紹介、その他人権週間行事など各種イベントの紹介等
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参考資料３

令和７年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）
～法務省の人権擁護機関の取組～

法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件調査処理規程（平成16年法務省訓令第２号）に
基づき、人権を侵害されたという方からの申告等を端緒に、その被害の救済及び予防に努
めている。

令和７年（暦年）における取組状況は、以下のとおりである。

【令和７年の主な特徴】
①�　令和７年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、8,207件、

処理した人権侵犯事件の数は、8,170件であった。
②�　学校におけるいじめについて、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、

1,422件であり、全体に占める割合は、17.3％であった。
③�　インターネット上の人権侵害情報について、新規に救済手続を開始した人権侵

犯事件の数は、1,569件であり、高水準で推移している。

１　人権侵犯事件数の動向
　⑴　新規救済手続開始件数

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

令和７年令和６年令和５年令和４年令和３年

8,207

8,9478,962

7,859

8,581

（件）

人権侵犯事件の新規救済手続開始件数の推移
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　⑵　処理件数

　⑶　新規救済手続開始件数の動向・分析
人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は、前年と同水準であった。
人権侵犯事件の種類別件数は、「教育関係」が最も多く、「名誉・プライバシー関係」、

パワーハラスメントなどの「労働権関係」が次いで多かった。
「教育関係」の中では、「学校におけるいじめ」が多数を占めた。
また、インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件数が依然として高

水準である。
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8,629
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（件）

人権侵犯事件の処理件数の推移
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２　人権侵犯事件の種類別構成比（新規救済手続開始件数）

　　⼈権相談件数及び主な類型

　　ツール別人権相談件数
相談ツールとしては、引き続き

６割以上を電話が占めているが、
面接に次いでチャットによる相談
が多くなっている。

教育関係
2,144
26.1%

学校における
いじめ
1,422
17.3%

その他  216  2.6%

不適切指導
445
5.4%

体罰
61
0.7%名誉・プライバシー

関係
1,996
24.3%

労働権関係
1,449
17.7%

住居・生活の
安全関係
487
5.9%

差別待遇
313
3.8%

強制・強要
676
8.2%

暴行・虐待
671
8.2%

その他
471
5.7%

令和７年（8,207件）

※令和７年に統計項目の改訂を実施したため、前年とは項目は一致しません。
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差別待遇
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強制・強要

労働権関係

住居・生活の安全関係

名誉・プライバシー関係

教育関係
（学校におけるいじめ）

内数：7,333 13,797

12,395

12,302

10,393

7,907

5,667

3,680

令和７年の人権相談件数　152,918件

電話
93,404
61.1%

メール
12,547
8.2%

SOSミニレター
6,797
4.4%

面接
22,085
14.4%

チャット
14,769
9.7%

その他
3,316
2.2%

※「チャット」には、法務局LINEじんけん相談による相談を含む。
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３　インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件について
⑴　法務省の人権擁護機関の取組について

法務省の人権擁護機関（以下単に「人権擁護機関」という。）では、全国の法務局
において人権相談に応じており、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を
認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講
じている。

インターネット上の誹謗中傷等の被害を受けた方等からの相談を受けた場合には、
相談者の意向に応じて、当該誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法等を助言した
り、あるいは、人権擁護機関において違法性を判断した上で、プロバイダ事業者等
に対して書き込みの削除要請をするなどしている。

人権擁護機関に被害の相談があった場合の具体的な対応については、下図のとお
りである。

⑵　令和７年における人権侵犯事件の動向について
　ア　新規救済手続開始件数

令和７年において、新規に救済手続を開始したインターネット上の人権侵害情報
に関する人権侵犯事件の数は、1,569件で、前年から138件減少した。

このうち、プライバシー侵害事案が503件、識別情報の摘示事案が494件、名誉毀
損事案が348件となっており、これらの事案で全体の85％を占めている。

なお、人権侵犯事件数はプロバイダ事業者等への削除要請件数ベースで集計して
おり、人権侵害情報の書き込み数ではない（例えば、１つのプロバイダ事業者等に
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対し、100の書き込みの削除を１回で要請した場合、１件として計上している。）。

令和７年令和６年令和５年令和４年令和３年令和２年平成31年
令和元年

平成30年平成29年平成28年

1,909
2,217

1,141

746

42

1,910

849

667
44

1,985

1,045

517

198

1,693

900

430

211

1,736

725

483

296

1,721

665

346

414

1,824

542

415
430

1,707

635

329

475

1,569

503

348
494

1,189

501

26

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件（新規開始）

　　イ　処理件数
令和７年において、処理したインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯

事件の数は、1,572件となり、前年から338件減少した。
当該事件の処理のうち、被害者に対しインターネット上の人権侵害情報の削除を

依頼する方法を教示するなどの「援助」は約４割を占めており、人権擁護機関が違
法性を判断した上で、プロバイダ等に対し人権侵害情報の削除を求める「要請」を
行った件数は349件で、約２割となっている。

令和７年令和６年令和５年令和４年令和３年令和２年平成31年
令和元年

平成30年平成29年平成28年

1,789

2,285

1,805 1,877 1,917

1,588 1,600 1,654
1,910

1,572

326
568

419 395
578

399
533 449

628
349

インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件（処理）
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　　ウ　令和７年中に人権擁護機関が救済措置を講じた人権侵犯事件の例
①　インターネット上のプライバシー侵害

ヤミ金融業者を利用した者の個人情報を無断で公開するサイトに、相談者及びそ
の子の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された上、当該
子について「寸借詐欺師」などと書き込まれているとして、相談があった事案であ
る。

法務局が調査した結果、当該投稿は相談者及びその子のプライバシーを侵害する
ものであると認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿
が削除されるに至った。

� （措置：「要請」）

②　インターネット上の名誉感情侵害
相談者がサービス業に従事している様子を無断で撮影された上、SNS上に相談者

を侮辱する文言とともに当該映像を無断で掲載されたとして、相談があった事案で
ある。

法務局が調査した結果、当該投稿は相談者の名誉感情を侵害するものであると認
められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿
が削除されるに至った。

� （措置：「要請」）

③　インターネット上の肖像権侵害
相談者が窓口業務に従事する様子を無断で撮影された上、インターネット上の地

図サービスにおいて、相談者が勤務する店舗の評価欄に接客に対する不満とともに
当該写真を無断で掲載されたとして、相談があった事案である。

法務局が調査した結果、当該投稿は相談者の肖像権を侵害するものであると認め
られた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿
が削除されるに至った。

� （措置：「要請」）

④　インターネット上の私事性的画像記録及び肖像権等侵害
ファイル共有サービス上に、相談者とその元交際相手しか保有していない性的な

画像等を含む私的な画像等が無断で投稿されているとして、相談があった事案であ
る。
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法務局が調査した結果、当該投稿は本人が第三者に見られることを認識していな
い私事性的画像記録その他の私的な画像等を公開したものであり、相談者の肖像権
やプライバシーを侵害するものであると認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿
が削除されるに至った。

� （措置：「要請」）

⑤　インターネット上における同和地区の摘示
動画投稿サイトに、特定の地域を散策しながら当該地域が同和地区であると指摘

する動画が掲載されているとして、法務局に情報が提供された事案である。
法務局が調査した結果、当該動画は当該地域の居住者等のプライバシー又は私生

活上の平穏を侵害するものであると認められた。
法務局からサイト管理者に対し、当該動画の削除要請を行ったところ、当該動画

が削除されるに至った。
� （措置：「要請」）

⑥　インターネット上におけるヘイトスピーチ
電子掲示板に、日本国内に居住する外国人住民の集団を害虫と結び付ける等の投

稿がされているとして、法務局に情報が提供された事案である。
法務局が調査した結果、当該投稿は当該外国人住民の集団を著しく侮蔑するもの

であり、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す
る法律第２条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するものである
と認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿についての情報提供を行ったところ、
当該投稿が削除されるに至った。

� （「啓発（情報提供）」）

⑶　その他
インターネット上の人権侵害情報に関する相談や被害申告等に対応するため、法務

局での面談による相談窓口のほか、電話（みんなの人権110番：0570-003-110）、イン
ターネット（インターネット人権相談受付窓口：https://www.jinken.go.jp/）、LINE
などでも相談に応じている。

また、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害の被害に遭われた方が自身
で削除依頼等を行う方法をまとめた「インターネット上の誹謗中傷　書き込み削除依
頼の手引き」（デジタルブック）を法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/
JINKEN/jinken88.html）で公開している。

https://www.jinken.go.jp/
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
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さらに、インターネット上の人権侵害による被害を未然に防ぐため、「インターネッ
ト上の人権侵害をなくそう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、各種人権啓発活
動を実施しており、啓発動画「インターネットはヒトを傷つけるモノじゃない。」、「な
くそう！インターネット上の人権侵害」、や啓発冊子「あなたは、大丈夫？考えよう！
インターネットと人権〈四訂版〉」等の啓発資料を法務省ホームページ（https://
www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html）等で公開している。

加えて、青少年を中心に深刻化するインターネット上の人権侵害への取組として、
中学生などを対象に携帯電話会社と連携・協力し、スマートフォン等の安全な利用に
ついて学ぶための人権教室を実施するなどの人権啓発活動に取り組んでいる。

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html


47資-47

参
考
資
料



48資-48

４　令和７年中に法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例
【こども関係】
（いじめ）
事例1　小学校におけるいじめ

小学校の児童から、複数の同級生に、「死ね。」などと暴言を言われたり、殴る、蹴る
といった暴力を受けたりしているとして、「こどもの人権SOSミニレター」による相談
があった事案である。

保護者からは、学校がいじめへの対応を十分に行っていないとの指摘があり、法務局
が調査した結果、学校から、加害児童を含めて児童全員に対して継続して指導を行うこ
とに加え、法務局による「人権教室」の実施を希望する旨の意向が示された。

そこで、法務局の仲介により、学校と保護者の意見交換の場を設け、学校が行ういじ
め防止に向けた取組を伝えるとともに、「人権教室」の実施について説明した結果、保
護者が学校の対応に一定の理解を示し、当事者間の関係改善が図られた。

� （措置：「調整」）
（虐待）
事例2　乳児に対する虐待

乳児が、親に熱湯をかけられてやけどしたり、たたかれたりしているなどの虐待を受
けているとして、当該乳児の親族から、「こどもの人権110番」による相談があった事案
である。

法務局は、当該親族に対して児童相談所への通告及び警察への通報を促すとともに、
法務局からも速やかに児童相談所への通告を行い、今後の対応について調整を行った。

その結果、児童相談所において当該乳児が入院している病院と連携し、警察への通報
や退院後の対応の調整等を行うこととなり、当該乳児の安全確保が図られた。

� （措置：「援助」）

事例3　高校生に対する虐待
高校生の生徒から、両親に、暴言を吐かれる、物を投げられるといった虐待を受け、

怪我をしているとして、「LINEじんけん相談」による相談があった事案である。
法務局は、直ちに学校に事実関係を確認した上で、児童相談所に虐待事案として通告

を行い、関係機関相互の連携を図った。
その結果、児童相談所が本件学校において当該生徒と面談を行うこととなり、また、

要保護児童対策地域協議会で扱う事案として関係機関による継続的な見守り体制が構築
された。

� （措置：「援助」）
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（その他）
事例4　中学校における不適切な対応

中学校の生徒の保護者から、当該生徒が、学校に通えない状況であり、登校できる環
境を整えるよう学校に協力を求めているにもかかわらず、長期にわたって適切な対策が
講じられていないとして、「こどもの人権110番」による相談があった事案である。

法務局において、保護者と対話を重ね、学校への要望事項を整理した上で学校に伝え
たところ、学校からは当該要望に対応していく旨の意向が示され、保護者も学校の前向
きな対応に一定の理解を示し、当事者間の関係改善が図られた。

� （措置：「調整」）

【強制・強要関係】
事例5　入院患者に対する手紙の発送拒否

精神科病院に入院中の患者から、同病院の看護師に、手紙の発送を拒否されたとして、
相談があった事案である。

法務局が調査した結果、当該看護師は、相談者の親から手紙の発送を制限するよう依
頼を受け、発送を拒否したことが認められた。

そこで、法務局は、相談者の親に対し、手紙の発送を制限するような依頼を控えるよ
う働きかけたところ、相談者の親は、今後はこのような依頼をしないことを約束した。
その上で、当該看護師に対し、相談者の手紙の発送を拒否することは、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第36条第２項に抵触するおそれがある旨を説明するととも
に、相談者の親も今後は手紙の発送制限の依頼を行わない旨述べていることを伝えたと
ころ、当該看護師は、今後は手紙の発送制限は行わないことを約束した。

� （措置：「調整」）

事例6　性自認に関するプライバシー侵害
賃貸物件を探す際に不動産業者とやりとりをしていたところ、自ら話していない性自

認に関する情報が当該不動産業者に伝わっていたとして、性的マイノリティの方から相
談があった事案である。

法務局が調査した結果、相談者に係る行政手続を担当していた職員が、本人の同意を
得ることなく、職務上知り得た相談者の性自認に関する情報を不動産業者に伝達してい
たことが認められた。

法務局は、当該職員に対し、本人の同意なく、他人の性自認に関する情報を第三者に
暴露する行為（アウティング）は、相談者の人格権ないしプライバシー権を著しく侵害
するものであって、人権擁護上看過できないとして、その行為の不当性を強く認識する
とともに、基本的人権尊重の理念について正しい理解を深め、今後、同様の行為を行う
ことのないよう説示した。また、法務局は、当該職員の職場の責任者に対し、プライバ
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シーの保護について職員の理解を深め、その監督、指導を徹底させるなど、同種事案の
再発防止に向けた適切な措置を講ずるよう要請した。

� （措置：「説示」及び「要請」）

【差別待遇関係】
事例7　外国人に対する診療拒否

外国人の方から、医療機関を受診するために予約の電話をかけたところ、国籍を確認
された上、外国人であることを理由に診療を拒否されたとして、相談があった事案であ
る。

法務局が調査した結果、当該医療機関では、過去に受診した外国人による問題行動を
理由に、外国人患者について一律に診療を拒否していることが認められた。

法務局は、当該医療機関に対し、外国人患者の個別の事情を考慮することなく、患者
が外国人であることを理由に一律に診療を拒否した行為は、医師法第19条第１項に反す
るものであり、人権擁護上看過できないとして、その行為の不当性を認識して自戒する
とともに、基本的人権尊重の理念について正しい理解を深め、今後、同様の行為を行う
ことのないよう説示した。

� （措置：「説示」）

事例8　外国人に対する入居拒否
外国人の方から、不動産会社を通じて賃貸借契約の申込みをしたところ、物件の所有

会社に、外国人であることを理由に入居を断られたとして、インターネットメールによ
る相談があった事案である。

法務局は、当該所有会社に対し、専ら外国国籍であることを理由に、賃貸借契約の締
結を拒否した行為は、外国人であることを理由とする差別的取扱いであって、人権擁護
上看過できないとして、その行為の不当性を認識して自戒するとともに、基本的人権尊
重の理念について正しい理解を深め、今後、同様の行為を行うことのないよう説示した。

� （措置：「説示」）

事例9　障害のある人に対する合理的配慮
障害のある人から、自己の病気を理由に、本来の施設利用時間の前でも施設内のトイ

レの使用を認めてほしい旨を施設管理者に要望したところ、過重な負担がないにもかか
わらずこれを拒否されたとして、相談があった事案である。

法務局が調査した結果、施設側としてはトイレの使用を制限するまでの意図はなく、
トイレの使用に支障がないよう配慮する意向があることが認められた。

そこで、法務局から、相談者に対し、施設側の説明内容を伝えた上で、話合いの場を
設けることも提案したところ、相談者は、説明内容に理解を示し、今後施設を使用する
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際には施設と相談したいと述べ、法務局の関与により、当事者間の関係改善が図られた。
� （措置：「調整」）

【その他】
事例10　知人に対する不適切な発言

団体の役員を務めている方から、同じ団体の顧問が、役員会議において、相談者に対
して「病んどる」などと発言し、精神的苦痛を被ったとして、相談があった事案である。

法務局が調査した結果、当該顧問から相談者に対して、「病んどる」と発言しており、
その発言は、議論やコミュニケ―ションの範囲を逸脱するものであったと認められた。

法務局は、当該顧問に対し、「病んどる」との発言は相談者の人権を侵害したもので
あり、人権擁護上看過できないとして、その行為の不当性を認識するとともに、今後、
同様の行為を行うことのないよう説示した。

� （措置：「説示」）

【インターネット上の人権侵害情報関係】
事例11　インターネット上のプライバシー侵害

ヤミ金融業者を利用した者の個人情報を無断で公開するサイトに、相談者及びその子
の電話番号、住所、メールアドレス等の個人情報が無断で掲載された上、当該子につい
て「寸借詐欺師」などと書き込まれているとして、相談があった事案である。

法務局が調査した結果、当該投稿は相談者及びその子のプライバシーを侵害するもの
であると認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿が削
除されるに至った。

� （措置：「要請」）

事例12　インターネット上の名誉感情侵害
相談者がサービス業に従事している様子を無断で撮影された上、SNS上に相談者を侮

辱する文言とともに当該映像を無断で掲載されたとして、相談があった事案である。
法務局が調査した結果、当該投稿は相談者の名誉感情を侵害するものであると認めら

れた。
法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿が削

除されるに至った。
� （措置：「要請」）
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事例13　インターネット上の肖像権侵害
相談者が窓口業務に従事する様子を無断で撮影された上、インターネット上の地図

サービスにおいて、相談者が勤務する店舗の評価欄に接客に対する不満とともに当該写
真を無断で掲載されたとして、相談があった事案である。

法務局が調査した結果、当該投稿は相談者の肖像権を侵害するものであると認められ
た。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿が削
除されるに至った。

� （措置：「要請」）

事例14　インターネット上の私事性的画像記録及び肖像権等侵害
ファイル共有サービス上に、相談者とその元交際相手しか保有していない性的な画像

等を含む私的な画像等が無断で投稿されているとして、相談があった事案である。
法務局が調査した結果、当該投稿は本人が第三者に見られることを認識していない私

事性的画像記録その他の私的な画像等を公開したものであり、相談者の肖像権やプライ
バシーを侵害するものであると認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を行ったところ、当該投稿が削
除されるに至った。

� （措置：「要請」）

事例15　インターネット上における同和地区の摘示
動画投稿サイトに、特定の地域を散策しながら当該地域が同和地区であると指摘する

動画が掲載されているとして、法務局に情報が提供された事案である。
法務局が調査した結果、当該動画は当該地域の居住者等のプライバシー又は私生活上

の平穏を侵害するものであると認められた。
法務局からサイト管理者に対し、当該動画の削除要請を行ったところ、当該動画が削

除されるに至った。
� （措置：「要請」）

事例16　インターネット上におけるヘイトスピーチ
電子掲示板に、日本国内に居住する外国人住民の集団を害虫と結び付ける等の投稿が

されているとして、法務局に情報が提供された事案である。
法務局が調査した結果、当該投稿は当該外国人住民の集団を著しく侮蔑するものであ

り、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第
２条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するものであると認められた。

法務局からサイト管理者に対し、当該投稿についての情報提供を行ったところ、当該
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投稿が削除されるに至った。
� （「啓発（情報提供）」）
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５　「人権侵犯事件」統計資料（令和７年）

9,509 1,302 8,207 5,000 2,648 - 408 37 114 8,170 6,384 23 366 77 - - 1 18 16 1,040 80 44 119 109 1,339

売春 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

児童ポルノ 11 - 11 7 4 - - - - 11 11 - - - - - - - - - - - - - -

その他 4 - 4 1 3 - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - -
家族間のもの 502 3 499 270 229 - - - - 501 499 - - - - - - - - 2 - - - - 1
ホームレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
性的指向 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジェンダーアイデンティティ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
その他 198 26 172 102 70 - - - - 187 157 - - 1 - - - - - 27 1 - 1 - 11

医療関係 99 10 89 74 15 - - - - 80 55 - - - - - - - - 23 2 - - - 19

人身取引 4 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 4 - - - -

精神保健福祉法関係 49 6 43 34 9 - - - - 46 37 1 - - - - - - - 8 - - - 1 3

その他 10 2 8 8 - - - - - 10 8 - - - - - - - - 2 - - - - -

施設職員によるもの 50 10 40 25 15 - - - - 43 33 - - - - - - - - 10 - - - 1 7

その他 14 3 11 7 4 - - - - 14 11 - - - - - - - - 3 - - - - -

街頭デモ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ヘイト インターネット 70 16 54 4 - - 50 - - 38 - - - - - - - - - 38 - - - 27 32

スピーチ 選挙活動等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

その他 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 -

報道等 8 3 5 4 1 - - - - 7 2 - - - - - - - - 3 2 - - - 1

私事性的画像記録 124 93 31 25 6 - - - - 30 30 - - - - - - - - - - - - - 94

識別情報の摘示 835 341 494 4 - - 350 28 112 514 1 - 213 47 - - - - - 142 - - 111 6 321
名誉・ 名誉毀損等 439 91 348 293 55 - - - - 347 205 - 28 - - - 1 - - 101 12 - - 9 92

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ関係
プライバシー侵害 639 136 503 425 77 - 1 - - 487 304 - 84 1 - - - - - 80 18 - - - 152

その他 167 30 137 113 24 - - - - 154 102 - 24 1 - - - - - 28 - - - 4 13

差別表現 138 38 100 60 30 - 7 2 1 123 62 2 13 - - - - 4 - 38 1 - 1 21 15

相隣間 88 1 87 52 35 - - - - 84 70 - - 1 - - - - - 13 - - - - 4

その他 366 75 291 228 61 - - 1 1 273 176 3 1 15 - - - 1 2 70 4 - 1 20 93

犯罪被害（二次的被害） 3 - 3 3 - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - -

村八分 9 - 9 7 2 - - - - 6 5 - - - - - - - - 1 - - - - 3

女性 10 - 10 9 1 - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - - - 4

高齢者 13 5 8 3 5 - - - - 12 6 - - - - - - - - 6 - - - - 1

障害者 206 48 158 133 24 - - 1 - 173 95 3 1 - - - - 1 3 59 3 8 - 5 33
差 部落差別（同和問題） 6 4 2 2 - - - - - 5 1 - 2 - - - - - - 1 - - 1 - 1

アイヌの人々 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
別 外国人 50 5 45 32 11 - - 2 - 46 36 - - 3 - - - 1 2 3 - - 1 1 4

HIV感染 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
待 ハンセン病 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

その他の疾病 7 - 7 4 3 - - - - 6 5 - - - - - - - - 1 - - - - 1
遇 刑を終えた人 3 2 1 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -

ホームレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

性的指向 2 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1

ジェンダーアイデンティティ 8 4 4 4 - - - - - 6 - 1 - 1 - - - - 1 3 - - - - 2

ゲノム情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

その他 94 17 77 62 15 - - - - 66 35 1 - 1 - - - - 1 26 1 1 - - 28

参政権関係 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

集会、結社及び表現の自由関係 5 1 4 4 - - - - - 4 1 - - - - - - - - 2 1 - - - 1

信教の自由関係 1 - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

体罰 69 8 61 41 20 - - - - 58 50 1 - - - - - - - 5 2 - - - 11

不適切指導 464 19 445 269 175 - - 1 - 423 396 - - - - - - 3 - 20 2 1 1 - 41

小学校 960 12 948 392 556 - - - - 946 928 4 - - - - - - - 11 - 3 - - 14

中学校 282 8 274 155 119 - - - - 275 263 - - 1 - - - - - 6 2 3 - - 7

高等学校 149 5 144 88 55 - - 1 - 143 136 - - - - - - - - 3 1 3 - - 6

その他 57 1 56 35 21 - - - - 52 51 - - - - - - - - 1 - - - - 5

その他 237 21 216 152 63 - - 1 - 192 160 1 - 1 - - - 1 1 26 - 1 - 4 45

労働権 不当労働行為 12 3 9 7 2 - - - - 12 8 - - - - - - - - 1 3 - - - -
関　係

労働基準法違反 60 1 59 47 12 - - - - 59 57 - - - - - - - - 2 - - - - 1

リストラ 34 1 33 17 16 - - - - 33 32 - - - - - - - - 1 - - - - 1

パワー・ハラスメント 1,029 55 974 670 304 - - - - 965 882 2 - - - - - - - 66 10 5 - - 64

その他 387 13 374 275 99 - - - - 348 325 2 - 2 - - - - - 17 2 - - 1 39

自力執行 4 2 2 - 2 - - - - 4 2 - - - - - - - - 2 - - - - -

相隣間 小公害 71 - 71 31 40 - - - - 67 66 - - - - - - - - 1 - - - - 4

住居・生活 その他 182 3 179 90 89 - - - - 176 168 - - 1 - - - - - 5 1 1 - - 6
の安全関係

公害 6 - 6 4 2 - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - - - -

不動産 60 - 60 37 23 - - - - 59 55 - - - - - - - - 4 - - - - 1

その他 178 9 169 106 63 - - - - 155 131 - - 1 - - - 7 1 14 1 - - 7 23

家族間のもの 172 3 169 99 70 - - - - 170 165 - - - - - - - - 4 - 1 - - 2
強 セクシュアル・ハラスメント 189 - 189 111 78 - - - - 186 185 - - - - - - - - 1 - - - - 3

ストーカー行為 62 - 62 39 23 - - - - 62 62 - - - - - - - - - - - - - -
制 ホームレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・ 性的指向 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
強 ジェンダーアイデンティティ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
要 えせ同和行為 1 - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

その他 380 127 253 181 72 - - - - 286 184 1 - - - - - - 3 81 - 17 - - 94

組織又は多衆の威力関係 7 2 5 4 1 - - - - 7 5 - - - - - - - - 2 - - - - -

交通事故 2 - 2 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

その他 216 33 183 140 43 - - - - 181 97 1 - - - - - - 2 73 6 - 2 1 35

公務員の職務執行に関するもの

特別公務員 警察官 98 27 71 61 10 - - - - 76 48 - - - - - - - - 24 4 - - - 22
関　　　係

その他の特別公務員 21 5 16 13 3 - - - - 10 4 - - 1 - - - - 2 3 - - - - 11

刑務職員関係 159 84 75 75 - - - - - 127 8 - - - - - - - 2 98 4 15 - - 32

入管職員関係 2 - 2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -

その他の 国家公務員 83 17 66 62 3 - - - 1 55 15 1 - - - - - - - 34 1 2 2 - 28
公務員 地方公務員 1,117 108 1,009 651 355 - - 3 - 938 757 9 1 5 - - - 4 4 137 4 15 2 7 179

関　　係 その他の公務員 85 22 63 43 19 - - - 1 76 43 3 - - - - - - - 24 6 - - 6 9

要請 説示

教育関係 学校に
おける
いじめ

性的搾取

人身の
自由関係

社会福祉
施設関係

疾
病

暴
行
・
虐
待

総　計

処　理新　受

件　　　　　名
措　　　　　置

中止 移送 啓発
関係行
政機関
の通報

情報 移送
総数 旧受

告発

措置
猶予援助 調整

北朝鮮当局によって拉致された被害者等

未済

北朝鮮当局によって拉致された被害者等

イ
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タ
ー
ネ
ッ
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「人権侵犯事件」統計資料（令和７年）
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参考資料掲載アドレス一覧（令和８年４月現在）

参考資料 アドレス

人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）
（令和７年６月６日閣議決定（策定）

https://www.moj.go.jp/JINKEN/
JINKEN83/jinken83.html

世界人権宣言
（昭和23年12月10日第３回国際連合総会採択）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
udhr/

「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓
発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」

（平成11年７月29日人権擁護推進審議会答申）

https://www.moj.go.jp/shingi1/
shingi_990729-2.html

（公財）人権教育啓発推進センター http://www.jinken.or.jp/

都道府県人権擁護委員連合会一覧表 https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken125.html

人権擁護委員協議会一覧表 https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken126.html

常設人権相談所（みんなの人権110番）
0570-003-110

https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken20.html

配偶者暴力相談支援センター
（全国共通番号　♯8008（はれれば））

https://www.gender.go.jp/policy/
no_violence/e-vaw/soudankikan/01.
html

DV相談プラス https://soudanplus.jp/

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
（全国共通番号　♯8891（はやくワンストップ）、
性暴力被害者のための夜間休日コールセンター）

https://www.gender.go.jp/policy/
no_violence/seibouryoku/consult.html

性暴力に関するSNS相談Cure time（キュアタイム） https://curetime.jp/

都道府県労働局所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/
kouseiroudoushou/shozaiannai/
roudoukyoku/index.html

こどもの人権110番
0120-007-110

https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken112.html

全国児童相談所一覧 https://www.cfa.go.jp/policies/
jidougyakutai/jisou-ichiran

外国人のための人権相談
0570-090911

https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken21.html

インターネット人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp/

法務局LINEじんけん相談（チャット人権相談） https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken03_00034.html

令和７年における「人権侵犯事件」の状況について（概要） https://www.moj.go.jp/JINKEN/
jinken03_00272.html

https://www.moj.go.jp/JINKEN/JINKEN83/jinken83.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_990729-2.html
http://www.jinken.or.jp/
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken125.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken126.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
https://soudanplus.jp/
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html
https://curetime.jp/
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/jisou-ichiran
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
https://www.jinken.go.jp/
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00034.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00272.html
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